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本報告書における「新規ダム」とは、工事実施基本計画(H9.11)の「武庫川ダム」と位置、形式とも同様

のものである。本報告書では、平成 12 年 9 月の知事表明「総合的な治水対策についてゼロベースから検

討する」を受け、武庫川における治水対策を白紙の状態から検討したことから、「武庫川ダム」を「新規

ダム」と称している。



 

第１章 河川整備計画の策定にあたって 

 

武庫川の想定氾濫区域内の人口や資産は、全国の国管理河川の上位クラスと肩を並べており、

その中でも下流部築堤区間の沿川は、人口・資産が高度に集積している。そのため、ひとたび

堤防が決壊し氾濫すると甚大な被害が予想される。 

さらに、近年、地球温暖化に伴う気候変化等に起因して集中豪雨が多発している。平成16年

10月の但馬地域や淡路地域を襲った台風23号による災害以降も、平成21年8月の台風9号による

兵庫県西・北部豪雨災害が発生しており、沿川地域に多くの人口・資産が集積している武庫川

においても、このような豪雨に備え、洪水に対する安全度の向上を早期に図る必要がある。 

地球温暖化については、ＩＰＣＣ※1第４次評価報告書で、集中豪雨の多発に加え、海面水位

の上昇、台風の強度の増大、渇水の深刻化などが想定されている。これを受けて、国の社会資

本整備審議会から、適応策について答申※2が出されている。これによれば、現時点では、地球

温暖化や社会条件のシナリオ、気候変化の予測計算等に不確実性があるものの、今後、観測デ

ータや知見の蓄積が進められていくことにより予測の精度が高まることから、これに応じて適

応策の進め方を見直していく「順応的な」アプローチが必要とされている。 

また、環境面においては、県が「生物多様性基本法」に基づき、平成21年3月に策定した

「生物多様性ひょうご戦略」を踏まえて、河川整備に際しては多様な生物の生活環境等に与え

る影響を可能な限り回避･低減または代替できる環境保全措置を講じ、生物多様性の保全に配

慮した川づくりに取り組む必要がある。 

このような背景の下、武庫川水系河川整備計画（以下、「本計画」という。）を策定するに

あたって下流部築堤区間の安全性の向上等、特に重視した事項について以下に述べる。 

なお、本計画の着実な推進を図るため、ＰＤＣＡサイクル※3の考え方に基づいた進行管理、

新たに学識経験者と地域住民で構成する「武庫川水系河川整備計画フォローアップ委員会(仮

称)」（以下、「フォローアップ委員会」という。）の設置を行うとともに、地域住民等との

情報の共有化を図る。 

 
※1 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）：国際的な専門家でつくる、地球温暖化についての科学的な研究
の収集、整理のための政府間機構 

※2 「水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について(答申)」平成20年6月（社
会資本整備審議会） 

※3 業務改善の継続的なフィードバックツールとして発展した管理手法の一つ。業務遂行に際して「計画を立
て（Ｐlan）、実行し（Ｄo）、その評価（Ｃheck）に基づいて改善（Ａction）を行うという過程を継続
的に繰り返す」仕組み（考え方）のことをいう。 

 

 

 

 

 

 １ 河川整備計画における治水対策の考え方 

 (１) 河川整備計画の位置づけ（段階的な整備） 

河川整備基本方針では、長期的な視点に立った河川整備の目標を定めているが、その目標

達成には時間を要する。そのため、河川整備計画は、河川整備基本方針に掲げる整備目標達

成に向けて、洪水に対する安全度を段階的に向上させていくこととして、概ね20～30年後の

河川整備の目標を明確にし、これを達成するために、具体的な河川整備の内容を定めるもの

である。 

武庫川では、平成21年3月に策定した武庫川水系河川整備基本方針（以下「基本方針」と

いう）において、整備目標を4,690m3/sと定め、河道対策により3,700m3/s、洪水調節施設の

整備により910m3/s、流域対策により80m3/sを処理する配分とした。この基本方針の整備目標

を達成するには、物理的・社会的・財政的等の視点からみても多くの期間を要することから、

武庫川においても、本計画で適切な整備目標を設定し、基本方針の整備目標達成に向け、段

階的に洪水に対する安全度を向上させる。 

 

 (２) 下流部築堤区間の整備目標 

以下に示す想定氾濫区域内の人口・資産や、整備効果の早期発現を踏まえて、本計画の整

備目標は、戦後最大の洪水である昭和36年6月27日洪水と同規模の洪水から沿川住民の生命

や財産を守ることとし、目標の流量を3,510m3/sとする。（本計画と基本方針の目標流量の

関係は下表のとおり） 

また、計画対象期間は、20年間とする。 

表 1.1 河川整備計画において目標とする流量とその配分 

河川対策 
河川名 計画基準点 目標流量 

河道対策 洪水調節施設整備 
流域対策 

武庫川 甲武橋 
3,510 m3/s 
(4,690 m3/s) 

3,200 m3/s 
(3,700 m3/s) 

280 m3/s 
(910 m3/s) 

30 m3/s 
(80 m3/s) 

(   )内は、河川整備基本方針の目標流量 

  ① 想定氾濫区域内の人口・資産規模 

武庫川の想定氾濫区域内の人口・資産規模は、国管理河川の上位クラスと肩を並べてい

る。これら上位クラスの国管理河川や、武庫川と氾濫区域を共有する猪名川の目標水準は、

ともに戦後最大洪水となっている。 

 

  ② 整備効果の早期発現 

  ア 検討の考え方 

治水対策には、河床掘削、堤防強化、既存利水施設の治水活用、遊水地、新規ダムの建

設などの河川対策や、学校・公園・ため池等に雨水を一時的に貯留する流域対策がある。

どのような治水対策を組み合わせれば、基本方針の整備目標である4,690m3/sに向けて、

早期に安全性を向上できるのかについて検討してきた。   
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イ 千苅ダムの治水活用や新規ダム建設の課題 

千苅ダムの治水活用や新規ダムの建設は、基本方針における洪水調節施設の分担量であ

る910m3/sの確保に向けた選択肢のひとつであるが、千苅ダムの治水活用については、最

近の少雨化傾向を踏まえ、渇水リスクへの対応を不安視する水道事業者との合意形成に、

新規ダム建設については、環境保全に配慮したとしてもなお、ダム選択への社会的な合意

形成に、それぞれ多大な時間を要する。また、完成するまでに十数年と時間を要し、その

間は整備効果を発揮できない課題もある。 

 

  ウ 喫緊の課題に対応でき、早期かつ着実に整備効果が発揮できる対策の選定 

仁川合流点より下流の武庫川下流部は、堤防により洪水氾濫を防ぐ築堤区間となってお

り、仁川合流点より上流の掘込区間と違い、ひとたび堤防が決壊すると、甚大な被害が想

定される。 

また、堤防の決壊には至らなかったが、昭和62年より進めてきた河川改修事業の目標流

量2,600m3/sを超える規模の洪水2,900m3/sが平成16年に発生していることを踏まえると、

築堤区間における流下能力の低い区間の安全性向上は、喫緊の課題となっている。 

このため、喫緊の課題に対応でき、早期かつ着実に整備効果が発揮できる対策として、

河床掘削等や堤防強化、既設青野ダムの洪水調節容量の拡大、武庫川上流浄化ｾﾝﾀｰ内の用

地を活用した遊水地の整備や、学校・公園・ため池等に雨水を一時的に貯留する流域対策

を選定した。 

これらの対策を全て実施することにより､武庫川下流部の築堤区間において、戦後最大

洪水である昭和36年6月27日洪水と同規模の洪水の流量を安全に流下させることができる。 

 

  エ 計画期間 

河川整備計画の一般的な計画対象期間は20～30年であるが、早期に整備効果を得るため、

最短の20年に設定する。 

 

 (３) 総合的な治水対策の推進 

本計画の整備目標は、基本方針の目標達成に向けたあくまで途中段階の目標である。また、

近年、地球温暖化に伴う気候変化等に起因する集中豪雨も多発傾向にある。 

計画規模を上回る洪水や整備途上段階での施設能力を超える洪水の発生に備え、河川対策

や流域対策に加えて減災対策を実施し、洪水被害の軽減を図る。 

なお、「流域対策」や「減災対策」は、流域市の協力を得て進める必要があるため、「武

庫川流域における総合的な治水対策の推進に関する要綱」に基づき、県及び流域市で構成す

る「武庫川流域総合治水推進協議会」を設置し、別途「武庫川流域総合治水推進計画」を策

定する。 

 

 

 

 ２ 洪水調節施設の継続検討 

本計画では、千苅ダムの治水活用や武庫川峡谷での新規ダム建設以外の、早期実現可能な

対策で戦後最大洪水に対応することを整備目標に、河床掘削や堤防強化等に取り組むことと

した。 

しかしながら、近年、地球温暖化に伴う気候変化等に起因する集中豪雨が多発している中、

平成21年8月には、千種川水系の佐用川で、過去に経験したことのない大きな洪水が発生し

た。このような現実を踏まえると、多くの人口・資産を抱える武庫川では、基本方針の目標

達成に向けて、さらなる洪水に対する安全度の向上が必要である。 

したがって、千苅ダムの治水活用や武庫川峡谷での新規ダム建設等について、その必要

性・実現可能性の検討を継続し、具体的な方向性が定まった場合には、計画上の取り扱いに

ついて検討する。 

 

 ３ 動植物の生活環境の保全・再生 

河川環境については、計画段階から生物多様性の保全に向けた対応方針を明らかにするた

め、全国的にも初めての取り組みとして、「武庫川水系に生息・生育する生物及びその生活

環境の持続に関する２つの原則」（以下、「２つの原則」という。）を設けた。 

「２つの原則」の適用にあたっては、原則１の“流域内で種の絶滅を招かない”では、

「種」に着目し、原則２の“流域内に残る優れた「生物の生活空間」の総量を維持する”で

は、「ひょうごの川・自然環境調査」の調査結果をもとに、複数の河川環境の視点から、水

系内で相対的に良好な状態にある場所を客観的な手法により“優れた「生物の生活空間」”

として特定し、その範囲を総量として定量化した。 

そのうえで、河川整備の実施による影響を評価し、事業実施後もその総量を維持できるよ

う具体的な対策をとりまとめることにより、武庫川を特徴づける多種多様な動植物が今後も

生息・生育できる豊かな自然環境の保全・再生に努めることとしている。 
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（参考１）これまでの経緯（「武庫川水系河川整備計画」の検討経緯） 

  ①昭和 58 年台風 10 号を契機に、昭和 62 年度から河川改修事業に着手。平成 5 年度には、

武庫川ダム建設事業に着手した。 

  ②その後「ダム建設は武庫川渓谷の自然環境に与える影響が大きい」というダム反対の声が

大きくなり、平成 9 年の河川法改正も踏まえ、平成 12 年 9 月に「合意形成の新たな取組

みを行うとともに、総合的な治水対策についてゼロベースから検討する」ことを知事が表

明した。 

  ③これを受け、学識経験者や地域住民の幅広い意見を反映させた計画を作成するため、平成

16 年 3 月に武庫川流域委員会を設置した。（参考表 1.2） 

④平成 18 年 8 月、武庫川流域委員会が提言書「武庫川の総合治水へむけて」を知事に提出。 

⑤その後、武庫川流域委員会の審議を経て、平成 21 年 3 月に「武庫川水系河川整備基本方

針」を策定した。 

⑥さらに平成 22 年 1 月、「武庫川水系河川整備計画(原案)」を武庫川流域委員会に提示し、

同年 9月に「武庫川水系河川整備計画(案)」をとりまとめた。 

⑦その後、関係市長の意見聴取、パブリックコメント手続き等を行い、「武庫川水系河川整

備計画(案)」を確定し、平成 22 年 12 月 3 日に国土交通大臣へ同意申請を行った。 
 

 

参考表 1.1 これまでの経緯と武庫川水系河川整備計画(案)策定までのスケジュール 

時 期 内 容 

昭和 58 年 9 月 
台風 10 号による浸水被害が発生 

→河川改修事業と武庫川ダム建設事業のきっかけ 

昭和 62 年 河川改修事業に着手（河口～名塩川合流点までの河床掘削を開始） 

平成 5 年 4 月 武庫川ダム建設事業に着手 

平成 12 年 9 月 

知事が武庫川の治水対策に係わる新たな取り組みを表明 

「合意形成の新たな取組みを行うとともに、総合的な治水対策につい

てゼロベースから検討する」 

平成 16 年 3 月 武庫川流域委員会を設置 

平成 18 年 8 月 流域委員会が提言書「武庫川の総合治水へむけて」を知事に提出 

平成 21 年 3 月 「武庫川水系河川整備基本方針」を策定 

平成 22 年 10 月 
流域委員会が答申書「武庫川水系河川整備計画原案についての意見

書」を知事に提出 

平成 22 年 10 月 

～ 

平成 22 年 11 月 

関係市長からの意見聴取(10 月 6 日～10 月 26 日) 

パブリック・コメント手続き(10 月 12 日～11 月 1 日) 

武庫川流域総合治水推進協議会(11 月 22 日) 

→武庫川流域総合治水推進計画策定 

平成 22 年 12 月 国土交通大臣への同意申請(12 月 3 日) 

 

参考表 1.2 武庫川流域委員会 委員名簿                             (平成 16 年 3 月時点) 

分野 氏名 専門・住所等 所属等 備考 

池淵
いけぶち

 周 一
しゅういち

 河川(水文学) 京都大学 教授 推薦委員 
(準備会議委員)  

奥西
おくにし

 一夫
かずお

 地形土壌災害 京都大学 名誉教授、 
国土問題研究会 理事長 

推薦委員 
(準備会議委員)  治

水 

川谷
かわたに

 健
たけし

 河川(水工学) 神戸大学 教授 推薦委員 
(準備会議委員)  

利
水 畑

はた

 武志
たけし

 
農業利水・ 
水域環境 神戸大学 教授 推薦委員  

浅見
あさみ

 佳世
か よ

 環境（植物） ㈱里と水辺研究所 取締役、 姫路工業大学 客員助教授 推薦委員  

武田
たけだ

 義明
よしあき

 植物生態学 神戸大学 助教授 推薦委員  

法
ほう

西
さい

 浩
ひろし

 環境（生物） 日本鱗翅学会 会員 推薦委員 
(準備会議委員)  

環
境 

村岡
むらおか

 浩
こう

爾
じ

 
環境工学・ 
水環境学 大阪産業大学 教授 推薦委員  

長峯
ながみね

 純 一
じゅんいち

 財政学 関西学院大学 教授 推薦委員 
(準備会議委員)  

松本
まつもと

 誠
まこと

 まちづくり 市民まちづくり研究所 所長、 
元神戸新聞社調査研究資料室室長 推薦委員  

学
識
経
験
者 

人
文 

茂木立
も ぎ た て

 仁
ひとし

 法律 兵庫県弁護士会 推薦委員 
(準備会議委員)  

池添
いけぞえ

 康
やす

雄
お

 伊丹市 元伊丹市農会長会会長 推薦委員 
 

伊藤
いとう

 益
ます

義
よし

 宝塚市 エコグループ武庫川 代表 公募委員 
 

岡
おか

 昭夫
あきお

 西宮市 元リバーサイド自治会役員 公募委員 
 

岡田
おかだ

 隆
たかし

 伊丹市 武庫川の治水を考える連絡協議会 
事務局長 

推薦委員 
(準備会議委員) 

 

加藤
かとう

 哲夫
てつお

 篠山市 篠山市森林組合 組合長 公募委員 
 

草薙
くさなぎ

 芳弘
よしひろ

 尼崎市 あまがさき市民まちづくり研究会 
幹事 公募委員 

 

酒井
さかい

 秀
ひで

幸
ゆき

 篠山市 農業、 
武庫川の治水を考える連絡協議会 代表 公募委員 

 

佐々木
さ さ き

 礼子
れいこ

 宝塚市 都市計画コンサルタント 代表、都市
計画学会 会員 公募委員 

 

谷田
たにだ

 百合子
ゆ り こ

 西宮市 武庫川円卓会議 代表 推薦委員 
(準備会議委員) 

 

田村
たむら

 博
ひろ

美
み

 宝塚市 大阪市立大学非常勤講師(環境都
市計画) 公募委員 

 

土谷
つちや

 厚子
あつこ

 三田市 グリーンピース・ジャパン 会員 公募委員 
 

中川
なかがわ

 芳江
よしえ

 宝塚市 ㈱ネイチャースケープ 役員 公募委員 
 

松本
まつもと

 俊治
しゅんじ

 西宮市 三市武庫川水利擁護期成同盟会 
会長 

推薦委員 
(準備会議委員) 

 

地
域
住
民 

山仲
やまなか

 晃
てる

実
み

 西宮市 兵庫県砂防ボランティア協会 副
会長 

公募委員  

（計 25 名） 
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第２章 武庫川の概要 

 

 第１節 流域及び河川の概要 

 

 １ 河川の概要 

兵庫県の南東部を流れる武庫川は、その源を兵庫県篠山市の丹波山地に発し、篠山市にお

いて波賀
は が

野
の

川等を、三田市において相
あい

野
の

川、青
あお

野
の

川、大池
おおいけ

川、山
やま

田
だ

川等を、神戸市北区にお

いて有
あり

馬
ま

川、船
ふな

坂
さか

川、羽
は

束
つか

川を合わせて峡谷部を流下し、峡谷部を出てからは、名
な

塩
じお

川、太
お

多田
た た

川、一
いち

後
ご

川、荒神
こうじん

川、逆
さか

瀬
せ

川、大堀
おおほり

川、天
てん

王
のう

寺
じ

川、仁
に

川等を合わせながら、阪神市街地

を貫流して大阪湾に注ぐ、幹川流路延長65.7km、流域面積約500km2の二級河川である。 

 

 ２ 流域の概要 

武庫川流域は、兵庫県神戸市、尼崎市、西宮市、

伊丹市、宝塚市、三田市、篠山市及び大阪府能勢

町の2府県7市1町にまたがり、南北方向約34km、

東西方向約25kmと南北方向に長い流域形状となっ

ている。仁川合流点付近から下流の築堤区間沿川

は氾濫域で、流域にこの氾濫域を含めた「流域

圏」の面積は約580km2に及ぶ。 

流域圏全体の人口は約140万人で、そのうち約1

00万人が氾濫域である阪神間の市街地に居住して

いる(平成20年度 第8回河川現況調査)。また、武

庫川上流域の北摂・北神地区では、昭和40年代後

半から始まったニュータウン開発により人口が急

増し、その中心となった三田市は、昭和62年から

平成８年まで10年連続して人口増加率日本一を記

録したものの、近年微増で推移している。 

流域内の土地利用は、山地が約63％、水田や畑地等の農地が約21％と減少し、宅地等の市

街地はニュータウン等の開発により約16％まで拡大した。また、兵庫県内のため池の数は

全国１位であり、特に県内南部に多く存在している。武庫川流域内においても、ため池

は約1,200箇所存在している。（平成14年5月時点） 

流域圏は交通の要衝に位置し、中国自動車道と山陽自動車道が結節し、国道2号、43号等

の広域幹線道路や、山陽新幹線、JR東海道本線、関西圏の主要な私鉄が東西に横断するとと

もに、JR福知山線と国道176号が流域を南北に縦断している。 

武庫川上流域の沖積低地では田園が広がっている。また、武庫川の河口部や臨海部周辺は、

古くから製造業が集積し、阪神工業地帯の中枢部の一つとしてわが国の高度経済成長を支え

てきたが、近年、産業構造の転換が進んでいる。内陸部では、中国自動車道の開通を契機に

写真 2.1.1 武庫川流域図 

 

工業団地や流通業務団地等が造成され多くの企業が立地している。 

武庫川水系の河川水は、これらの工業用水の他、農業用水、都市域への水道用水として広

く利用されている。 

また、流域内では、３つの国立公園等が指定されており、瀬戸内海国立公園には風化した

花崗岩が見せる蓬
ほう

莱
らい

峡の奇観、猪名川渓谷県立

自然公園には羽束川渓谷、清
きよ

水
みず

東条湖立
たち

杭
くい

県立

自然公園には特異な山容を持つ虚空蔵山
こ く ぞ う さ ん

等の景

勝地があり、加えて武庫川中流部には、都市近

郊にあって豊かな自然に恵まれた武庫川峡谷が

ある。下流部の河川空間は、都市部における貴

重な水と緑のオープンスペースとして県民に潤

いとやすらぎの場を提供している。 

このように、武庫川流域圏における本水系の

治水・利水・環境が果たす役割はきわめて大き

い。 

 

 ３ 地形・地質 

武庫川の上流端から有馬川合流点付近までの上流部は比較的勾配が緩く1/200 ～1/1,000 

程度であり、中流の峡谷部では勾配が急になり1/100～1/200程度、峡谷より潮止堰付近まで

の下流部は1/200 ～1/700程度と再び緩勾配となり、河口部では概ね1/2,000以下である。 

流域の地形は、山地、丘陵地、平地から構成されるが、上流部の山地から南に丘陵地帯が

続き、段丘面が発達し、武庫川沿いに三田盆地が広がっている。三田盆地以南で、再び北摂

山地、六甲山地が連なるが、この北摂山地を侵食して成立したのが武庫川峡谷である。生
なま

瀬
ぜ

大橋付近以南では徐々に平地が広がっていき武庫平野を形成している。 

流域の地質のうち、篠山市内は丹波層群の砂岩と泥質岩からなる。三田市、篠山市域の丘

陵地は有馬層群の流紋岩質凝灰岩・凝灰角礫岩を主体とする火山岩類が分布しており、三田

盆地の西側は神戸層群の礫岩・砂岩・泥質岩の互層となっている。生瀬大橋付近をほぼ東西

に走る有馬－高槻構造線が有馬層群と六甲花崗岩の地質境界となっており、これに接して武

庫川の西側に六甲花崗岩が分布する。下流域の武庫平野は第四紀層の泥・砂・礫からなる沖

積平野である。 

六甲山系から流出する土砂のため、仁川合流点付近から下流の武庫川は、市街地より河床

が高い天井川の様相を呈している。また、尼崎市、西宮市、伊丹市では、昭和初期より地下

水の汲み上げに伴う地盤沈下が一時期進んだ区域があり、臨海部に海抜ゼロメートル地帯が

存在しているが、昭和30年代からの地下水の汲み上げ規制により、地盤沈下はおさまってい

る。 

写真 2.1.2 蓬莱峡 
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 ４ 気候・気象 

流域内の気候は瀬戸内海型に分類され、年間の降水量は1,200～1,600mm程度で梅雨期と台

風期に多く、上流域が下流域に比べ多雨傾向にある。年平均気温は15℃程度で、上流域は下

流域に比べ、2～3℃低い。下流部は阪神間の市街地にあり、大都市特有の都市気候の特徴も

現れる。冬季は少雨・多照が特徴だが、梅雨期には大阪湾を北上する暖湿気流と六甲山地の

影響で、局地的な大雨が降る。 

なお全国的には、近年、地球温暖化に伴う気候変化等に起因して集中豪雨が多発しており、

過去約30年間での集中豪雨の発生頻度は増加傾向である。一方、年間降水量は減少傾向にあ

り、少雨と多雨の変動幅が増大している。 

武庫川の 
洪水時の水位 

図 2.1.1 武庫川周辺の地形（阪神電鉄武庫川駅付近） 

図 2.1.3 近年の短時間降雨の増加傾向 
出典：中小河川における局地豪雨対策ＷＧ報告書 

参考資料(国土交通省) 平成 21 年 1月 
 

図 2.1.2 武庫川の年間平均雨量分布 
（2000 年～2006 年） 

 

 ５ 自然環境・景観 

流域内の約63％を占める森林の約86％がアカマツや落葉広葉樹を主体とする二次林等であ

り、一部にスギ、ヒノキの人工林がある。 

武庫川の上流部は、篠山市、三田市の盆地を緩やかなカーブを描いて流れており、三田市

の中心部を除き沿川は田園地帯である。上流部にもかかわらず流れが緩やかであり、このよ

うな環境を好むアブラボテ等のタナゴ類、オグラコウホネやナガエミクリ等の水生植物が生

息、生育している。特にトゲナベブタムシは、本県では武庫川の上流のみで確認され、本州

でも数箇所でしか確認されておらず、武庫川の上流部が全国的に見ても貴重な生息地となっ

ている。 

中流部では、峡谷特有の川の流れを含む貴重な自然景観が保たれ、名を持つ淵や岩が多く

存在する。峡谷にはカワガラス等が生息し、豊かな植生環境の中、河道内の岩場にはサツキ

やアオヤギバナ等の貴重植物が生育している。 

下流部は、複断面河道となって市街地を流れ、高水敷のクロマツ、アキニレ等とあいまっ

て安らぎの景観を見せており、多くの区間が河川敷緑地として整備されている。多数の堰や

河床の安定を図るための床止めが設置され、潮止堰付近から下流は感潮域となっている。 

河口部を除く低水路内の砂州にはカワラサイコが、また、水辺にはヤナギタデ、ツルヨシ

等の水生植物が生育し、カヤネズミや陸上昆虫類などの貴重な生息地となっている。瀬では

アユ、オイカワ等が、堰などの湛水域ではコイやフナ等が生息しており、それを餌とするサ

ギ等もみられる。河口付近の汽水域では、ボラやマハゼ等の魚類やそれらを餌とするカワウ

やミサゴ、コアジサシ等がみられる。 

また、平成21年度に実施したアユの生息実態調査では、生瀬まで天然アユの遡上が確認さ

れている。 

 

 

 

 

 

 

 写真 2.1.3 武庫川の景観 
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 ６ 歴史・文化 

「武庫」の由来は、難波の都から見て「向こう」であったからといわれており、昔、有馬

川合流点より上流は三田川、下流は武庫川と呼ばれていた。仁川合流点付近では、宝塚、伊

丹、尼崎、西宮の各市の境界が複雑に入り組んでおり、昔は武庫川の流れがたびたび変化し

ていたことがうかがわれる。 

武庫川下流部には近代に橋が架けられるまで、街道の渡しが多く存在した。宝塚市役所の

近くには西宮街道とその伊孑志
い そ し

の渡しが、仁川合流点付近には西国
さいごく

街道とその髭
ひげ

の渡しが、

上武庫橋付近には津
つ

門
と

の中道とその守
もり

部
べ

の渡しが、更に旧国道武庫川橋付近には中国街道と

その西新田
にししんでん

の渡しが存在した。 

篠山市の真南条
まなんじょう

川と田
た

松
まつ

川の合流点近くには、宿場町として栄えた古市
ふるいち

地区がある。また、

明治初期までは、篠山盆地の農作物を輸送するため、三田までの舟運が行われていた。羽束

川上流には、平家の落武者が発見したといわれる籠坊
かごぼう

温泉がある。 

三田市の桑原
くわばら

地区にある欣勝寺
きんしょうじ

は雷除けの寺と知られ、雷がなったときに「クワバラ」と

唱えるのはこの寺の逸話に基づいており、雷雨のような局地的な集中豪雨が多かったことが

うかがえる。 

神戸市北区にある有馬温泉は、日本書紀にも記述された由緒ある温泉で、豊臣秀吉がたび

たび訪れたことでも知られている。 

宝塚市においても鎌倉時代の初期から温泉の存在が都に知られており、室町時代には、武

庫川に湧出する霊泉で病が癒えた老女の願により塩尾
えんぺい

寺
じ

が建立されたとの言い伝えが『塩尾

寺縁起』に記されている。明治期に、武庫川に湧出する鉱泉を利用して温泉場ができ、変遷

を経て今の宝塚温泉になっている。また、武庫川峡谷にある武
たけ

田
だ

尾
お

温泉は、江戸時代に発見

したきこりの名前に由来すると伝えられている。 

西宮市の名塩川上流の名塩地区は和紙の産地

であり、江戸時代から作られてきた名
な

塩
じお

雁
がん

皮
ぴ

紙
し

は国の重要無形文化財に指定されている。 

伊丹市では、僧
そう

行基
ぎょうき

が昆陽
こ や

池を築くとともに

昆陽寺を創建し、摂
せっ

津
つ

の仏教文化の中心地とし

て栄えた。江戸時代には酒造業が発展し、伊丹

の酒は丹醸
たんじょう

と賞賛され、将軍の御膳酒になっ

た。鴻池
こうのいけ

地区には、清酒発祥の地の伝説を示

す市指定文化財の鴻池稲
いな

荷
り

祠
し

碑
ひ

がある。 

 
写真 2.1.4 武田尾温泉 

 

 ７ 治水事業の沿革 

武庫川は、「摂津の人取り川」と伝えられ、

古くから氾濫を繰り返し、幾多の災害をもたら

す暴れ川であった。下流には一旦大雨になると

砂礫や大石が運ばれるため、江戸時代には尼崎

藩が幕府から摂津国有馬・武庫・川辺の 3 郡地

区の土砂留大名を命ぜられ、山の管理や河川の

普請にあたるなど、古くから、数多くの治山・

治水工事が行われてきた。 

武庫川下流部において築堤、河床掘削などの

本格的な改修が始まったのは、大正 9 年である。

阪神国道（現国道 2 号）の工事に関連して県が

改修に踏み切り、第 1 期工事として大正 9 年か

ら大正 12 年にかけて東海道線以南の約 5km を

改修した。費用は、武庫川の派川である枝
えだ

川、

申
さる

川の廃川敷の売却益を充当したものである。

第 2 期工事は、大正 13 年から昭和 3 年にかけ

て、東海道線から逆瀬川までの約 8km で行われ

た。 

その後、昭和 25 年 9 月のジェーン台風、昭

和 36 年 9 月の第 2 室戸台風など、相次ぐ高潮

被害に見舞われたことから、昭和 37 年より河

口から潮止堰までの約 2.6km の区間を、大阪湾高潮対策事業として堤防の嵩上げ等を行い平

成 12 年に完了している。 

そして、昭和 58 年台風 10 号を契機に、水系一貫の基本計画として昭和 60 年に武庫川水

系工事実施基本計画を策定するとともに、昭和 62 年より潮止堰から名塩川合流点までの約

16km について、広域基幹河川改修事業による整備に着手した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2.1.5 大正時代の改修計画 

写真 2.1.6 昭和 58 年台風 10 号による 
        浸水の状況（宝塚市街地付近) 

写真 2.1.7 昭和 58 年台風 10 号による 
     洪水の状況（阪神電鉄橋梁付近) 
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下流より順次、河床掘削による河積拡大を中心に整備を進めてきており、現在、生瀬大橋

付近までの整備を終えている。 

上流部においては、山田川合流点から相野川合流点までの治水事業を昭和8年より昭和25

年にかけて実施し、昭和35年度からは相野川合流点より上流を小規模河川改修事業で、また、

昭和45年度には、羽束川合流点付近から相野川合流点までの第二次改修工事を中小河川改修

事業により着手した。 

昭和50年代からは、北摂・北神地区の開発に

関連して、住宅宅地関連公共施設整備促進事業

等により、築堤、掘削、護岸等を実施してきた

ほか、災害改良復旧事業も行った。 

昭和63年には、昭和43年から河川総合開発事

業で建設していた青野ダムを完成させた。 

平成16年台風23号による洪水では、甲武橋に

おいて観測開始以来最大の流量を記録し、下流

部の西宮市名塩木
こ

之
の

元
もと

（リバーサイド住宅）等

未整備区間において、住宅の床上・床下浸水や

橋梁の流失などの被害が発生したが、整備済区

間では、大きな被害はなかった。三田市域にお

いても河川改修や青野ダムの洪水調節効果等に

より大きな被害は発生しなかった。 

神戸新聞Ｈ16.10.21 

読売新聞 Ｈ16.10.21 

写真 2.1.9 平成 16 年災害の新聞記事  

写真 2.1.8 青野ダム 

 

一方、工事実施基本計画に位置づけていた武庫川ダムについては、平成5年度に建設事業

に着手し、平成12年に環境影響評価概要書の縦覧を行ったところ、ダム建設が武庫川峡谷の

環境を破壊するとの意見をはじめ、さまざまな意見書が出された。環境影響評価審査会から

は、今後の流域の治水のあり方も含め、事業計画を総合的な観点から検討すること、また河

川整備に関して地域住民とのコミュニケーションを重ねる努力を望みたい等の答申があった。

更には平成9年に河川法が改正されたこともあって、平成12年に県は、「合意形成の新たな

取り組みを行うとともに、総合的な治水対策についてゼロベースから検討する。」こととし

た。 

検討に際しては参画と協働の理念の下、河川整備基本方針策定の段階から学識経験者や地

域住民の意見を聴くこととし、平成16年3月に「武庫川流域委員会」を設置した。流域委員

会は、およそ2年半にわたり審議を重ね、平成18年8月に提言書がまとめられた。河川管理者

は、これを踏まえて河川整備基本方針（原案）を作成、更に河川審議会の答申、国土交通大

臣の同意を経て、平成21年3月に河川整備基本方針を策定した。 
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（参考２）工事実施基本計画（H9.11 変更認可）に位置づけた武庫川ダムの概要 

 

参考表 2.1 武庫川ダム主要諸元 

項  目 諸  元 

①建設の目的 1.洪水調節 
 ダム地点計画高水流量 2,900m3/s のうち 700m3/s 
の洪水調節を行う。 
2.レクリエーション利用 
 堤体及び貯水池を利用して、レクリエーション 
施設の整備を行う。 

②位置・河川名 ・水  系  名 
・河  川  名 
・事 業 主 体 
・ダ  ム  名 
・ダ ム 位 置 
 

武庫川水系 
武庫川 
兵庫県 
武庫川ダム 
左岸  兵庫県宝塚市川面地先 
右岸  兵庫県西宮市塩瀬町名塩地先 

③貯水池の諸元 ・集 水 面 積 
・湛 水 面 積 
・貯水容量 

総貯水容量 
有効貯水容量 
洪水調節容量 

・貯水位 
設計洪水位 
ｻｰﾁｬｰｼﾞ水位 

422.6km2 
0.54km2 
 
9,500,000ｍ3 
9,500,000ｍ3 
9,500,000ｍ3 
 
EL.118.5ｍ 
EL.111.3ｍ 

④ダムの諸元 ・ダム型式 
・堤  高 
・堤 頂 長 
・堤 体 積 
・堤頂標高 
・洪水調節方式 
・計画高水流量 
・計画放流量 
・ダム設計洪水流量 
・常用洪水吐き 
 
 

重力式コンクリートダム 
73ｍ 
160.0ｍ 
180,000ｍ3 
EL.120.0ｍ 
自然調節方式 
2,900ｍ3/s（基準地点；1/100） 
2,200ｍ3/s 
4,500ｍ3/s 
上段放流孔 B4.7m×H4.7m×２門 
下段放流孔 B5.0m×H6.0m×２門 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考図 2.1 武庫川ダムの位置（武庫川ダムパンフレットより） 

 

 

 

 

 

 

 

参考図 2.2 流量配分図（武庫川ダムパンフレットより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考図 2.3 武庫川ダムの概要 

ダムサイトの写真 

160m（堤頂長） 

73
m（
堤
高
）
 

EL.120.0m（堤頂標高） 

B4.7m×H4.7m×2 門 

B5.0m×H6.0m×2 門 

EL.111.3m 
（サーチャージ水位） 

上段放流孔 

下段放流孔 
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参考表 2.2 武庫川ダムに関するこれまでの経緯 

昭和 54 年 4 月 

昭和 60 年 2 月 

 

平成元年 4月 

平成 2 年 

平成 5 年 3 月 

平成 5 年 4 月 

平成 7 年 3 月 

平成 8 年 9 月 

平成 9 年 11 月 

 

平成 9 年 12 月 

 

平成 11 年 1 月 

平成 12 年 1～2 月 

 

平成 12 年 9 月 

 

｢生瀬ダム｣予備調査開始 

武庫川水系工事実施基本計画認可(当初) 

・洪水調節施設は｢上流ダム群｣として位置づけ 

｢生瀬ダム｣実施計画調査開始 

｢武庫川ダム｣に名称変更 

｢武庫川ダム｣建設工事に関する基本協定を市と締結 

｢武庫川ダム｣建設採択 

水源地域対策特別措置法第二条第二項のダムに武庫川ダムが指定 

ダムサイト・ダム型式基本設計会議 

武庫川水系工事実施基本計画変更認可 

・洪水調節施設に武庫川ダムを位置づけ 

｢武庫川を愛する会｣より武庫川ダム建設反対署名 

・反対署名：32,000 人 

事業評価監視委員会で事業実施は妥当 

環境影響評価概要書縦覧 

・意見書：708 通 

県議会で知事が武庫川の治水検討に関わる新たな取り組みを表明 

 

 

 

参考表 2.3 武庫川ダム事業の現在の進捗状況 

①進捗状況 

  約１５億円（総事業費の約５％）を執行（平成１６年度末時点） 

  ※平成１７年度以降の事業費は０ 

②これまでに実施した主な事業内容 

  調査・測量・設計 

 

 ８ 砂防事業の沿革 

砂防事業に関しては、太
お

多
た

田
た

川、逆瀬川、仁川、

有馬川等、六甲山系の花崗岩地域を流域とする土

砂流出の激しかった支川において、明治後期より

植林や、砂防えん堤工事が実施され、土砂流出の

防止が図られてきた。中でも逆瀬川は明治28年に

山腹工、えん堤工が行われたのをはじめとして、

昭和3年には全国初の流路工が施工され、兵庫県

砂防発祥の地となっている。このような整備によ

り、昭和13年の阪神大水害においても逆瀬川等の

武庫川支川では、大きな被害を受けなかった。以

後も計画的に砂防えん堤及び治山等の整備が進め

られている。 

写真 2.1.10 太多田川支川 
座頭谷川砂防えん堤群 
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 ９ 水質 

生活環境の保全に関する河川の環境基準については、大橋（三田市）から上流は水浴が可

能とされる A 類型（BOD2mg/L 以下）、大橋から仁川合流点までが水道用水として利用可能

とされる B 類型（BOD3mg/L 以下）、仁川合流点から河口までがコイ、フナ等の生息が可能

とされる C 類型（BOD5mg/L 以下）に類型指定されている。また、湖沼の環境基準は千苅貯

水池において A 類型（COD3mg/L 以下）となっている。上・中流部では環境基準に適合する

水質を保っており、一方、下流部においては、上流域の開発や人口増により水質が悪化した

時期もあったが、下水道の普及等により水質は一定の改善がなされ、平成に入って以降は環

境基準を満足する水質を維持している。 

なお、下水の高度処理化も進められており、流域下水道の武庫川上流浄化センターでは、

すでに平成 11 年に高度処理化が完了している。 

 

 １０ 河川水の利用 

河川水の利用に関しては、武庫川周辺は古くから開かれた地域であり、かんがい利用が盛

んであった。加えて、降雨が少なく、河川の水量が乏しいにもかかわらず水田の開発が進め

られ、たくさんの用水を必要としたことから多くのため池が築造されたという歴史的経緯が

ある。過去、水をめぐる対立が多く生じ、今も仁川合流点付近の百間樋
ひゃくけんぴ

、六
ろく

樋
ひ

や鳴
なる

尾
お

の義
ぎ

民
みん

碑
ひ

などに先人たちの利水に対する並々ならぬ思いがみられる。 

現在は、農業用水として利用されているほか、水道用水及び工業用水として、篠山市、三

田市、神戸市、宝塚市、伊丹市、西宮市、尼崎市他で利用されている。また、神戸市が大正
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宮前橋（上流）

大橋（上流）

三田大橋（中流）

亀治橋（中流）

大岩橋（中流）

生瀬橋（中流）

百間樋（中流）

甲武橋（下流）

武庫大橋（下流）

阪神鉄橋（下流）

南部橋（下流）

図 2.1.4 河川水質の推移（ＢＯＤ75%値） 

 

8年に羽束川下流に水道のための千
せん

苅
がり

ダムを建設

して以来、深
ふか

谷
たに

池、丸
まる

山
やま

ダム、川
かわ

下
しも

川ダム、山田

ダム、多目的の青野ダムなどが整備されている。

なお、千苅堰堤は平成10年に国の登録有形文化財

に指定されている。 

 

 １１ 内水面漁業 

武庫川本川のアユ漁は江戸時代には営まれていた記録が残るが、明治期になって漁業組合

が設立されアユ、ウナギ等の淡水漁業が営まれてきた。現在、甲武橋下流付近から広野橋上

流付近までの本川区間及び羽束川等の支川に漁業権が設定されており、アユ漁について昭和

50 年代半ばまでは、生瀬から武田尾にかけて、良好な漁場であった。昭和 24 年頃までは天

然アユの捕獲を主体としていた記録があるが、現在は漁獲高が大きく減少し、放流による漁

業だけとなっている。このような中、武庫川漁業協同組合では、関係機関と連携しつつ、ア

ユの基礎調査（平成 20 年度）や河川清掃、カワウの食害対策など天然アユの再生に向けた

取り組みを始めた。 

 

 １２ 河川空間の利用 

武庫川の河川利用については、上流域の周辺はのどかな田園風景となっており、三田市市

街地付近では、ジョギングコース、サイクリングコース等の利用が中心となっている。生瀬

から武田尾にかけての武庫川峡谷には豊かな自然が残され、廃線跡のハイキングの利用が多

く、平成19年秋の休日に、宝塚市が管理している峡谷内の公園の入り口で利用者数を計測し

た結果、武田尾方面に約1,500名、生瀬方面に約800名の利用があった。また、支川の千苅ダ

ム、青野ダム、母子大池、蓬莱峡付近とともに、広域的な自然レクリエーションゾーンとな

っている。宝塚市域では、高水敷をスポーツグラウンドとして利用したり、宝来橋下流で観

光ダムによりできた水面に噴水が設置され、癒しの

空間が創出されており、この空間を活用して、花火

大会等も開催されている。下流域の仁川合流点付近

から河口までは、高水敷が広く、公園・緑地として

整備され、ジョギングやサイクリング等のレクリエ

ーションの場となっている。潮止堰や床止工によっ

てつくり出された湛水域は阪神間の貴重なやすらぎ

とうるおいのある空間として定着し、加えて水面は

全川にわたって、釣り、自然観察等のレクリエーシ

ョンの場となっている。また、武庫川本川のほぼ全区間にわたり堤防に沿って桜が植えられ、

瀬戸内海と日本海を結ぶ「ふるさと桜づつみ回廊」を形成している。 

写真 2.1.12 マラソン大会の様子 

写真 2.1.11 千苅ダム 
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 第２節 河川整備の現状と課題 

 １ 洪水、高潮等に対する災害の発生の防止又は軽減に関する現状と課題 

 (１) 河川対策 

  ① 箇所毎の現状と課題 

本川を、峡谷地形の中流部(名塩川合流点～羽束川合流点)を境に、下流部築堤区間

(河口～仁川合流点)・下流部掘込区間(仁川合流点～名塩川合流点)と、上流部(羽束

川合流点～本川上流端)に分け、さらに支川を区分して、それぞれの区間毎に現状と

課題を述べる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

三 

木 

市 

南 丹 市 

下流部築堤区間 

下流部掘込区間 

中流部 

上流部 

河口 

仁川合流点 

名塩川合流点 

羽束川合流点 

本川上流端 

● 

● 

● 

● 

● 

法定河川 

甲武橋(計画基準点) 

図 2.2.1 河道区分 

 

  ア 下流部築堤区間（河口～仁川合流点） 

昭和58年台風10号を契機に昭和62年から河川改修事業により河床掘削を行い、平成21年

3月に築堤区間の整備が完了した。この結果、築堤区間で最も流下能力が低い河口から約3

km付近の流下能力は約1.7倍(1,500m3/s→2,600m3/s)に向上した。 

しかしながら、平成16年台風23号ではこの河川改修事業の目標流量2,600m3/sを300m3/s

上回る2,900m3/sの洪水が発生しており、河口から約3km付近の洪水に対する安全度は依然

として低い。 

下流部築堤区間の沿川は高度に市街化していることから、ひとたび堤防が決壊し氾濫す

ると甚大な被害が想定される。想定氾濫区域内の人口や資産が国管理河川の上位クラスと

肩を並べる武庫川では、洪水に対する安全度の早期向上が喫緊の課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.3 これまでの河川改修事業の河床掘削イメージ 図 2.2.2 河川改修事業の実施範囲 
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  イ 下流部掘込区間（仁川合流点～名塩川合流点） 

昭和 58 年台風 10 号を契機に下流から河川改修事業により順次河床掘削を行い、現在、

生瀬大橋付近までの整備が概成している｡この結果､阪急宝塚駅付近の流下能力は約 2.5 倍

(800m3/s→2,000m3/s)に向上した。平成 16 年台風 23 号ではこの改修事業の目標流量を上

回る洪水が発生したが、河道が掘込であるため、計画高水位を超えつつも、洪水が河道内

で流下し、浸水被害は発生しなかった。 

一方、生瀬大橋上流の西宮市名塩木之元(リバーサイド住宅)等の未整備区間では、住宅

の床上・床下浸水や橋梁の流失、護岸の決壊など、著しい被害が発生した。未整備区間の

うち家屋の多い青葉台地区では、地元住民の意向を踏まえながら、引き続き河川改修事業

を進め、生瀬大橋下流と同程度の安全度を確保する必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 2.2.1 下流部築堤区間 

図 2.2.5 想定氾濫区域内人口資産ランキング(上位 15 河川※) 
(平成 20 年度 第 8回河川現況調査※より) 

写真 2.2.2 平成 16 年台風 23 号の被災写真 
（生瀬大橋上流右岸側） 
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図 2.2.6 これまでの河川改修事業の河床掘削イメージ 
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※ 全ての一級水系(109 水系)及び主要な二級水系(100 水系)を対象とした調
査。 

 

  ウ 中流部（名塩川合流点～羽束川合流点） 

武田尾地区では昭和58年台風10号を契機にパラペ

ット等による緊急的な溢水対策を実施したが、平成1

6年台風23号ではこれを上回る洪水が発生し、再び溢

水した。 

このため、住民が適切に避難等の判断ができるよ

う、水位の状況に応じて回転灯の作動やサイレンを

吹鳴し危険情報を周知する洪水危険情報通報システ

ムを設置しているが、早期に再度災害防止を図る必

要がある。 

 

  エ 上流部（羽束川合流点～本川上流端）及び支川 

武庫川の上流部は、昭和36年6月洪水等を契機に河川改修事業を実施しており、三田市

域の整備を終え、現在、篠山市域を整備中である。この結果、三田市街地等では昭和36年

6月洪水を安全に流下させることができるようになっている。支川については、地先ごと

に過去の水害に応じた河川整備を行ってきた。 

近年においても、例えば上流部では平成8年8月の豪雨や平成16年台風23号等で主に水田

地帯に浸水被害が生じている。今後も引き続き整備を進めていく必要がある。 

 

  ② 堤防強化 

沿川地域に多くの人口・資産が集積している武庫川下流部（仁川合流点付近より下流）

における堤防の安全性を向上させるため、学

識経験者で構成する「武庫川堤防技術検討委

員会」※1を平成14年度に設置し、洪水時にお

ける浸透、侵食に対する安全性と、安全水準

を満たさない堤防の強化対策を検討した。こ

の結果を踏まえ、比較的安全度が低い4.4km

について平成18年度から対策工事に取り組ん

でおり、平成20年度までに1.7kmの工事が完

了した。今後も継続して整備を進める必要が

ある。なお、堤防に近接する一部の家屋等に

ついては、その対応が課題となっている。 

また、堤防や高水敷には多くの樹木があるため、堤防強化工事に際して樹木の伐採が必

要になる場合がある。一方、これらの樹木の一部は、古くから生育しており、武庫川の景

観を特徴づけ、地域住民にも親しまれていることから、堤防強化工事に際して、これら樹

木にも配慮する必要がある。 

加えて、近年、地球温暖化に伴う気候変化等に起因して集中豪雨が多発している現状を

ドレーン部

吸出防止材(フィルター)

写真 2.2.3 平成 16 年台風 23 号の 
     被災写真（武田尾地区） 

写真 2.2.4 堤防強化工事の例（ﾄﾞﾚｰﾝ工） 
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踏まえると、越水に対しても一定の安全性を有する堤防（耐越水堤防）の整備が望まれる。

しかしながら耐越水堤防については、土木学会の報告書※2では「長期にわたる実効性が証

明されておらず、実際の導入は技術的に困難」と結論づけており、技術基準が確立されて

いないため、現時点では採用することができない。今後、耐越水堤防の導入を、技術開発

の進展に合わせて検討していく必要がある。 

 
※1 武庫川堤防の安全性と堤防強化手法について検討を行うため、平成14年に兵庫県が設置した学識経
験者及び行政で構成する委員会 

※2 「耐越水堤防整備の技術的な実現性の見解」について 耐越水堤防整備の技術的な実現性検討委員
会報告書 (社)土木学会 H20.10.27 

 

  ③ 高潮対策 

高潮に対する堤防等の整備は、昭和25年9月のジ

ェーン台風、昭和36年9月の第二室戸台風などの高

潮被害を契機に、河口から潮止堰までの約2.6kmの

区間で、昭和37年度より高潮対策事業に着手し、

平成12年度に完了している。また、地球温暖化に

伴う海水温の上昇による熱膨張で、海面水位

の上昇をもたらす可能性も示唆されている※。 

 
※ ｢水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について(答申)｣H20.6 社会資本
整備審議 

 

  ④ 津波対策 

南海地震に伴う津波想定高は尼崎西宮芦屋港(西宮)付近でO.P.+4.3m程度※1とされてお

り、防潮堤はO.P.+4.9m以上の高さで整備済のため津波を防御できる。またこの津波が武

庫川を遡上した場合、その高さは河口(阪神高速湾岸線)付近から国道2号付近でO.P.+3.5m

程度※1と推定されており、現在の河川堤防の高さ(O.P.+6.8m以上)で対応できる。 

しかし、地震の揺れによるレールの損傷により防潮門扉が閉鎖できず機能しない場合が

考えられること、また地震の揺れや船舶が当たることによる防潮堤の損傷により住宅地が

浸水する場合が考えられることから、防潮門扉等の全ての防潮施設が閉鎖出来なかった場

合に想定される津波浸水予想地区を基に、市は住民に対して広報車や緊急警報放送を伝達

する拡声機能付き緊急警報装置等で避難情報を伝達することとしている。更に避難勧告・

指示の徹底を図ることを阪神南地域津波災害対応マニュアル(兵庫県阪神南県民局、阪神

南地域津波災害対策検討会H16.3改訂)に定めるとともに、ハザードマップの配布などを通

じて津波浸水予想地区（防潮門扉等の全ての防潮施設が閉鎖出来なかった場合）について

事前に住民に広報を行っている。 

 
※1 津波災害研究会「兵庫県沿岸域における津波被害想定調査概要報告書」H12.3より。 
  なお、この想定津波高は、内閣府の中央防災会議「東南海、南海地震等に関する専門調査会」によ

写真 2.2.5 高潮対策事業で整備した防潮堤 

 

る東南海・南海地震同時生起の想定津波高(兵庫県阪神南地域でO.P.+4.1m程度※2)よりも高い。なお
東海・東南海・南海地震同時生起、東南海・南海地震同時生起、南海地震単独の何れのケースにお
いても兵庫県阪神南地域の想定津波高はほぼ同等である。 

※2 中央防災会議事務局｢中央防災会議 東南海､南海地震等に関する専門調査会(第 16 回)｣H15.12 

 

  ⑤ 排水ポンプ場の運転調整 

内水被害に対しては、低平地における排水強化を図るため、主に武庫川下流部において、

県の流域下水道で３カ所の中継ポンプ場、市の公共下水道で５カ所の中継ポンプ場及び雨

水ポンプ場が整備されている。 

洪水で堤防が決壊する恐れがある場合に、武庫川へのポンプ排水を続けると、水位上昇

を助長し、越水や堤防の決壊を引き起こす可能性がある。 

このため、出水時における排水ポンプ場の合理的な運転調整方法については、ポンプ停

止による内水氾濫に対する避難等の減災対策も含めて、地元市や下水道管理者等と、協

議・検討する必要がある。 

なお、県の流域下水道の中継ポンプ場については、堤防の決壊等の危険が切迫した緊急

時には、河川管理者の指示により、緊急避難措置として、排水ポンプの運転を停止するこ

ととしている。 

 

  ⑥ 洪水調節施設の整備 

武庫川の洪水対策、北摂・北神地域の水道

水源の確保を目的として、三田市の青野川、

黒川合流点に多目的の青野ダムの建設を計画

し、昭和 63 年に完成した。青野ダムは、平

成 16 年の台風 23 号など既往洪水において、

一定の洪水調節効果を発揮している。 

河川整備基本方針では、洪水調節施設によ

り 910m3/s の流量を調節することとしており、

それに向けた整備を進めていく必要がある。 

写真 2.2.6 青野ダム 
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 (２) 流域対策 

これまで、開発に伴う防災調整池の設置、学校・公園等での貯留、森林の保全と公益的機

能向上、その他の貯留・浸透の取り組みなど、様々な流出抑制対策が行われてきた。 

一方、市街化の進展に伴う流域の保水・貯留機能の低下や低平地への人口・資産の集積に

加えて、近年、地球温暖化に伴う気候変化等に起因して集中豪雨が多発する傾向にあること

により、洪水被害の危険性が増大している。 

さらに、平成20年7月には、都賀川において、局地的な豪雨による急激な増水により、水

難事故が発生し、平成21年5月には土木学会からも雨水を一時的に貯留する流域対策などの

必要性が提言されている。 

以上のことから、これまで進めてきた河川対策に加えて、貯留・浸透により雨水の流出を

抑制する以下のような流域対策をより一層進める必要がある。 

 

  ア 防災調整池の設置指導 

開発に伴う県管理河川への流出抑制対策として、県で

は1ha以上の開発行為を行おうとする者に対し、「調整

池指導要領及び技術基準｣(兵庫県県土整備部)に基づき、

昭和53年から防災調整池の設置を指導している。神戸市、

西宮市、宝塚市、伊丹市では、県の基準より対象を広げ

た基準を独自に設けて指導している。 

 

  イ 学校・公園での雨水貯留の取り組み 

三田市の平谷川流域の学校・公園には雨水貯留施設が整備されている。流域外では、西

宮市においても、市南部地域の流出抑制対策として、学校や公園での貯留施設の整備に取

り組んでいる。 

 

  ウ 森林の保全と公益的機能向上 

森林が持つ水源かん養機能、土砂流出防止機能などの公益的機能を維持、向上させるた

め、開発行為の規制及び森林整備の推進に関する施策を総合的に推進している。 

また風水害に備えた森林の管理徹底を図るため、間伐を推進するとともに、県民緑税を

活用し、急傾斜地で間伐の遅れた人工林や高齢人工林の防災機能、水土保全機能を高める

「災害に強い森づくり」に取り組んでいる。 

写真 2.2.7 防災調整池 

写真 2.2.8 森林管理 100％作戦 
 (間伐後に下草が生育した人工林) 

写真 2.2.9 針葉樹林と広葉樹林の混交林整備（針葉樹林 
に広葉樹林が混ざった多様な樹種・樹齢の針広混交林） 

 

 

表 2.2.1 開発行為の主な規制と森林整備の推進に関する主な施策  

 施策 施策の概要 

保安林・林地開発許可制
度 

流域内の保安林では、特に水源のかん養や山地災害の
防止、生活環境の保全等の機能を確保するため、伐採
や開発行為に制限を加える等、「保安林制度」による
適切な管理と治山事業による森林の復旧造成等を行っ
ている。また、一定規模を超える森林では、「林地開
発許可制度」の適正な運用により、無秩序な開発行為
を規制している。 

開
発
行
為
の
規
制 六甲山系グリーンベルト
整備事業 

六甲山麓地域を土砂災害から守るとともに、都市のス
プロール化から六甲山系の緑を守り、山麓を恒久的な
緑の防災ベルト（緑の防波堤）として保全・整備す
る。 
事業の実施に際しては、市街地に面する斜面を「防砂
の施設」および「緑地保全地区」に都市計画決定する
とともに、公有地化を図り、防災樹林帯として整備す
る（宝塚市、西宮市）。 

新ひょうごの森づくり 森林の公益的機能を発揮させるため、「森林整備への
公的関与の充実」と「県民総参加の森づくりの推進」
を基本方針として、下記のとおり「新ひょうごの森づ
くり」を推進している。 

森林管理 100％作戦 

手入れが必要な人工林の公的管理による間伐実施に
より、森林内の地表が下層植生で覆われ、地表土の
浸食や流出の抑制、豊かな森林土壌を形成するな
ど、水源かん養等の公益的機能の再生、回復を図っ
ている（神戸市、三田市、篠山市）。 

里山林の再生 

 

荒廃が進んでいる里山林の再生を図るため、生物多
様性の保全や多くの県民が自然とふれあう場として
利活用するほか、地域住民などによる自発的な森づ
くり活動を促進する「里山ふれあい森づくり」に取
り組んでいる（宝塚市、三田市、篠山市）。 

災害に強い森づくり 
 

平成18年度から導入した県民緑税を活用し、森林の防
災面での機能強化を早期・確実に進めるため、下記
のとおり「災害に強い森づくり」に取り組んでい
る。 

緊急防災林整備 
45年以下のスギ・ヒノキ林を対象に、間伐木を利用
して土留工を設置することにより表土の流出を防いで
いる（三田市、篠山市）。 

針葉樹林と広葉樹林
の混交林整備 

高齢人工林について、深根性の落葉広葉樹等をパッチ
ワーク状に植栽することにより、風害、病害虫などの
森林被害の防止や水土保全能力の高い森林へ誘導して
いる（篠山市）。 

里山防災林整備 
急傾斜等の集落裏山を対象に、森林整備に併せて簡易
防災施設などを設置して表土の流出などを防いでいる
（神戸市、西宮市、三田市、篠山市）。 

 

野生動物育成林整備 

人家等に隣接した森林のすそ野に人と野生動物との棲
み分けゾーン(バッファーゾーン)を設け、森林の奥地
では広葉樹林を造成して野生動物の保護管理を図って
いる（篠山市）。 

森
林
整
備
の
推
進 

 
六甲山麓フェニック
スの森づくり 

六甲山系グリーンベルト整備事業地内において、土砂
災害防止や環境保全を図るため、住民の参画と協働に
よる間伐・下草刈り・植樹などの「森づくり」活動に
取り組んでいる（宝塚市）。 
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  エ 水田への雨水貯留 

水田については、現状から更に雨水を一時的に貯留することにより、付加的な流出抑制

効果が期待できる。流域内にモデル地区を設定し、堰板構造の検討など水田貯留の実現に

向け農業者と意見交換を進めている。 

 
  オ その他の雨水貯留･浸透の取り組み 

宝塚市では、各家庭での雨水貯留タンクの設置に助成する制度を設けて雨水の流出抑制

効果の向上と雨水の有効利用を促進している。三田市においても、下水道整備により不要

となった浄化槽を雨水貯留タンクに活用する取り組みに補助制度を設けている。 

尼崎市では、浸透適地マップを作成して道路側溝の浸透化等に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2.2.10 雨水貯留タンク 写真 2.2.11 浸透側溝 

 

 (３) 減災対策 

近年、地球温暖化に伴う気候変化等に起因して集中豪雨が多発する傾向にあることから、

計画規模を上回る洪水や整備途上段階での施設能力以上の洪水、いわゆる超過洪水が発生し、

河川から洪水があふれ出て沿川の住民や家屋等に被害が生じることも考えられる。 

このようなことから兵庫県では、平成16年の台風23号などこれまでの災害の経験を踏まえ

「ひょうご治山・治水防災実施計画」を策定し、県民の安全・安心を確保するため、さまざ

まな防災対策事業を実施している。この計画では、できるかぎりの対策を実施しても、行政

の対策には限界があり災害を完全になくすことはできないと認識し、災害による被害を最小

限におさえる「減災」の考え方のもと、流域市、住民とともに日頃から十分に備えをしてお

くことが重要としている。 

最近でも、平成21年８月に、佐用川において、過去に経験の無い規模の洪水が発生し、甚

大な被害が生じており、減災への一層の取組が必要となっている。 

これまで、武庫川流域では、流域各市がハザードマップを住民に配布したり、県において

もインターネットを利用したＣＧハザードマップなどの各種防災情報を住民に提供すること

により水害リスクに対する認識の向上に取り組んでいる。 

特に武庫川下流部築堤区間の沿川は、人口・資産が高度に集積しているため、ひとたび堤

防が決壊し氾濫すると甚大な被害が予想される。しかし、この築堤区間が含まれる阪神南県

民局の管内では、平成21年３月の県民モニターを対象としたアンケート調査において、約９

割の人がハザードマップに対する関心が低い結果となっている。この区間は、武庫川からの

洪水氾濫による被災の経験が無いため、洪水に対する危険性が十分に認識されていない可能

性がある。このような地域では、洪水時に住民が適切に避難できるような環境を整えるため、

平常時から住民が水害リスクを認識することが重要である。 
  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

武庫川下流部築堤区間など 

施策の立案 

実  施 

必要性の理解 

（行政、住民） 

水害リスクの認識 

（危険性の疑似体験、 

住民参加の検討会） 

過去に水害実績がない場合 

水害の実績 

必要性の理解 

（行政、住民） 

円山川の豊岡市など 

施策の立案 

実  施 

水害実績がある場合 

 
図 2.2.7 水害実績が無い武庫川下流部築堤区間での水害リスク認識の必要性 
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さらに、超高齢社会の到来による災害時要援護者の増加などにより、地域コミュニティに

よる自助・共助といった地域の防災力について課題が生じている。これら近年の社会的状況

の変化を踏まえ、地域の防災力の強化を図る必要がある。 

以上のことから、人的被害の回避・軽減及び県民生活や社会経済活動への深刻なダメージ

を回避するため、河川対策や流域対策を着実に進めることとあわせて、流域市や地域と協力

し、水害が発生した場合でも被害を小さくする減災対策について、より一層の充実が求めら

れている。 

 

 

 

  ① 水害リスクに対する認識の向上 

全ての流域市で、水害リスクに対する認識を向上するため、国や県から浸水想定区域図

の提供を受けてハザードマップを作成し、全戸に配布している。 

さらに県では、防災意識の向上を図るため、洪水による浸水の範囲、深さを表示した浸

水想定区域や土砂災害の危険箇所、雨量、水位の観測情報など避難に必要な情報を掲載し

た「CGハザードマップ」を作成し、平成17年8月からホームページで公開している。 

この他にも、水害体験や災害に強い地域づくりの事例を聴いて、水害リスク等を身近に

感じる「防災シンポジウム」を平成21年2月に開催し、防災意識の向上に努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 住民の避難等に必要な河川情報の提供と水防体制の強化 

  ア 市の水防活動や避難勧告等の発令の支援 

流域各市は、水防活動に取り組むと共に、避難勧告等の方法や避難場所などについて、

あらかじめ市の地域防災計画に定め、県からの防災情報をもとに、住民への避難勧告や避

難指示を発令している。 

このため、県は、円滑な水防活動や的確な避難等の判断を支援するため、避難勧告等の

発令判断の目安となる避難判断水位への到達情報をはじめ、さまざまな防災情報をフェニ

ックス防災システム等により市に提供している。 

 

表2.2.2 県から市へ提供している防災情報等 

情報項目 情報の概要 提供開始年度 

河川監視画像 
阪神電鉄橋梁など 4 カ所に監視カメラを設置
し、増水する河川の状況をリアルタイムで市
へ配信する。（市への配信は動画） 

平成 18 年度 
 

大規模浸水被害推計
情報 

予測水位からの越水危険度及び、越水･破堤想
定箇所からの浸水範囲・浸水深予測・被害規
模・救援物資必要量を市へ配信する。 

平成 20 年度 

洪水危険情報通報シ
ステム（水位予測） 

洪水時の水位を予測し、市へ配信する。 
平成 19 年度 

土砂災害情報提供シ
ステム（土砂災害危
険情報） 

大雨発生時に、土砂災害発生の危険性を予測
し、市へ配信する。 平成 18 年度 

図 2.2.8 ＣＧハザードマップホームページ 写真 2.2.12 防災シンポジウム(平成 21年 2 月) 
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  イ 住民の自主的な避難の支援 

的確に避難等の判断ができるよう、防災に関する情報を住民にわかりやすく提供するよ

う努めている。 

表 2.2.3 県から住民へ直接提供している防災情報等 

  情報項目 情報の概要 提供開始年度 

兵庫県ＣＧハザー
ドマップ 

洪水、土砂災害、津波、高潮による浸水想定
区域や避難時に必要な情報などを、CG 等を活
用して作成しホームページで公開している。
また、マップに掲載されている施設の現地に
最大の水位を示す啓発用パネルを設置してい
る。 

平成 17 年度 

洪水危険情報通報
システム（サイレ
ン・回転灯） 

水位の状況に応じて、回転灯の作動やサイレ
ンを吹鳴し危険情報を周知する洪水危険情報
通報システムを武田尾等に設置している。 

平成 17 年度 

わかりやすい 
河川水位標 

昼間や夜間でも、河川水位と氾濫の危険度が
識別できる「わかりやすい河川水位標」を甲
武橋など 5箇所に設置している。 

平成 19 年度 

河川監視画像 

阪神電鉄橋梁など 4 カ所に監視カメラを設置
し、増水する河川の状況をリアルタイムで住
民にも配信する。（住民への配信は静止画
像） 

平成 22 年度 

洪
水
災
害 

洪水予報 

県と神戸海洋気象台が共同して、武庫川下流
部（仁川合流点～河口まで）を対象に洪水予
報を発表し、テレビ・ラジオ等を利用して情
報提供する。 

平成 22 年度 

土
砂
災
害 

土砂災害警戒情報 

県と神戸海洋気象台が共同して、大雨による
土砂災害発生の危険度が高まった市町を特定
し、テレビ・ラジオ等を利用して土砂災害警
戒情報を発表する。 

平成 19 年度 

兵庫県 
防災気象情報 

河川水位局の観測情報や気象警報等の発令状
況をリアルタイムにホームページで提供す
る。（ホームページ｢川の防災情報｣） 

平成 18 年度 

ひょうご防災ネット 
  （携帯電話） 

登録者の携帯電話へ、緊急情報や避難情報を
メールで通知する。 

平成 17 年度 

災
害
全
般 

兵庫県防災 
  ハンドブック 

住民の的確な避難行動に必要な基礎知識をと
りまとめている。 

平成 19 年度 

河
川
利
用
者 

増水警報システム 

親水施設を有し急激な水位上昇が見込まれる
河川において、ラジオ放送電波を利用し回転
灯を作動させ、河川利用者に注意喚起する増
水警報システムを有馬川等で設置している。 

平成 21 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ウ 水防体制の強化 

水防管理団体である市と連携して効果的に水

防活動を展開するため、県は、市・警察・消防

などの防災関係機関と構成する水防連絡会を毎

年増水期前に開催している。 

具体的には、連絡体制、重要水防箇所、土

砂・土のう袋等の水防資機材の備蓄状況等につ

いて情報を共有するとともに、水防訓練等を合

同で行い連携強化にも努めている。なお、流域

市は、緊急の必要があるときには、隣接市等に応援を求め水防活動を展開する。 

土砂災害についても、県、市をはじめとする防災関係機関からなる総合土砂災害対策推

進連絡会を毎年増水期前に開催し、警戒避難体制の充実・強化を図っている。 

写真 2.2.13 わかりやすい水位標 

写真 2.2.14 兵庫県防災ハンドブック 写真 2.2.15 洪水危険情報通報システム 
（サイレン・回転灯の設置） 

図 2.2.9 川の防災情報（水位情報の提供） 

写真 2.2.16 武庫川における水防訓練 
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 ２ 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する現状と課題 

 (１) 正常流量の確保 

正常流量は、舟運、漁業、観光、流水の清潔の保持、塩害の防止、河口の閉塞の防止、河

川管理施設の保護、地下水位の維持、景観、動植物の生息・生育地の状況、人と河川との豊

かな触れ合いの確保等を総合的に考慮して定められた流量（維持流量）及びそれが定められ

た地点より下流における流水の占用のために必要な流量（水利流量）の双方を満足する流量

である。武庫川では、漁業、流水の清潔の保持、景観、動植物の生息・生育の状況の４つの

維持流量と農業用水・水道用水・工業用水の３つの水利流量を項目別かつ期別に検討した結

果、生瀬大橋地点において渇水時にも確保すべき最低限の流量が1.22m3/s～1.49m3/sとなっ

たことから、この地点での正常流量を概ね1.5m3/sとしている。武庫川の水は、農業用水と

して、流域全体で約3,500haの農地のかんがいに利用されているほか、産業の発展、人口集

中に伴う流域内７市等の水道用水、工業用水などとしても利用されている。 

農業用水は、許可水利分として、水系全体で約5.0m3/sが取水されているが、かんがい面

積の減少、営農形態の変化などにより、水利用の形態が変化している。さらに、現在も慣行

水利権が多く存在しており、取水量が不明であるなど、権利内容が明確でないものがみられ

る。 

水道用水は最大約4.0m3/s、工業用水は最大約0.4m3/sが取水されている。水道水源の機能

をもつダムとしては、県管理の青野ダム、神戸市管理の千苅ダム、西宮市管理の丸山ダムの

計３ダムのほか、法河川区域外には宝塚市管理の川下川ダム等がある。このうち、青野ダム

では、水道用水のための容量の他に不特定容量を確保して、既得水利と維持流量の補給も行

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

最近10年間（平成９～18年）の水道用水および

工業用水の実績取水量は平均2.24m3/sとなってお

り、経年変動は横ばい傾向にある。 

一方、河川の流況については、生瀬大橋地点で

過去12年間（平成５～16年）の最小の渇水流量が

1.43m3/sであり、正常流量を概ね満足している。 

しかし、近年の少雨化傾向を考慮すると、合理

的な水利用を促進することにより、正常流量の確

保に努める必要がある。 

写真 2.2.17 青野ダム 写真 2.2.18 千苅ダム 写真 2.2.19 丸山ダム 

図 2.2.10 生瀬大橋地点における流況の推移 
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 (２) 緊急時の水利用 

近年、地球温暖化に伴う気候変化等に起因して、全国的に集中豪雨が多発する傾向にある

一方で、年間降水量は減少傾向にあり、少雨と多雨の変動幅が増大している。このうち、少

雨化傾向は、千苅ダムの年間降水量でも同様である。 

平成6年から平成7年にかけての全国的渇水が、武庫川水系においても最大の渇水である。

神戸市の千苅ダムでは、貯水率が阪神・淡路大震災後に過去最低となり、武庫川本川から緊

急取水を実施している。 

今後も少雨化傾向は続くと考えられ、武庫川水系においても、渇水への対応をさらに進め

る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、阪神・淡路大震災では、河川や水路などの水が、初期消火をはじめ、防火用水や生

活用水などの確保に大きな役割を果たしたことを踏まえ、緊急消火・生活用水等を確保する

ための「防災ふれあい河川の整備」※を武庫川、天神川、天王寺川等で実施している。今後

も、震災等の緊急時の水利用に、なお一層配慮する必要がある。 

 

千苅貯水池の年降水量の経年変化（1920年～2007年：88年間）
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 （出典：「日本の水資源」国土交通省） 

図 2.2.12 千苅ダムの年降水量の経年変化（1920～2007 年：88 年間） 

 

※ 緊急時に消防・生活用水を取水するための施設（貯水用の堰板を差し込める飛び石等）や、水辺へのアク
セスのための階段護岸等を設置する事業 

５年移動平均：当該年に前後２年ずつを加えた計５年の平均値 
トレンド：最小二乗法により算出した、データに最も適合する近似直線 

(注) 
１．気象庁資料をもとに国土交通省水資源部作成 
２．全国 51地点の算術平均値 
３．トレンドは回帰直線による。 
４．各年の観測地点数は、欠測等により必ずしも 51地点ではない。 
 

図 2.2.11 日本の年降水量の経年変化 
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 (３) 水循環 

大気から大地、河川等を経て海域に向かう水の循環のうち、川を巡る水循環については、

流域が本来有している保水・貯留機能や地下水かん養機能の保全、水辺環境の保全・創出等

が求められている。 

流域の保水・貯留機能や地下水かん養機能については、森林や農地の面積が減少傾向にあ

り、同時に、過疎化や高齢化の進展に伴い、管理が行き届かない森林や農地も増加している

ため、その機能が低下しつつある。 

水辺環境の保全・創出については、全県的にも生物多様性が高く、貴重な生物の生活空間

が残されている武庫川本川の上流部において、“上流武庫川「自然を活かした治水対策」検

討委員会”※での検討をもとに、動植物への影響を最小限にするよう段階的な改修を進めて

いる。 

こうした現状を踏まえて、健全な水循環の確保に向けた取り組みを引き続き進めていく必

要がある。 

 

 

 

 

※ 武庫川上流域の自然環境の現況を把握し、自然環境を出来るだけ活かした治水対策の検討を行うた
め、平成14～15年に県が設置した、学識者、地域住民で構成する委員会 

 

 

３ 河川環境の整備と保全に関する現状と課題 

 (１) 動植物の生活環境の保全・再生 

武庫川では、河川環境の現況を把握するために、平成15年度に「ひょうごの川・自然環境

調査」※を実施し、これをもとに「健康診断図」を作成している。 

河川勾配が小さく緩やかな流れが特徴の上流部では、緩流性の環境を好むタナゴ類やトゲ

ナベブタムシ、オギ群落などの魚類や底生動物、水生植物が生息、生育しており、全県的に

も極めて生物多様性の高い場所である。 

 

 

 

中流部の武庫川峡谷では、サツキや

アオヤギバナなどの岩上植物が洪水に

よる攪乱を受けながら生育している。 

市街地を流れる下流部では、河川改

修や高水敷の公園整備により人工改変

率が高く、外来種の繁茂が見られるが、

カワラサイコが生育する礫河原が一部

で残っている。 

河口付近の汽水域では、ボラやマハ

ゼ等の魚類やそれらを餌とするカワウ

やミサゴ、コアジサシ等がみられる。 

このように、武庫川は、都市近郊に

あって良好な自然環境が保持されてい

ることから、河川整備に際しては、魚

類の産卵や生息の場として利用されて

いる瀬、淵の保全や、魚類の遡上や降

下に適した流れの保全に十分配慮する

など、良好な動植物の生活環境の保全

に努める必要がある。 

一方、武庫川では、本支川に数多く

の横断工作物がある。河川改修に合わせた魚道等

の設置により、武庫川峡谷より下流の本川では、

魚類等の移動の連続性は確保されているが、その

多くが構造的な問題から、アユ等の遡上・降下に

支障をきたしている。また、武庫川の河口部では、

汽水性、回遊性の魚類等の種数が少なく、かつて

あった干潟もほとんどみられない状況である。 

アオヤギバナ 

写真 2.2.20 床止めに設置された魚道 

※ 生物にとって重要な環境要因と生物との対応関係を明らかにし、人と自然が共生する川づくりを
効果的に推進するための基礎情報として活用していくことを目的に、兵庫県が県下14水系を対象
に、平成14年度から進めている調査 

図 2.2.13 武庫川の特徴的な生物 

上流部 

● 本川上流端 

● 
羽束川合流点 

● 
名塩川合流点 

下流部 

中流部 

トゲナベブタムシ 

上流部の特徴的な生物 

中流部の特徴的な生物 

サツキ 

カワラサイコ 

下流部の特徴的な生物 

● 
河口 
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本川と支川や水路の合流点においては、大きな落差がみられる箇所もあり、メダカやドジ

ョウなどの生物移動の阻害要因の一つとなっている。 

こうしたことから、河川整備に際しては、生物移動の連続性の確保などにも十分配慮する

必要がある。 

 

 (２) 景観 

武庫川の上流部は、篠山市、三田市の盆地を大きく湾曲しながら流れており、三田市の中

心部を除き、田園や里山景観が武庫川に沿って展開している。 

中流部では、峡谷特有の川の流れを含む貴重な自然景観が保たれ、名称を持つ淵や岩が多

く存在しており、阪神間の都市住民にとって、市街地に近接した貴重なレクリエーション空

間であり、身近な癒し空間ともなっている。 

下流部は、複断面河道となって市街地を流れ、高水敷のクロマツ、アキニレ等とあいまっ

て安らぎの景観を見せており、多くの区間が河川敷緑地として整備されている。特に西宮市

側は、良好な景観を保全するために昭和12年に風致地区として指定されている。 

このように武庫川は、上流域の緩やかに蛇行して流れる武庫川と田園景観、中流域におけ

る武庫川峡谷の自然景観、下流域の都市景観との調和など、各地域の景観を特徴づける上で

大きな役割を果たしている。 

また、瀬戸内海から日本海を結ぶ川沿いに桜づつ

みを築いていく「ふるさと桜づつみ回廊」の取り組

みの一環として、武庫川においては、堤防の安全性

に支障のない箇所に桜の苗木を植え、川沿いにある

西武庫公園の桜や武庫川峡谷の「桜の園」ともあい

まって、桜づつみ回廊を形成している。篠山市を除

く流域各市では、景観に関する条例を制定するとと

もに、神戸市、西宮市、尼崎市、伊丹市、三田市が

景観法に基づく景観行政団体となって、良好な景観

の保全・創出に取り組むなど景観行政の役割を主体

的に担っている（篠山市では、景観行政団体への移行を目指して現在協議中）。 

このほか、県では、平成19年3月に「景観の形成等に関する条例」を改正し、広域の地域

を対象に景観形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための地域景観形成等基本計

画（地域景観マスタープラン）を策定できることとした。 

武庫川流域では、丹波地域において、学識者や地元市、地元住民代表等で構成する「丹波

地域協議会」での協議も踏まえて、平成20年度に丹波地域景観マスタープランを策定してお

り、その中で武庫川は地域景観の重点軸として位置づけられている。 

今後とも、景観法に基づく景観計画や条例に基づく丹波地域景観マスタープラン等を踏ま

え、各主体が連携して武庫川を軸とした景観形成に努めていく必要がある。 

 

写真 2.2.21 桜づつみ 

 

 

 (３) 河川利用 

武庫川は、都市近郊にある貴重な親水空間であることから、多様な河川空間の利用が行わ

れている。 

三田市市街地付近では、ジョギングやサイクリング等の利用が中心となっており、宝塚市

域では、高水敷がスポーツグラウンド等として利用されている。 

仁川合流点付近から河口までは、公園・緑地として整備された広い高水敷がジョギングや

サイクリング等に利用されている。水面は、全川にわたって、釣りや自然観察等の場となっ

ているが、潮止堰より下流には、水や自然とふれあう場がほとんどない状況である。 

今後も、水辺空間に関する多様なニーズを踏まえ、自然環境及び治水計画との調和を図り

つつ、適正な河川利用の確保が必要である。 

 

 (４) 水質 

武庫川の上流域は良好な水質を保っており、中・下流域の水質も下水道の普及等により改

善され、現在は環境基準を達成している。 

武庫川が流入する大阪湾では、大阪湾の水質環境基準を達成するために「大阪湾流域別下

水道整備総合計画」を策定し、これに基づき関係府県が下水道整備や高度処理を進めてきた。

武庫川上流浄化センターでは、平成11年10月より全量高度処理を行っている。また、武庫川

下流浄化センターでは、施設の更新にあわせて高度処理化を進めている。このほか、合流式

下水道を採用している尼崎市域では、合流式下水道改善事業※1に取り組んでいる。 

このような取り組みにより、武庫川の水質は環境基準を満足し、かなり改善されてきてい

るが、河川景観や親水性、動植物の生活環境等の向上のために、さらなる水の「質」の改善

に向け、流域全体で取り組んでいく必要がある。 

なお、夏場などに「白い泡」が水面に浮かぶ現象が武庫川峡谷などでみられる。この点に

ついては、過去に武庫川上流浄化センターにおいて処理水の水質分析を行い、発生原因を調

査した結果、白い泡の原因は、合成洗剤などに由来する界面活性剤ではなく、自然系由来の

多糖類とされているが、同様の現象は他の河川でもみられることから、引き続き情報収集に

努めていく。 

阪神北県民局では、武庫川流域の水質環境保全に関する思想の普及および意識の高揚、水

質保全活動の推進、豊かで潤いのある水質環境の保全と創造を目的として、流域７市やＪＡ、

商工会議所を構成メンバーとした「武庫川流域環境保全協議会」を設置して、エコバスツア

ーの開催など、地域住民等と一体となった活動に取り組んでいる。 
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神戸市が管理する千苅貯水池では、平成11～20年度の10ヶ年における水質調査において、

平成14,15,17,18年度に環境基準（湖沼A類型:COD3mg/L以下）を達成していたが、他の年度

では環境基準を超過していた。このため、底層曝気循環装置や中層曝気循環装置による水質

改善に取り組むとともに、羽束川及び波豆川の水質の保全を図るため、三田市、宝塚市及び

地域住民とともに「羽束川・波豆川流域水質保全協議会」※2を設置し、クリーンハイキング

を実施するなど、水質保全に関する普及啓発に努めている。 

また、油や有害化学物質の河川への流出事故等については、流域７市の水道事業者で構成

する「武庫川水質連絡会議」※3により対応している。 

 
※1 合流式下水道では、降雨時に下水道施設で処理しきれない雨水で希釈された下水を、公共用水域にやむ
を得ず未処理放流する場合がある。尼崎市域においては、平成16年に合流式下水道緊急改善計画を策定
し、未処理放流量の削減を目的とした中継ポンプの増強、中継ポンプ場でのスクリーン設置によるゴミ
等の流出防止、浸透施設整備による下水道管渠への雨水流入量の抑制などの対策に取り組み雨天時放流
水質の改善を進めている。 

※2 千苅貯水池に流入する羽束川と波豆川の水質保全のため、平成21年に神戸市、宝塚市及び三田市が、地
域の住民団体とともに設立した協議会 

※3 水質汚染等の情報交換のため、昭和48年に設立された武庫川流域の７水道事業体で構成する連絡会議 

  

写真 2.2.22 武庫川流域環境保全協議会による活動 

 

 

 ４ 河川の維持管理等の現状と課題 

 (１) 河川の維持管理 

河川の維持管理については、災害発生の防止、河川の適正な利用、流水の正常な機能の維

持及び河川環境の整備と保全の観点から、堤防等の河川管理施設の維持補修による機能維持、

洪水の安全な流下に支障となる河道内に堆積した土砂の掘削による河道維持、河川敷地の占

用及び工作物の設置許可等による適正な河川利用に努めてきた。 

しかしながら、武庫川水系は河川延長が約258kmと長く、上流・下流・支川毎に、河川管

理施設の整備状況、堤内地の土地利用や河川の利用状況が異なっている。限られた財源の中

で、河川の機能を維持するためには、改修状況、背後地の土地利用状況、河川の利用状況や

環境特性等に応じて重点的に対応する区間を設定して、効果的・効率的に維持管理を行う必

要がある。 

このため武庫川では、県内の他河川に先立って試行した「河川維持管理計画＜武庫川＞」

を踏まえ、平成21年度に策定した「兵庫県河川維持管理計画」に基づき計画的な維持管理に

努めている。 

なお、河川内には、構造基準を定めた｢河川管理施設等構造令｣の制定(昭和51年)以前に建

設された古い施設もあり、これらに対しては、施設の改築時に構造基準に適合させるだけで

なく、改善指導などにより、安全性を向上させる取り組みも行っている。 

例えば、大正8年に建設された千苅ダムでは、操作規程の策定に合わせて、洪水期（6月～

10月）はゲートを常に全開にしておく運用を平成19年より開始している。今後もこのような

安全性向上の取り組みを継続する必要がある。 

 

 (２) 流域連携 

ふれあいと憩いの空間として多くの市民に親しまれ、歴史的に培われてきた武庫川は「地

域共有の財産」であり、「参画と協働」による武庫川づくりを基本に、地域住民、ＮＰＯ、

事業者（以下、この章において「地域住民等」という。）、大学等の研究機関、流域市、県

が適切な役割分担のもと連携し、以下のとおり川づくりを進めている。 

今後は、総合的な治水対策などに本格的に取り組んでいくことから、地域住民等や大学等

の研究機関、流域市との連携の機会を拡充し、地域社会と河川の良好な関係の構築に努める。

また、地域住民等の多様な主体が取り組む武庫川づくりの自発的、自律的な活動や活動主体

間の流域ネットワークの形成を支援するとともに、こうした流域ネットワークとの連携のあ

り方を検討する必要がある。 

 

  ① 地域社会と河川の良好な関係の構築 

「武庫川上流ルネサンス懇談会」※や「ひょうごアドプト」などにより、県が行う河川

の整備等に地域住民等が参画、協働している。 
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  ② 多様な主体が取り組む武庫川づくりへの支援 

地域住民等の多様な主体の活動に対して、県では、「ひょうごボランタリー基金助成事

業」による助成、「地域づくり活動情報システム（コラボネット）」による活動主体の情

報発信や相互の連携・交流の支援などを行っており、武庫川においては「川ガキ養成講

座」などの川に親しむ機会を提供するなど、幅広く支援を行っている。 

 
※「武庫川上流ルネッサンス懇談会」 
  三田市の武庫川上流河川の自然再生、利活用について意見交換・協議し、県の河川整備事業に反映す
るとともに、地域の内外へ発信するため、平成18年に阪神北県民局長が設置した有識者・ＮＰＯ・地
域住民代表からなる懇談会 

 

表 2.2.4 武庫川おける流域連携に関する県のこれまでの主な取り組み 

○ 地域住民・ＮＰＯ等の参画する川づくり等に関する協議会等 
・武庫川上流ルネッサンス懇談会、武庫川流域環境保全協議会 

地域社会と河川の良
好な関係の構築 

○ 地域住民、ＮＰＯ等と連携した河川の維持管理 
・ひょうごアドプト（神戸、阪神南、阪神北県民局で実施） 
・河川愛護活動（各県民局で実施）  
○ 活動資金の助成 
・ひょうごボランタリー基金助成事業、地域づくり活動応援事業 

○ 活動主体相互の連携・交流の支援 
・地域づくり活動情報システム（コラボネット） 

 
全県的 
な支援 
 

○ イベント等の情報提供 
・Ｅ－ｎｅｗｓ、地域づくり活動情報システム（コラボネット） 
○ 川に親しむ機会の提供 
・自然観察体験学習（川ガキ養成講座、むこがわ子ども探検隊）  

○ 交流の機会の提供 
・北摂きらっと☆花のスタンプラリー、武庫川流域エコバスツアー 

○ 河川・水辺の環境保全等の学習機会の提供 
・流域環境セミナー 

○ 講師等の派遣 
・出前講座 

多様な主
体が取り
組む武庫
川づくり
への支援 

 
武庫川
で の 
支 援 

○ 武庫川に関する情報提供 
・「みんなでつくる明日の武庫川」等の各県民局のホームページ 

 

 

 (３) モニタリング 

武庫川流域では、雨量観測所15箇所、水位観測所16箇所を設けて、水理・水文諸量の観測

を行っている。これらの観測情報は、治水・利水計画の立案や低水管理、ダム等河川管理施

設の操作、洪水予測、水防活動等に重要なものであり、今後も着実にデータを蓄積していく

必要がある。 

特に洪水時のデータについては、その蓄積に努め、武庫川の治水計画策定の際に活用する。 

 

 

 

第３章 河川整備計画の目標に関する事項 

 

 第１節 河川整備計画の目標の考え方 

 

 １ 総合的な治水対策の推進 

流域全体で防災力の向上をめざし、河川対策・流域対策・減災対策を３本の柱とする「総

合的な治水対策」を進める。 

整備目標の設定に際しては、想定を超える事態においても、第一に人的被害の回避・軽減

を図ること、第二にライフライン等守るべき機能を明確にして防御することにより、県民生

活や社会経済活動への深刻なダメージを回避することを目指すことと共に、以下のことを踏

まえる。 

 

 

 (１) 洪水に対する段階的な安全度の向上 

武庫川では、平成21年3月に策定した基本方針において、整備目標を4,690m3/s※と定め、

河道対策により3,700m3/s、洪水調節施設の整備により910m3/s、流域対策により80m3/sを処

理する配分とした。この基本方針の整備目標を達成するには、物理的・社会的・財政的等の

視点からみても多くの期間を要することから、武庫川においても、本計画で適切な整備目標

を設定し、基本方針の整備目標達成に向け、段階的に洪水に対する安全度を向上させる。 

 
※ 平成 16 年 10 月型モデル降雨が将来の土地利用(市街化区域が全て市街化された状態)に降った場合の計
算流量。流出抑制対策や洪水調節施設がなく､上流域での氾濫が生じない場合の甲武橋地点のピーク流量。 

 

 (２) 河川から洪水があふれ出る可能性に対する備え 

河川整備を実施したとしても、計画規模を上回るいわゆる超過洪水等が発生した場合には、

河川から洪水があふれ出る可能性がある。集中豪雨が多発する傾向にあることを踏まえると、

このような想定を超える事態にも備えておく必要がある。 

 

 

 

総合的な治水対策 河川対策 

流域対策 

減災対策 

河道対策 

洪水調節施設の整備 

図 3.1.1 総合的な治水対策の構成
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 ２ 利水・環境への取り組み 

河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持にあたっては、近年の少雨化傾向を踏まえ

つつ、合理的な水利用の促進等により、豊かな水環境を確保するなど、安定した利水対策を

推進する。 

また、河川環境の整備と保全にあたっては、治水対策・利水対策との整合を図りつつ、生

物多様性の保全に配慮した川づくりを行うとともに、自然景観を基調とした武庫川らしい景

観の保全・創出、人と河川の豊かなふれあいの確保などに取り組む。 

 

 

 

 

 第２節 計画対象区間及び計画対象期間 

 

 １ 整備計画の対象区間 

本計画の対象区間は、武庫川水系の法定河川の区間及び流域とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 

木 

市 

南 丹 市 

下流部築堤区間 

下流部掘込区間 

中流部 

上流部 

河口 

仁川合流点 

名塩川合流点 

羽束川合流点 

本川上流端 

● 

● 

● 

● 

● 

法定河川 

甲武橋(計画基準点) 

図 3.2.1 河川整備計画の対象区間（武庫川水系の法河川区間） 
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 ２ 整備計画の対象期間 

河川整備計画の一般的な計画対象期間は20～30年であるが、下記のことを考慮して、最短

の20年間とする。 

イ）喫緊の課題に対応するため、早期に整備効果を得ることが必要。 

ロ）下流部築堤区間の河床掘削等の河道対策は、橋梁等の横断工作物の補強または改築が伴

うと共に、上下流バランスを守るため下流から逐次工事を進めるため、完成までに20年

の期間は必要。 

なお、社会情勢や経済情勢の変化、観測データや新たな知見の蓄積、洪水などの被害の発

生状況等により、必要に応じて見直しを行うものとする。 

 

 

 第３節 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標 

 

 １ 計画基準点における目標流量とその配分 

 (１) 目標流量と設定の考え方 

基本方針の長期的な整備目標4,690m3/sの達成に向けて段階的に洪水に対する安全度を向

上させる。本計画では、以下に示す想定氾濫区域内の人口・資産や、整備効果の早期発現を

踏まえて、戦後最大の洪水である昭和36年6月27日洪水と同規模の洪水から沿川住民の生命

や財産を守ることとし、目標流量を3,510m3/s※1とする。 

 
※1 昭和36年6月27日の実績降雨が将来の土地利用(市街化区域※2が全て市街化された状態)に降った場合の
計算流量。流出抑制対策や洪水調節施設がなく、上流域での氾濫が生じない場合の甲武橋地点のピーク
流量。 

※2 市街化区域とは「既に市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る
べき区域(都市計画法第7条第2項)」であり、近い将来に市街化される見通しの土地であるため、このこ
とを前提に流出量を算定した。なお、将来の市街地面積に占める現況の市街地面積は概ね80%であり、
都市計画で想定した市街化は既に相当進行している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.1 武庫川の洪水流量上位 20 

甲武橋流量（貯留施設無し、氾濫無し）一覧【上位20洪水】
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※ 

3,510m3/s 

※実績の降雨が将来の土地利用（市街化区域が全て市街化
された状態）に降った場合の計算流量 
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① 想定氾濫区域内の人口・資産規模

武庫川の想定氾濫区域内の人口・資産規模は、国管理河川の上位クラスと肩を並べてい

る。これら上位クラスの国管理河川や、武庫川と氾濫区域を共有する猪名川の目標水準は、

ともに戦後最大洪水となっている。

② 整備効果の早期発現

ア 検討の考え方

治水対策には、河床掘削、堤防強化、既存利水施設の治水活用、遊水地、新規ダムの建

設などの河川対策や、学校・公園・ため池等に雨水を一時的に貯留する流域対策がある。

どのような治水対策を組み合わせれば、基本方針の整備目標である4,690m3/s※に向けて、

早期に安全性を向上できるのかについて検討してきた。

※甲武橋基準点における流域において流出抑制対策を講じない場合の洪水のピーク流量

イ 千苅ダムの治水活用や新規ダム建設の課題

千苅ダムの治水活用や新規ダムの建設は、基本方針における洪水調節施設の分担量であ

る 910m3/s の確保に向けた選択肢のひとつであるが、千苅ダムの治水活用については、最

表 3.3.1 想定氾濫区域※1内の人口と資産が
武庫川に並ぶ国管理河川の目標水準

(平成 20 年度 第 8 回河川現況調査より)

写真 3.3.1 武庫川と氾濫区域を共有する猪名川

順位 順位

荒川 2,940 737 2 140 1 未策定

利根川 16,840 829 1 140 2 未策定

淀川(猪名川含む) 8,240 536 3 112 3 戦後最大洪水

大和川 1,070 394 4 85 4 未策定

木曽川 9,100 268 5 49 5 戦後最大洪水

信濃川 11,900 173 6 35 6 未策定

多摩川 1,240 165 7 31 7 戦後最大洪水

石狩川 14,330 162 8 31 8 戦後最大洪水

庄内川 1,010 157 9 30 9 戦後最大洪水

武庫川 500 107 10 18 10 戦後最大洪水

鶴見川 235 74 11 14 11 戦後最大洪水

阿賀野川 7,710 74 12 13 12 未策定

天竜川 5,090 68 14 13 13 戦後最大洪水

筑後川 2,860 70 13 12 14 戦後最大洪水

北上川 10,150 65 15 12 15 未策定

整備計画の目標水準
(平成21年8月時点)

想定氾濫区域内
人口（万人）

想定氾濫区域内
一般資産額（兆円）水系名

流域面積

(km
2
)

尼崎市西宮市

武
庫
川

猪
名
川

神
崎
川

淀川

武庫川浸水想定区域※2

猪名川浸水想定区域※2

※2 浸水想定区域

現在の河川流域において河川整備の基本となる降雨によ

り河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域のこと。

（河川整備の進捗に応じて区域は縮小する）

※1 想定氾濫区域

計画高水位より地盤の高さが低い沿川の地域等、河

川からの洪水氾濫によって浸水する可能性が潜在的

にある区域。計画高水位のレベルバック（計画高水

位が堤内地の地形にぶつかるところまでを想定氾濫

区域とする方法）により区域を設定する。

（河川整備の進捗によって区域は変化しない。）

近の少雨化傾向を踏まえ、渇水リスクへの対応を不安視する水道事業者との合意形成に、

新規ダム建設については、環境保全に配慮したとしてもなお、ダム選択への社会的な合意

形成に、それぞれ多大な時間を要する。また、完成するまでに十数年と時間を要し、その

間は整備効果を発揮できない課題もある。

ウ 喫緊の課題に対応でき、早期かつ着実に整備効果が発揮できる対策の選定

仁川合流点より下流の武庫川下流部は、堤防により洪水氾濫を防ぐ築堤区間となってお

り、仁川合流点より上流の掘込区間と違い、ひとたび堤防が決壊すると、甚大な被害が想

定される。

また、堤防の決壊には至らなかったが、昭和62年より進めてきた河川改修事業の目標流

量2,600m3/sを超える規模の洪水2,900m3/sが平成16年に発生していることを踏まえると、

築堤区間における流下能力の低い区間の安全性向上は、喫緊の課題となっている。

武庫川下流部の築堤区間の安全性の向上を重視して、喫緊の課題に対応でき、早期かつ

着実に整備効果が発揮できる、河床掘削や堤防強化、既設青野ダムの洪水調節容量の拡大、

武庫川上流浄化センター内の用地を活用した遊水地の整備や、学校・公園・ため池等に雨

水を一時的に貯留する流域対策を選定した。これらの対策を全て実施することで、築堤区

間において、戦後最大洪水である昭和36年6月27日洪水の流量を安全に流下させることが

できる。

m098174
テキスト ボックス
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（参考３）治水対策案の評価

参考表 3.1 治水対策案の評価一覧表

① ② ③

治水対策案
河道掘削(案)

河川整備計画(案)

千苅ダム※の治水活用(案)

※利水専用ダム
新規ダムの建設(案)

対策の概要 流下能力が不足する河口

から JR 東海道線橋梁下流

までの河床掘削、低水路

拡幅、高水敷掘削を行

う。

千苅ダムの利水容量の

一部を予備放流又は代

替水源の確保等によっ

て治水活用し、洪水調

節を行う。

武庫川峡谷の出口付近に

重力式コンクリートダム

(流水型ダム)を設け、洪

水調節を行う。

あり（3,510m3/s） なし（3,300m3/s） あり（3,510m3/s）河川整備計画
の目標流量に
対する処理能
力※1

河川整備計画の目標流量
である戦後最大洪水流量
(甲武橋地点 3,510m3/s)
を下流部築堤区間におい
て安全に流下させること
ができる。

目 標 流 量 に 対 し て
210m3/s 不足(千苅ダムの

効果量は、最大 490m3/s)

･予備放流 500 万 m3

･代替水源等 457 万 m3

河川整備計画の目標流量
である戦後最大洪水流量
(甲武橋地点 3,510m3/s)
を下流部築堤区間におい
て安全に流下させること
ができる。

安全度

早期の安全性

確保

河道掘削の進捗に伴い着

実に安全性が向上する。

完成するまでに十数年と時間を要し、その間は整備

効果を発揮できない。

コスト
※各案共通の対策(青野

ダムの活用、遊水地、流

域対策)の事業費は除く

約１６０億円 約５４０億円 約３００億円※2

実現性及び社会的影響 早期に実現可能 渇水リスクへの対応を

不安視する水道事業者

との合意形成に多大な

時間を要する。→参考

4 参照

環境保全に配慮したとし

てもなお、ダム選択への

社会的な合意形成に多大

な時間を要する。

環境への影響 潮止堰等の撤去に伴い、

汽水域が拡大し、魚類等

の移動の連続性が向上す

るため、将来的に汽水・

回遊種の生息環境が改善

される。

貯水位低下に伴う裸地

の出現やトンネル洪水

吐きの設置に伴う地山

の大規模な掘削による

環境・景観への影響に

ついて、今後検討が必

要である。

試験湛水によって影響を

受ける植生の再生方法、

ダム建設による流況や土

砂動態の変化について

は、引き続き検討を継続

する必要がある。

→参考 4 参照

総合評価
(治水上の喫緊の

課題※3への対応)

対応できる 対応できない 対応できない

※1 青野ダムの活用（予備放流容量の拡大）、遊水地（下水道用地の活用）、流域対策は、

いずれの案においても実施。

※2 石井ダムの工事実績を踏まえた最新の工事単価(H16 年度時点)による事業費の見直し、お

よび環境調査等、新たな調査・測量費の計上により、当初計画 290 億円を 300 億円に変更

※3 下流部築堤区間における流下能力が低い区間の早期安全性向上。

全ての案共通の対策と効果量
河道(現況) 2,500m3/s
青野ダム(既設) 220m3/s
青野ダムの活用(予備放流容量の拡大) 40m3/s
遊水地（下水道用地の活用） 20m3/s
流域対策 30m3/s

合計 2,810m3/s

洪水調節容量及び効果量
は検討中の数値であり、
神戸市の合意が得られた
ものではない。

工事費 ：310 億円
水道補償費：230 億円

(２) 計画基準点における目標流量の配分

戦後最大の洪水である昭和36年6月27日洪水を安全に流下させることを目標とし、流域に

おいて流出抑制対策を講じない場合の目標流量は、計画基準点である甲武橋地点において

3,510m3/sとする。

この流量に対し、流域内の学校、公園、ため池を利用した貯留施設等の設置を考慮して、

河川整備計画の目標流量は同地点において3,480m3/sとする。このうち洪水調節施設により

280m3/sを調節して、河道への配分流量を3,200m3/sとする。

表 3.3.2 河川整備計画において目標とする流量とその配分

河川対策

河川名 計画基準点
整備計画

目標流量※

河道対策 洪水調節施設整備

流域対策

武庫川 甲武橋 3,510m3/s 3,200m3/s 280m3/s 30m3/s

※ 流域において流出抑制対策を講じない場合の目標流量

図 3.3.2 流量配分図
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 ２ 河川対策 

  ① 下流部築堤区間（河口～仁川合流点） 

戦後最大の洪水である昭和36年6月27日洪水に対し、流域対策を考慮し、洪水調節施設

により洪水調節した結果、河道への配分流量3,200m3/s(甲武橋基準点)を安全に流下させ

ることを目標とする。 

 

  ② 下流部掘込区間（仁川合流点～名塩川合流点） 

戦後最大の洪水である昭和 36 年 6 月 27 日洪水に対し、流域対策を考慮し、洪水調節施

設により洪水調節した結果、河道への配分流量 2,700m3/s(生瀬地点)を河道内で流下させ、

暫定的に浸水被害の防止を図る。 

当面は、平成16年台風23号で浸水被害の生じた生瀬大橋上流の未整備区間のうち、家屋

の多い青葉台地区について、生瀬大橋下流の整備済区間と同水準の流量(1,900m3/s)を安

全に流下させるとともに、平成16年台風23号（生瀬地点2,600m3/s）による再度災害を防

止する。 

 

  ③ 中流部（名塩川合流点～羽束川合流点） 

中流部の武田尾地区においては、戦後最大の洪水である昭和 36 年 6 月 27 日洪水に対し、

流域対策を考慮し、洪水調節施設により洪水調節した結果、河道への配分流量

2,600m3/s(武田尾地点)を河道内で流下させ、暫定的に浸水被害の防止を図る。 

当面は、近年浸水被害が生じた平成 16 年台風 23 号（武田尾地点 2,400m3/s）による再

度災害を防止する。 

 

  ④ 上流部（羽束川合流点～本川上流端）及び支川 

整備水準は原則として戦後最大洪水とし、戦後最大洪水流量を安全に流下させることを

目標とする。ただし、最上流部の篠山市域を流れる武庫川及び波賀野川では、戦後最大洪

水は平成 8 年 8 月洪水であるが、直下流の整備済区間の流下能力を考慮し、戦後第 2 位の

昭和 36 年 6 月 27 日洪水流量を安全に流下させることを目標とする。 

 

 

 

表 3.3.3 整備目標流量 

河川名 市域 整備目標流量※

（m3/s） 
備考 

武庫川及び真南条川 篠山市 110 昭和 36 年 6 月 27 日洪水(戦後第 2位) 

大堀川 宝塚市 50 昭和 58 年 9 月 26 日洪水(戦後最大) 

荒神川 宝塚市 39 昭和 58 年 9 月 26 日洪水(戦後最大) 

波豆川 宝塚市 160 昭和 36 年 6 月 27 日洪水(戦後最大) 

波豆川 三田市 65 昭和 36 年 6 月 27 日洪水(戦後最大) 

山田川 三田市 100 昭和 36 年 6 月 27 日洪水(戦後最大) 

大池川 三田市 40 昭和 36 年 6 月 27 日洪水(戦後最大) 

相野川 三田市 45 昭和 36 年 6 月 27 日洪水(戦後最大) 

波賀野川 篠山市 25 昭和 36 年 6 月 27 日洪水(戦後第 2位) 

※ 整備区間流末地点の流量 

 

  ⑤ 下流部築堤区間及び支川の堤防強化（本川：南武橋～仁川合流点、支川：天王寺川、天神川） 

武庫川下流部の築堤区間及び沿川が市街化した天井川である天王寺川、天神川において、

計画高水位以下の洪水による浸透や侵食に対して十分な安全性を確保する。さらに、計画

高水位以上の洪水に対して堤防を決壊しにくくする工法についても検討する。 

 

 ３ 流域対策 

県及び流域市が共同して定める「武庫川流域総合治水推進計画」と整合を図り、流域内の

学校、公園、ため池を利用した貯留施設等の設置を考慮して、流出抑制量を甲武橋基準点に

おいて30m3/sとする。 

また、付加的な流出抑制効果が期待できる様々な流出抑制対策についても、流域市等と連

携し、住民の理解と協力を得て取り組んでいく。 

 

 ４ 減災対策 

近年、地球温暖化に伴う気候変化等に起因する集中豪雨の多発傾向などを踏まえ、計画規

模を上回る洪水や整備途上段階での施設能力以上の洪水、いわゆる超過洪水が発生した場合

でも、人的被害の回避・軽減及び県民生活や社会経済活動への深刻なダメージの回避を目指

し洪水被害を軽減させる。 
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 第４節 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標 

 

 １ 正常流量の確保 

河川の流況については、生瀬大橋地点で過去 12 年間（平成 5～16 年）の最小の渇水流量

が 1.43m3/s となっており、概ね正常流量 1.5m3/s を満足しているが、既存の水利用や流れの

連続性の確保、動植物の生活環境や景観の保全などを考慮しつつ、合理的な水利用を促進す

ることによって、より豊かな流量の確保に努める。 

 

 ２ 緊急時の水利用 

渇水により、水利使用が困難となるおそれがある時には、被害を最小限に抑えるため、利

水者間での相互調整が円滑に行われるよう必要な情報提供に努めるとともに、関係機関及び

利水者と連絡体制を構築したうえ、相互に連携しつつ、広域的な水融通の円滑化に取り組む。

また、震災などの緊急時には、河川水を消火用水、生活用水などに利用できるよう配慮する。 

 

 ３ 健全な水循環の確保 

健全な水循環系を確保するために、関係機関や地域住民と連携して、森林や農地の水源か

ん養機能など、流域が本来有している保水・貯留機能や地下水かん養機能の保全等に努める。 

 

 

 

 第５節 河川環境の整備と保全に関する目標 

 

 １ 動植物の生活環境の保全・再生 

河川整備に際しては、「武庫川水系に生息・生育する生物及びその生活環境の持続に関す

る２つの原則」を適用し、多種多様な動植物が今後も生息・生育できる豊かな自然環境の保

全・再生に努める。 

原則１：流域内での種の絶滅を招かない 

原則２：流域内に残る優れた「生物の生活空間」の総量を維持する 

 

 ２ 良好な景観の保全・創出 

魅力ある地域の景観を保全・創出するために、河川景観と川沿いの景観を一体のものとし

て捉えるとともに、川が本来有する自然景観を基調として、上流域の田園景観、中流域の武

庫川峡谷の自然景観、下流域の都市景観など、周辺の地域景観と調和した武庫川らしい景観

の保全と創出に努める。 

 

 ３ 河川利用と人と河川の豊かなふれあいの確保 

人と河川の豊かなふれあいについては、自然とのふれあいや環境学習の場の整備・保全に

努める。また、水辺空間に関する多様なニーズを踏まえ、自然環境及び治水計画との調和を

図りつつ、適正な河川利用の確保に努める。 

 

 ４ 水質の向上 

水質については、下水道整備を進めるとともに、河川の景観、沿川住民の河川とのふれあ

い、動植物の生活環境などを考慮し、水生植物の保全・再生等による自然浄化機能の向上を

図るなど、関係機関や地域住民と連携して、更なる水の「質」の向上に努める。 
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第４章 河川整備の実施に関する事項 

 

 第１節 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項 

 

河床掘削や堤防強化等の河川対策、学校･公園･ため池等に雨水を一時的に貯留する流域対策、

避難に必要な河川情報の提供等を行う減災対策を組み合わせた､総合的な治水対策を実施する｡ 

なお､実施にあたっては、流水の正常な機能の維持や生物多様性の保全などに配慮した川づ

くりを行う。 

 

 １ 河川対策 

 (１) 河道対策 

  ① 下流部築堤区間（河口～JR東海道線橋梁下流） 

戦後最大洪水である昭和 36 年 6 月 27 日洪水を青野ダム等で洪水調節した後の河道への

配分流量 3,200m3/s に対して流下能力が不足している、河口からＪＲ東海道線橋梁下流ま

での河床掘削、低水路拡幅、高水敷掘削を行う。 

具体的には、河道への配分流量 3,200m3/s を安全に流下させる範囲内で、国道 43 号橋

梁の基礎が河床から突出しない深さまで河床掘削するとともに、流域下水道管渠に影響し

ない箇所で低水路拡幅と、部分的な高水敷掘削を行う。 

河床掘削に伴い必要となる橋梁の補強又は改築の方法については、橋梁管理者と協議、

調整を行う。潮止堰は、周辺の地下水の利用状況等を勘案し適切に対応することを前提に

図 4.1.1 現況流下能力と河道への配分流量 
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撤去する。また、床止工は、同様のことを前提に撤去または改築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1.2 施行の場所 
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図 4.1.3 整備横断イメージ は掘削部分 

河口から 3.0km（武庫川橋付近） 

河口から 2.3km（国道 43号橋梁付近） 

212m 

河口から 4.0km（国道 2号橋梁より約 200m 下流） 231m 

※ 事業実施にあたっては、「第３節 河川環境の整備と保全に関する事項」に基づいて河道断面を検討し整備
する。 

※ 断面イメージ図は、河川の上流側から下流側を眺めたものである。 
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  ② 下流部掘込区間（仁川合流点～名塩川合流点） 

掘込区間全体にわたって戦後最大の洪水である昭和36年6月27日洪水(生瀬地点における

河道への配分流量2,700m3/s)に対する護岸の整備やパラペット等による溢水対策を行う。

当面は、生瀬大橋上流の未整備区間のうち、家屋の多い青葉台地区等について、下流の整

備済区間と同水準の流量(生瀬地点における河道への配分流量1,900m3/s)を安全に流下さ

せるとともに平成16年台風23号洪水(生瀬地点2,600m3/s)による再度災害防止のため、地

元住民の意向を踏まえながら河床掘削等の対策を検討し実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1.4 施行の場所           
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図 4.1.5 整備横断イメージ 
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図 4.1.4 施行の場所 

※ 事業実施にあたっては、「第３節 河川環境の整備と保全に関する事項」に基づいて河道断面を検討し整備
する。 

※ 断面イメージ図は、河川の上流側から下流側を眺めたものである。 

 

 

  ③ 中流部（名塩川合流点～羽束川合流点） 

中流部の武田尾地区において、戦後最大の洪水である昭和36年6月27日洪水(武田尾地点

における河道への配分流量2,600m3/s)に対しパラペット等による溢水対策を検討し実施する｡ 

当面は､地元住民の意向を踏まえながら､平成16年台風23号洪水(武田尾地点2,400m3/s)

による再度災害の防止対策を検討し実施する。 

 

  ④ 上流部（羽束川合流点～本川上流端）及び支川 

それぞれの目標流量(表3.3.3参照)を安全に流下させるため、河道拡幅や河床掘削等を

行う。これに伴い改築が必要となる橋梁の補強又は改築の方法については、橋梁管理者と

協議、調整を行う。 
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  整備区間 

番号 箇所（工区） 延長 整備内容 
1 大堀川（宝塚市） 1.2km 河床掘削 等 
2 天王寺川（伊丹市、宝塚市） 0.6km 堤防強化 
3 天神川（伊丹市、宝塚市） 3.8km 堤防強化 
4 荒神川（宝塚市） 0.6km 河床掘削 等 
5 波豆川（宝塚市） 0.3km 河道拡幅 等 
6 波豆川（三田市） 0.6km 河道拡幅 等 
7 山田川（三田市） 1.9km 河道拡幅 等 
8 大池川（三田市） 0.1km 河道拡幅 等 
9 相野川（三田市） 1.4km 河道拡幅 等 
10 武庫川（篠山市） 1.9km 河床掘削 等 
11 波賀野川（篠山市） 0.4km 河道拡幅 等 

図 4.1.6 施行の場所 
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図 4.1.9 荒神川 整備断面イメージ 
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図 4.1.11 波豆川(三田市)整備断面イメージ 
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図 4.1.15 武庫川(篠山市域) 整備断面イメージ 
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図 4.1.16 波賀野川整備断面イメージ 
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図 4.1.12 山田川整備断面イメージ 単位(mm) 
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図 4.1.7 大堀川 整備断面イメージ 
5200 

3000 

8200 

図 4.1.8 天王寺川・天神川の堤防強化イメージ 

図 4.1.10 波豆川(宝塚市)整備断面イメージ 

単位(mm) 
17000 

2600 

19600 

2200 

5900 

3400 

9900 

1600 

8300 

単位(mm) 

左岸：宝塚市小浜 5丁目付近 
右岸：宝塚市向月町付近 
(武庫川合流点から約 2.0km 地点) 

伊丹市荻野付近(武庫川合流点から約 4.5km 地点) 

単位(mm) 

左岸：宝塚市清荒神１丁目付近 
右岸：宝塚市川面１丁目付近 
(武庫川合流点から約 0.6km 地点) 

宝塚市大原野付近(武庫川合流点から約 7.0km 地点) 
 

三田市波豆川地区付近(武庫川合流点から約 11.5km 地点) 
 

三田市香下地区付近(武庫川合流点から約 4.5km 地点) 
 

単位(mm) 
図 4.1.13 大池川整備断面イメージ 
三田市福島地区付近(武庫川合流点から約 0.2km 地点) 
 

図 4.1.14 相野川整備断面イメージ 

単位(mm) 

三田市下相野地区付近(武庫川合流点から約 2.5km 地点) 
 

篠山市波賀野付近(武庫川合流点から約 1.0km 地点) 
 

単位(mm) 

篠山市当野付近(篠山・三田市境から約 5.6km 地点) 

は掘削部分 

12000 

2000 

6000 

遮水シート（漏水対策） 

※ 事業実施にあたっては、｢第３節 河川環境の整備と保全に関する事項｣に基づいて河道断面を検討し整備する。 

※ 断面イメージ図は、河川の上流側から下流側を眺めたものである。 

 

 

  ⑤ 下流部築堤区間の堤防強化（南武橋～仁川合流点） 

築堤区間全区間14.4kmを対象に、計画高水位以下の洪水に対するドレーン工法等の浸

透対策、護岸工による侵食対策を実施する。実施にあたっては、平成14年度に行った「武

庫川堤防技術検討委員会」※の検討結果を踏まえ、比較的安全度が低い4.4kmの区間から順

次整備を進める。 

この際、水害リスクと事業の必要性、工事概要について地域住民への周知を図る。また、

堤防や高水敷上の樹木に配慮したうえで、工事の際に伐採が必要になる樹木の扱いについ

て地域住民の理解を得るよう努める。 

また、橋脚の影響により流水の乱れが発生しやすい橋梁上下流部や、湾曲により水位が

上昇しやすい水衝部等、治水上特に注意が必要な個所を対象に、計画高水位以上の洪水に

対して堤防を決壊しにくくする浸透対策、侵食対策及び巻堤等による越水対策について検

討し、可能なものから実施する。併せて、堤防に近接する一部の家屋等の対応についても

検討する。 

※ 堤防の各種調査を行い、洪水等に対する安全性を評価し、安全水準を満たさない場合は堤防強化対策
の検討を行うため、平成14年に兵庫県が設置した学識経験者からなる委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4.1.18 ドレーン工法※のイメージ図 

ﾄﾞﾚｰﾝ工（砕石） 

 

ドレーン工 
設置前の浸潤面 
 

南
武
橋

仁
川

        堤防強化検討区間 
        整備済み区間(H20 年度末時点) 
        比較的安全度が低い 4.4km 区間 

※ 河川水位の上昇等により堤防が水で飽和すると、堤防を構成する土がゆるみ、堤防のり面が崩れて、
破堤を引き起こすことがある。そこで、川裏側の堤防の法尻に砕石を設置して堤体内の水を速やかに
排水し、堤防のり面の崩れを防止する工法がドレーン工法である。（写真 2.2.4 参照） 

ドレーン工設置後の浸潤面 

写真 4.1.1  
ドレーン工法※の施工例 

ドレーン 

図 4.1.17 施行の場所 
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 (２) 洪水調節施設の整備 

遊水地の整備と青野ダムの活用により、甲武橋基準点において280m3/sの洪水調節を行う。 

 

  ① 新規遊水地の整備 

武庫川本川と羽束川の合流点下流の武庫川上流浄化センター内の用地の一部を転用し、

遊水地整備を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備位置 

容 量
水 深
面 積

新規遊水地 諸元 
約 133,000m3 
約 10m
約 2.2ha 

図 4.1.19 施行の場所 

図 4.1.20 新規遊水地の構造図 

 

 

  ② 青野ダムの活用 

既設青野ダムにおいて、予備放流により確保する洪水調節容量を現在よりも拡大して、

洪水調節量の増大を図る。洪水調節容量の拡大にあたっては、洪水発生までに予備放流水

位に水位低下が可能で、かつ、利水面でも貯水位の回復が見込めることなど利水上支障が

ないことが前提条件となる。予備放流開始雨量の設定等について試行し、その結果を踏ま

えて操作規則を適切に変更して青野ダムの活用を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③ 洪水調節施設の継続検討 

本計画の策定にあたっては、千苅ダムの治水活用や、武庫川峡谷での新規ダム建設につ

いても検討を実施した。いずれの対策も基本方針における洪水調節施設の分担量である91

0m3/sの確保に向けた選択肢のひとつであるが、実現可能性を見極めるのに今なお時間が

必要である。具体的には、千苅ダムの治水活用は、最近の少雨化傾向を踏まえた渇水リス

クへの対応の立場にある水道事業者との合意形成に、新規ダム建設については、環境保全

に配慮したとしてもなお、ダム選択への社会的な合意形成に、それぞれ多大な時間を要す

る。また、完成するまでに十数年と時間を要し、その間は整備効果を発揮できない課題も

ある。 

そこで、戦後最大洪水に対応することを整備目標として、早期に整備効果の発現が期待

できる河床掘削等や堤防強化、既設青野ダムの洪水調節容量の拡大、武庫川上流浄化セン

ター内の用地を活用した遊水地の整備に取り組むこととした。 

しかしながら、近年、地球温暖化に伴う気候変化等に起因する集中豪雨が多発している

中、平成21年8月には、千種川水系の佐用川で、過去に経験したことのない大きな洪水が

発生した。このような現実を踏まえると、多くの人口・資産を抱える武庫川では、河川整

備基本方針の目標達成に向けて、さらなる洪水に対する安全度の向上が必要である。 

したがって、千苅ダムの治水活用や武庫川峡谷での新規ダム建設等について、その必要

性・実現可能性の検討を継続し、具体的な方向性が定まった場合には、計画上の取り扱い

について検討する。 

写真 4.1.2 青野ダム 

表 4.1.1 青野ダム諸元

930万m3利水容量

120万m3（現在80万m3 ）内､予備放流容量

600万m3（現在560万m3 ）洪水調節容量

930万m3利水容量

120万m3（現在80万m3 ）内､予備放流容量

600万m3（現在560万m3 ）洪水調節容量
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表4.1.2 河川整備を実施する区間 

河川 施行の場所 区間延長 整備内容 

① 
河口～5.0k 
（河口 
 ～JR 東海道線橋梁下流） 

5.0km 
河床掘削 
高水敷掘削 
低水路拡幅 等 築堤区間 

② 
1.8k～9.0k 
（南部橋～仁川合流点） 

14.4km 
堤防強化 
（浸透対策、侵食対策） 

③ 
 

9.0k～15.9k 
 

6.9km 護岸整備、ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ等 

下
流
部 

掘込区間 
④ 
15.9k～18.4k 
（生瀬大橋～名塩川合流点） 

2.5km 河床掘削等 

中流部 ⑤ 武田尾地区 
 

1.2km 
 

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ等による溢水対策 

⑥ 青野ダムの活用 
 

－ 
 

予備放流量の拡大 

洪水調節施設 
⑦ 新規遊水地の整備 － 遊水地 

大堀川 ⑧ 
西田川橋～西ノ町橋 
（宝塚市） 

1.2km 河床掘削 等 

天王寺川 ⑨ 
伊丹市荒牧～宝塚市中筋 
（伊丹市、宝塚市） 

0.6km 堤防強化 

天神川 ⑩ 
伊丹市萩野西～宝塚市山本西
（伊丹市、宝塚市） 

3.8km 堤防強化 

荒神川 ⑪ 
国道 176 号～荒神橋 
（宝塚市） 

0.6km 河床掘削 等 

波豆川 ⑫ 
滝本橋～島橋 
（宝塚市） 

0.3km 河道拡幅 等 

波豆川 ⑬ 
中河原橋～護魔池 
（三田市） 

0.6km 河道拡幅 等 

山田川 ⑭ 
山田滑谷ダム上流 1,050m   
～砥石橋上流 500m（三田
市） 

1.9km 河道拡幅 等 

大池川 ⑮ 
JR 福知山橋梁～ 
 国道 176 号上流 50m（三田
市） 

0.1km 河道拡幅 等 

相野川 ⑯ 
洞橋～２級河川上流端 
（三田市） 

1.4km 河道拡幅 等 

武庫川及び真南条
川 

⑰ 
岩鼻橋～山崎橋 
（篠山市） 

1.9km 河床掘削 等 

上
流
部
及
び
支
川 

波賀野川 ⑱ 
JR 福知山線橋梁～西角橋 
（篠山市） 

0.4km 河道拡幅 等 

  注）河道対策の掘削イメージは図 4.1.3,図 4.1.5,図 4.1.7～図 4.1.16 参照

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1.21 河川対策の施行の場所 

 

    事業区間 

● 

①

② 

③ 

④ 

⑤

⑥
● 

⑦ 

⑰ 

⑧ 
⑨ 
⑩ 

⑪

⑫ 

⑬

⑭ ⑮ 

⑯ 

⑱

 
    事業区間 
 
①～⑱ 表 4.1.2｢河川整備を実施する

区間｣の施行場所の番号 

凡 例 
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 ２ 流域対策 

流域対策については、「武庫川流域における総合的な治水対策の推進に関する要綱」に基

づき、県及び流域市で構成する「武庫川流域総合治水推進協議会」を設置して、以下の点を

踏まえ、「武庫川流域総合治水推進計画」を策定し、県と流域市が協力して整備を進める。 

県は、流域市と連携、協力し流域内の学校、公園、ため池を利用した貯留施設等により、

甲武橋基準点において30m3/sの流出抑制を図る。これらの施設は、住民等が利用しているこ

とから、流域市等と連携して、雨水貯留の必要性や安全性の確保も含めた利用上の影響につ

いて、住民の理解と協力を得て流域対策を推進する。 

以上の対策に加え、付加的な流出抑制効果が期待できる様々な流出抑制対策を推進する。 

具体的には、市街化の進展が雨水の流出量を増加させることから、流域内の開発に対

して流出抑制に努めるよう流域各市に働きかけるとともに、流域内の開発に伴う防災調

整池の設置についても、指導の対象となる面積の引

き下げ、調整池の恒久化など、指導強化に向けた検

討を行う。 

また、人工林の間伐などの森林整備、水田の保全

やモデル事業で実現可能性を検討している貯留機能

の活用、公共施設での貯留・浸透施設の設置、各戸

への雨水貯留タンクの設置、道路側溝の浸透化など

流出抑制対策の取り組みは、関係機関と連携しつつ、

継続して促進するよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.1.3 水田貯留 

 

 

 ３ 減災対策 

減災対策については、計画規模を上回る洪水や整備途上段階での施設能力以上の洪水、い

わゆる超過洪水により、河川から洪水があふれ出る可能性があることを認識し、以下の対策

を進める。 

減災対策における県の役割は、水害リスクを含む減災に関する情報を流域市に発信し

共有すること、県・流域市相互の連携強化を図ること、流域市が避難対策等の施策を実

施するにあたり指導・技術的助言及びその他の援助を行うことなど、減災対策を進めや

すいような環境整備を一層推進することにある。 

このため、「武庫川流域における総合的な治水対策の推進に関する要綱」に基づき、県及

び流域市で構成する「武庫川流域総合治水推進協議会」を設置して、「武庫川流域総合治水

推進計画」を策定し、県と流域市が協力して進める。 

具体的には、流域市と協力し住民に直接的に働きかけて、水害リスクに対する認識の向上

や避難方法の周知啓発、洪水時の避難に必要な河川情報の提供など、水害時の被害を小さく

する減災対策を次の４項目を柱として推進する。 

なお、減災対策の推進にあたっては、県の「ひょうご治山・治水防災実施計画」、県・流

域各市の地域防災計画を踏まえて実施する。 

 

 (１) 水害リスクに対する認識の向上（知る） 

我がまちを歩く体験型講座の実施など、住民に直接的に働きかけて水害リスクに対する認

識の向上を図る。 

 

 (２) 情報提供体制の充実と水防体制の強化（守る） 

武庫川下流部における洪水予報や河川監視カメラ画像の継続配信など、住民の避難判断等

に必要な情報を迅速に提供する。また、大規模洪水を想定した実践的な演習の実施など水防

体制の強化を図る。 

 

 (３) 的確な避難のための啓発（逃げる） 

住民主体のハザードマップづくりを支援するなど、洪水時に住民が的確に避難できるよう

な体制整備を進める。 

 

 (４) 水害に備えるまちづくりと水害からの復旧の備え（備える） 

水害時に深い浸水深となるなど水害リスクの高い地域において、減災のための土地利用や

上層階避難が可能な建物への誘導を図るなど、水害に備えたまちづくりの実現に向け検討す

る。また、保険制度への加入促進を図るなど、水害への備えに万全を期すよう努める。 
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４ 総合的な治水対策のまとめ 

   上記の河川対策、流域対策、減災対策で構成する総合的な治水対策について、本計画の整

備内容と流量配分(整備効果量)並びに整備の考え方(整備時期)を表4.1.3にとりまとめる。 

写真 4.1.5 住民主体のハザードマップ 
づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 県 雨量・水位データ 

気象情報 等 

１ 情報収集 

２ 洪水予測 

３ 洪水予報の伝達 

住民 
関係市・水防団 

テレビ･ラジオ･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄなど 伝達 伝達 

県・気象庁 
（共同で発表・伝達） 

県観測所 
・雨量 
・水位 

雨量予測
．．
 

気象庁 

気象庁 国土交通省 

流量・水位予測
．．
計算 

写真 4.1.4 河川監視カメラ画像の配信 

写真 4.1.6 水害からの復旧の備え 
（兵庫県住宅再建共済制度） 

図 4.1.22 洪水予報の実施 

 

 

表4.1.3 総合的な治水対策(河川整備計画)の実施概要 

河川整備計画 
(参考) 
河川整備 
基本方針 項目 

内容 
甲武橋地点 
流量配分 

甲武橋地点 
流量配分 

整備の考え方※1 
(整備期間 20 年間) 整備目標 

戦後最大の洪水である昭和 36年 6月 27日洪水か
ら沿川住民の生命や財産を守ることを基本とす
る。 前半 後半 

3,510m3/s 4,690m3/s 

①下流部築堤区間（河口～JR東海道線橋梁手前）    

  低水路拡幅   ※2 

+100 

  高水敷掘削   ※2 

+200 

  河床掘削   ※2 

+400 

②下流部掘込区間（仁川合流点～名塩川合流点) 

 溢水対策(護岸整備、パラペット等) 

  

  

  

③中上流部及び支川 

 河道拡幅、河床掘削、溢水対策(パラペット等) 

  

河道対策 

④下流部築堤区間の堤防強化(南武橋～仁川合流点)※4 

 計画高水位以下の洪水に対する浸透対策、侵食対策 

  

－※3 

2,500 

↓ 

3,200 

m3/s 

3,700m3/s 

洪水調節

施設の整備 

①新規遊水地の整備 

 武庫川上流浄化センター内の用地の一部を転用

し、遊水地を整備。 

  

+20※2 

河 

川 

対 

策 

 

②青野ダムの活用 

 予備放流による洪水調節容量を現在よりも 

40 万 m3拡大｡(洪水調節容量 560 万 m3→600 万 m3) 

  

+40※2 

220 

↓ 

280 

m3/s 

910m3/s 

流域対策 
①学校､公園､ため池を利用した貯留施設等を整備 
②この他、付加的な流出抑制効果が期待できる 
 様々な流出抑制対策を推進する。 

  
30m3/s※5 80m3/s 

減災対策 

４項目を柱として推進する。 
(１)水害リスクに対する認識の向上（知る） 
(２)情報提供体制の充実と水防体制の強化（守る） 
(３)的確な避難のための啓発（逃げる） 
(４)水害に備えるまちづくりと水害からの復旧の備え（備える) 

ｿﾌﾄ対策を
中心とした
｢減災対策｣
を実施する｡ 

 

 

  

※4 計画高水位以上の洪水に対して堤防を決壊しにくくするための堤防強化については、計画高水位以下の洪水に対
する浸透・侵食対策が完了した後に、可能なものから実施する。 

※5 流域対策で想定している整備箇所数の考え方など、流域対策の目標設定の考え方については、河川整備計画(案)
資料編参照 

順次整備する 

予備放流開始雨量
の設定等について
試行した後、早期
の運用を目指す 

※1 整備予定時期をわかりやすく示すために、参考に整備の考え方を記載した。整備にあたっては関係機関等との調整
が必要となるため、整備時期が変更になることがある。 

※2 対策毎の整備効果をわかりやすく示すために、参考に概ねの整備効果量を記載した。 
※3 ③は甲武橋地点の上流であり、④は堤防の質的改良であるため、甲武橋地点の流量配分の内訳にはならない対策で
ある。 

前半での完成を目指す 

未整備区間の整備
後、溢水対策を行
う 

当面は、生瀬大橋上流の未整備区間において、
河床掘削等を実施。 

下流から順次掘削 

前半での完成を目指す 

前半での完成を目指す 

前半での完成を目指す 

順次整備する 
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 第２節 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項 

 

 １ 正常流量の確保 

河川の流況については、生瀬大橋地点で過去12年間（平成5～16年）の最小の渇水流

量が1.43m3/sであり、概ね正常流量（1.5m3/s）を満足しているが、より豊かな流量を確

保するため、以下の取り組みによって合理的な水利用の促進に努める。 

 (１) 流水利用の適正化 

農業用水の慣行水利権については、取水実態の把握に努めるとともに、取水施設の改築や

治水事業の施行等の機会をとらえ、利水者の理解と協力を得て、許可水利権への切り替えを

進めるなど、河川流水の適正な利用を図る。 

 

 (２) 適正な水利用 

近年、地球温暖化に伴う気候変化等の影響により、渇水リスクが増していることを踏まえ、

河川の豊かな流れを確保するため、関係機関と連携して、節水の啓発、水利用の合理化、雨

水・再生水利用の促進により、適正な水利用を推進する。 

 

 

 ２ 緊急時の水利用 

 (１) 渇水調整および広域的水融通の円滑化 

渇水時には、被害を最小限におさえるため、渇水調整会議等を設置し、利水者に必要な情

報提供を行うとともに、取水制限等の調整を行い、利水者間の相互調整が円滑に行われるよ

う努める。 

また、水道施設の広域化により、水道水源や供給量の安定性を高めるため、関係機関およ

び利水者と連携して、給水ネットワークの整備による広域的な水融通の円滑化に取り組む。 

 

 (２) 緊急時の河川水利用 

震災などの緊急時には、「防災ふれあい河川」として整備した護岸やアクセス路を活用し

て、河川水を消火用水や生活用水として取水できるよう配慮するとともに、ダム貯留水の利

用ができるよう、ダムからの緊急放流などの措置を関係機関と連携して実施する。 

 

 

 

 ３ 健全な水循環の確保 

兵庫県の水に関する総合的な指針である「ひょうご水ビジョン」に基づき、健全な水循環

の確保を目指して、流域水循環の把握に努めるとともに、実効性のある取り組みを実施する。 

なお、地下水かん養は、河川流量確保に寄与する要素のひとつと考えられることから、こ

の保全に取り組む。 

具体的には、保水・貯留機能や地下水かん養機能を保全するため、森林や農地、ため池の

整備や適正な管理を関係機関と連携して推進する。特に森林については、人工林の間伐によ

り健全な森林を育成する「森林管理100％作戦」による森づくりに取り組むとともに、「県

民緑税」を活用し、緊急防災林、里山防災林、針葉樹林と広葉樹林の混交林等を整備する

「災害に強い森づくり」を推進する。  

また、透水性舗装や浸透ますなどの貯留浸透施設の整備を関係機関と連携して推進する。 
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 第３節 河川環境の整備と保全に関する事項 

 

 １ 動植物の生活環境の保全・再生 

県では、これまで「“ひょうご・人と自然の川づくり”基本理念・基本方針」※1に基づき、

多自然川づくりに努めてきたところである。武庫川では、さらに河川整備に際して、基本方

針に掲げる「武庫川水系に生息・生育する生物及びその生活環境の持続に関する２つの原

則」を適用して、多様な生物の生活環境等に与える影響を可能な限り回避･低減または代替

できる環境保全措置を講じることにより、武庫川水系の多種多様な動植物が生息・生育でき

る豊かな自然環境の保全・再生を図る。このため、水系全体で戦略的に自然環境を保全でき

るよう「２つの原則」に係る専門検討会※2の検討結果を踏まえ、河床掘削や低水路拡幅など

の河道対策と環境対策との整合のとれた河川整備に取り組む。 

また、かつての武庫川において多数生息が確認されていたアユを武庫川のシンボル・フィ

ッシュとして位置付け、関係機関や地域住民の適切な役割分担のもと、魚類にとってより望

ましい川づくりに努める。なお、地域住民や団体等による生態系の保全・再生活動が円滑に

進むよう、行政手続きの迅速化や技術面でのサポートなどを行う。 

さらに、「２つの原則」の適用が全国的にも初めての取り組みであること、また事業実施

には「２つの原則」にかかる対策を具体化するうえで、さらに検討する必要があることから、

実施時において、留意事項等をとりまとめた手引きを作成する。あわせて、関係機関や地域

住民、事業者などへの「２つの原則」の普及を目的に、パンフレットを作成する。 

※1 平成8年5月に21世紀の川づくりのさきがけとなる基本的な考えとして「治水・利水」、「生態系」、
「水文化・景観」、「親水」の４つの観点から、川づくりのあるべき姿として取りまとめた基本理念・
基本方針である。 

※2 「２つの原則」に基づき、武庫川水系の生物及び生活環境の現状評価を行い、河川事業の計画案による
影響評価と保全・再生するための方策の検討を行うため、平成20年に兵庫県が設置した学識経験者から
なる委員会 

 

 (１) 「２つの原則」の適用にあたっての考え方 

河川整備に際しては、「２つの原則」を適用することにより、原則１に関しては重要な種、

原則２に関しては評価された「生物の生活空間」の総量が、河川整備後もそれぞれ維持でき

るよう取り組む。 

なお、河川整備を実施する箇所以外においても、水系内には配慮を検討すべき「生物の生

活空間」があることから、動植物の生活環境の向上に向け、専門家の意見を聴くとともに、

重点化を図りつつ優先順位の高いものから、関係機関や地域住民の協力のもと改善に取り組

む。 

 

  ① 対象とする種の選定及び優れた「生物の生活空間」の把握 

「２つの原則」を踏まえ、河川整備の実施箇所において、自然環境に関する対策を具体

的に検討するために、対象とする「種」の選定及びその分布状況の把握や、優れた「生物

の生活空間」の特定及びその「総量」の把握の考え方を整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ア 原則１：対象とする種の選定及びその分布状況の把握 

   ○ 対象とする種の選定 

原則１の対象とする「種」は、在来種の中から、河川を主要な生活空間とする種のうち、

絶滅の危険性の高い特定種（兵庫県版レッドデータブック2003、環境省レッドリスト）、

特定種以外でも水系内での分布範囲が限られている種及び専門家が重要性を指摘する種と

した。 

   ○ 対象とする種の分布状況の把握 

平成15年度に実施した「ひょうごの川・自然環境調査」の調査結果及びこれまでに水系

内で実施された各種の環境調査の結果を用いて、水系内での種の分布状況を把握した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原則１：“流域内で種の絶滅を招かない”  

武庫川水系に暮らす種が、将来的にも武庫川水系で持続的に生息・生育しうることを目標とす
る。 
ここでいう「種」とは、本来、武庫川水系に生息・生育する在来種を指す。 

 
【着眼点】 
① 「個体」ではなく「種」に着目 

種の絶滅を招かないという原則を設けることで、今いる生物が将来にわたり暮らせる川づ
くりを進める。「種」を評価の対象とすることで、「個体」の場合よりも自然環境に対する
対応策への自由度を増やす。 

② 武庫川水系内で対処 
治水を優先する必要のある場合には、地元での対応に限定せずに、水系全体で戦略的に自
然環境に配慮する。他地域からの個体の移植を安易に行うのではなく、水系内での個体群の

原則２：“流域内に残る優れた「生物の生活空間」の総量を維持する” 

武庫川において生物の生活空間として優れていると判断された場所を、治水事業後も、その質と

量の両面で確保することを目標とする。 
 
【着眼点】 

①優れた「生物の生活空間」の抽出 

優れた「生物の生活空間」においては、この生活空間の質と量の保全に努める。 

②総量で評価 

「優れた生物の生活空間」を特定することで、数値によって定量化し、客観的な判断をす

る。総量を維持することで、間接的にさまざまな「種」の絶滅リスクを軽減する。 

③保全と再生による総合的な環境対策 

治水対策と環境対策の両立を図るためには、空間的な棲み分けを強いられる場合がある。

ある場所でやむなく生活環境の質が低下した分を、別の場所で保全や再生することで、総量

を維持する。改修を行う際には、次のいずれかの手段を講じることとする。 

ⅰ）改修をやむなく実施する場合には、同じ規模で同質の生活環境を、改修区間内で再生す

る。 

   ⅱ）大規模な改修を実施することで改修区間内での保全・再生が困難な場合には、同じ規模で

同質の生活環境を水系内から抽出して保全および再生する。 

  ⅲ）改修により質の低下が予想されるが、生活環境の固有性および特殊性が高く、改修区間内

での再生や、周辺地域や県内においても保全や再生の代替地が見あたらない場合には、計

画を再考する。 
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  イ 原則２：優れた「生物の生活空間」の特定及びその総量の把握 

   ○ 優れていると判断される場所の特定 

平成15年度に実施した「ひょうごの川・自然環境調査」等の調査結果を基に、冷水性種

の種数や淵の密度などの評価指標から水系内で相対的に良好な状態にある場所を優れた

「生物の生活空間」として特定した。 

   ○ 優れた「生物の生活空間」の総量の把握 

優れた「生物の生活空間」として特定した場所のうち、生物多様性の観点から中核的な

範囲として特に保全すべき場所をユニット※数や箇所数により定量化し、その値を「質」

と「量」の両面で守らなければならない「総量」とした。（図4.3.1参照） 

※ 河川を 500m 単位で区切った区間の単位 

 

  ② 配慮を検討すべき「生物の生活空間」の把握 

水系内には、優れた「生物の生活空間」のほかに、水質の悪化、流れの分断といった生

物の観点から改善すべき場所が存在している。環境改善を効果的に行うため、低水護岸の

延長割合や外来植物群落の分布などの評価指標から配慮を検討すべき「生物の生活空間」

として整理した。（図 4.3.2 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.1 優れた「生物の生活空間」の範囲と河川対策の施工の場所との重ね図 

※1 10項目の評価指標：①冷水性種の種数 ②森と川の隣接率 ③淵の密度 ④礫原草原に特有な植生の分布 
⑤渓谷に特有な植生の面積（種の個体数） ⑥低層湿原の面積、低層湿原を擁する貴重性の高いヤナギ
林の分布 ⑦オギ群集の面積 ⑧河畔林の面積、貴重性の高い河畔林の分布 ⑨在来種の種数 ⑩重要な種
の種数 

  なお、評価指標別の優れた「生物の生活空間」については河川整備計画(案)資料編参照 

事業区間 

武
庫
川 

有
馬
川 

羽
束
川 

※2 ｢ひょうごの川・自然環境調査」では、全川を対象とした全区間調査と、沖積区間（武庫川本川、羽束
川、有馬川）を対象とした沖積区間調査を実施している。 

 
・ 全 区 間 調 査：横断工作物の現況、蛇行の変化、水際の護岸の現況、水質・水温の現況、 
魚類・底生動物調査 

・ 沖積区間調査：堤外地面積の変化、瀬・淵の現況、後背水域の現況、植生調査 

※2 

この図は、10 項目※１の評価指標より優れた「生物の生活空間」の中核的な
範囲として抽出したユニットの重複状況と事業区間の位置を示したものであ
る。 
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図 4.3.2 配慮を検討すべき「生物の生活空間」と河川対策の施工の場所との重ね図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

※1 7項目の評価指標：①耐汚濁性種の個体数比率 ②汽水・回遊種の種数 ③水生生物の移動可能区間長 ④
低水護岸の延長割合 ⑤礫原草原に特有な植生の分布 ⑥外来植物群落の分布 ⑦外来性魚類の生息及び
生育確率の和 

  なお、評価指標別の配慮を検討すべき「生物の生活空間」については河川整備計画(案)資料編参照 

事業区間 

※2 

                
この図は、7 項目※１の評価指標より配慮を検討すべき「生物の生活空間」の範
囲として抽出したユニットの重複状況と事業区間の位置を示したものである。 

有
馬
川 

武
庫
川 

羽
束
川 

※2 ｢ひょうごの川・自然環境調査」では、全川を対象とした全区間調査と、沖積区間（武庫川本川、羽束川、
有馬川）を対象とした沖積区間調査を実施している。 

 
・ 全 区 間 調 査：横断工作物の現況、蛇行の変化、水際の護岸の現況、水質・水温の現況、 
魚類・底生動物調査 

・ 沖積区間調査：堤外地面積の変化、瀬・淵の現況、後背水域の現況、植生調査 

 

 

 (２) 「２つの原則」を適用した河川整備の実施箇所における主な対策 

河川整備の実施箇所において、原則１の「種」及び原則２の優れた「生物の生活空間」へ

の影響を評価するとともに、配慮を検討すべき「生物の生活空間」への対応も考慮のうえ、

多種多様な動植物の生活環境の保全・再生に向けた目標を設定し、その目標達成のために必

要な対策を実施する。河川整備の実施箇所のうち、武庫川下流部（築堤区間・掘込区間）、

武庫川上流部については、流域内で河川生態系の観点から重要な場所であるため、「２つの

原則」を踏まえるとともに、“配慮を検討すべき「生物の生活空間」”のもつ課題の改善も

考慮のうえ、専門家の意見を聴きながら基本的な対策についてとりまとめた。 

なお、事業実施前に地域住民等から新たな貴重種情報を入手した場合には、その取り扱い

について、専門家の意見を聴きつつ適切に対応する。 

 

  ① 武庫川下流部築堤区間（河口～JR東海道線橋梁下流 約5.0km） 

当区間は築堤区間であり、低水路は護岸が設置され

ている。特に、潮止堰より下流の汽水域では、矢板に

よる垂直壁の護岸のために浅瀬や水際の植生は皆無で

ある。汽水域は全域にわたって単調な環境であり、生

物相は他の水系と比較しても著しく貧弱である。 

また、かつては河口部に砂浜や干潟が存在していた

が、現在は消失している。 

  ア 動植物の生活環境の保全・再生に向けた目標 

 

 

潮止堰は本来、塩水遡上防止の機能をもっているが、年々、地下水の利用が減少してい

ることから、その役割が低下している。そこで、周辺の地下水の利用状況等を勘案し、適

切に対応することを前提に、河床掘削に伴い、潮止堰等を撤去する。 

このことにより汽水域が拡大し、移動の連続性が向上するため、将来的に汽水・回遊種

の生息環境が改善される。 

一方、汽水域が拡大すれば、ドジョウ等の生息する淡水域は縮小するが、流域内の生息

地が多いこと、本来的に汽水域であることから特別な対策は不要である。 

汽水・海水性の底生動物、魚類や鳥類の一部は、工事の影響で一時的に個体数の減少す

る区間が発生するものの、干潟をはじめとする多様な生息環境を創出することにより、隣

接地からの種の供給による回復とこれまで以上の生物多様性が期待される。 

なお、干潟の創出は、流下能力に余裕のある河口部河岸よりの箇所に予定しており、治

水対策上、影響がないことを確認している。 

 

目標 “汽水域の拡大と干潟の創出” 

写真 4.3.1 河口部 
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  イ 主な対策 

目標を達成するために、以下の対策を実施する。 

   対策１ 魚類等の移動の連続性確保 

河床掘削に併せて潮止堰等を撤去することにより、汽水・回

遊種の生息環境の改善を図り、アユやウキゴリ等の回遊魚の遡

上を促進するとともに、上流側の床止めに設置している魚道を

改良する。 

 

   対策２ 干潟の創出 

河口部における生物多様性の回復やアユ等の生

息場所確保のために、水制工等を設置して干潟の

創出に努める。 

 

 

  ② 武庫川下流部掘込区間（生瀬大橋～名塩川合流点 約2.5km） 

当区間は、武庫川峡谷部直下の市街地を流れる区間であ

り、峡谷の出口付近には自然性の高い礫河原が残されてお

り、水衝部の岩場には局所的にサツキ等の岩上植物が分布

している。魚類では、アユをはじめ、アカザやアブラボテ、

底生動物では、キイロサナエ、ミヤマサナエなどが生息し

ている。 

 

  ア 動植物の生活環境の保全・再生に向けた目標 

       

 

河床掘削により、西宝橋付近の礫河原や瀬・淵が消失するため、

早期再生に向けた積極的な取り組みが必要である。 

洪水時に一定規模以上の攪乱が必要なサツキ等の岩上植物につい

ては、改修後も生育場所の流況は大きく変化しないことから、影響

は少ないと予想される。 

魚類や底生動物は、工事の影響で一時的に個体数は減少するが、

川の営力により瀬・淵の形成を促進するとともに、礫河原が維持されるよう河道形状を設

定することにより、隣接地からの種の供給による回復が期待される。 

なお、現状の河道形態を保全するため、スライドダウンによって、現状よりもみお筋を

深く掘削することとなるが、当該区間の上下流部には深い淵が存在していることから、縦

断的なみお筋の連続性が確保できることを確認している。 

 

目標 “礫河原の再生” 

写真 4.3.2 潮止堰 

干潮時には干潟が現
れ、多様な生物が生息 

図 4.3.3 干潟創出イメージ 

写真 4.3.4 サツキ 

写真 4.3.3 生瀬付近の礫河原 

 

 

図 4.3.4 スライドダウンのイメージ 

 

  イ 主な対策 

目標を達成するために、以下の対策を実施する。 

   対策１ 礫河原と瀬・淵の再生 

礫河原に特有な植生の生育環境及びアユ等の生息環境を

保全するため、現状の砂州形状や礫河原の比高を考慮した

河床掘削を行い、みお筋や礫河原及び瀬・淵を再生する。 

 

 

 

 

 

   対策２ 外来植物の除去 

河床掘削により、礫河原に繁茂しているシナダレスズメガヤを除去する。 

また、関係機関や地域住民と連携して、種子の供給源となる、上流や周辺のシナダレス

ズメガヤの除去に努める。 

 

   対策３ 代償措置としての礫河原の再生 

当該区間では、工事後も礫河原の再生に向けて順応的管理※に努めるが、結果として、

現状と同程度の礫河原を再生できない場合は、代償措置として区間外で礫河原を再生する。 

 

 

 

  ③ 武庫川上流部（岩鼻橋～山崎橋 約1.9km） 

 当区間は河床勾配が小さく、緩やかな流れを好むタナゴ類

や二枚貝類をはじめ、貴重種を含む多くの種の魚類や底生動

物、水生植物が生息・生育しており、全県的にも生物多様性

が高い区間である。 

 

  ア 動植物の生活環境の保全・再生に向けた目標 

 

 

河床掘削により、瀬・淵等の多様な生活環境が消失する

ため、早期再生に向けた積極的な取り組みが必要である。

タナゴ類をはじめとする魚類や底生動物は、工事の影響で

一時的に個体数は減少するが、多様な生息環境を再生する

ことにより、隣接地からの種の供給による回復が期待され

目標 “タナゴ類の生息環境の再生” 

現況の比高と同等の比高を確保 

1:20 

礫河原部を緩勾配化(1:20) みお筋スライドダウン 

みお筋の再生 

1:20 

図 4.3.5 礫河原の再生イメージ 

写真 4.3.6 カネヒラ（タナゴ
類） 

写真 4.3.5 武庫川上流部 

※ 工事後のモニタリングを通じて自然生態系の回復状況を確認しながら、必要に応じて措置を講じるこ
とにより川の営力回復を促す行為。 

河床掘削にあたっては、
掘削前の形状を考慮す
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る。ただし、移動性が低いオグラコウホネ等の植物やカタハガイ等の二枚貝類は、河床掘

削により著しく個体数が減少するため、移植対策が必要である。なお、当該区間の河川整

備にあたっては、改修後も現況河床幅と同程度の河床幅を確保できることから、みお筋、

瀬・淵、ワンドの再生などの対策を講じることが可能であることを確認している。 

 

  イ 主な対策 

目標を達成するために、以下の対策を実施する。 

   対策１ みお筋の再生 

ナガエミクリ等が生育する水際の低層湿原

や、タナゴ類の生息場所となる緩やかな流れ

を再生するため、現況と同様に蛇行部を確保

してみお筋を再生する。 

 

   対策２ 瀬・淵の再生 

河道が直線的で河床勾配が一定な区間に木杭や根固工等

を設置して、その周囲または下流に深みができる工夫を行

い、淵を再生するとともに淵の下流に瀬を再生する。 

 

   対策３ ワンド・たまりの再生 

河床を平坦にせず、横断方向に傾斜や凹凸をつけ冠水頻

度に変化をもたせる。また、ワンド・たまりを再生し、洪

水時における稚魚や移動能力が低い種の避難場所を確保す

る。 

 

   対策４ オギ群集の再生 

オギ群集の早期再生のため、現地発生した表土を仮置き

し、再利用する。 

 

   対策５ 代償措置としての瀬・淵やワンド等の創出 

当該区間では、工事後も瀬・淵やワンド等の多様な生

息・生育環境の再生に向けて順応的管理※に努めるが、結果として、現状の環境を維持で

きない場合は、代償措置として区間外で瀬・淵やワンド等を創出する。 

 

みお筋 

ワンド 

写真 4.3.8 ワンドの再生例 

写真 4.3.7 淵の再生例 

淵 

袋詰根固工 

図 4.3.6 みお筋の再生イメージ 

みお筋の蛇行 

 

 

写真 4.3.9 武庫川で捕獲されたアユ 

 (３) 天然アユが遡上する川づくり 

アユを武庫川のシンボル・フィッシュとして位置づけて、

関係機関や地域住民の参画と協働のもと、河川整備や環境

改善に取り組む。このため、平成21年度から3年程度を目処

に、アユの分布、産卵場、仔アユの降下等の生息実態調査

を実施している。その結果を踏まえて、関係者や地域住民

の適切な役割分担のもと、魚道の改善やみお筋の確保など

による移動の連続性の向上、産卵場及び稚魚期の生息場所

の確保等の必要な対策を検討し、実施可能なものから取り組んでいく。また、アユの生息実

態の追加調査については、必要に応じて検討を行う。 

 

 ２ 良好な景観の保全・創出 

自然景観を基調とした武庫川らしい景観を保全・創出するため、武庫川を特徴づける自然

環境や、下流域のクロマツ・アキニレ等の樹木、武庫川峡谷の自然景観、瀬戸内海と日本海

を結ぶ「ふるさと桜づつみ回廊」など、地域固有の景観資源を保全するとともに、歴史・文

化といった沿川の地域特性に配慮しつつ、地域と一体となった景観形成に努める。 

また、現在の自然環境を維持するだけでなく、地域住民による自然再生活動や河川環境の

整備と保全への取り組みなど、自然環境に積極的に働きかけることによって、生物多様性の

恵みとして得られる景観の創成につないでいく。 

このことから、河川整備にあたっては、河川が地域景観を構成する重要な景観要素のひと

つであることを念頭におき、関係機関や地域住民と連携する中で治水との整合を図りつつ、

「兵庫県公共施設景観指針」※をもとに、周辺の景観にも配慮した施設整備に努める。具体

的には、地域固有の生態系を保全するとともに、可能な限り自然素材や多自然工法を採用し、

構造物の明度・彩度・肌理
き め

（テクスチャー）と周囲との調和などに配慮するほか、治水上支

障がない範囲において、堤防法面や高水敷の緑化修景にも努める。 

特に下流部築堤区間においては、クロマツやアキニレ等の高木樹により良好な景観が形成

されており、河川敷の一部が風致地区に指定されている。このことから、河川整備にあたっ

ては、樹木伐採を必要最小限とする工法を検討するなど、良好な景観の保全に努める。 

また、河口部では潮止堰等の撤去により、汽水域が拡大され、干潟が創出されることから、

これらを活かした魅力ある河川景観の創出を地域住民等との参画と協働のもとで進めていく。 

なお、地域のまちづくりにあわせた川の景観づくりが必要な場合には、各市と連携し、地

域の個性に配慮した景観づくりに向けて協働して取り組む。 

 

 

※ 「景観の形成等に関する条例」第29条の6の規定に基づき、公共施設に係る景観の形成及び公共施設
とその周辺地域との景観の調和を図ることを目的に定めた指針 
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 ３ 河川利用と人と河川の豊かなふれあいの確保 

武庫川の河川空間は、陸域、水域で地域住民の身近な憩いの場として多様な利用が行われ

ている。今後も、自然環境及び治水計画との調和に留意しつつ、水と緑のオープンスペース

としての河川利用など、多様な要請に応えられるよう努める。 

また、地域の人々に武庫川の自然環境や水辺を利用した環境学習の支援を行うため、関係

機関と連携して、河川利用の利便性の確保を図るとともに、自然を生かした水辺の創出や施

設の整備に努める。 

河川の水面利用に関しては、流域市や関係機関などと連携して秩序ある利用に努める。 

なお、河口部では潮止堰等の撤去により、汽水域が拡大され、干潟が創出されることから、

これらを活かした魅力ある水辺とのふれあいの場の創造を地域住民等との参画と協働のもと

で進めていく。 

 

 ４ 水質の向上 

武庫川の水質については、環境基準を満足しているが、更なる水の「質」の向上を目指し

て、環境基準の水域類型の格上げや類型指定区間の見直しを視野に入れるとともに、以下の

取り組みを進める。 

 (１) 下水道整備の推進 

武庫川水系では、下水道を含めた生活排水処理率が99％を超えており、整備が概成してい

る。今後は下水処理施設の高度処理化や合流式下水道改善事業などにより、放流水のさらな

る水質改善に努めていく。 
 

 (２) 水質調査等の継続実施 

定期的な水質調査や底質調査を関係機関と連携して継続して実施することにより、水質の

状況を的確に把握する。 
 

 (３) 水質事故への対応 

油等の河川への流出事故については、流域７市の水道事業者で構成する「武庫川水質連絡

会議」※1等と連携して、情報の迅速な伝達と共有化を図る。 
 

 (４) わかりやすい水質指標による調査 

地域住民が身近な河川の水質調査を行うことを通じて、川とのつながりを深めるために、

ＢＯＤ等の科学的指標のみでなく、わかりやすい水質指標による調査※2の実施を、関係機関

と連携して検討する。 
 

 (５) 水生植物による自然浄化機能の向上 

河積に余裕がある箇所については、周辺景観との調和や動植物の生活空間の再生等を考慮

しつつ、オギやヨシ等の水生植物の再生を地域住民とともに進めることにより、自然浄化機

能の向上に努める。 

※1 水質汚染等の情報交換のため、昭和 48 年に設立された武庫川流域の７水道事業体で構成する連絡会 

※2 国土交通省が、「今後の河川水質管理の指標について（案）」を平成17年3月にとりまとめ、一級河川
において、透視度や臭いなどの新しい水質指標により実施している調査 

 

 

 第４節 河川の維持管理等に関する事項 

 

 １ 河川の維持管理 

河道の確保、堤防・護岸の機能維持、河川利用者の安全確保、不法行為等の防止、施設の

機能維持、占用許可工作物への適切指導を目標に、平成21年度に策定した「兵庫県河川維持

管理計画」に基づき、定期的に点検を行って河川の状態を把握し、効果的・効率的に河川の

維持管理を行う。 

 (１) 維持・修繕工事の実施 

  ① 河道、堤防、護岸等 

河道については、河床低下や異常な洗掘箇所について、根固め工などの洗掘対策を行う

ほか、土砂堆積や樹木の繁茂により流下能力が著しく低下している箇所については、河道

掘削等を実施する。堤防・護岸は、堤防の決壊や護岸の崩壊などの重大な被害が生じない

よう変状箇所については、修繕工事を実施する。 

特に、武庫川下流部の築堤区間の沿川は高度に市街化しているため、ひとたび氾濫する

と甚大な被害が想定される。その区間の河口付近は河川勾配が緩いため、土砂が堆積しや

すく、また、屈曲部においては外岸側が洗掘されやすいことから、重点的に維持管理を行

う「治水上等の影響が特に大きい区間」に設定し、定期的な横断測量や堤防・護岸の点検

を行い、必要に応じて維持掘削、堤防・護岸の修繕工事を行う。 

  ② 親水施設等 

親水護岸、遊歩道、坂路、手すり等の河川利用施設及び急激な水位上昇が予想される親

水施設に設置した警報システムや避難誘導施設について、機能が常に確保されるよう老朽

化したものについては更新する。 

  ③ 樹木等 

河川区域内の樹木等について巡視・点検を行い、樹勢が劣り洪水時に倒れて堤防の安全

性に悪影響を及ぼすような樹木は伐採・抜根するなど、適切な樹木管理を行う。併せて、

治水上支障となる樹木の伐採や、治水上の支障がない範囲での植樹など、適正な樹木管理

について検討する。 

  ④ 水文観測施設 

雨量計・水位計など水文観測施設については、機能が常に確保されるよう適切に維持管

理し、老朽化したものについては更新を行う。特に水位計については、土砂の堆積等によ

り水位の計測に支障がでないようにする。 

 

 (２) 不法行為等への指導 

治水上著しい支障がある不法行為については、関係部局とも連携しながら不法行為者への

指導に努める。 
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 (３) 除草・清掃の実施 

県と市が共同で行うクリーン作戦などにより、安全な河川利用の促進、防犯防火等を目的

として除草、清掃を実施する。特に親水公園や利用者の多い箇所については、定期的に除草、

清掃し良好な河川環境の確保に努める。 

また、河川愛護活動、ひょうごアドプトなど、住民や団体の自主的な河川の除草、清掃活

動に対して清掃資材提供等の支援を行う。 

なお、これらの活動により回収したゴミについては、県、市が適切に処理を行う。 

 

 (４) 適切な施設操作の実施 

樋門等については、適正に機能するように操作の実施・指導に努める。また、水 

防時には、水防倉庫を適正に活用する。 

 

 (５) 占用許可工作物への適切指導 

井堰、橋梁等の占用許可工作物については、河川管理上支障となるおそれがある場合は、

速やかに点検、修繕等を実施するよう施設管理者を指導する。 

このうち、河川管理施設等構造令(昭和51年施行)の制定以前に建設された経緯から、現行

の構造基準を満たしていない施設については、現行の構造基準を満たすよう施設管理者を指

導していく。 

また、洪水で堤防が決壊する恐れがある場合に、武庫川へのポンプ排水を続けると、水位

上昇を助長し、越水や堤防の決壊を引き起こす可能性があるため、地元市や下水道管理者等

と協議し、出水時における排水ポンプ場の合理的な運転調整方法を定めていく。 

なお、県の流域下水道の中継ポンプ場については、堤防の決壊等の危険が切迫した緊急時

には、河川管理者の指示により、緊急避難措置として、排水ポンプの運転を停止することと

している。 

 

 

 

 ２ 流域連携 

「地域共有の財産」である武庫川を守り育てるため「参画と協働」による武庫川づくりを

基本として、地域住民、ＮＰＯ、事業者（以下、この章において「地域住民等」という。）、

大学等の研究機関、流域市、県が適切な役割分担のもと連携を進めるとともに、今後は、総

合的な治水対策などに本格的に取り組んで行くことから、以下の三点を柱とした武庫川づく

りに取り組む。 

 (１) 地域社会と河川の良好な関係の構築 

「ひょうごアドプト」などの地域住民等と連携した河川の維持管理等について、引き続き

取り組む。さらに、本計画に位置づけた施策や事業を地域住民等と連携して推進するため、

以下の新たな取り組みを進める。 

   また、流域対策、減災対策については、県と流域市で「武庫川流域総合治水推進協議会」

を設置し、「武庫川流域総合治水推進計画」を策定して、県と流域市が協力して進める。  

① 流域対策・減災対策 

流域市と連携、協力し、雨水貯留の必要性や安全性の確保も含めた利用上の影響に

ついて、地域住民等の理解と協力を得て、学校、公園、ため池を利用した貯留施設の

整備を進める。また、水害リスクに対する認識の向上や避難方法の周知を図るため、

地域住民に直接働きかけて、わがまちを歩く体験型講座や住民主体のハザードマップ

づくりなどを支援する。 

  ② 動植物の生活環境の保全・再生 

関係者や地域住民との連携のもと、シンボル・フィッシュであるアユが遡上する川づく

りや、外来種除去を通じた在来種の保全などに取り組む。 

③ 川の景観づくり 

  地域のまちづくりにあわせた川の景観づくりが必要な場合には、各市と連携し、地域の

個性に配慮した景観づくりに向けて協働して取り組む。 

 ④ 河川利用と人と河川の豊かなふれあいの確保等 

河口部での干潟の創出等を活用した魅力ある水辺とのふれあいの場の創造等を地域住民

等の参画と協働のもとで進める。 

  ⑤ 水質の向上 

地域住民が水質調査を通じて川とのつながりを深めることができるよう、わかりやすい

水質指標による調査の実施を、関係機関と連携して検討する。 

 

 (２)多様な主体が取り組む武庫川づくりへの支援 

県では、多様な主体が取り組む武庫川づくりについて、活動資金の助成、活動主体の情報

発信や相互の連携・交流の支援などを行っている。支援にあたっては、公平性、透明性を基

本に、活動主体の自発性、自律性を損なわないよう配慮している。 

こうした支援に引き続き取り組むとともに、活動主体間の幅広い流域ネットワークの自律

的な形成に向け、以下の支援を行う。 
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  ① 連携・交流のための機会提供 

活動主体がその活動内容を報告し、他の活動主体との連携・交流の機会となるシンポジ

ウム等を開催する。 

  ② 連携・交流のための情報提供 

県のホームページ等を活用し、活動主体の概要やその活動内容などの情報を提供する。 

 

（３）自律的な流域ネットワークとの連携 

武庫川づくりのパートナーとなる多様な主体の参加する自律的な流域ネットワークの形

成を支援するとともに、流域ネットワークとの連携のあり方について、流域市や流域ネッ

トワークの意見も聴きながら検討を行い具体化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4.4.1 武庫川における流域連携の考え方 

 

 

 

３ モニタリング 

治水、利水、環境の観点から河川の総合的な管理を行うため、地球温暖化に伴う気候変化

の影響にも留意しつつ、必要な観測データや新たな知見を蓄積する。これらのデータは、河

川計画を含む河川管理技術の向上、河川整備計画の進行管理等に活用すると共に、住民等と

の情報共有にも努める。 

また、観測精度を維持するため、日常の保守点検を実施するとともに、観測精度向上に向

け必要に応じて観測施設の配置、観測手法等を改善する。 

  ① 定期的な観測によるデータの把握 

流域内の雨量観測、河川の水位、土砂堆積、水質、水温、潮位の調査を継続して行い、

その結果を記録して必要なデータを蓄積する。 

  ② 事業実施前後のモニタリング 

事業による環境への影響把握や順応的管理、知見の蓄積と事業への反映を目的に、魚類、

底生動物、植生、瀬・淵の状況、河川景観などのモニタリングを行う。 

  ③ 流量観測データの蓄積 

増水時の高水流量観測データや平常時の流況把握のための流量観測データを蓄積する。 

 

 ４ 河川整備計画のフォローアップ 

本計画の着実な推進を図るため、ＰＤＣＡサイクルの考え方に基づいた進行管理、フォロ

ーアップ委員会の設置を行うとともに、地域住民等との情報の共有化を図る。 

 (１) 河川整備計画の進行管理 

ＰＤＣＡサイクルの考え方に基づいた進行管理を図る仕組みを導入することとし、どのよ

うな進行管理の仕組みが可能か検討を行ったうえで、下記のフォローアップ委員会の意見を

聴き、具体化を図る。 

 

 (２) フォローアップ委員会の設置 

新たに、学識経験者と地域住民で構成するフォローアップ委員会を設け、施策や事業の実

施状況等を、定期的に委員会に報告し意見を聴く。 

また、ＰＤＣＡサイクルによる進行管理の仕組みが具体化した段階で、施策や事業の実施

状況の点検・評価を行い、それをフォローアップ委員会に報告することで説明責任を果たす

とともに、委員会から意見を聴いて整備計画の次なる進行と改善につなげていく。 

 

 (３) 地域住民等との情報の共有 

本計画への地域住民等の理解と協力を得るため、本計画に位置づけた施策や事業の実施状

況等について情報発信し、地域住民等との情報の共有化を図る。 
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付記（検討事項） 

 

本計画には、いくつかの先導的な施策を位置づけていることから、実施にあたって検討が必

要な事項があり、これらは本計画の着実な実施のため、漏れなく取り組むことが重要である。 

また、本計画の策定過程で検討してきた事項のうち、基本方針の目標達成に向けて、今後も

継続して検討が必要と現時点で考えられるものもあるため、長期的な観点から、これらを明ら

かにしておく必要がある。 

これら２種類の検討事項を整理して、「付記」として記載する。 

 

１ 本計画の先導的な施策の実施にあたって検討が必要な事項 

本計画には、県として初めて本格的に取り組む「総合的な治水対策」や、全国初の取り組

みである「２つの原則」の実施など、いくつかの先導的な施策を位置づけた。その中には、

先導的な取り組みであるが故に、実施にあたって検討が必要な事項がある。そのような検討

事項は、本計画の中に点在しているため、これらを以下のとおり整理し、列挙する。 
 

 (１) 総合的な治水対策について 

  ① 河川対策（堤防強化） 

治水上特に注意が必要な箇所を対象に、計画高水位以上の洪水に対して堤防を決壊しに

くくする浸透対策、侵食対策及び巻堤等による越水対策、堤防に近接する一部の家屋等の

対応、適正な樹木管理について検討する。 
 

  ② 流域対策 

開発に伴う防災調整池の設置指導強化、モデル事業で実現可能性を検討している水田貯

留の課題解決に向けた新たな取り組み等について、流域市等と協力して検討する。 
 

  ③ 減災対策 

水害リスク評価に関する全国の事例を参考にして、住民が水害リスクを正確に理解でき

るようわかりやすく伝えるハザードマップへの改良・強化、地上デジタル放送等を利用し

た水位情報等の配信、水害に備えたまちづくりの実現、重要施設の浸水対策について、流

域市と協力して検討する。 
 

 (２) 環境対策について 

  ① 「２つの原則」の具体化 

全国初の取り組みである「２つの原則」を、適切かつ具体的に適用するための方策につ

いて検討する（留意事項等をとりまとめた手引き、および「２つの原則」の普及を目的と

したパンフレットを作成する）。 
 

  ② 天然アユが遡上する川づくり 

関係者や地域住民の適切な役割分担のもと、魚道の改善やみお筋の確保などによる移動

の連続性の向上、産卵場及び稚魚期の生息場所の確保等の必要な対策について検討する。 
 

 

 

  ③ わかりやすい水質指標による調査 

地域住民の川とのつながりを深めるため、わかりやすい水質指標による調査の実施を関

係機関と連携して検討する。 

 

 (３) 利水対策について 

  ① 流域水循環の把握 

兵庫県の水に関する総合的な指針である「ひょうご水ビジョン」に基づき、健全な水循

環の確保を目指して、流域水循環の把握に努める。 

 

 (４) 河川整備計画の着実な推進等について 

  ① 河川整備計画の進行管理 

ＰＤＣＡサイクルの考え方に基づいた進行管理を図る仕組みを導入することとし、どの

ような進行管理の仕組みが可能か検討する。 
 

  ② 流域連携のあり方 

武庫川づくりのパートナーとなる流域ネットワークとの連携のあり方について、流域市

や流域ネットワークの意見も聴きながら検討する。 

 

２ 河川整備計画に位置づけていないが、長期的な河川整備基本方針の目標達成に向け

て検討が必要と現時点で考えられる事項 

以下の事項は、本計画には位置づけていないが、河川整備計画作成過程で検討し、基本方

針の目標達成に向けて検討が必要と現時点で考えられる事項である。近年の気候変化等に起

因する集中豪雨が多発している現状も踏まえると、さらなる洪水に対する安全度の向上を目

指して、検討を継続する必要がある。なお、記載の有無や記載の順序は、検討や計画への位

置づけの優先順序を定めたものではない。 
 

  ① 市街地整備と一体となった阪神電鉄橋梁の改築 

今後更なる河道対策に伴い改築が必要となる阪神電鉄橋梁※については、改築の影響が

広範囲に及ぶことから、周辺市街地整備との一体施工の可能性について、関係機関と課題

を共有し、協議・検討を行う必要がある。 

※橋梁の桁下から計画高水位までの余裕高が基準値 1.2m に対して約 0.5m 不足 
 

  ② 武庫川上流浄化センター内の用地を転用した新規遊水地の整備拡大 

標記の新規遊水地整備においては、より一層の安全度向上に向け、下水道計画と調整を

図りながら検討を継続し、可能な限りの容量の拡大を目指す。 
 

  ③ 既存利水施設の治水活用 

千苅ダム等の既存利水施設の治水活用については、予備放流等による治水容量確保策に

ついて検討を行った。より一層の安全度向上に向け、その必要性・実現可能性の検討を継

続する。 
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  ④ 新規ダムの建設 

新規ダムの建設に伴う環境影響について調査してきた。より一層の安全度向上に向け、

その必要性・実現可能性の検討を継続する。 
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（参考４） 

既存利水施設の治水活用および新規ダムに係わる 

武庫川峡谷環境調査に関する検討状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（参考 4-1） 

既存利水施設の治水活用についての検討状況 

参考-1



第１章 はじめに 
 
 
河川整備基本方針の目標流量 4,690m3/s に向けて、既

存利水施設の治水活用の実現可能性について検討し、水

道事業者との協議も併せて進めてきた。その結果、青野

ダムの予備放流容量の拡大を、河川整備計画（案）に位

置づけることができた。 

一方、千苅ダムの治水活用は、渇水リスクへの対応を

不安視する水道事業者との合意形成に時間を要するな

どの理由から、位置づけることはできなかった。 

しかしながら、既存利水施設の治水活用は、河川整備

基本方針における、洪水調節施設の分担量である

910m3/s の確保に向けた選択肢の 1つであるうえ、人口・

資産が高度に集積している武庫川において、洪水に対する安全度のさらなる向上が必要であることか

ら、実現可能性の検討を継続することを、河川整備計画（案）に明記している。 

これまでの検討結果、水道事業者との合意形成等、治水活用上の課題やさらなる安全度向上に向け

た今後の対応方針について報告する。 

 

 

写真 1.1 青野ダム 

写真 1.3 千苅ダム 写真 1.2 丸山ダム 

金仙寺橋 

丸山ダム 

丸山貯水池（金仙寺湖） 

第２章 検討の概要 
 
既存利水施設の治水活用を図るため、検討対象ダムに新たな洪水調節容量の確保を、治水活用方策

毎に検討する。さらに、千苅ダムは治水活用に必要な放流設備が無く、それを新たに設ける必要があ

るため、その改造案についても検討を行った上で、継続検討についての今後の対応方針をとりまとめ

た。 

 

１ 検討対象ダム 

検討の対象とする既存ダムは、青野ダムと千苅ダム、丸山ダムの３つのダムとする。その他のダ

ムについては、武庫川流域委員会の提言にもあるとおり、規模も小さく、下流域への効果も比較的

小さいことから、本検討の対象外とした。 

表 2.1 検討対象ダムの諸元 

項 目 青野ダム 丸山ダム 千苅ダム 

目   的 多目的 水道 水道 

管 理 者 
兵庫県 
企業庁 

西宮市 神戸市 

流域面積 52km2 8km2 95km2 

利水容量 930 万 m3 205 万 m3 877 万 m3 

洪水調節容量 
（治水容量） 

560 万 m3 － － 

ダム形式 コンクリート コンクリート 粗石ﾓﾙﾀﾙ積 

洪水調節に利用でき
る放流設備の有無 

有 有 無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1 検討対象ダムの位置図 

 

 

 

青野ダム(多目的) 

丸山ダム(水道) 

千苅ダム(水道) 青野川 

羽束川 

船坂川 

参考-2



 

２ 治水活用方策の設定 

既存利水施設の利水容量の一部を治水に活用して、新たに洪水調節容量を確保することについて

検討する。 

新たに洪水調節容量を確保する方法は、利水容量を減らさずに共有して洪水調節容量を確保する

方法と、利水容量を減らして、新たに洪水調節容量を確保する方法 の２つに区分され、以下の３

つの活用方策があげられる。 

   

  

 

    

 

 

 

                図 2.2 治水活用方策 

 

 

本検討では、この３つの活用方策について、青野ダム・丸山ダム・千苅ダムを対象として、洪水

調節容量の確保の検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

  

  

図 2.3 予備放流のイメージ 

①予備放流 

利水用に貯めている水を洪水発生前に予め放流して水位を下げ、そこに洪

水を貯めることで治水活用する。なお、洪水調節の際に洪水を貯めて予備放

流前の水位に回復できる範囲内であれば、利水容量を減らす必要がない。 

現状 治水活用後 

  

新たな洪水調節容量の確保 利水容量を減ら
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図 2.4 洪水期水位活用のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5 水源余力活用のイメージ 

 

 

 

 

②洪水期水位活用 

 洪水期に洪水に備えて水位を下げている場合は、その利水容量を減らして

治水に活用する。 

現状 治水活用後 

  

③水源余力活用 

 水源の余力に相当する利水容量を減らして治水に活用する。 

現状 治水活用後 
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第３章 洪水調節容量の確保についての検討（①予備放流） 
 予備放流は、洪水発生を予測して放流を開始し、洪水発生までに、所定の水位まで水位を下げると

共に、洪水終了後は、速やかに水位の回復を図る必要がある。そのため、より長時間先まで見通すこ

とができ、かつ精度の高い降雨予測が求められる。 

平成 15 年以降、精度良く長時間先までの降雨予測が気象協会から配信されるようになった。予備

放流の検討では、この降雨予測を利用して、放流可能な容量と放流後の水位回復を確認し、確保でき

る洪水調節容量を検討した。 

 

 

第１節 検討方法 
 １ 検討項目 

   予備放流容量は、治水と利水で兼用することか 

  ら、予備放流による洪水調節容量の確保にあたっ 

  ては、治水面と利水面の配慮が必要である。 

   治水面の配慮としては、洪水発生までに洪水 

  調節容量を確保することが求められる。 

   また、利水面の配慮としては、予備放流が原因 

  で、給水制限や給水停止等の社会活動に支障を生 

  じさせないよう、洪水終了後すみやかに、水位回 

  復を図ることが求められる。 

 このため、予備放流による治水活用の実現可能性を検討するにあたっては、表 3.1 のとおり、 

○Ⅰ洪水調節容量確保の確実性(治水上の要件)と、○Ⅱ予備放流後の水位回復の確実性(利水上の要件)

の２点について、過去の実績降雨や実績流量、降雨予測データなどを基に、予備放流した場合の状

況をシミュレーション（予備放流シミュレーション）により確認する。 

 

 

表 3.1 予備放流の検討で確認する２つ確実性 

検討項目 検討方法 内容 

○Ⅰ 

洪水調節容量確保の確実性 

     (治水上の要件) 

予備放流可能量 

シミュレーション 

予備放流を行った場合に、洪水調節を開始

するまでに確保できる洪水調節容量を確

認する。 

○Ⅱ 

予備放流後の水位回復の 

確実性  (利水上の要件) 

水位回復 

シミュレーション 

予備放流後、放流前の水位に回復するまで

に要した日数を確認する。 

 

①

　堤体 　堤体

予備放流

利水用に貯めている水を洪水発生前に予め放流して水位を下げ、
そこに洪水を貯めることで治水活用する。なお、洪水を貯めるこ
とで予備放流前の水位に回復させるため、利水容量を減らす必要
がない。

▽常時満水位

利水容量

洪水調節容量

利水容量

▽予備放流水位

▽常時満水位

 

 ２ 検討の流れ 

予備放流シミュレーションは、図 3.1 のとおり、放流時に下流の安全を確保するための条件、予

備放流開始時期を設定するための条件、水位回復操作開始時期を設定するための条件等の設定を行

ったうえで、実施する。（シミュレーションのイメージは図 3.2） 

 

図 3.1 検討フロー 

 

予備放流シミュレーションを踏まえた検討結果 

予備放流シミュレーションの条件設定 

●予備放流可能量シミュレーション 
  ①最大放流量 
  ②放流量の増加割合 
  ③予備放流手続き開始の判断雨量 
  ④使用する降雨予測の範囲 
  ⑤予備放流手続き開始の時期 
●水位回復シミュレーション 
⑥水位回復操作の開始時期 
●予備放流シミュレーション対象の出水 
⑦シミュレーションに用いる出水の抽出 

放流時に下流の安全を確保するための条件 

予備放流開始時期を設定するための条件 

水位回復操作開始時期を設定するための条件 
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図 3.2 予備放流シミュレーションのイメージ 
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⑥

 第２節 予備放流についての検討内容と検討結果 
１ 青野ダムでの検討（①予備放流） 

（１）予備放流シミュレーションの条件設定 

予備放流シミュレーションは、以下のとおり条件を設定して行う。 

 

①最大放流量 

予備放流の放流量は、高水敷等における河川利用者の安全性確保や、ダムからの放流水が河川

から周辺地に溢れることのないよう、安全な放流量以下に制限する必要がある。 

三田市域における青野川合流点より下流の武庫川の高水敷が浸水しない限界量が 100m3/s であ

るため、予備放流の最大放流量も 100m3/s とする。 
 

 

②放流量の増加割合 

河川内に立ち入っている利用者の安全を確保するため、急激な水位上昇が生じないよう、予備

放流の放流量増加割合を制限する必要がある。 

青野ダムでは、操作規則第 20 条で「ダムから放流を行なう場合には、放流量により下流に急

激な水位の変動を生じないよう努めるものとする」と記載されており、具体的な放流の増加割合

は、青野ダム操作細則第 7条に表 3.2 のとおり規定している。このため、予備放流における放流

量の増加割合も表 3.2 を使用する。 

表 3.2 放流量の増加割合 

直前におけるダムからの放流量 10 分における放流量の増加割合 

10ｍ3/s 未満 3ｍ3/s 以内 

10ｍ3/s～ 30ｍ3/s 未満   7ｍ3/s 以内 

30ｍ3/s～ 60ｍ3/s 未満   10ｍ3/s 以内 

60ｍ3/s～100ｍ3/s 未満   13ｍ3/s 以内 

 

参考-5



 

③予備放流手続き開始の判断雨量 

予備放流においては、洪水発生を予測して予備放流を開始し、洪水調節容量を確保しておく必

要がある。洪水発生の予測は、流入量との関連性が強い累加雨量で行うこととし、累加雨量の予

測値が予備放流手続きの開始判断雨量を超えることが判明した時点で、予備放流手続きを開始す

る。 

洪水発生と累加雨量の関連性を確認するため、青野ダム流域を含む地域で過去に大雨・洪水警

報が発令された 79出水（流入量の記録がある青野ダム完成以降：S63 年 3月～平成 19 年 12 月）

を基に、累加雨量とダムへの流入量の関係を図 3.3 に整理した。 

青色の線は、ダムへの流入量が 100m3/s 以上となる累加雨量を求めるために、累加雨量毎のピ

ーク流量の最大値を包絡する線を描いたものである。この図から、100m3/s 以上のピーク流入量

となるには 80mm 以上の累加雨量が必要であることが推察できる。 

このため、予備放流手続き開始の判断雨量は 80mm とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3 ピーク流入量時の累加雨量とピーク流入量の関係 
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④使用する降雨予測 

できるだけ大きな洪水調節容量を確実に確保するためには、長時間先まで予測でき、精度の良

い降雨予測を利用する必要がある。 

このため、予測精度に関係する予測メッシュが最小の 10km(平成 15年度時点）の降雨予測のう

ち、予測時間が最長(12 時間)である日本気象協会配信の降雨予測を採用した。 

青野ダムにおける予測雨量は、青野ダム流域を含む２メッシュにおける各予測雨量の平均値と

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 3.4 降雨予測のメッシュ（10km） 

 

⑤予備放流手続き開始の時期 

青野ダムでは、「神戸海洋気象台から降雨に関する注意報または、警報が発せられた時は、洪水

警戒体制を執らなければならない。」(青野ダム操作規則第 11 条)としている。 

このため、予備放流は、洪水警戒体制を執った後、予備放流手続き開始の判断雨量に達すること

が確認できた場合に、下流河川の巡視等を行った上で予備放流を開始する。 

なお、職員の招集時間等の洪水警戒体制の準備時間は 1.5 時間※1、下流河川の巡視等に要する時

間は 1.5 時間※2とする。 

 

 

 

 

 

図 3.5 予備放流の開始までの手順 
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また、ダム管理を目的とした降雨予測は平成 15年度から実施されており、平成 14 年度以前は降

雨予測を行っていない。このため、平成 14 年度以前の出水においては、降雨に関する注意報また

は、警報の発令を受けて洪水警戒体制を執ると同時に、降雨予測が 80mm を超えるものとして、予

備放流シミュレーションを行う。 
     ※1職員が事務所にいない休日や深夜にも対応ができる時間を設定した。 
      ※2過去の青野ダムの実績から 1.5 時間とする。 

 

⑥水位回復操作の開始時期 

青野ダム操作細則第 5 条において、「洪水警戒体制を解除する場合とは、ダムへの流入量が

50m3/s 以下に減少し、気象水象の状況からも洪水警戒体制を維持する必要が無くなった場合とす

る。」としていることから、水位回復操作の開始時期は、洪水調節終了後に、ダムへの流入量が、

50m3/s 以下となってから 1時間(気象水象の傾向を確認する時間を考慮)後とする。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.6 水位回復の開始条件 
注)流入量が洪水量 100m3/s に達しない場合は、注意報･警報が解除されて、1時間後から水位回復操作
を開始する。 

 

⑦予備放流シミュレーションに用いる出水の抽出 

予備放流は、洪水の発生が予測される場合に行うものであり、青野ダムにおいては、図 3.3 の

とおり、累加雨量が少なくとも 80mm 以上必要である。このため、予備放流シミュレーションは、

累加雨量が 80mm 以上となる出水（実績累加雨量または、降雨予測による累加雨量が 80mm を超え

るもの）を対象に行う。対象出水は、実績雨量による抽出が 35 出水、予測雨量による抽出が 3

出水で、合計 38 出水となる。 

※実績流入量が 100m3/s 以上の場合は、全て 80mm 以上の累加雨量であることは図 3.3 で確認済み 
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（２）予備放流シミュレーションを踏まえた検討結果 

設定した条件により、予備放流シミュレーションを行った結果は、表 3.4 のとおりとなった。 

この結果を評価（表 3.3 に示す出水を除く）すると、予備放流により、確実に確保できる予備放

流可能量は 120 万 m3が上限である。（表 3.4：黄色の着色部分）また、予備放流容量 120 万 m3であ

れば、放流前の水位(本シミュレーションでは常時満水位)に9日以内で回復することが確認できた。

（表 3.4：黒太枠部分） 

      

表 3.3 予備放流シミュレーション評価から除外した出水と除外理由 

出水 No. 理由 

No.12 当時、洪水注意報の発令地域が広く、局地的な雨に対する対応が

技術的に困難であったため、発令が遅くなったと考えられるが、

現在は、発令範囲が細分化されており、H22 年 5 月(予定)には、

市単位まで細分化される見通しであるため、今後は、この様な局

地的な雨に対応できると考えられる。 

No.26 このケースは、渇水で土地が極度の乾燥状態であったため、累加

雨量の多さに比べて、流出量が極端に少なく、放流すると水位が

回復しにくいケースである。このような渇水状態であったため、

洪水前の実際の水位も、常時満水位を大きく割り込んで、予備放

流水位以下に低下していることから、予備放流が不要で、シミュ

レーションの対象とする必要が無いケースである。 

No.4,32 予備放流開始雨量に達しているが、注意報・警報の発令がないた

め、予備放流が開始できなかった。しかしながら、実際にはピー

ク流入量が 20m3/s 程度と少なく、洪水調節する必要がないため、

シミュレーションの対象とする必要が無いケースである。 

No.11,34,35 予備放流をしている途中で注意報が解除となり、ピーク流入量も

洪水量以下に収まったため、洪水調節の必要が無くなったケース

である。 

 

 

（３）検討結果 

以上の結果から、現行の予備放流容量 80 万ｍ3を 120 万ｍ3まで拡大し、洪水調節容量 560 万 m3

を 600 万 m3に増大させる。
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表 3.4 予備放流シミュレーション結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80万m3 100万m3 120万m3 140万m3 160万m3 230万m3 80万m3 100万m3 120万m3 140万m3 160万m3 230万m3

1 1987/05/14 S62 14:20 25 101 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1日 2日 2日 8日 9日 26日
2 1987/07/19 S62 10:50 68 106 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1日 1日 1日 2日 2日 3日
3 1988/06/03 S63 14:40 122 165 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1日 1日 1日 1日 2日 4日
4 1988/06/25 S63 05:30 14 84
5 1989/09/03 H1 09:40 76 110 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1日 1日 1日 2日 3日 4日
6 1989/09/06 H1 22:00 33 109 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1日 1日 2日 2日 3日 8日
7 1990/09/20 H2 00:00 128 128 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1日 1日 1日 2日 3日 17日
8 1991/06/02 H3 21:10 23 80 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1日 1日 2日 2日 4日 10日
9 1992/08/20 H4 02:40 59 126 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1日 1日 2日 2日 5日 317日
10 1993/06/30 H5 14:40 78 154 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1日 1日 1日 2日 3日 3日
11 1993/07/05 H5 04:20 76 90 ○ ○ ＊ ＊ ＊ ＊ 1日 1日 - - - -
12 1993/08/03 H5 03:30 115 95 ×(3) ×(3) ×(3) ×(3) ×(3) ×(3) - - - - - -
13 1993/08/15 H5 04:50 66 103 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1日 1日 1日 2日 2日 3日
14 1995/05/12 H7 14:00 95 138 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1日 1日 2日 2日 3日 4日
15 1995/07/03 H7 12:00 53 185 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1日 1日 2日 3日 5日 15日
16 1996/08/28 H8 11:50 190 247 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 常満以上 1日 1日 1日 日 1日
17 1997/07/13 H9 11:00 40 85 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1日 1日 2日 2日 5日 14日
18 1997/07/28 H9 18:00 33 126 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3日 5日 9日 9日 9日 9日
19 1997/08/05 H9 11:30 89 107 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1日 1日 1日 2日 2日 4日
20 1998/09/22 H10 15:20 144 154 ○ ○ ○ ×(132) ×(132) ×(132) 1日 1日 2日 - - -
21 1998/09/24 H10 16:00 36 105 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1日 2日 3日 3日 4日 5日
22 1998/10/18 H10 02:30 114 113 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1日 1日 1日 2日 3日 256日
23 1999/06/25 H11 02:30 27 92 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1日 2日 2日 2日 2日 4日
24 1999/06/30 H11 00:00 201 167 ○ ○ ○ ×(120) ×(120) ×(120) 常満以上 常満以上 1日 - - －
25 1999/09/15 H11 12:40 87 104 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1日 2日 5日 5日 5日 5日
26 2000/09/12 H12 20:00 12 129 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 50日 50日 51日 51日 51日 51日
27 2000/11/02 H12 13:10 105 154 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1日 1日 1日 2日 4日 123日
28 2001/06/20 H13 07:10 36 91 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1日 1日 1日 3日 4日 691日
29 2003/08/14 H15 19:20 33 105 110 ○ ○ ○ ○ ○ ＊(198) 1日 1日 1日 1日 2日 -
30 2004/05/16 H16 19:00 18 52 82 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1日 2日 2日 3日 4日 6日
31 2004/09/30 H16 00:20 87 125 134 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1日 2日 3日 4日 8日 9日
32 2004/10/08 H16 21:50 21 69 82
33 2004/10/20 H16 18:00 271 259 274 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 常満以上 常満以上 常満以上 常満以上 常満以上 常満以上
34 2004/12/05 H16 06:10 32 82 83 ○ ○ ＊ ＊ ＊ ＊ 1日 1日 - - - -
35 2005/07/04 H17 19:20 22 76 95 *(72) ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 1日 - - - - -
36 2006/07/17 H18 15:10 44 98 124 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1日 1日 1日 1日 2日 3日
37 2006/07/19 H18 07:50 120 113 124 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1日 1日 1日 1日 2日 3日
38 2007/07/14 H19 14:20 29 105 126 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1日 2日 2日 3日 4日 170日以上
○ ： 予備放流ができた。 　　　　　　　　　　　　括弧書きは予備放流で確保できた容量を示す。 (単位：約 万m3)
× ： 予備放流ができなかった。（時間不足) 　　　　　　　　　　　　水位回復の欄中の数字は水位回復までに要する日数
－ ： 予備放流ができなかった。または、予備放流をしている途中で注意報が解除となり、予備放流の必要が無くなったことから、水位回復の確認の必要がないケースである。
＊ ： 予備放流をしている途中で注意報が解除となり、ピーク流量も洪水量以下に収まったため、洪水調節の必要が無くなったケースである。
※ ： 予備放流開始雨量に達しているが、注意報・警報の発令がないため、予備放流が開始できなかった。しかしながら、実際にはピーク流入量が20m3/s程度と少なく、

洪水調節する必要がないため、シミュレーションの対象とする必要が無いケースである。

放流開始
判断 No. 最大流入量日時

ピーク流量
(m3/s)

※ ※

水位回復日数

実績降雨に
よる

予備放流可能量

※ ※

降雨予測に
よる

実績累加雨
量(mm)

(実績+予測)
累加雨量
(mm)
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２ 丸山ダムでの検討（①予備放流） 

（１）予備放流シミュレーションの設定条件 

予備放流シミュレーションは、以下のとおり条件を設定して行った。 

 

①最大放流量 

予備放流の放流量は、高水敷等における河川利用者の安全性確保や、ダムからの放流水が河

川から周辺地に溢れることのないよう、安全な放流量以下に制限する必要がある。 

丸山ダムでは、操作規程第４条で「洪水とは流入量が 23m3/s 以上であること」と規定されて

いる。最大放流量を 23m3/s として検討を行ったが、確保できる洪水調節容量が 0.1 万ｍ3と小

さい結果となった。 

丸山ダム下流の船坂川における、流下能力が小さい(23m3/s 程度)区間は、局所的であるため、

河川改修により、流下能力を拡大することも可能だと考えられる。 

このため、最大放流量を 23m3/s および河川改修による流下能力拡大を前提に最大放流量を

30m3/s、40 m3/s、50 m3/s、60m3/ｓとした場合の計５ケースについて検討した。ここでは、予

備放流容量が最も大きい結果となった最大放流量 40 m3/s を対象に説明する。 

 

②放流量の増加割合 

河川内に立ち入っている利用者の安全を確保するため、急激な水位上昇が生じないよう、予

備放流の放流量増加割合を制限する必要がある。 

丸山ダムでは、操作規程第 11条で、「貯水池からの放流は、下流の水位の急激な変動を生じ

ないように、別図に定めるところによってしなければならない。」と記載されており、これを

踏まえて、予備放流における放流量の増加割合は表 3.5 のとおり設定する。 

表 3.5 放流量の増加割合 

直前におけるダムからの放流量 10 分における放流量の増加割合 

5ｍ3/s 未満 1ｍ3/s 以内 

5ｍ3/s～ 10ｍ3/s 未満   1.5ｍ3/s 以内 

10ｍ3/s～ 15ｍ3/s 未満   3ｍ3/s 以内 

15ｍ3/s～ 20ｍ3/s 未満   4ｍ3/s 以内 

20ｍ3/s～     4.5ｍ3/s 以内 

 

 

③予備放流手続き開始の判断雨量 

洪水発生と累加雨量の関連性を確認するため、丸山ダム流域を含む地域で過去の大雨・洪水警

報が発令された 30出水（平成以降の 16年間：平成元年 1月～平成 16年 12 月：武庫川の流出解

析に使用した出水）を基に、累加雨量とダムへの流入量※の関係を図 3.7 に整理した。 

※丸山ダムでは、観測記録が十分でないため、ダムへの流入量は、武庫川の流出計算モデルを使用して算出し

た。 

青色の線は、ダムへの流入量が 40m3/s 以上となる累加雨量を求めるために、累加雨量毎のピー

ク流量の最大値を包絡する線を描いたものである。この図から、40m3/s 以上のピーク流入量とな

るには 110mm 以上の累加雨量が必要であることが推察できる。 

このため、予備放流手続き開始の判断雨量は 110mm とする。 

 
図 3.7 ピーク流入量時の累加雨量とピーク流入量の関係 
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④使用する降雨予測 

使用する降雨予測は、青野ダムの予備放流シミュレーションで使用したものと同じ降雨予測

を使用する。 

丸山ダムにおける予測雨量は、丸山ダム流域を含む２メッシュにおける各予測雨量の平均値

とした。 
 

丸山ダム 
流域 

 
 図 3.8 降雨予測のメッシュ（10km） 

 

⑤予備放流手続き開始の時期 

 丸山ダムにおける予備放流の検討では、青野ダムと同様に、降雨に関する注意報または、警報

が発せられた時に、洪水警戒体制を執った後、予備放流手続き開始の判断雨量に達することが確

認できた場合に、下流河川の巡視等を行った上で予備放流を開始する。 

なお、予備放流の開始までの手順についても、青野ダムと同様の手順となるため、職員の招集

時間等の洪水警戒体制の準備時間および下流河川の巡視等に要する時間は、青野ダムに準じた。 

 

 

 

 

 
        図 3.9 予備放流の開始までの手順 
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  ⑥水位回復操作の開始時期 

ダムの管理例規集（国土交通省河川環境課監修）において、「洪水警戒体制を解除する判断

の基準となる流入量は無害流量(洪水の最小流量)の約半分程度とする。」と解説されているこ

とから、青野ダムと同様に、水位回復操作の開始時期は、洪水調節後に、ダムへの流入量が、

20m3/s 以下となってから 1時間 (気象水象の傾向を確認する時間を考慮)後とする。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

図 3.10 水位回復の開始条件 
注)流入量が洪水量 40m3/s に達しない場合は、注意報･警報が解除されて、1 時間後から水位回復操作
を開始する。 

 

   ⑦予備放流シミュレーションに用いる出水の抽出 

予備放流は、洪水の発生が予測される場合に行うものであり、丸山ダムにおいては、図 3.7 の

とおり、累加雨量が少なくとも 110mm 以上必要である。このため、予備放流シミュレーションは、

累加雨量が 110mm 以上となる出水（実績累加雨量または、降雨予測による累加雨量が 110mm を超

えるもの）を対象に行う。対象出水は、実績雨量により抽出した 6出水と予測降雨量により抽出

された 1出水の合計 7出水となる。 

   

 

事前放流 

放流量 
最大 100m3/s 

流入量 

100m3/s 

50m3/s 

回復操作 
(4 日間で評価) 

流
量 

時刻 

1hr 

最大 1m3/s 

予備放流 水位回復操作 予備放流 

流
量 

水位回復操作開始 

1 時間 
時間 

放流量 

流入量 

最大放流量 
40m3/s 40m3/s 

流入量 20m3/s 

0.16m3/s 

洪水調節終了 

⑥
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（２）予備放流シミュレーションを踏まえた検討結果 

設定した条件により、予備放流シミュレーションを行った結果は、表 3.7 のとおりとなった。 

 この結果を評価（表 3.6 に示す出水を除く）すると、予備放流により、確実に確保できる予備放

流可能量は 40万 m3が上限であるが（表 3.7：黄色の着色部分）、放流前の水位に回復するのに、１

年近く(254 日)の日数を要し、予備放流後の水位回復の確実性に課題がある。 

 予備放流可能量を 30万 m3にすれば、8日（表 3.7：黄色の着色の黒太枠部分）以内に放流前の水

位に回復することから、治水上と利水上の双方の用件を満たす予備放流容量は 30 万 m3となる。 

 しかしながら、予測降雨量による検証が 1出水のみと少ないうえ、実績降雨に基づくシミュレー

ション※1と合わせても 7出水と少ない。 

 また、時間毎の実績流入量データがなく※2、流域面積が小さいダムは洪水到達時間が短く予備放

流が間に合わない可能性がある※3ことから、放流確実性が確認できないため、洪水調節容量に見込

むことはできない。 

※1 H14 年度以前は降雨予測が行われていなかったため、シミュレーションでは、正確に降雨量を予測できると

仮定して予測降雨量の代わりに実績降雨量を使用(7出水中 6出水) 

※2 シミュレーションでは、ダム周辺の実績降雨量から算出した流量をダムへの実績流入量として代用 

    ※3 流域面積が小さなダム(50km2以下、丸山ダムは 8km2)は、洪水到達時間が短く、突発的な洪水が起こりやすい

ため、ゲート操作による放流を十分な安全性を確保して行うことが困難な場合が多い(出典：ダムの弾力的

管理試験の手引き) 

 

表 3.6 予備放流シミュレーション評価から除外した出水と除外理由 

出水 No. 理由 

No.23 このケースは、渇水で土地が極度の乾燥状態であったため、累加

雨量の多さに比べて、流出量が極端に少なく、放流すると水位が

回復しにくいケースである。このような渇水状態であったため、

洪水前の実際の水位も、常時満水位を大きく割り込んで、予備放

流水位以下に低下していることから、予備放流が不要で、シミュ

レーションの対象とする必要が無いケースである。 
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表 3.7 予備放流シミュレーション結果（最大放流量 40m3/s） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10万m3 20万m3 30万m3 40万m3 50万m3 10万m3 20万m3 30万m3 40万m3 50万m3

2 1989/09/03 H1 12:00 30 154 ○ ○ ○ ○ ○ 2日 2日 3日 4日 6日
7 1992/08/19 H4 22:00 33 153 ○ ○ ○ ○ ○ 常満以上 5日 6日 50日 51日
11 1995/05/12 H7 07:00 21 182 ○ ○ ○ ○ ○ 1日 3日 3日 4日 5日
19 1998/10/18 H10 02:00 38 212 ○ ○ ○ ○ ○ 1日 2日 8日 254日 254日
21 1999/06/29 H11 19:00 46 198 ○ ○ ○ ○ ×(46) 1日 2日 3日 5日 18日
23 2000/09/11 H12 19:00 17 162 ○ ○ ○ ○ ○ 42日 50日 51日 51日 51日

降雨予測
による 28 2004/10/20 H16 18:00 56 190 191 ○ ○ ○ ○ ○ 常満以上 1日 3日 5日 8日

○：予備放流ができた。 括弧書きは予備放流で確保できた容量を示す。 (単位：約 万m3)
×：予備放流不可能(時間不足) 水位回復の欄中の数字は水位回復までに要する日数

実績降雨
による

累加雨量
(mm)

(実績+予測)
累加雨量
(mm)

予備放流容量 水位回復量
放流開始
判断

No. 最大流入量日時
ピーク流入
量
(m3/s)
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参考 丸山ﾀﾞﾑで実施した最大放流量 40m3/s 以外の予備放流シミュレーションの結果（１／４） 

 

 

１ 最大放流量 23m3/s の場合の予備放流シミュレーションの結果 

     予備放流により、確実に確保できる予備放流容量は 0.1 万 m3が上限である。（表 3.9：黄色

の着色部分）また、予備放流容量 0.1 万 m3であれば、放流前の水位(本シミュレーションで

は常時満水位)に 1日以内で回復することが確認できた。 

（予備放流手続き開始の判断雨量 60mm） 

 

 

２ 最大放流量 30m3/s の場合の予備放流シミュレーションの実施結果 

     予備放流により、確実に確保できる予備放流容量は 10 万 m3が上限である。（表 3.10：黄色

の着色部分）また、予備放流容量 10 万 m3であれば、放流前の水位(本シミュレーションでは

常時満水位)に 20 日以内で回復することが確認できた。 

（予備放流手続き開始の判断雨量 80mm） 

 

 ３ 最大放流量 50m3/s の場合の予備放流シミュレーションの実施結果 

     予備放流により、確実に確保できる予備放流容量は 50 万 m3が上限である。（表 3.11：黄色

の着色部分）一方、予備放流前の水位に回復できる予備放流容量は、回復日数が最長で 6日

となっている 20 万 m3が上限である。（表 3.10：黄色の着色の黒太枠部分） 

（予備放流手続き開始の判断雨量 140mm） 

 

４ 最大放流量 60m3/s の場合の予備放流シミュレーションの実施結果 

     予備放流により、確実に確保できる予備放流容量は 50 万 m3が上限である。（表 3.12：黄色

の着色部分）一方、予備放流前の水位に回復できる予備放流容量は、回復日数が最長で 6日

となっている 20 万 m3が上限である。（表 3.11：黄色の着色の黒太枠部分） 

（予備放流手続き開始の判断雨量 170mm） 

 

 

 ５ 結果のまとめ 

     以上の結果から、最大放流量を 40 とした場合に、最も大きな予備放流容量が確保できる。 

表 3.8 シミュレーション結果のまとめ 

最大放流量 23m3/s 30m3/s 40m3/s 50m3/s 60m3/s 

予備放流容量 0.1 万 m3 10 万 m3 30 万 m3 

（最大） 

20 万 m3 

 

20 万 m3 
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          参考 丸山ﾀﾞﾑで実施した最大放流量 40m3/s 以外の予備放流シミュレーションの結果（２／４） 
 

表 3.9 予備放流シミュレーション結果（最大放流量 23m3/s） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10万m3 20万m3 30万m3 40万m3 50万m3 10万m3 20万m3 30万m3 40万m3 50万m3

1 1989/05/07 H1 05:00 5 65
2 1989/09/03 H1 12:00 30 154 ○ ○ ○ ○ ○ 1日 2日 3日 4日 5日
3 1990/06/09 H2 14:00 9 83 ○ ○ ○ ×(31) ×(31) 1日 6日 7日 7日 7日
4 1990/07/03 H2 11:00 6 74 ○ ×(10) ×(10) ×(10) ×(10) 1日 1日 1日 1日 1日
5 1992/06/24 H4 03:00 8 91 ○ ○ ○ ○ ○ 1日 1日 1日 7日 7日
6 1992/08/09 H4 02:00 9 75 ○ ○ ○ ○ ○ 1日 5日 10日 10日 10日
7 1992/08/19 H4 22:00 33 153 ○ ○ ○ ○ ○ 常満以上 5日 6日 50日 51日
8 1993/07/05 H5 03:00 30 108 ×(1.7) ×(1.7) ×(1.7) ×(1.7) ×(1.7) 1日 1日 1日 1日 1日
9 1993/09/30 H5 12:00 6 80 ○ ○ ○ ○ ○ 2日 9日 13日 91日 91日
10 1994/04/12 H6 19:00 8 72
11 1995/05/12 H7 07:00 21 182 ○ ○ ○ ○ ○ 1日 2日 3日 4日 4日
12 1996/08/14 H16 23:00 16 80 ○ ×(16) ×(16) ×(16) ×(16) 29日 29日 29日 29日 29日
13 1996/09/13 H16 21:00 11 88 ○ ○ ○ ○ ○ 20日 30日 30日 31日 32日
14 1997/06/28 H9 20:00 10 67 ○ ○ ○ ○ ○ 11日 13日 14日 14日 14日
15 1997/09/26 H9 04:00 5 60
16 1998/05/17 H10 01:00 9 69 ○ ○ ○ ○ ×(45) 8日 12日 12日 14日 16日
17 1998/05/29 H10 03:00 6 71 ○ ○ ○ ○ ○ 4日 5日 9日 18日 21日
18 1998/06/19 H10 21:00 5 64 ○ ○ ○ ○ ○ 1日 2日 4日 13日 22日
19 1998/10/18 H10 02:00 38 212 ○ ○ ○ ○ ○ 常満以上 1日 6日 253日 254日
20 1999/05/27 H11 07:00 8 60
21 1999/06/29 H11 19:00 46 198 ○ ×(17) ×(17) ×(17) ×(17) 常満以上 常満以上 常満以上 常満以上 常満以上
22 1999/09/15 H11 13:00 7 80 ○ ○ ○ ○ ○ 2日 7日 10日 24日 1年以上
23 2000/09/11 H12 19:00 17 162 ○ ○ ○ ○ ○ 42日 50日 51日 51日 51日
24 2001/08/02 H13 18:00 17 81
25 2003/08/09 H15 07:00 8 82 82 ○ ○ ○ ○ ○ 1日 1日 5日 5日 6日
26 2004/08/31 H16 02:00 25 95 95 ×(0.1) ×(0.1) ×(0.1) ×(0.1) ×(0.1) 1日 1日 1日 1日 1日
27 2004/09/29 H16 23:00 15 64 64
28 2004/10/20 H16 18:00 56 190 191 ○ ○ ○ ○ ×(45) 常満以上 3日 5日 7日 9日

○：予備放流ができた。 括弧書きは予備放流で確保できた容量を示す。 (単位：約 万m3)
×：予備放流不可能(時間不足) 水位回復の欄中の数字は水位回復までに要する日数
※：予備放流開始雨量に達しているが、注意報・警報の発令がないため、予備放流が開始できなかった。しかしながら、実際にはピーク流入量が20m3/s程度と少なく、
　　洪水調節する必要がないため、シミュレーションの対象とする必要が無いケースである。

(実績+予測)
累加雨量
(mm)

降雨予測
による

ピーク
流入量
(m3/s)

累加雨量
(mm)

放流開始
判断

No. 最大流入量日時

実績降雨
による

予備放流可能量 水位回復量

※ ※

※

※ ※

※ ※

※ ※

※

※

※

参考-14



 

 

       参考 丸山ﾀﾞﾑで実施した最大放流量 40m3/s 以外の予備放流シミュレーションの結果（３／４） 

 
 

表 3.10 予備放流シミュレーション結果（最大放流量 30m3/s） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

表 3.11 予備放流シミュレーション結果（最大放流量 50m3/s） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10万m3 20万m3 30万m3 40万m3 50万m3 10万m3 20万m3 30万m3 40万m3 50万m3

2 1989/09/03 H1 12:00 30 154 ○ ○ ○ ○ ○ 1日 2日 3日 4日 5日
3 1990/06/09 H2 14:00 9 83 ○ ○ ○ ○ ×(45) 1日 6日 7日 7日 7日
5 1992/06/24 H4 03:00 8 91 ○ ○ ○ ○ ○ 1日 1日 3日 7日 8日
7 1992/08/19 H4 22:00 33 153 ○ ○ ○ ○ ○ 常満以上 5日 6日 50日 51日
8 1993/07/05 H5 03:00 30 108 ○ ×(18) ×(18) ×(18) ×(18) 1日 1日 1日 1日 1日
11 1995/05/12 H7 07:00 21 182 ○ ○ ○ ○ ○ 常満以上 1日 3日 3日 4日
12 1996/08/14 H8 23:00 16 80 ○ ×(13) ×(13) ×(13) ×(13) 常満以上 29日 29日 29日 29日
13 1996/09/13 H8 21:00 11 88 ○ ○ ○ ○ ○ 20日 30日 30日 31日 32日
19 1998/10/18 H10 02:00 38 212 ○ ○ ○ ○ ○ 1日 2日 8日 254日 254日
21 1999/06/29 H11 19:00 46 198 ○ ○ ×(28) ×(28) ×(28) 常満以上 1日 3日 3日 3日
22 1999/09/15 H11 13:00 7 80 ○ ○ ○ ○ ○ 2日 7日 10日 24日 1年以上
23 2000/09/11 H12 19:00 17 162 ○ ○ ○ ○ ○ 42日 50日 51日 51日 51日
24 2001/08/02 H13 18:00 17 81
25 2003/08/09 H15 07:00 8 82 82
26 2004/08/31 H16 02:00 25 95 95 ○ ×(11) ×(11) ×(11) ×(11) 常満以上 常満以上 常満以上 常満以上 常満以上
28 2004/10/20 H16 18:00 56 190 191 ○ ○ ○ ○ ○ 常満以上 常満以上 1日 4日 5日

※

放流開始
判断

No. 最大流入量日時
ピーク流
入量
(m3/s)

※

実績降雨
による

水位回復量

※ ※

降雨予測
による

累加雨量
(mm)

(実績+予測)
累加雨量
(mm)

予備放流可能量

10万m3 20万m3 30万m3 40万m3 50万m3 10万m3 20万m3 30万m3 40万m3 50万m3

2 1989/09/03 H1 12:00 30 154 ○ ○ ○ ○ ○ 2日 2日 3日 4日 6日
7 1992/08/19 H4 22:00 33 153 ○ ○ ○ ○ ○ 常満以上 5日 6日 50日 51日
11 1995/05/12 H7 07:00 21 182 ○ ○ ○ ○ ○ 1日 3日 3日 4日 5日
19 1998/10/18 H10 02:00 38 212 ○ ○ ○ ○ ○ 1日 6日 253日 254日 254日
21 1999/06/29 H11 19:00 46 198 ○ ○ ○ ○ ○ 1日 3日 5日 18日 79日
23 2000/09/11 H12 19:00 17 162 ○ ○ ○ ○ ○ 42日 50日 51日 51日 51日

降雨予測
による 28 2004/10/20 H16 18:00 56 190 191 ○ ○ ○ ○ ○ 常満以上 常満以上 3日 5日 7日

○：予備放流ができた。 括弧書きは予備放流で確保できた容量を示す。 (単位：約 万m3)
×：予備放流不可能(時間不足) 水位回復の欄中の数字は水位回復までに要する日数
※：予備放流開始雨量に達しているが、注意報・警報の発令がないため、予備放流が開始できなかった。しかしながら、実際にはピーク流入量が20m3/s程度と少なく、

実績降雨
による

累加雨量
(mm)

(実績+予測)
累加雨量
(mm)

予備放流可能量 水位回復量
放流開始
判断

No. 最大流入量日時
ピーク流
入量
(m3/s)
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       参考 丸山ﾀﾞﾑで実施した最大放流量 40m3/s 以外の予備放流シミュレーションの結果（４／４） 

 
 

表 3.12 予備放流シミュレーション結果（最大放流量 60m3/s） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10万m3 20万m3 30万m3 40万m3 50万m3 10万m3 20万m3 30万m3 40万m3 50万m3

11 1995/05/12 H7 07:00 21 182 ○ ○ ○ ○ ○ 1日 3日 3日 4日 5日
19 1998/10/18 H10 02:00 38 212 ○ ○ ○ ○ ○ 1日 6日 253日 254日 254日
21 1999/06/29 H11 19:00 46 198 ○ ○ ○ ○ ○ 1日 3日 5日 18日 79日

降雨予測
による 28 2004/10/20 H16 18:00 56 190 191 ○ ○ ○ ○ ○ 3日 5日 7日 10日 14日

○：予備放流ができた。 括弧書きは予備放流で確保できた容量を示す。 (単位：約 万m3)
×：予備放流不可能(時間不足) 水位回復の欄中の数字は水位回復までに要する日数

実績降雨
による

水位回復量
累加雨量
(mm)

(実績+予測)
累加雨量
(mm)

予備放流可能量
放流開始
判断

No. 最大流入量日時
ピーク流入

量
(m3/s)
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３ 千苅ダムでの検討（①予備放流） 

（１）予備放流シミュレーションの条件設定 

予備放流シミュレーションは、以下のとおり条件を設定して行った。 

 

①最大放流量 

予備放流の放流量は、高水敷等における河川利用者の安全性確保や、ダムからの放流水が河川

から周辺地に溢れるような被害防止のため、安全な放流量以下に制限する必要がある。 

千苅ダム下流の羽束川の最小流下能力は 360m3/s であり、この流量であれば羽束川合流後の武

庫川の高水敷は浸水しないため、予備放流の最大放流量は 360m3/s とする。 

 
②放流量の増加割合 

河川内に立ち入っている利用者の安全を確保するため、急激な水位上昇が生じないよう、予備

放流の放流量増加割合を制限する必要があるため、予備放流の放流量増加割合を表 3.13 のとお

り制限する。 

表 3.13 千苅ダムの放流量増加割合 

直前におけるダムからの放流量 10 分における放流量の増加割合 
5m3/s 未満   1.1m3/s 以内 
5m3/s～ 10m3/s 未満 2.5 m3/s 以内 
10m3/s～ 20m3/s 未満 3.0 m3/s 以内 
20m3/s～ 30m3/s 未満 5.0 m3/s 以内 
30m3/s～ 40m3/s 未満 6.0 m3/s 以内 
40m3/s～ 50m3/s 未満 7.0 m3/s 以内 
50m3/s～ 70m3/s 未満 8.0 m3/s 以内 
70m3/s～ 80m3/s 未満 9.0 m3/s 以内 
80m3/s～ 100m3/s 未満 10.0 m3/s 以内 
100m3/s～ 120m3/s 未満 11.0 m3/s 以内 
120m3/s～ 140m3/s 未満 12.0 m3/s 以内 
140m3/s～ 160m3/s 未満 13.0 m3/s 以内 
160m3/s～ 180m3/s 未満 14.0 m3/s 以内 
180m3/s～ 200m3/s 未満 15.0 m3/s 以内 
200m3/s～ 230m3/s 未満 16.0 m3/s 以内 
230m3/s～ 260m3/s 未満 17.0 m3/s 以内 
260m3/s～ 290m3/s 未満 18.0 m3/s 以内 
290m3/s～ 320m3/s 未満 19.0 m3/s 以内 
320m3/s～ 350m3/s 未満 20.0 m3/s 以内 
350m3/s～ 360m3/s 未満 21.0 m3/s 以内 

 

 

③予備放流手続き開始の判断雨量 

洪水発生と累加雨量の関連性を確認するため、千苅ダム流域で過去に大雨・洪水警報が発令さ

れた 56 出水（流入量の記録が神戸市で保存されている期間：H 7 年 4 月～H 19 年 12 月）を基に、

累加雨量とダムへの流入量の関係を図 3.11 に整理した。 

青色の線は、ダムへの流入量が 360m3/s 以上となる累加雨量を求めるために、累加雨量毎のピ

ーク流量の最大値を包絡する線を描いたものである。この図から、360m3/s 以上のピーク流入量

となるには 140mm 以上の累加雨量が必要であることが推察できる。 

このため、予備放流手続き開始の判断雨量は 140mm とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.11 ピーク流量時累加雨量とピーク流量の関係 
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④使用する降雨予測 

使用する降雨予測は、青野ダムの予備放流シミュレーションで使用したものと同じ降雨予測を

使用する。 

千苅ダムにおける予測雨量は、千苅ダム流域を含む 5メッシュにおける各予測雨量の平均値と

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 3.12 降雨予測のメッシュ（10km） 

 

 

⑤予備放流手続き開始の時期 

 千苅ダムにおける予備放流の検討では、青野ダムと同様に、降雨に関する注意報または、警報

が発せられた時に、洪水警戒体制を執った後、予備放流手続き開始の判断雨量に達することが確

認できた場合に、下流河川の巡視等を行った上で予備放流を開始する。 

なお、予備放流の開始までの手順についても、青野ダムと同様の手順となるため、職員の招集

時間等の洪水警戒体制の準備時間および下流河川の巡視等に要する時間は、青野ダムに準じた。 

 

 

 

 
      

         図 3.13 予備放流の開始までの手順 
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 ⑥水位回復操作の開始時期 

丸山ダムと同様に、ダムの管理例規集（国土交通省河川環境課監修）に基づき、水位回復操作

の開始時期は、洪水調節後に、ダムへの流入量が、180m3/s 以下となってから 1 時間 (気象水象

の傾向を確認する時間を考慮)後とする。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.14 水位回復の開始条件 

 

 

  ⑦予備放流シミュレーションに用いる出水の抽出 

予備放流は、洪水の発生が予測される場合に行うものであり、千苅ダムにおいては、図 3.11

のとおり、累加雨量が少なくとも 140ｍｍ以上必要である。このため、予備放流シミュレーショ

ンは、累加雨量が 140mm 以上となる出水（実績累加雨量または、降雨予測による累加雨量が 140

ｍｍを超えるもの）を対象に行う。対象出水は、実績雨量により抽出した 6出水と予測降雨量に

より抽出された 2出水の合計 8出水となる。 

   

 

（２）予備放流シミュレーションを踏まえた検討結果 

設定した条件により、予備放流シミュレーションを行った結果は、表 3.12 のとおりとなった。 

この結果を踏まえると、予備放流により、確実に確保できる予備放流容量は 500 万 m3が上限であ

る。（表 3.12：黄色の着色部分）また、予備放流容量 500 万 m3であれば、放流前の水位に 13 日以

内で回復することが確認できた。（表 3.12：黒太枠部分） 

しかしながら、予測降雨量による検証が 2出水と少ないうえ、実績降雨に基づくシミュレーショ

ン※1と合わせても 8出水と少ないため、放流確実性が確認できない。 

また、放流確実性が確認できた場合においても、千苅ダムを治水活用する際には、放流設備の新

設が必要となることから、この設備の整備に伴う水道事業経営に対する課題※2の解消が必要である。  

以上のことから、洪水調節容量として見込むことはできない。 

※1 H14 年度以前は降雨予測が行われていなかったため、シミュレーションでは、正確に降雨量を予測できると

仮定して予測降雨量の代わりに実績降雨量を使用(8出水中 6出水) 

※2 内容については、第６章千苅ダムの改造についての検討に記載。 

 

 

事前放流 

放流量 
最大 100m3/s 

流入量 

100m3/s 

50m3/s 

回復操作 
(4 日間で評価) 

流
量 

時刻 

1hr 

最大 1m3/s 

予備放流 水位回復操作 予備放流 

流
量 

水位回復操作開始 

1 時間 
時間 

放流量 

流入量 

最大放流量 
360m3/s 360m3/s 

流入量 180m3/s 

1.23m3/s 

洪水調節終了 

⑥
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表 3.12 予備放流シミュレーション結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300万m3 400万m3 500万m3 600万m3 300万m3 400万m3 500万m3 600万m3

1 1995/05/12 H7 16:00 147 166 ○ ○ ○ ○ 1日 1日 2日 2日
実績降雨 2 1995/07/03 H7 15:00 58 171 ○ ○ ○ ○ 5日 8日 13日 16日
による 4 1996/08/28 H8 11:00 207 195 ○ ○ ○ ○ 1日 1日 1日 2日

7 1998/09/22 H10 17:00 179 146 ○ ○ ○ ○ 2日 3日 3日 4日
8 1998/10/18 H10 03:00 228 185 ○ ○ ○ ○ 1日 2日 3日 5日
9 1999/06/30 H11 00:00 318 196 ○ ○ ○ ○ 1日 1日 2日 3日

降雨予測 17 2004/10/20 H16 19:00 551 241 241 ○ ○ ○ ×(555) 1日 1日 1日 1日
による 19 2006/07/19 H18 08:00 196 196 196 ○ ○ ○ ○ 1日 1日 1日 2日
○：予備放流ができた。 　括弧書きは予備放流で確保できた容量を示す。（単位：約　万m3）
×：予備放流ができなかった(時間不足)。 　水位回復量の欄中の数字は水位回復までに要する日数。

累加雨量
(mm)

(実績＋予測)
累加雨量
(mm)

予備放流容量 水位回復量放流開始
判断 No. 最大流入量日時

ピーク
流入量
(m3/s)

可能量 日数 
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第４章 洪水調節容量の確保についての検討（②洪水期水位活用） 
丸山ダムは１年を通して、千苅ダムは洪水期に限定して、常時満水位より水位を下げ、容量に余裕

を持たせている。この容量を治水に転用することについて検討する。 

 

第 1 節 検討方法 
洪水期水位活用は、洪水期（通年の場合を含む） 

に洪水に備えて水位を下げている場合に、その容量 

を治水に活用するものである。 

 運用状況を確認し、洪水期の水位と常時満水位の 

間の容量を算出した。その結果を踏まえて、洪水調 

節容量を設定した。 

(検討フローは図 4.1 参照) 

 

 

 

 

        

 

図 4.1 検討フロー 

 

 

 第２節 洪水期水位活用についての検討内容と検討結果 
１ 丸山ダムでの検討（②洪水期水位活用） 

 （１）運用状況 

    丸山ダムでは、年間を通して常時満水位から 1.5ｍ下げた水位(洪水期水位)で運用している。 

 

 （２）洪水調節容量の設定 

常時満水位～洪水期水位に相当する容量は 37 万 m3 である。(図 4.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2 丸山ダムＨ－Ｖ曲線 
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 （３）サーチャージ水位と洪水調節に使用できる容量 

   １）丸山ダムの水位の概要 

ダムを設計する場合には、表 4.1 のと

おり、構造の基準となる水位を設定する

必要がある。 

丸山ﾀﾞﾑの場合、利水ダムとして供用済

みで、既に、図 4.3 左図のとおり、設計

洪水位と常時満水位が設定されている。

洪水期制限水位活用による治水活用後は

図4.3右図のとおり、常時満水位を287.0m

に下げることとなる。 

一方、洪水調節時の最高水位であるｻｰﾁｬｰｼﾞ水位は、利水ダムであるため設定されていない。

ｻｰﾁｬｰｼﾞ水位を設定して、使用できる洪水調節容量を確認する。 

 

現状 治水活用後 

  

 

  

図 4.3 丸山ダムを治水活用した場合の水位 

 

表 4.1 ﾀﾞﾑを設計する場合に必要となる水位条件 

名称 定義 

設計洪水位 ダム設計洪水流量時の最高

水位 

ｻｰﾁｬｰｼﾞ水位 洪水調節時の最高水位 

常時満水位 非洪水時に貯留する流水の

水位（利水用の満水位） 

利水容量 
堤

体 

▽洪水期水位 287.0m 

 ＝設計洪水位 
▽常時満水位 288.5m 

ｄ

ｃ

利水容量 
堤

体 

▽常時満水位 287.0m 

▽設計洪水位 288.5m 

▽ｻｰﾁｬｰｼﾞ水位（今回設定） 

洪水調節容量 

ｂ

ｃ

ａ

ｃ
ｂ

ａ ａ

参考-20



 

   ２）サーチャージ水位設定の考え方 

ｻｰﾁｬｰｼﾞ水位は次の２点を考慮して設定する必要がある。 

①波浪時の安全性 

 洪水調節中でｻｰﾁｬｰｼﾞ水位の時に、波浪があっても水位が堤体の非越流部の高さを超えな

いこと 

②異常豪雨時の安全性 

 洪水調節中でｻｰﾁｬｰｼﾞ水位の時は、ゲート開度は絞った状態（図 4.4 左図）であるが、異

常豪雨の発生などにより、急に、設計洪水流量が発生し、ゲートを全開にするまでの間、

水位が上昇しても設計洪水位を超えないこと（図 4.4 の右図のようにならないこと） 

洪水調節中 洪水調節中に設計洪水流量が発生 

 

 

  

図 4.4 ②で考慮する不具合 

※洪水調節時(ゲートを絞って放流量を制限)に、異常豪雨の発生などにより、流入量が設計洪水流

量まで急増した場合、設計洪水流量を放流するためにゲートを全開にしていくが、ゲートの開閉

速度に制約があるため、流入量に追いつかず、水位が上昇し、設計洪水位を越えてダム堤体の天

端から越流する恐れがある。 

堤

体 

▽常時満水位 287.0m 

▽設計洪水位 288.5m 
▽ｻｰﾁｬｰｼﾞ水位 

ｹﾞｰﾄを全開にする 
のが間に合わない 

設計洪水位超え(ＮＧ※) 

ｃ

ａ

ｂ

堤

体 

▽設計洪水位 288.5m 
▽ｻｰﾁｬｰｼﾞ水位

ｹﾞｰﾄを絞った状態 
（洪水調節中） 

▽常時満水位 287.0m 

ａ

ｂ
ｃ

 

   ３）サーチャージ水位の設定と洪水調節に使用できる容量 

「②異常豪雨時の安全性」を考慮して、ｻｰﾁｬｰｼﾞ水位を設定すると、ｻｰﾁｬｰｼﾞ水位は 287.7m

となり、洪水調節に使用できる容量は 17 万 m3となる。 

なお、「①波浪時の安全性」については、水位が常時満水位の時でも、波浪で水位が堤体の

非越流部の高さを超えないことから、設計洪水位より下にｻｰﾁｬｰｼﾞ水位がくるため、問題がな

い。 

洪水調節中 洪水調節中に設計洪水流量が発生 

 

 

  

図 4.5 ②を考慮したｻｰﾁｬｰｼﾞ水位の設定 

 

 

 （４）検討結果 

   以上より、丸山ダムの洪水期水位活用による洪水調節容量は 17 万 m3となるが、洪水調節容量 

  17 万 m3で効果量（甲武橋基準点）を算出すると、わずか 4m3/s（戦後最大洪水）と小さい上、事業

費が 14 億円（通信設備新設、当初建設費用の分担に必要な事業費）と高額であるため、現時点で

は河川整備計画には位置づけない。 

 

 

堤

体 

▽常時満水位 287.0m 

▽設計洪水位 288.5m 

▽ｻｰﾁｬｰｼﾞ水位

ｹﾞｰﾄ全開 

設計洪水位以内ＯＫ 

ｂ

ａ

ｃ

堤

体 

▽設計洪水位 288.5m 

▽ｻｰﾁｬｰｼﾞ水位 287.7m 

ｹﾞｰﾄを絞った状態 
（洪水調節中） 

▽常時満水位 287.0m 
洪水調節容量 17万 m3 

ｃ

ｂ

ａ
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 ２ 千苅ダムでの検討（②洪水期水位活用） 

 （１）運用状況 

千苅ダムでは、洪水期には、常時満水位から 1.5ｍ下げた洪水期制限水水位(洪水期水位)とし

ている。（千苅ダム操作規程第 10 条） 

 

 （２）洪水調節容量の設定 

    常時満水位～洪水期水位に相当する容量は 167 万 m3 である。（図 4.6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.6 千苅ダムＨ－Ｖ曲線 

 （３）サーチャージ水位と洪水調節に使用できる容量 

   １）千苅ダムの水位の概要 

千苅ダムの場合、利水ダムとして供用済みで、既に、図 4.7 左図のとおり、設計洪水位と常

時満水位が設定されている。洪水期水位活用による治水活用後は図 4.7 右図のとおり、常時満

水位を 175.3m に下げることとなる。 

一方、洪水調節時の最高水位であるｻｰﾁｬｰｼﾞ水位は、利水ダムであるため設定されていない。

放流設備を新設して治水活用する場合の、ｻｰﾁｬｰｼﾞ水位を設定して、使用できる洪水調節容量

を確認する。 

現状 治水活用後 

  

 

  

図 4.7 千苅ダムを治水活用した場合の水位 

利水容量 
堤

体 

▽洪水期水位 175.3m 

▽設計洪水位 177.7m 

▽常時満水位 176.8m 

ｄ
ｃ

利水容量 
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▽設計洪水位 177.7m 

▽ｻｰﾁｬｰｼﾞ水位（今回設定） 
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ｃ
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   ２）サーチャージ水位の設定と洪水調節に使用できる容量 

「①波浪時の安全性」を踏まえるとｻｰﾁｬｰｼﾞ水位は 176.8m 以下にする必要がある。仮にｻｰﾁｬ

ｰｼﾞ水位を 176.8m とすれば「②異常豪雨時の安全性」についても問題が無いため、ｻｰﾁｬｰｼﾞ水

位を 176.8m とし、洪水調節に使用できる容量は 167 万 m3となる。 

 

洪水調節中 洪水調節中に設計洪水流量が発生 

 

 

  

図 4.8②を考慮したｻｰﾁｬｰｼﾞ水位の設定 

 

 

 （４）検討結果 

  以上のことから、千苅ダムの洪水期水位活用による洪水調節容量は 167 万 m3となる。 

  しかしながら、千苅ダムを治水活用する際には、放流設備の新設が必要となることから、この

設備の整備に伴う水道事業経営に対する課題※の解消が必要である。 

※ 内容については、第６章千苅ダムの改造についての検討に記載。 

堤

体 

▽常時満水位 175.3m 

▽設計洪水位 177.7m 

▽ｻｰﾁｬｰｼﾞ水位 176.8m 

ｹﾞｰﾄ全開 

設計洪水位以内②ＯＫ 

ａ 
ｂ 

ｃ 

堤

体 

▽設計洪水位 177.7m 

▽ｻｰﾁｬｰｼﾞ水位 176.8m 

ｹﾞｰﾄを絞った状態 
（洪水調節中） 

▽常時満水位 175.3m 

洪水調節容量 167万 m3 

ａ 

ｂ 

ｃ 
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第５章 洪水調節容量の確保についての検討（③水源余力活用） 
水源の余力活用は、検討対象とするダムと、その関係市の水源の余力分に相当する利水容量を減ら

して治水に活用するものである。 

 

第１節 検討方法 
１ 検討の概要 

（１）水源余力の基本的な考え方 

  水源の余力は、ダム等の水源からの「供給可 

 能量」と「需要量」を比較して判断する。 

  図 5.1 のように、供給可能量が需要量を上回 

 る場合は余力があり、下回る場合には余力は無 

 いこととなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1 需要量と供給可能量の関係イメージ 

 

（２）検討の範囲 

  検討対象ダムだけではなく、共通の供給事業者から取水している関連市からの水融通を考慮する

ため、関連市についても検討の対象に含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.2 検討範囲の概念図 

③

水源の余力に相当する利水容量を減らして治水に活用する。

　　　堤体 　　　堤体

現状 治水活用後

水源の余力活用

水源の余力分に
相当する容量

利水容量

洪水調節容量

利水容量
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自己水源等 

西宮市 
(北部) 

丸山 
ダム 

阪神
水道

西宮市

芦屋市

尼崎市

自己水源等 

自己水源等 

自己水源等 

神戸市

千苅 
ダム 

青野 
ダム

三田市

篠山市

 ： 

自己水源等 

自己水源等 

自己水源等 

呑吐 
ダム

三木市

明石市

 ： 

自己水源等 

自己水源等 

自己水源等 

三木市 

水源 
(供給) 

○○市 
(需要) 

凡例 

②関連市の余力

②関連市の余力

②関連市の余力 

企業庁の呑吐ﾀﾞﾑ･青野ﾀﾞﾑより安
価な阪神水道の導水で千苅ﾀﾞﾑの
活用容量の上限まで賄えるため検
討不要となった。 

千苅ダム以外 
の自己水源 

自己水源等 

ダムから安定して 
供給できる水量 

その他自己水源から安
定して供給できる水量 

   （３）供給可能量と需要量の算出の考え方（運用実態を踏まえた検討の実施） 

 「水道施設設計指針（日本水道協会）」の解説の中で、「貯水施設は計画取水量を安定して

確保できるものでなければならない。」、また、「計画取水量は、計画一日最大給水量を基準と

し、その他必要に応じ作業用水等を見込むものとする。」と記載されている。 

水道計画においては、このように需要量を計画一日最大取水量としているが、実際の需要は、

１日最大取水量（１年間で最大の日あたり取水量）が毎日必要になるわけではなく、それ以下

の量で変動している。したがって、実際の水源余力を確認するためには、需要量としては、１

日最大取水量だけでなく、需要量の総量を表す１日平均取水量（年間取水量を１日あたりに換

算したもの）についても検討する必要がある。 

また、供給可能量についても、水道計画においては、過去 10 年の第 1 位相当の渇水の時で

も水源からダムの容量をすべて使って取水できる水量としているが、実際には、平成 6年にこ

れを上回る渇水が発生しており、またダムの貯水容量が 20％程度になれば、取水制限等が始ま

り、水道利用者に影響が生じる。 

このように、通常の水道事業計画上の水需給と、実際の水需給は異なることから、本検討で

は、通常の水道事業計画の考え方を使用する「水道計画上の検討」に併せて、県独自の検討方

法「運用実態上の検討」を行い、より実態に近い水源余力を確認する。 

 

 

 

 ２ 需要量の算出方法 

   （１）水道計画上の検討 

一般的な水道計画の考え方に基づき、水道計画の目標年次における計画１日最大取水量を需

要量とする。(表 5.1) 

   （２）運用実態上の検討 

実際の取水量の変動を考慮して、需要量を、計画１日平均取水量とする。なお、検討の年次

は水道計画上の検討との比較を行うため、水道計画上の検討と同様に水道計画の目標年次とす

る。(表 5.1) 

表 5.1 需要量 

 需要量 検討年次 

水道計画上の検討 計画１日最大取水量※1 各市等の水道計画の目標年次 

運用実態上の検討 計画１日平均取水量※2 各市等の水道計画の目標年次 

  ※1 計画１日最大取水量は、１年を通じ１日の取水量が最大のもの 

   ※2 計画１日平均取水量は、年間取水量を１日あたりに換算したもの 

参考-23



 

３ 供給可能量の算出方法 

 （１）水道計画上の検討 

一般的な水道計画の考え方に基づき、過去 10 年の第 1位相当（過去 20 年では第 2位相当）

の渇水の時でも水源から安定して供給できる水量を供給可能量とする。(表 5.2) 

 

 （２）運用実態上の検討 

近年、全国的に起こった大規模な渇水であり、今後も起こりうる渇水として考え、平成 6年

の渇水(県内では過去 20 年の第 1 位相当の渇水)の時でも水源から安定して供給できる水量を

供給可能量とする。(表 5.2) 

表 5.2 供給可能量 

 内 容 

水道計画上の検討 過去 10 年の第 1位相当の渇水の時でも水源から安定して 

供給できる水量 

運用実態上の検討 平成 6年度渇水時でも安定して供給できる水量 

 

４ 水源余力の評価 

検討対象ダムおよび関連市の水源については、まず、運用実態上の検討により、余力を確認する

とともに、水道計画上の検討により、水道計画の変更が可能であるかのチェックを行うことで、水

源余力を設定する。（図 5.3） 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

図 5.3 検討フロー 

 

 

５ 洪水調節容量の算出方法 

  水源余力を活用した治水活用容量の算出は、表 5.3 のとおりとする。 

 

表 5.3 治水活用容量の算出の考え方 

 考え方 

検討対象ダムの余力 水源の余力分に相当する容量を治水に活用する。 

関連市の余力 水源の余力分の水量を検討対象ダムの供給エリアへ導水し、その

量に相当する検討対象ダムの利水容量を治水に活用する。 

 

水道計画上の検討 

需 要 量：計画１日平均取水量 

供給可能量：平成 6 年度渇水時でも水源から安定して供給で

きる水量 

需 要 量：計画１日最大取水量 

供給可能量：過去 10 年の第 1位相当の渇水の 

時でも水源から安定して供給で 

きる水量 
洪水調節容量の設定 

運用実態上の検討 

ﾁｪｯｸ 
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第２節 水源余力活用についての検討内容と検討結果 
１ 青野ダムでの検討（③水源余力活用） 

（１）検討範囲 

青野ダムの水は、武庫川本川より取水された後、県営水道の三田浄水場において浄水処理され、

神戸市、三田市、篠山市、三木市、加東市、小野市、西脇市に供給される。また、これら関連市で

は、青野ダム（県営水道）と自己水源の水をあわせて、市内へ供給している。 

このため、水源の余力検討の範囲は、図 5.4 のように、治水活用の対象としている青野ダムと、

青野ダム（県営水道）から取水している関連市が対象となる。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 5.4 青野ダム関連の検討範囲 
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（２）需要量と供給可能量の算出方法 

  青野ダムと関連市の需要量と供給可能量は、以下のとおり。 

１）青野ダムの余力 

県営水道では、現在、平成 35 年を目標年次として、計画給水量の見直しを行っており、需要

量はその値を用いた。 

また、供給可能量は、運用実態上の検討では、平成 6年渇水時でも青野ダム（県営水道）から

安定して供給できる水量とし、水道計画上の検討では、過去 10 年の第 1 位相当の渇水の時でも

青野ダムから安定して供給できる水量とする。 

表 5.4 需要量の算出方法 

 需要量 検討年次 

水道計画上の検討 計画１日最大取水量 平成 35 年度 

運用実態上の検討 計画１日平均取水量 平成 35 年度 

 

表 5.5 供給可能量の算出方法 

 供給可能量 

水道計画上の検討 過去10年の第1位相当の渇水の時でも青野ダムから

安定して供給できる水量（平成 7年度） 

運用実態上の検討 平成 6 年度渇水時でも青野ダムから安定して供給で

きる水量 

   

２）関連市の余力 

需要量における計画年次は、青野ダム（県営水道）から取水している関連市の水道計画の目標

年次とする。 

また、供給可能量は、運用実態上の検討では、平成 6年渇水時でも青野ダム（県営水道）から

安定して供給できる水量※と、各市で保有している自己水源から安定して供給できる水量の合計

とし、水道計画上の検討では、過去 10 年の第 1 位相当の渇水の時でも青野ダムから安定して供

給できる水量※と、各市で保有している自己水源から安定して供給できる水量の合計とする。 

    なお、神戸市については、千苅ダムで検討しているため、検討から省く。 

※青野ダムからの安定取水量を各市の計画水量で按分した水量 

 

表 5.6 需要量の算出方法 

 需要量 検討年次 

水道計画上の検討 計画１日最大取水量 表 5.7 参照 

運用実態上の検討 計画１日平均取水量 表 5.7 参照 
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表 5.7 各市の水道計画の目標年次 

関連市 目標年次 

三田市 平成 22 年度 

篠山市 平成 22 年度 

三木市 平成 27 年度 

西脇市 平成 30 年度 

加東市 平成 29 年度 

小野市 平成 28 年度 

 

 

表 5.8 供給可能量の算出方法 

 供給可能量 

水道計画上の検討 過去10年の第1位相当の渇水の時でも各水源から安

定して供給できる水量 

（各水道計画における計画取水量を採用） 

運用実態上の検討 平成 6年渇水時でも安定して供給できる水量 

 

（３）需要量と供給可能量から見た余力 

１）青野ダムの余力 

表 5.9 により、青野ダムについて需要量と供給可能量を比較したところ、運用実態上、水道計画

上のどちらも水源の供給可能量が需要量を下回っており、検討対象ダムの余力はない。 

表 5.9 検討対象ダムの余力の検討結果 

 需要量 

(万 m3/日) 

 供給可能量 

(万 m3/日) 

余力水量 

(万 m3/日) 

青野ダム(水道計画) 9.2 ＞ 6.7 余力なし 

 (運用実態) 7.4 ＞ 5.2 余力なし 

 

２）関連市の余力 

表 5.10 により、青野ダム（県営水道）から取水している関連市の水道事業について、需要量と

水源の供給可能量を比較したところ、運用実態上、水道計画上のどちらも水源の供給可能量が需要

量を下回っており、関連市の余力はない。 

 

表 5.10 関連市の余力の検討結果 

 需要量 

(万 m3/日) 

 供給可能量 

(万 m3/日) 

余力水量 

(万 m3/日) 

三田市 (水道計画) 5.3 ＞ 3.9 余力なし 

(運用実態) 4.4 ＞ 2.9 余力なし 

篠山市 (水道計画) 2.1 ＞ 1.6 余力なし 

(運用実態) 1.7 ＞ 1.4 余力なし 

三木市 (水道計画) 0.7 ＞ 0.5 余力なし 

(運用実態) 0.6 ＞ 0.4 余力なし 

西脇市 (水道計画) 2.0 ＝ 2.0 余力なし 

(運用実態) 1.7 ＝ 1.7 余力なし 

加東市 (水道計画) 2.1 ＞ 2.0 余力なし 

(運用実態) 2.0 ＞ 1.6 余力なし 

小野市 (水道計画) 2.6 ＞ 2.3 余力なし 

(運用実態) 2.0 ＞ 1.9 余力なし 

 

（４）検討結果 

以上の結果、青野ダムでは、水源余力活用による洪水調節容量は確保できない。 
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 ２ 丸山ダムでの検討（③水源余力活用） 

（１）検討範囲 

丸山ダムの水は、ダムから直接取水された後、西宮市の丸山浄水場において浄水処理され、一

庫ダム（県営水道）からの供給と併せて西宮市北部全域に供給されている。 

なお、西宮市の水道事業は、北部と南部とで供給区域が分かれており、相互に水融通できる連

絡管は無い。このため、本検討は、図 5.5 のとおり、丸山ダムが関係する北部と、一庫ダム（県

営水道）から取水している関連市を対象範囲とした。（伊丹市、川西市、宝塚市、猪名川町、尼

崎市の５市町） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 5.5 丸山ダム関連の検討範囲 

 

一庫 

ダム 

伊丹市

川西市

宝塚市

猪名川町

尼崎市

自己水源等

自己水源等

自己水源等

自己水源等

自己水源等

西宮市 
(北部) 

丸山 
ダム 

①検討対象ダム 

の余力 

②関連市の余力 水源 
(供給)

○○市 
(需要)

凡例

（２）需要量と供給可能量の算出方法 

丸山ダムと関連市の需要量と供給可能量は、以下のとおり。 

１）丸山ダムの余力 

丸山ダムは一庫ダム(県営水道)と合わせて西宮市北部全域に水を給水している。渇水の時でも、

一庫ダム（県営水道）からは一定量取水できるため、丸山ダムの需要量は、西宮市北部全体の需要

量から、その量を差し引いて算出する。 

また、供給可能量は、運用実態上の検討では、平成 6年渇水時でも丸山ダムから安定して供給で

きる水量とし、水道計画上の検討では、過去 10 年の第 1 位相当の渇水の時でも丸山ダムから安定

して供給できる水量とする。 

 

表 5.11 需要量の算出方法 

 需要量 検討年次 

水道計画上の検討 計画１日最大取水量 平成 30 年度 

運用実態上の検討 計画１日平均取水量 平成 30 年度 

 

表 5.12 供給可能量の算出方法 

 供給可能量 

水道計画上の検討 過去 10 年の第 1位相当の渇水の時でも水源から安定

して供給できる水量（平成 17年度） 

運用実態上の検討 平成 6年度渇水時でも安定して供給できる水量 

 

 

２）関連市の余力 

西宮市北部の水源は、丸山ダムの他に、一庫ダム（県営水道）であることから、検討の対象は、

一庫ダム（県営水道）に関連する市とする。 

需要量における検討年次は、一庫ダム（県営水道）から取水している関連市の水道計画の目標年

次とする。 

また、供給可能量は、運用実態上の検討では、平成 6年渇水時でも一庫ダム（県営水道）から安

定して供給できる水量※と、各市で保有している自己水源から安定して供給できる水量の合計とし、

水道計画上の検討では、過去 10 年の第 1 位相当の渇水の時でも一庫ダム（県営水道）から安定し

て供給できる水量※と、各市で保有している自己水源から安定して供給できる水量の合計とする。 

※一庫ダムから安定して供給できる水量を各市の計画水量で按分した水量 

 

表 5.13 需要量の算出方法 

 需要量 検討年次 

水道計画上の検討 計画１日最大取水量 表 5.14 参照 

運用実態上の検討 計画１日平均取水量 表 5.14 参照 
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表 5.14 各市の水道計画の目標年次 

関連市 目標年次 

伊丹市 平成 27 年度 

川西市 平成 27 年度 

宝塚市 平成 27 年度 

猪名川町 平成 21 年度 

尼崎市 －※ 

※ 尼崎市は水道計画の目標年次が平成 20 年度であり、既に、目標年次に達していることから、計画の数値では

なく、実績値（水道計画上の検討では近年 10 年間の日最大取水量が最も多かった年〔平成 10 年度〕の日最大

取水量、運用実態上の検討では近年 10 年間の総取水量が最も多かった年〔平成 10 年度〕の日平均取水量）で

検討を行う。 

 

表 5.15 供給可能量の算出方法 

 供給可能量 

水道計画上の検討 過去 10 年の第 1 位相当の渇水の時でも水源から安定

して供給できる水量 

（各水道計画における計画取水量を採用） 

運用実態上の検討 平成 6年渇水時でも安定して供給できる水量 

 

（３）需要量と供給可能量から見た余力 

１）丸山ダムの余力 

表 5.16 により、丸山ダムについて需要量と供給可能量を比較したところ、水道計画上で 0.2 万

m3/日、運用実態上で 0.1 万 m3/日の余力水量が確認された。 
表 5.16 検討対象ダムの余力の検討結果 

 需要量 

(万 m3/日) 

 供給可能量 

(万 m3/日) 

余力水量 

(万 m3/日) 

丸山ダム(水道計画) 0.8 ＜ 1.0 0.2 

 (運用実態) 0.7 ＜ 0.8 0.1 

 

このため、水道計画上の検討では、表 5.16 の需要量 0.80 万 m3/日に相当する利水容量は 115 万

m3で、余力分の容量は 90万 m3となる。（表 5.17） 

また、運用実態上の検討の場合は、表 5.16 の需要量 0.74 万 m3/日に相当する利水容量は 133 万

m3で、余力分の容量は 31万 m3となる。（表 5.17） 

 

表 5.17 余力分の容量 

区域 現況利水容量 必要利水容量 余力分の容量 

西宮市北部 

(水道計画) 

205 万 m3 115 万 m3 90 万 m3 

(運用実態) 164 万 m3 133 万 m3 31 万 m3 

２）関連市の余力 

表 5.18 により、一庫ダム（県営水道）から取水している関連市の水道事業について、需要量と

水源の供給可能量を比較したところ、尼崎市において 3.2 万 m3/日の余力水量が確認できた。 

尼崎市の余力は、大きな治水効果が期待できる千苅ダムの治水活用にも使用できることから、千

苅ダムで使用することを優先する。また、その他の関連市では、運用実態上、水道計画上のどちら

も水源の供給可能量が需要量を下回っており余力はない。 

 

表 5.18 関連市の余力の検討結果 

 需要量 

(万 m3/日) 

 供給可能量 

(万 m3/日) 

余力水量 

(万 m3/日) 

伊丹市 (水道計画) 12.7 ＞ 9.7 余力なし 

(運用実態) 10.0 ＞ 8.1 余力なし 

川西市 (水道計画) 9.4 ＞ 6.9 余力なし 

(運用実態) 7.0 ＞ 2.7 余力なし 

宝塚市 (水道計画) 12.1 ＞ 11.1 余力なし 

(運用実態) 9.5 ＞ 7.3 余力なし 

猪名川町 (水道計画) 1.9 ＞ 1.2 余力なし 

(運用実態) 1.5 ＞ 0.8 余力なし 

尼崎市 (水道計画) 23.6 ＜ 26.8 3.2 

(運用実態) 20.0 ＜ 24.2 4.2 

 

（４）検討結果 

西宮市北部全体の水源の余力分を全て丸山ダムの余力とすれば、運用実態上で 31 万 m3余力分の容

量が見込める（表 5.17 黒枠部分）結果となる。この容量は、常時満水位まで貯水していることを前

提に算出した余力（図 5.6 右図）であるが、実際には水位を下げて運用（図 5.6 左図）しているため、

この 31 万 m3は、洪水期水位活用の 37万 m3で既に見込んでいる量である。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.6 洪水期水位活用と水源余力活用の水位の関係 
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３ 千苅ダムでの検討（③水源余力活用） 

（１）検討範囲 

千苅ダムの水は、図 5.7 のとおり、ダムから直接取水された後、千苅浄水場と上ヶ原浄水場の

２系統に導水され、神戸市内へ給水されている。 

  また、神戸市は、千苅ダム、その他の自己水源の他、県営水道(青野ダム、呑吐ダム)、阪神水

道から取水している。このため、検討の範囲は、図 5.8 の範囲とするが、このうち、関連市の余

力は、県営水道、阪神水道の水を購入して神戸市へ導水することになるため、水道料金がより安

価な阪神水道から検討を行うこととする。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.7 千苅ダムの給水範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 5.8 千苅ダム関連の検討範囲 
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（２）需要量と供給可能量の算出方法 

千苅ダムと関連市の需要量と供給可能量は、以下のとおり。 

１）千苅ダムの余力 

千苅ダムは、県営水道、阪神水道および他の水源と合わせて神戸市全域に水を給水している。渇

水の時でも、県営水道（青野ﾀﾞﾑ、呑吐ﾀﾞﾑ）や阪神水道、その他自己水限からは一定量取水できる

ため、千苅ダムの需要量は、神戸市全体の需要量から、その量を差し引いて算出する。 

また、供給可能量は、運用実態上の検討では、平成 6年渇水時に千苅ダムから安定して供給でき

る水量とし、水道計画上の検討では、過去 10 年の第 1 位相当の渇水の時でも千苅ダムから安定し

て供給できる水量とする。 

表 5.19 需要量の算出方法 

 需要量 検討年次 

水道計画上の検討 計画１日最大取水量 平成 27 年度 

運用実態上の検討 計画１日平均取水量 平成 27 年度 

 

表 5.20 供給可能量の算出方法 

 供給可能量 

水道計画上の検討 過去 10 年の第 1 位相当の渇水の時でも水源から安

定して供給できる水量（平成 7年度） 

運用実態上の検討 平成 6年度渇水時でも安定して供給できる水量 

 

２）関連市の余力 

神戸市の水源は、千苅ダムの他に、県営水道、阪神水道から受水しているが、水道料金がより安

価な阪神水道から検討を行う。 

需要量における検討年次は、阪神水道から取水している関連市の水道計画の目標年次とする。 

また、供給可能量は、運用実態上の検討では、平成 6年度渇水時でも阪神水道から安定して供給

できる水量※と、各市で保有している自己水源から安定して供給できる水量の合計とし、水道計画

上の検討では、過去 10 年の第 1 位相当の渇水の時でも阪神水道から安定して供給できる水量※と、

各市で保有している自己水源で安定して供給できる水量の合計とする。 

※ 阪神水道から安定して取水できる水量を各市の計画水量で按分した水量 

 

表 5.21 需要量の算出方法 

 需要量 検討年次 

水道計画上の検討 計画１日最大取水量 表 5.22 参照 

運用実態上の検討 計画１日平均取水量 表 5.22 参照 
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表 5.22 各市の水道計画の目標年次 

関連市 目標年次 

尼崎市 －※ 

芦屋市 平成 27 年度 

西宮市(南部) 平成 21 年度 

 

※ 尼崎市は水道計画の目標年次が平成 20 年度であり、現在、目標年次に達していることから、計画の数値では

なく、実績値（水道計画上の検討では近年 10 年間の日最大取水量が最も多かった年〔平成 10 年度〕の日最大

取水量、運用実態上の検討では近年 10 年間の総取水量が最も多かった年〔平成 10 年度〕の日平均取水量）で

検討を行う。 

 

   

表 5.23 供給可能量の算出方法 

 供給可能量 

水道計画上の検討 過去 10 年の第 1 位相当の渇水の時でも水源から安

定して供給できる水量 

（各水道計画における計画取水量を採用） 

運用実態上の検討 平成 6年度渇水時にも安定して供給できる水量 

 

（３）需要量と供給可能量から見た余力 

１）千苅ダムの余力 

表 5.24 により、千苅ダムについて需要量と供給可能量を比較したところ、水道計画上、運用実態

上のどちらも水源の供給可能量が需要量を下回っており、検討対象ダムの余力はない。 

 

表 5.24 検討対象ダムの余力の検討結果 

 需要量 

(万 m3/日) 

 供給可能量 

(万 m3/日) 

余力水量 

(万 m3/日) 

千苅ダム(水道計画) 11.4 ＞ 9.0 余力なし 

 (運用実態) 8.3 ＞ 5.3 余力なし 

 

２）関連市の余力 

表 5.25 により、阪神水道から取水している関連市の水道事業について、需要量と供給可能量を比

較したところ、尼崎市では、運用実態上の検討において 4.2 万 m3/日の余力が確認されたが、水道計

画上の検討において3.2万 m3となったことから、治水活用に使用できる水量は3.2万 m3/日となる。(表

5.25 黒枠部分) 

なお、尼崎市は現在、水道計画を作成中であり、市全体の余力についても、阪神水道からの取水量

の余力とするのか自己水源の余力とするのかが定まっていない。本検討では、この 3.2 万ｍ3/日は、

導水により千苅ダムの治水活用に使用できる阪神水道の余力と仮定したものである。 

表 5.25 関連市の余力の検討結果 

 需要量 

(万 m3/日) 

 供給可能量 

(万 m3/日) 

余力水量 

(万 m3/日) 

尼崎市 (水道計画) 23.6 ＜ 26.8 3.2 

(運用実態) 20.0 ＜ 24.2 4.2  

芦屋市 (水道計画) 5.9 ＞ 4.4 余力なし 

(運用実態) 4.6 ＞ 3.5 余力なし 

西宮市(南) 

(水道計画) 

23.0 ＞ 19.0 余力なし 

(運用実態) 15.3 ＜ 17.0 1.7  

 

このため、余力分約 3 万 m3/日に相当する利水容量は、水道計画上の検討では 587 万 m3で、ダ

ムの余力分の容量は 290 万 m3となり、運用実態上の検討の場合は、利水容量は 392 万 m3で、ダ

ムの余力分の容量は 310 万 m3となる。（表 5.26） 

 

表 5.26 余力分の容量 

区域 現況利水容量 必要利水容量 余力分の容量 

千苅ダム 

（水道計画上） 

877 万 m3 587 万 m3 290 万 m3 

（運用実態上） 702 万 m3 392 万 m3 310 万 m3 

 

 

 

（４）検討結果 

以上の結果、千苅ダムに余力はなかったが、関連市の余力により千苅ダムに生まれる余力は、水道

計画上で 290 万 m3余力分の容量が見込める (表 5.26 黒枠部分)結果となる。 

この治水活用については、神戸市との協議の結果、表 5.27 の課題があることから、現時点では洪

水調節容量には見込むことが出来ない。（ここでは、水源余力についての課題を記載する。千苅ダム

の改造についての課題は第６章参照） 
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表 5.27 千苅ダムの水源余力活用についての課題 

課題 神戸市の意見 県の意見 
千苅ダムが有している機能を維持す
ること。以下の機能を維持するため、
阪神水道から導水する場合は千苅浄
水場へ導水すること。(図 5.9 参照) 
①北区給水エリアへの安定給水 
②渇水時･事故時を含む市全体の水量 
調整機能 
など           

現在、千苅ﾀﾞﾑが有している 
①北区(千苅ﾀﾞﾑからしか給水できない地域)への給水量
相当の容量 
②渇水時･事故時を含む市全体の水量調整機能用の容量 
については、導水後もﾀﾞﾑの利水容量として確保している
ことから、阪神水道から神戸市内への導水量を増やして
も、神戸市が求めている機能を維持できると考えている。
(図 5.10 参照) 

水
源
余
力
活
用
の
課
題 

他水源導水は永久補償する必要があ
る。また、新設されるポンプなどの施
設は県所管とする必要がある。 

補償期間は一般的な公共補償基準に基づいて一定の期間
(55 年間)内のみの補償(55 年間計約 230 億円)で、新設す
るポンプなどの施設は市に引き渡すこととする。 
なお、補償期間終了後は、事業コストが増加するが、減
少傾向にある人口動向を踏まえると補償期間終了時には
需要が減り、導水が不要になる可能性もあることから、
補償期間終了後に再協議することとしたい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      図 5.9 市の意見（千苅浄水場へ給水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.10 県の意見（上ヶ原浄水場へ給水） 

 

 

 

 

千苅浄水場 

上ヶ原浄水場 

千苅ダム 北区(千苅ﾀﾞﾑ
水源からしか
給水できない
地域) 

阪神水道 
その他水源 

増量 
千苅ﾀﾞﾑ以外の水源 
からも給水できる地域 

減量 

減量 

減量 

維持 

維持 

減量 

 

 

 

 

千苅浄水場 

上ヶ原浄水場 

千苅ダム 
北区給水
エリア 

阪神水道 
その他水源 

維持 
千苅ﾀﾞﾑ以外の水源 
からも給水できる地域 

維持 

維持 

維持 

維持 

維持 

新規に送水 

減量 

県営水道(青野ﾀﾞﾑ､呑吐ﾀﾞﾑ)と
千苅ﾀﾞﾑ以外の自己水源 

県営水道(青野ﾀﾞﾑ､呑吐ﾀﾞﾑ)と
千苅ﾀﾞﾑ以外の自己水源 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 
Ｅ 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 
Ｅ 

第６章 千苅ダムの改造についての検討 
  千苅ダムは、神戸市の水道用水確保を目的とする利水専用ダムであり、大正 8年に羽束川に建設さ

れた歴史のあるダムで、登録有形文化財にも指定されている。洪水調節に使用できる放流設備は有し

ていないが、洪水調節容量を確保できた場合には、洪水調節により、大きな効果が期待できるため、

課題を踏まえた改造について検討を行う。 

 

第１節 現状と課題 
千苅ダムは、利水専用ダムであり、洪水調節を行うための放流設備を有していない。また、洪水

の放流能力は 512m3/s で、現行の基準である「河川管理施設等構造令」(昭和 51 年 7 月制定)に基づ

くダム設計洪水流量 1,540m3/s を放流するためには、放流能力が 1,028m3/s 不足している。（図 6.1） 

このため、千苅ダムの治水活用には、洪水調節を行う放流設備を新たに設置するとともに、現行

基準に基づくダム設計洪水流量を放流できる構造にする必要がある。 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

写真 6.1 放水トンネル         写真 6.2 放水堰堤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1 平面図 

 

 

２ 

１ 

堤体 

放水堰堤 

放水トンネル 

367m3/s 

145m3/s 

512m3/s 

Ａ 

Ｂ 
Ｃ 
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 第２節 改造案の検討 
 １ 設計条件 

設計条件は、表 6.1 とおり。 

表 6.1 設計条件 

項目 条件 摘要 

ダム設計洪水流量 1,540m3/s 現行の河川管理施設等構造令に基づき算出 

設計洪水位 Kop177.7m 現行の洪水時の満水位 

 

 

２ 検討の概要 

千苅ダムは、現在、活用されている利水専用ダムであることから、ダムを改造する際には、工

事中においても、水道事業経営に影響を与えないことが条件となる。 

このため、図 6.2 のように、既設の放水堰堤背後の地山を仮締切となるように掘削して、そこ

にゲートを設置することで、工事中も貯水位を下げる必要がない案について検討した。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.2 トンネル洪水吐き案（放水堰堤部） 

地山の一部を残して掘削し、
ｹﾞｰﾄを設置してから、残りを
掘削する。 
放水堰堤部分を仮締切とし
て利用できるため、地山の掘
削及びトンネル工事の際に、
貯水位を下げる必要がない。
この事により、施工時に水位
を下げる必要がなくなる。 

掘削 

Ａ 
Ｂ 

 ３ 改造案の概略設計 

 千苅ダムの改造案は、表 6.2、6.3 とおり。 

    

 

 

表 6.2 放改造案の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設 項目 内 容 

トンネル 対象流量 

水の流れ 

材質 

延長 

管径 

本数 

385m3/s（1条あたり） 

管路流 

鋼管 

L=約 400m～600m 

φ=約 6.3m 

4 本 

ゲート 対象流量 

 

タイプ 

規模 

385m3/s（1条あたり） 

(うち 2条は洪水調節に使用) 

ラジアルゲート 

4.75m×4.75m 

Ａ 

Ｂ 
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図 6.3 千苅ダム改造案 

概略工事費 

・放流設備   約 250 億円 

・管理設備   約  25 億円 

・補償工事等※ 約  35 億円 

           約 310 億円 
※減勢工の設置位置が、千苅ダムから上
ヶ原浄水場への導水路の位置と重な
るため、この導水路の付けかえる工事
費用など 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ａ 
Ｂ 

Ｃ Ｄ 

Ｃ 
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第３節 放流設備を新設する改造案についての課題 
   この改造案であれば、工事中に貯水位を下げる必要がなく、水道用水の取水に対する影響を最小

限に抑える案である。しかし、千苅ダムの改造については、神戸市の水道事業経営に対する以下の

課題の解消が必要である。 

 

（１）放流設備新設に対する費用分担 

新設する放流設備は、洪水調節時の放流に使用する外、ダム設計洪水流量を安全に放流できる

ように改良するものであり、治水・利水の共用施設である。 

このため、県は神戸市に対して、建設費や維持管理費の一部の分担を求めているが、神戸市は、

新設する放流設備は治水専用施設であり、河川管理者が所有すべき施設であり、費用は分担しな

いとしている。 
 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

図 6.4 放流設備新設イメージ 

 

         
（現 在）               （治水活用した場合） 

放流能力 512m3/s 
河川構造令で必要となる 
放流能力 1,540m3/s

放水トンネル 

新設する 
放流設備 

（２）洪水調節等での放流による水質悪化 

千苅ダムの貯水池内の水質は、中層の水が比較的良質であることから、神戸市は、中層の水を

中心に水道用に取水している。 

一方、新設する放流設備は、千苅ダムで見込まれる洪水調節容量を確保するため、貯水池底層

付近の深い位置に設置する必要がある。 

このため、神戸市は、以下の３点を踏まえ、取水する部分の水質が悪化する可能性があること

から、高度浄水処理施設の建設等が必要であるとの意見である。 

①洪水調節等で放流する際に、水質が良質な中層の水を放流する。（図 6.5 参照） 

②洪水時の栄養塩を多く含む河川水がこれまでより多く貯水する。(図 6.6 参照) 

③水位低下により選択取水範囲が縮小する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.5 中層水の放流イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.6 河川水をこれまでより多く貯水するイメージ 

 

第５節 検討結果 

  以上のことから、千苅ダムの治水活用は、洪水調節容量が確保された場合でも、改造することに

ついて課題があるため、現時点では計画に位置づけられない。 

 

水質が悪い層  
 
堤

体

水道水の選択取水範囲  
 
堤

体

（現 在） （治水活用した場合）

新設する放流設備(ト
ンネル)からの放流

水質が悪い層 

水質が良質な中層 
の水を放流 

 
 
堤

体

水道水の選択取水

範囲が減少 
 
 
堤

体

（現 在） （治水活用した場合）

新設する放流設備(ト
ンネル)からの放流

水質が悪い層 

水質が悪い層 

河川水 河川水 
この容量分の河川
水が増加する 

放流 

参考-34



第７章 検討結果と今後の対応 
第１節 検討結果のまとめ 

現時点での検討結果は表 7.1 のとおりとなっている。この結果を踏まえ、河川整備計画（案）に、

青野ダムにおいて予備放流 40万 m3を追加することを位置付けた。 

 

表 7.1 現時点での検討結果 

 青野ダム 丸山ダム 千苅ダム 

河川整備計

画（案）へ

の位置付け 

40万m3を位置付ける 

予備放流による洪水調

節容量40万m3の拡大を河

川整備計画（案）に位置

づける。 

洪水調節容量 
     560→600万m3 
(内､予備放流容量 
     80→120万m3)  

位置付けない 

しかしながら、予備放流の確

実性が確認できれば一定の

効果量(27m3/s程度<基本方針

降雨時>)が見込めるため、継

続して検討する。 

位置付けない 

しかしながら、課題解消や予備放

流の確実性が確認できれば大き

な効果量(最大472m3/s<基本方針

降雨時>)が見込めるため、継続し

て検討する。 

① 
予備放流 

治水容量 40万m3 
予測降雨量による検証
ができており(10降雨)、
放流の確実性が確認で
きているため、ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ
結果の40万m3を計画に位
置付ける。 

治水容量 0ｍ3 
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ結果は30万m3である
が以下の課題解消が必要。 
 

課題１雨量等のﾃﾞｰﾀ蓄積による 
     放流確実性の追加確認 

治水容量 0ｍ3 
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ結果は500万m3であるが
以下の課題解消が必要。 
 

課題１雨量等のﾃﾞｰﾀ蓄積による放流 
        確実性の追加確認 
課題２放流設備新設による費用分担 
課題３放流による水質悪化対策 

② 
洪水期水位
活用 

治水容量 0m3 
洪水期に水位を下げる
運用は行っていない。 

治水容量 0m3 
17万ｍ3を治水容量に見込め
るが、効果量はわずか4m3/s
と小さい上、事業費が14億円
と高額であるため、他の方策
との組み合わせが必要。 

治水容量0m3 
167万m3を治水容量に見込める
が、以下の課題解消が必要。 
 

課題２放流設備新設による費用分担 
課題５放流による水質悪化対策 

③ 
水源余力 
活用 

治水容量 0m3 
青野ﾀﾞﾑと関係市に余力
がない。 
 

治水容量 0m3 
丸山ﾀﾞﾑと関係市に余力がな
い。 

治水容量 0m3 
千苅ﾀﾞﾑや神戸市に余力は無い
が、尼崎市で3万m3/日の余力を活
用できる可能性がある。これを神
戸市に導水して生まれる千苅ﾀﾞﾑ
の余力を治水活用すれば290万m3

の治水容量が見込めるが､以下の
課題解消が必要。 
 

課題２放流設備新設による費用分担 
課題３余力分を上ヶ原浄水場に導水 
     することに対する機能復旧 
課題４余力分の受水に伴う 
        水道費用の補償期間 
課題５放流による水質悪化対策 
 

注）表中の課題１等の内容は第２節に記載。 
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第２節 治水活用の課題とさらなる安全度向上に向けた今後の対応方針 
１ 課題と今後の検討内容 

今回の河川整備計画には位置づけなかったものの、さらなる安全度向上に向けて、以下の内容について検討を継続する。 

 

（１）予備放流の検討（丸山ダム、千苅ダム） 

課題 県の今後の検討内容 

課題１ 

雨量等のﾃﾞｰﾀ蓄積による

放流確実性の追加確認 

予測降雨量による検証数が不足している上、丸山ダムでは時間毎の実績流入量データが無いため、現時点では放流の確実性が確認できない。実績雨量、実績流量や雨量予測の結果等のデータ蓄積を踏ま

えると共に、青野ダムでの試行も参考にして、引き続き予備放流シミュレーションを行い、検証数を増やし、予備放流により確保が可能な洪水調節容量について検討していく。 

 

（２）水源余力活用の検討（青野ダム、丸山ダム、千苅ダム） 

今回の水源余力活用の検討は、運用実態と水道計画の両面を踏まえたものである。しかし、今後、人口減少などの社会的な要因により、水道計画が変更された場合には継続検討する。 

 

（３）神戸市との合意形成のための検討（千苅ダム） 

課題 神戸市の意見 県の意見 県の今後の検討内容 
共通認識 （１）水道は、市民生活や産業活動に欠くことができないライフラインである。 

（２）通常時はもちろん、渇水や災害・事故時でも常に安定して「安全で良質な水」を供給できる体制を整備しておく必要がある。 基
本
的
な 

考
え
方 

課題に対する 
対応方針 

水道事業の経営に影響を与えないようにしなければ
ならない。 

水道事業の経営に影響を与えないように検討するが、次の点を考慮する。 
（１）影響の有無は定量的に評価する。 
（２）応分の費用負担は求める。 
（３）補償は公共補償基準に基づく。 

 

新
設
放
流
設
備

の
分
担
の
課
題 

課題２ 
放流設備新設に対す
る費用分担 

新設する放流設備(トンネル)は治水専用施設である。
したがって、建設費や維持管理費の分担には同意でき
ない。 

新設する放流設備は、洪水調節時の放流に使用する外、洪水吐きの放流能力を
河川管理施設等構造令に適合するように改良するものであり、治水・利水の共
用施設である。このため、建設費（約 310 億円）や維持管理費の分担を求める。 
 
 

現状の千苅ダムの構造上の課題について共通の理解を得た
上で、望ましい費用負担のあり方を検討する。 

課題３ 
余力分を上ヶ原浄水
場に導水することに
対する機能復旧 

千苅ダムが有している機能を維持すること。以下の機
能を維持するため、阪神水道から導水する場合は千苅
浄水場へ導水すること。 
①北区給水エリアへの安定給水 
②渇水時･事故時を含む市全体の水量調整機能 
など 

現在、千苅ﾀﾞﾑが有している 
①北区(千苅ﾀﾞﾑからしか給水できない地域)への給水量相当の容量 
②渇水時･事故時を含む市全体の水量調整機能用の容量 
については、導水後もﾀﾞﾑの利水容量として確保していることから、阪神水道か
ら上ヶ原浄水場へ導水しても、神戸市が求めている千苅ダムが有している機能
を維持できると考えている。 
 

水道管等の事故時に市全体の水源調整可能な範囲につい
て、現状と治水転用した場合で比較する等により、緊急時
のリスク分散等ができていることを確認し、機能確保が可
能な治水転用量について検討する。 水

源
余
力
活
用
の
課
題 

課題４ 
余力分の受水に伴う
水道費用の補償期間 

他水源導水は永久補償する必要がある。また、新設さ
れるポンプなどの施設は県所管とする必要がある。 

補償期間は一般的な公共補償基準に基づいて一定の期間（55年間）内のみの補
償（55年間計約 230 億円）とし、新設するポンプなどの施設は市に引き渡すこ
ととする。 
なお、補償期間終了後は、事業コストが増加するが、減少傾向にある人口動向
を踏まえると補償期間終了時には需要が減り、導水が不要になる可能性もある
ことから、補償期間終了後に再協議することとしたい。 

補償期間は有限とならざるを得ないが、補償期間終了後に
は水道事業コストが増加するため、 
①参考となる全国事例の収集 
②厚労省や他の水道事業者の意見収集 
などにより、望ましい補償のあり方を検討する。 

水
質
悪
化
の
課
題 

課題５ 
放流による水質悪化
対策 

以下の点で、水質が悪化する可能性があるため、高度
浄水処理施設の建設等が必要である。 
①非満水時・洪水調節等で放流する際に、水質が良質
な中層の水を放流する。 

②洪水時の栄養塩を多く含む河川水がこれまでより
多く貯水する。 

③水位低下により選択取水範囲が縮小する。 

中層水が表層・低層水に較べて良好であるとの意見であるが、 
①治水転用後の水質の変化 
②高度浄水処理が必要な水質の基準 
が不明であるため、高度浄水処理施設等の必要性が確認できない。 

①水質変化のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの実施 
②高度浄水の導入基準調査（高度浄水導入済みの阪神水道､
大阪市等での導入基準） 
を行い、高度浄水処理等の必要性を確認する。 
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２ 継続検討にあたっての留意点 

（１）水道用水の量的な影響を中心としたこれまでの検討 

 既存利水施設の治水活用は、水道用水を貯めているダムの容量を部分的に空にして、治水に転用する

こととなるため、そのことが水道用水の供給に支障とならないよう、「量的な影響」を中心に検討して

きた。 

 具体的には、予備放流による治水活用の検討では、予備放流後に水位がどのぐらいの期間で回復する

かについて、過去の降雨実績に基づいて確認した。 

 また、日本の年平均降水量は、世界平均の約２倍であるにもかかわらず、人口一人当たりにすると、

世界平均の約 1/3 と小さく、利用する水に恵まれているわけではなく、年降水量の変動幅が大きくなっ

て、極端な少雨の都市が発生する傾向にあるといわれており※、ダムからの安定供給可能量も低下して

いる（図 7.1～4)。 

 このことを踏まえて、水源余力の治水活用の検討では、近年の最も大きな渇水である平成６年渇水も

考慮に入れた。 

 ※水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について(答申)[H20.6 月 社会資本整備審議会] 

 
  

   

 （出典：日本の水資源） 

図 7.3 日本の年降水量の経年変化 

図 7.1 木曽川での渇水ﾘｽｸの増大 
出典：水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について(答申) 
   [H20.6 月社会資本整備審議会] 

図 7.2 青野ダムでの渇水ﾘｽｸの増大
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（２）今後の検討にあたっての留意点 

 継続検討にあたっては、治水活用についての様々な課題について幅広く検討していく。また、水道用

水の量や質、水道料金は、利用者である市民の生活に直接影響するため、検討状況や検討結果について

市民の理解も得ながら、水道事業者との合意形成を進めていく。 

 

千苅貯水池の年降水量の経年変化（1920年 2007年：88年間）
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図 7.4 千苅貯水池の年降水量の経年変化（1920～2007 年：88年間） 

 

５年移動平均：当該年に前後２年ずつを加えた計５年の平均値 
トレンド：最小二乗法により算出した、データに最も適合する近似直線 
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（参考 4-2） 

新規ダムに係わる武庫川峡谷環境調査状況について 
 

 

①武庫川峡谷環境調査に係るこれまでの経緯 
 
 

１ 武庫川ダム建設事業の経緯 

○平成 5年 4月  武庫川ダム建設事業採択 

○平成 12年 1月  環境影響評価概要書縦覧（住民意見書 708通） 

○平成 12年 5月  環境影響評価審査会答申 

○平成 12年 9月   知事が県議会で「武庫川の治水対策に対する合意形成の新たな取

り組みを行い、総合的な治水対策を検討する」と表明 

○平成 16年 3月  「武庫川流域委員会」設置 

 

 

２ 武庫川流域委員会での新規ダム案の検討と取り扱い 
平成 18年 3月の第 37回、4月の第 38回流域委員会において新規ダム案の選択につ

いて検討 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 18 年 6 月  第 44 回、第 45 回流域委員会において、県が作成した「新規ダム

建設による環境への影響検討」資料について審議 
 
 
 
 
 
 
 

【提言書（P67：「環境への影響検討資料」の提出と検討より抜粋】 
「この環境影響検討資料をもって、新規ダムのアセスメント資料として判断できない。今後

のモニタリング調査に待つ課題が山積しており、現時点で新規ダムの可否の判断材料とする

ことはできない。この検討資料は、今後長期にわたって調査したうえ新規ダムの可能性を検

討する資料として扱うのが妥当である。次期整備計画に向けての検討課題を委員会からは提

起し、時間をかけた十二分な調査を促したい。」 

【提言書（P66）：新規ダム計画の論点より抜粋】 
①新規ダムによって、下流域のあらゆる洪水被害を防げるものではない。ダムを造ったとし

ても、並行して河道の流下能力を高め、堤防の強化を図ることが必要である。 
②新規ダムの試験湛水や洪水時の湛水によって、峡谷の生物環境および景観は厳しい状況に

さらされる。 
③新規ダム建設に伴う河道の流況、水質、土壌等に大きな変化が予想され、その解明が必要

である。 
④新規ダムの機能や効果についての疑問点に対して、河川管理者はきちんと答える必要があ

る。 
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平成 18年 7月  第 47回流域委員会において、新規ダム計画案について意思決定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 18年 8月  武庫川流域委員会から知事に提言書を提出 
 

 
３ 武庫川峡谷環境調査の実施 

平成 18年 8月  知事が定例記者会見で「武庫川峡谷環境調査」の実施を表明 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

平成 19年 1月  河川審議会第１回環境部会において、調査項目等を審議 
平成 19年 1月  第 67回武庫川流域委員会運営委員会において、調査項目等を報告 
平成 19年 3月  河川審議会において、環境部会の審議状況を報告 
平成 19年 6月  河川審議会第 2回環境部会において、調査の実施状況等を審議 
平成 19年 6月  河川審議会において、環境部会の審議状況を報告 
平成 19 年 7 月  第 50 回流域委員会において、“新規ダムに係る「武庫川峡谷環境

調査」（全体）”資料を県から報告 
 

【提言書（P70）：新規ダム計画についての流域委員会の意思決定より抜粋】 
①旧・武庫川ダム計画を白紙の状態から流域委員会で検討することになった７年間に及ぶ経緯

や、その直接的な契機になった県環境保全審議会の答申、およびこれにもとづく当時の貝原知

事の決定を直視すれば、旧・武庫川ダム計画と同等のものを検討するより先に、新規ダム代替

策を徹底的に検討して、その可能性を追求することが先決であることは論を待たない。 
②当流域委員会は発足以来２年余にわたって、総合治水の観点から流域対策やダム代替策を徹底

的に検討してきた結果、整備計画レベルはもちろん、基本方針レベルにおいても、諸条件を整

備すれば新規ダムに頼らなくても武庫川の治水計画に必要な効果量を期待できるようになっ

た。現時点ではこうした対策の実現を図るために、全力を投入するべきである。 
③新規ダム計画案は、旧・武庫川ダム計画とほぼ同じものであり、７年前までに指摘されていた

環境的課題をはじめさまざまな問題点について未だ解決策等についての進展をみていない。環

境課題については、当委員会が採択した「武庫川水系に暮らす生き物およびその生息環境の持

続に関する原則」に照合して、６月６日のＷＴ会議に県立人と自然の博物館の協力を得て急遽

作成した「環境への影響検討資料」が報告され、第４４回流域委員会に報告し２回にわたって

審議した。生物環境については上記原則に添って検討されたものとして評価するが、なお長期

にわたる解明が必要な検討課題が多く残されており、現段階では問題解決を図れる状況には至

っていない。したがって本資料は、基本方針レベルでの検討段階（次期整備計画策定時）へ向

けての検討課題として位置づけるのが至当である。 

【知事コメント 抜粋】 
「新規ダムの環境へ及ぼす影響などについて、河川審議会に諮問して技術的、経済的検証・精査

を加える」 
 
【第 63回運営委員会資料 1-3 抜粋】 

「河川整備基本方針・整備計画策定に向けた取り組み」 
（４）環境調査の実施 

新規ダムについては、流域委員会から「解明の必要な検討課題が多く残されている。」との

意見を受けており、これまでの環境調査の補足調査や新たな指摘事項について調査を実施する

とともに、環境保全対策の検討や貴重種の移殖実験等を行うなど、新規ダムが環境に及ぼす影

響について説明できる資料を作成する。 

 

②新規ダムに係る武庫川峡谷環境調査状況について 
 

河川整備計画（案）では新規ダムは位置付けず、その必要性・実現可能性の検討を継続する

こととしている。 
武庫川峡谷環境調査は、新規ダムが峡谷の自然環境に及ぼす影響について説明できる資料を

作成するために実施しているが、今回は現時点の状況を報告する。 
なお、今回報告する内容については、検討課題も含め、今後、河川審議会環境部会の評価を

受けることとしており、その際の意見を踏まえて、引き続き、検討を進めていく。 
 
１．調査範囲   新規ダムの湛水区域及びその周辺区域を調査範囲とする（Ｐ４） 
 
２． 調査分野 

区分 人への影響 生物への影響 影響の元となる現象 

調査分野 
(1)景観 
(2)レクリエーション 

(3)動物 
(4)植物・植生 

(5)試験湛水 
(6)湛水に係る事項 

 
３． 調査分野ごとの調査内容 
Ⅰ 景観  

調査すべきこ

とがら 
試験湛水に伴う植生の衰退・枯死による斜面の景観の変化、流れや土砂動

態の変化による長期的な渓流の景観(瀬､淵､岩)の変化、堤体による景観へ

の影響を調査し、それへの対策を検討する。 
調査内容 試験湛水に伴う植生の衰退・枯死や森林の再生に関する検討結果、土砂動

態の変化等に関する検討結果を反映してフォトモンタージュを作成し、専

門家の意見を聴きながら影響緩和策を検討する。 

調査のアウト

プット 
新規ダムによる景観面からの影響を判断する材料とするため、現況、ダム

建設後、および影響緩和策の効果を対比できるモンタージュ写真を作成す

るとともに、影響を極力緩和する対策案をとりまとめる。 
現在までの実

施状況 
（H22.3現在） 

ダム本体については、景観への影響は避けられないと考え、見られること

を前提とした素材・色彩等の工夫による景観への影響低減について基礎的

な検討を行った。 
湛水区域内については、「植生の再生に関する基本的な考え方」を踏まえて、

試験湛水後に植生を再生した場合の中長期的将来の姿を示すフォトモンタ

ージュを作成した。 

今 後 の 検 討 課

題 
ダム本体については、堤体を見えにくくする植栽や、堤体の具体的な形、

素材・色彩等の設定について、他ダムの事例も踏まえて詳細に検討してい

く必要がある。また、湛水区域内については、望ましい植生景観を再生す

るための低林管理などの具体的な手法を検討する必要がある。 
  
Ⅱ レクリエーション（余暇） 

調 査 す べ き

ことがら 
武庫川峡谷においてハイキングコースとして利用されている廃線敷や桜の

園、水辺空間等を利用したレクリエーション活動の実態を調査し、新規ダム

建設による影響とその対策を検討する。 

調査内容 峡谷の利用実態を把握し、レクリエーション空間としての機能への影響を整
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理するとともに、ダム堤体が遮断する廃線敷への対応策を含め、影響への対

策を検討する。 

調 査 の ア ウ

トプット 
利用面の影響をできるだけ具体的に整理するとともに、ハイキングコースの

ダム堤体付近のルート案など、影響を極力緩和する対策案をとりまとめる。 
 
 
 

現在までの実

施状況 
（H22.3現在） 

利用実態調査の結果、峡谷の利用者数は、過年度比で増加しており、利用

の種別、場所に差異はあるものの、峡谷が全体として余暇あるいは日常生

活の様々なニーズに応えていることが明らかとなった。 
今 後 の 検 討 課

題 
新規ダムを建設する場合には、現在の廃線敷がハイキングコースとして利

用されている機能を維持するよう配慮するが、利用者の安全を確保するた

め、①廃線敷の利用制限、②洪水時における利用者の避難対策などの安全

対策について今後検討する必要がある。 
 
Ⅲ 動物 

調査すべきこ

とがら 
過去の調査において生息状況が十分に把握できていない分類群の把握を行

う。また、植生を再生させることで動物相は回復するとしているが、「特定

の植生に依存する昆虫類はないか」、更には「ダムの放流口を魚類は遡上可

能か」について調査検討する。 
調査内容 (1)生息状況を十分に把握できていないコウモリ類や猛禽類等の現地調査

を実施する。(2)峡谷特有の植生・植物と関係性の大きい昆虫類を文献と過

去の環境調査の結果から 

 抽出し、その依存性について検証する。 
(3)ダム堤体による魚類の移動阻害について、暗所遡上および流れの連続性

の面から影響を調査し、影響が生じる場合は対策を検討する。 

調査のアウト

プット 
植生の再生に関する調査結果も踏まえ、動物や生態系に関する影響を把握

するとともに、影響を極力緩和する対策案をとりまとめる。 
現在までの実

施状況 
（H22.3現在） 

(1)生息情報の補完のための現地調査については、特に重点的な配慮を検討

すべき動物種は確認されなかった。 
(2) 特定の植生に依存する昆虫類については、試験湛水による一時的な消

失が種の消失につながるようなものは存在しなかった。 
(3)ダム堤体による生物の移動阻害については、回遊性魚類の遡上に必要な

水深や流速に配慮した放流口や減勢工の構造を検討した。 
今 後 の 検 討 課

題 
魚類の暗所遡上については、照明施設の設置の必要性について引き続き検

討を進める。 

 
Ⅳ 植物・植生 

調査すべきこ

とがら 
植物・植生は、峡谷部の重要な構成要素であるが、長期の試験湛水等によ

り、湛水区域内の個体は枯死・衰退する。植物・植生は、動物の生息の場

ともなっており、その再生は峡谷の自然環境を保全する上で最も重要であ

るため、現在の植物・植生の状況を踏まえた上で、植生の再生の考え方を

整理し、再生の実現可能性を検証した。 

 

調査内容 (1)現在の植物・植生の状況を踏まえた上で、「植生の再生に関する基本的

な考え方」を整理した。 
(2)峡谷内で保全すべき植生の再生の技術的な可能性を検証するため、「優

占樹種の植裁実験」を実施した。 
(3)貴重植物の再生の技術的な可能性を検証するため、「貴重植物の栽培・

植栽実験」を実施した。 
調査のアウト

プット 
(1)基本的な考え方により、武庫川峡谷の望ましい植生景観に導いていくた

めの手法を明らかにする。 
(2)植生については、今回の植栽実験の結果を受けて、植生の再生が図れる

かどうかの判断材料を整理する。 
(3)貴重種については、今回の栽培・植栽実験の結果を受けて、個体や種の

保全が図れるかどうかの判断材料を整理するとともに、活着させるため

に必要な条件（養生管理など）について明らかにする。 
現在までの実

施状況 
（H22.3現在） 

(1)「植生の再生に関する基本的な考え方」を整理した。 
(2)保全すべき植生の優占樹種の植裁実験を実施中である。 
(3)貴重植物の栽培・植栽実験を実施中である。 

今 後 の 検 討 課

題 
(1)目標植生の維持管理等の基本的な考え方を整理する。 
(2)保全すべき植生の優占樹種の植裁実験については、ある程度経年的なデ

ータの蓄積が必要であるため実験を継続する。 
(3)貴重植物の栽培・植栽実験については、まだ苗の生産に成功していない

種について、引き続き栽培実験を継続するとともに、現地植栽済の種に

ついても、ある程度経年的なデータの蓄積が必要であるため実験を継続

する。 
 
Ⅴ 試験湛水 

調査すべきこ

とがら 
植物・植生は、動物に対して生息の場を与えるとともに、峡谷部の重要な

構成要素であるが、試験湛水期間が長期間に及ぶと、湛水区域内の植物・

植生は大きな影響を受ける。このため、動植物への影響を極力低減するこ

とを目的として、試験湛水による植物・植生への影響を把握するとともに、

試験湛水期間を短縮するための具体的な方策を検討する。 
調査内容 植物個体を水中に沈めて影響をみる耐水・耐水圧試験や事例調査により、

試験湛水期間の短縮効果と短縮目標を検討する。また、試験湛水における

水位の上昇・降下日数の短縮化を図る方策として、上流既設ダムからの応

援放流と降下速度上昇の可能性について、技術的な検討を行う。 
調査のアウト

プット 
複数の試験湛水期間の短縮案について、実現のための条件とそれによる植

物・植生への効果を整理する。 
現在までの実

施状況 
（H22.3現在） 

・耐水・耐水圧試験では、冠水期間が 30～40日程度を超えると生存率の低

下が大きくなることを確認した。 
・応援放流や水位降下速度の上昇により、試験湛水期間を 30日程度以下に

短縮することが可能性があることを確認した。 

今 後 の 検 討 課

題 
試験湛水期間短縮の実現可能性について、今後、国やダム管理者等と協

議を行う。 
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Ⅵ 湛水に係る事項 
調査すべきこ

とがら 
ダムによる湛水は、流水や地盤など植物・植生の成立基盤に対し影響を与

える可能性があるため、以下の変化が生じないかどうかを調査する。(1)表
土の流失、(2)斜面の表層崩壊、(3) 貯水池内の土砂堆積とダム放流口の目

詰まり、(4)ダム下流域での土砂動態 
調査内容 以下の調査を行い、変化が生じる場合は対策を検討する。 

(1)他ダムにおいて、試験湛水前後の表土の厚さおよび状態を測定・観察し、

試験湛水による表土流出の実態を検証する。 
(2)貯水池周辺の地すべり調査と対策に関する技術指針（案）（平成２１年

７月）に基づき、崖錐斜面の安定性を確認する。 
(3)大規模出水によるダム上流の短期的な土砂動態を把握するために、2 次

元河床変動計算を実施する。 
(4)通常出水による長期的な土砂動態を広域的に把握するために、1 次元河

床変動計算を実施する。 

調査のアウト

プット 
シミュレーション等の計算結果により影響を具体的に把握し、影響を極力

緩和する対策案を検討する。 
現在までの実

施状況 
（H22.3現在） 

(1)他ダムでの現地試験の結果、試験湛水により表土はほとんど影響を受け

なかった。 
(2)安定計算の結果、中小規模の崖錐斜面では不安定化する可能性が小さい

ことを確認した。 
(3)大規模出水による短期的な土砂動態については、ダム上流約 3kmの区間

全体として、ダムなしは侵食傾向、ダムありは堆積傾向となった。この

対象区間のうち、上流側の岩河床区間では、ダムの有無によらず堆積傾

向にあり、下流側の移動床区間では、ダムなしは侵食傾向、ダムありは

堆積傾向になっている。 
(4)通常出水による長期的な土砂動態については、河口から阪急宝塚駅前付

近の区間で、ダムの有無による河床変動高の差は小さい。 
今 後 の 検 討 課

題 
(1)今回設定した条件を確認するため、今後、対象斜面の地質調査と土質試

験による物性値把握を行い、斜面の安定性を確認する。 
(2)ダム放流口の目詰まりについては、流水型の益田川ダムと比べて、新規

ダムは放流口の規模が大きく、流木による閉塞に対して有利であるもの

の、流木捕捉工や放流口への閉塞防止スクリーン設置の必要性につい

て、引き続き検討を進める。 
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Ⅰ 景 観 
 
１．調査目的 

試験湛水に伴う植生の衰退・枯死による斜面の景観の変化、流れや土砂動態の変化による長期的

な渓流の景観(瀬､淵､岩)の変化、堤体による景観への影響を調査し、それへの対策を検討する。 
 
２．調査内容 

試験湛水に伴う植生の衰退・枯死や森林の再生に関する検討結果、土砂動態の変化等に関する検

討結果を反映してフォトモンタージュを作成し、専門家の意見を聴きながら影響緩和策を検討する。 
 
３．調査結果 
（１）ダム本体による景観への影響と対策 

① 検討の考え方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●対策の方向性 
・ 治水機能を適切に発揮させる関係で、地形・地質を勘案したダム本

体の最適な配置位置と大きさを決定している。配置位置や大きさを

変更することは難しく、景観要素等の消失の影響は回避できない。 
・ ダム本体と視点場の間に樹木植栽を施し、本体を見えにくくする対

策は有効と考えられる。 
・ その一方でダム本体の可視範囲の全てに樹木植栽を施すことは現実

的ではないため、見られることを前提としたダム本体の形、素材や色

彩の工夫が重要と考える。 

●景観への影響 
・ 高座岩、淵等の景観要素の消失 
・ 斜面部の森林植生や露岩地の岩上植物の消失 
・ 堤体による視界の遮断 

●対策のアイデア 
景観要素の消失回避、ならびに施設の圧迫感

や目立ちやすさの低減、周辺との調和を図る

ためのアイデア 

■ダム本体の施設配置の検討 
■ダム本体の構造の検討 
・形や大きさ 
・素材や色彩 

■ダム本体と視点場の間への樹木植栽 

●今後の検討 
・ ダム本体の形については、治水機能を適切に

発揮させる範囲で行う必要があるため、なめ

らかな曲線のデザインを取り込むなどの検

討については、今後の検討課題とする。 
 

●今回の検討 
・ ダム本体の素材や色彩の変化させたフォト

モンタージュを作成し、素材や色彩の工夫に

より景観への影響が低減できる可能性があ

るかどうかを検討し、今後の具体検討の基礎

資料とする。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 視点場の設定 

ダム本体を眺望する視点場を以下に示すとおり設定した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 視点場は、第 44回流域委員会資料 5-5による視点場設定に基づいて設定した。 
※ 赤い網掛けは、10ｍメッシュの数値地図情報に基づくダム堤体の可視範囲を示す。 

図．視点場の位置図 

新規ダム 

①廃線敷 

②水管橋 

③国道 176号 

【千苅ダム】 
1919 年（大正 8 年）に建設された神戸市北

区の千苅ダムは、構造、景観とも評価が高く

千苅貯水池の堰堤は、平成 10年に国の登録有

形文化財にも登録され、近代土木遺産（（社）

土木学会）、近代化産業遺産（経済産業省）に

も位置づけられている。 
このように将来的にはダム本体が重要な景

観要素となる可能性もあり、その意味でも今回

の検討成果を踏まえた今後の具体検討が重要

であり、景観上プラスに作用するような構造を

目指してゆく必要があると考える。 
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 ③ 景観モンタージュの作成 
各視点場の景観モンタージュは以下に示すとおりである。 
峡谷の利用者数は、レクリエーションの調査によると秋が最大である。①廃線敷と同様に、②水管橋、

③国道 176 号も峡谷へのアクセス路となっており、これらの視点場についても、利用者数が秋に増加する

可能性が高い。このため、モンタージュ作成に供する景観写真の季節は、峡谷を利用する人々の嗜好性に

配慮して秋とした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ダム本体の素材・色彩を変えてモンタージュを作成すると、近景～遠景の全ケースにわたり、ダム本体

が存在感を主張する程度に差が認められる。 
 素材や彩度・明度により印象が異なる。 

 

② 

水
管
橋 

③ 

国
道
１
７
６
号 

現   況 
岩張風 

周辺景観との調和を目論み越流部のコンクリートを岩張風

とした場合。 

① 

廃
線
敷 

コンクリート（色彩１） 
越流部をコンクリート、非越流部を擬岩風とした場合。右の

2列は、これを基本形として色彩や素材を変更したもの。 

コンクリート（色彩２） 
周辺景観との調和を目論み越流部のコンクリートを低彩

度・低明度とした場合。 
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（２）湛水区域内の景観への影響と対策 
① 主要な景観要素の中長期的な変化 

峡谷内の主要な景観要素の中長期的な変化は以下に示すとおりである。 
事業による峡谷内の景観要素（瀬・淵・岩、斜面の植生）への影響は、試験湛水後に生じ、

植物の検討ならびに水理の詳細予測に基づき、中長期的な変化は峡谷斜面の二次林に限られる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 土壌が薄く、出水によ

る影響をほとんど受け
ない岩場には、アカマ
ツの優占する自然林が
成立している。 

湛水区域内の景観要素の現況 

河 
 

川 

・ 峡谷の山並みを構成す
る森林で、過去には人
が利用してきた林であ
る。 

・ 砂礫の堆積した場所に
は流路に沿うように河
川の植生が成立してい
る。 

■瀬・淵 
・ 峡谷には名のある瀬・

淵・岩がある。 
■岩 
・ 巨石が峡谷景観の奥ゆ

き感、圧倒感を強めて
いる。 

■鉄 橋 
・ 旧福知山線の橋梁。自

然景観と人工物がうま

く調和している。 
■トンネル 
・ 旧福知山線の廃線敷。

途中にいくつかのトン
ネルが存在している。 

瀬・淵・岩 

鉄橋等構造物 

二 次 林 

河辺岩上植物群落 ・ 出水による撹乱を受け
る渓流辺の岩上には、
サツキ群集やアオヤギ

バナ－トダシバ群落と
いう特徴的な植物群落
が成立している。 

試験湛水後 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
枯 死･ 衰
退する可

能性があ
る。 

土砂堆積

する可能
性はある
が軽微と

考えられ
る。 

 

軽微な変

状が生じ
る可能性
がある。 

 

各種対応 

・ 人為的に再生させること

により、自然林の現状を
保全する。 

・ 枯損木等を伐採・除去し、

その後、低林管理を行う。
このため、現状とは異なる
明るい二次林となる。上部

森林との管理境界は非直
線となるよう配慮する。 

・ 人為的に再生させること

により、河辺岩上植物群
落の現状を保全する。 

・ 河畔林は人為的に再生さ

せ、低層湿原や一年生草
本群落については、自然
に回復するのを待つこと
により、現状を保全する。 

・ 降雨や湛水後期の流れに

より洗い流されるものと
考えられる。 

 

・ 変化が生じた場合は、現

在と同様の機能が維持で
きるよう適切な対策、補
修を実施する。 

 

自 然 林 

河畔林･低層湿原･流水辺一年生草本植物群落 

森 
 

林 

中長期的将来 

変化は生じない 

変化が生じる 

変化は生じない 

変化は生じない 

変化は生じない 

変化は生じない 

中長期的将来における二次林の変化 

・ 現在の高林が、低林管理により明るい環境に変化する。 
・ 樹林に隠れていた岩場など、峡谷美を助長する景観要素が新たに出現する。 

 

 
② モンタージュを作成する視点場の選定 

ハイカー等、峡谷を利用する人々の視点に立ち、視認される峡谷景観をほぼ網羅するよう、

視点場を連続的に設定し、その中からモンタージュを作成する視点場を以下に示すとおり選定

した。 
 

1) 事業による景観の変化が大きい視点場 
各視点場から撮影した景観写真について、「(ｱ)撮影範囲に占める変化する二次林の割合」、

「(ｲ)樹林範囲に占める変化する二次林の割合」が、相対値としてともに大きな値となる視点場

⑪を選定した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) 利用密度が相対的に高い視点場         3) 特に峡谷らしい景観が眺望できる視点

場 
レクリエーションの調査によると、弁

当や休憩、川遊びの場として利用される

ことが特に多い親水広場に設定した視

点場⑥を選定した。 
 
 
 
 
 
 
 

新規ダム 

図．視点場の位置図 

二次林の変化は、試験湛水の範

囲である標高 114.3mまで生じる

と考え、その標高ラインをＣＧ

で書き起こしたものを参考にし

て景観写真に記入している。 

視点場⑪ 

自然林、二次林、河辺岩上植物群落、瀬・淵・岩

など、峡谷を特徴づける景観要素が集積し、特に峡

谷らしい景観が眺望できる視点場⑩を選定した。 

視点場⑥ 視点場⑩ 

(ｱ)，(ｲ)の割合が大きい視点場 
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③ 景観モンタージュの作成 
各視点場における現況の景観およびダムを建設した場合の予測景観は以下に示すとおりである。 
モンタージュ作成に供する景観写真の季節は、レクリエーション調査の結果、峡谷の利用者数は秋が最大

であることから、モンタージュ作成に供する景観写真の季節も、峡谷を利用する人々の嗜好性に配慮して秋

とした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．まとめ 
（１）ダム本体による景観への影響と対策 

ダム本体工事による高座岩等の景観要素の消失等の影響は回避できないため、次善策として、植栽によ

り本体を見えにくくする工夫を行う一方で、全ての可視範囲で植栽を行うことは現実的ではないため、見

られることを前提とした「ダム構造上（意匠）の工夫」が重要となる。 
今回の検討では、ダム本体の素材・色彩の工夫による景観への影響低減について基礎的な検討を行った

が、ダム本体を見えにくくする植栽や、ダム本体の具体的な形、素材・色彩等の設定について、他ダムの

事例も踏まえて今後、詳細に検討していく必要がある。 
 

 長期にわたる試験湛水の直後は、湛水区域の二次林をはじめ、自然林、河辺岩上植物群落、河畔林等の

植生の大部分が枯死・衰退し景観が悪化すると考えられる。 
 中長期的将来においては、枯死木を伐採・除去したうえで、「植生の再生にかかる基本的な考え方」の

検討に基づいた二次林の低林管理、自然林および河辺・岩上植物群落、河畔林などの再生を行い、試験

湛水でダメージを受けた景観要素の保全を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）湛水区域内の景観への影響と対策 

試験湛水により、湛水区域内の植生が枯死･衰退する可能性があるが、「植生の再生に関する基本的な考

え方」に基づく対策を実施することにより、望ましい植生景観を再生する。 
但し、こうした将来景観を具現化してゆくためには、二次林の低林管理など植生の再生に向けた具体的

な維持管理の手法を検討する必要があるほか、植生や貴重植物の植栽による再生の技術的な可能性を検証

する必要がある。 

 
 

H17.10.6 

試験湛水開始前 

H17.12.7

試験湛水中(ｻｰﾁｬｰｼﾞ水位到達時) 

H18.8.28 

試験湛水終了後 約 6 ヶ月 

H18.2.10

試験湛水終了時 

H19.8.16 

試験湛水終了後 約 1 年 6 ヶ月 

H20.8.1 

試験湛水終了後 約 2 年 6 ヶ月 

視
点
場
⑥ 

現   況 

視
点
場
⑪ 

試験湛水後 
（湛水区域の植生が全枯死した場合を想定して作成） 

中長期的将来 

視
点
場
⑩ 

参考：益田川ダムの景観の経過 
（試験湛水期間：Ｈ17.10.7～H18.2.10） 

今回の調査結果については、今後、河川審議会環境部会の評価を受けることとしており、その際の意見
を踏まえ引き続き検討を進めていく。 
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Ⅱ レクリエーション 
 
１．調査目的 

武庫川峡谷においてハイキングコースとして利用されている廃線敷や桜の園、水辺空間等を利用

したレクリエーション活動の実態を調査し、新規ダム建設による影響とその対策を検討する。 
 
２．調査内容 

峡谷の利用実態を把握し、レクリエーション空間としての機能への影響を整理するとともに、ダ

ム堤体が遮断する廃線敷への対応策を含め、影響への対策を検討する。 
 
３．調査結果 
（１）利用者数の現状 

峡谷の利用者数の現状は以下に示すとおりである。今回と平成７年では、調査時期に多少の差

異はあるが、傾向として利用者数は増加していると考えられる。 
 
         表．地点別方面別利用者数（平成 19年度） 

利用者数(人/12hr: 7～19時) 
調査地点 方面 

5月 3日 8月 18日 11月 23日

武田尾方面へ 1,017 403 1,525 St.1 
（エントランス広場） 生瀬方面へ 356 60 823 

武田尾方面へ 874 394 975 St.2 
（名塩橋） 生瀬方面へ 221 30 372 

入園者数 126 46 616 St.3 
（桜の園エントランス部） 退園者数 164 24 597 
※5月 3日：ゴールデンウィーク連休初日 

※8月 18日：夏休み期間中 

※11月 23日：3連休の初日 
 

表．地点別方面別利用者数（平成 7年度） 
利用者数(人/12hr: 7～19時) 

調査地点 方面 
5月 6日 11月 26日 

武田尾方面へ 261 759 今回の St.1 
とほぼ同じ地点 生瀬方面へ 125 356 

武田尾方面へ 267 573 今回の St.2 
とほぼ同じ地点 生瀬方面へ 148 169 

※「武庫川ダム環境調査」（兵庫県、平成 8年 3月）より作成 

 
 
 

 幅広い年齢層の利用者がみられ、10～20代のカップル、20～40代の親子連れなど、若い世代

の利用も目立った。 
 廃線敷における利用者の一方向への移動は、生瀬方面から武田尾方面へと抜ける人々が大半で

あった。武田尾方面からの利用者は、途中の桜の園や付随する施設などで時間を過ごし、その

後は、再び武田尾方面へと帰ってゆく人々が多い。 
 一方、生瀬方面から武田尾方面へと抜けず、途中で引き返す利用者は、日常的な散歩のルート

としている近隣住民が主体である可能性が高い。 

St.1 

St.3 

St.2 

廃線敷 

武田尾方面 

生瀬方面 

St.1 

St.2 

実 線 が 太 い
ほ ど 利 用 者
数が多い。 

 

 
（２）利用の種別の現状 

峡谷の利用の種別の現状は、以下に示すとおりである。 
利用で最も多かったのは、季節によらず、弁当＝昼食をとる場としての利用であり、エントラン

ス広場、桜ふれあい広場、親水広場、展望広場などのほか、廃線敷脇の木陰や河原などが利用され

ている。 
＊移動する利用者の利用目的を判定することは難しいため、利用者が足を止め一定時間を過ごす行為に着目して記

録した。このため、移動そのものが利用目的であるハイキングなどは記録の対象外としている。 

 
① 利用の種別と利用の延べ人数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 利用の分布 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 バーべキュー、川遊び、釣りなどは弁当や休憩と異なり、他の利用に付随している可能性は低

く、ハイキングと同様に来訪の主たる目的となっている。中でもバーベキュー、川遊びは、春

季に限定されるが利用例は多い。ただし、前項の「利用者数の現状」の調査結果と考え合わせ

弁当 

図．利用の種別と利用の延べ人数 
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※調査区間（武田尾橋～生瀬橋間）を 24区画して整理した、区画ごとの利用の種別及び利用の延べ人数 

図．利用の種別と利用の延べ人数 
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ると、峡谷の利用はハイキングが最も多く、バーベキューや川遊びが、それに次いでいる。 
（３）廃線敷への対応策 

新規ダムを建設した場合、ダムサイト付近は、ダム本体により廃線敷が遮断される。前述の調

査結果で明らかになったとおり、武庫川峡谷は多くの人々が多様な利用をしていることから、廃

線敷をできるだけ現在と同様に利用できるよう配慮する。なお、遮断されるダムサイト付近の廃

線敷は、ダム本体を迂回する工事用道路を利用することが考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．まとめ 

・峡谷の利用者数は、過年度比で増加しており、利用の種別、場所に差異はあるものの、峡谷が全

体として余暇あるいは日常生活の様々なニーズに応えている。事業を実施する際には、こうした

利用への配慮が必要である。 

・新規ダムを建設する場合には、現在の廃線敷がハイキングコースとして利用されている機能を維

持するよう配慮する。但し、洪水時には貯水池内に洪水が貯まり、廃線敷が冠水しやすくなるこ

とから、利用者の安全を確保するため、①廃線敷の利用制限、②洪水時の利用者の避難対策など

の安全対策について今後検討する。 
 
 

 

工事用道路を
ﾊｲｷﾝｸﾞｺｰｽと
して活用 

廃線敷の状況 

図 新規ダム建設による廃線敷への影響 
新規ダムサイト 

今回の調査結果については、今後、河川審議会環境部会の評価を受けることとしており、その際の意見
を踏まえ引き続き検討を進めていく。 

 

Ⅲ 動物 
 
Ⅲ-１．生息情報を補完するための現地調査（補完調査） 
（１）調査の目的および内容 

平成 18年度に武庫川峡谷における現地調査の実施状況を整理した結果、現地調査の回数が少

ないことにより計画地における生息状況を把握しきれていない可能性のある分類群（コウモリ

類、カワネズミ、猛禽類）が存在していたため、それらの生息状況を確認するための現地調査

を実施した。 
 

（２）調査結果 

① コウモリ類 

武庫川峡谷内において 4 種の洞穴性コウモリが確認されたが、計画区域内で生息が確認さ

れたのはキクガシラコウモリのみであり、計画区域に生息環境として重要な繁殖地や集団越

冬地は認められなかった。 
 

② カワネズミ 

生息を確認できなかった。 
 

③ 猛禽類 

武庫川峡谷において 8 種が確認されたが、計画区域に営巣している種、計画区域内を主要

な採餌環境として利用している種はなかった。 
 

表 現地調査の実施状況と結果の概要 

調査対象 
これまでの調査状況と今回の追加調査

の必要性 
調査方法 調査結果 

コウモリ類 

廃トンネルや試掘横坑に洞穴性の種（県

RDBの要調査種）が生息している可能性

があるが、調査回数が少なく、生息状況

がよくわかっていない。 

任意観察 
捕獲調査 
3日×4季 

 4 種の洞穴生コウモリが確認されたが、

計画区域内で生息が確認されたのは、廃

屋等にもよく生息するキクガシラコウ

モリのみであり、コウモリ類の繁殖地や

集団越冬地は認められなかった。 

カワネズミ 

渓流環境に依存する種であり、計画区域

にも生息する可能性がある。過去の調査

では本種のものと思われる食痕を確認

しているが、類似の食痕を残す種もある

ため、追加調査が必要と考えた。 

任意観察 
ﾄﾗｯﾌﾟ法 
ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｲﾝ

法 
3日×4季 

 調査では生息を確認できなかった。 
 本川は川幅が広すぎる点、支川は頻繁に

水が涸れる点や餌となる水生生物が少

ない点から、本種が生息している可能性

は低いと判断された。 

猛禽類 

繁殖期の調査を十分に実施できていな

いこと、計画区域が広域を見渡しにくい

立地であることから、繁殖期に観測地点

数を増やした調査を実施し、生息・繁殖

状況を確認する必要がある。 

定点観察 
(7地点) 
3日×3回 
(2・5・7月) 

 8 種が確認されたが、計画区域に営巣し

ている種、計画区域内を主要な採餌環境

として利用している種はなかった。 
 ハチクマとオオタカの餌運びを確認し

たが、飛翔経路から営巣地は計画区域の

外側にあると推測された。 

 

（３）まとめ 

新たに数種の貴重種の生息を確認したが、それらも含めて、計画区域を特に重要な生息環境

として利用している種はなく、これまでに確認されていた動物種に対する対策（植生の再生）

と別に、特別に重点的な配慮を検討すべき動物種の生息は確認されなかった。 
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Ⅲ-２．峡谷特有の植生に依存する昆虫類に関する文献調査 
（１）調査の目的および内容 

試験湛水により湛水区域から一旦消失する昆虫類のうち、峡谷特有の植生または植物種に依

存する種については、周辺に供給源が少ないため、植生を再生させても回復しない可能性があ

る。このような種の武庫川峡谷における生息の有無を検証するために、文献と過去の環境調査

の結果から峡谷特有の植生・植物と関係性の大きい種を抽出し、その依存性について検証した。 

峡谷特有の植生は、河辺・岩上植物群落、カワラハンノキ群集、露岩地と捉え、その主要構

成種ならびにその植生を生育環境とする貴重種を対象に検討した。 

 

（２）調査結果 

 武庫川峡谷のサツキ、アオヤギバナ、カワラハンノキに特異的に依存していると考えら

れる昆虫種は認められなかった。 

 特有の植物種に依存している昆虫種としては、ツメレンゲを食草として利用するクロツ

バメシジミが確認された。本種は、昆虫類を対象とした現地調査において、計画区域外

でのみ確認されている。 

 

表 峡谷特有の植生の主要構成種および貴重種を利用する昆虫類 

利用する種と利用形態 
区 分 

分布状況 
（参考資料１） 

種 名 食草としての利用 
（参考資料２） 

吸蜜源としての利用 
（参考資料３） 

計画区域の個

体群に依存す

る種の有無 

サツキ 
広域に生息する、害

虫としても知られ

る種のみ 

計画区域外にも広く

分布するチョウ類が

中心。 
なし 

アオヤギバナ 
文献には記載なし 
 

未調査（形態からは依

存するものはないと

推測される） 
なし 

峡 谷 特 有

の 植 生 の

主 要 構 成

種（上の 2
種 は 貴 重

種） 

計画区域の上

流にも分布す

るが、大部分が

計画区域に分

布 
 

カワラハンノキ 
利用する種は多い

が、それらは他の樹

種も利用。 
－（風媒花） なし 

露 岩 地 に

生 育 す る

貴重種 

湛水区域外に

も多数分布 
ツメレンゲ クロツバメシジミ 

未調査（クロツバメシ

ジミは利用） 

なし（クロツバ

メシジミは計

画区域外での

み確認） 

 

（３）まとめ 

 河辺・岩上植物群落の主要構成種でかつ貴重種であるサツキ・アオヤギバナに依存して

いると考えられる昆虫種は認められなかった。 

 特異的な依存関係としては、峡谷の露岩地に生育するツメレンゲとクロツバメシジミの

関係があるが、クロツバメシジミは湛水区域外で確認されているため、試験湛水による

影響で個体群が消失する可能性は低いと考えられる。 

 

 

Ⅲ-３．魚類の移動にかかる保全措置の検討 
（１）調査の目的および内容 

新規ダムは流水型ダムであるため流れのつながりは確保されるが、放流口が約 45mの暗渠に

なることや減勢工部分に深みが生じることで、回遊性魚類等の移動に影響が及ぶおそれがある

ことから、その影響を緩和するための具体的な保全措置（構造上の工夫）について検討する。 

 

（２）調査結果 

① 暗所の遡上を促進するための工夫 

【 遡上の可能性の検討 】 

 流水型ダムの先行事例である益田川ダム（島根県）では、暗渠部（延長約 30m）に照明設備

は設置されていないが、平成 20年 8月の調査ではダムサイト上流でアユの生息が確認され

ている。 
 国内の他ダムの事例では、魚道の暗渠内に照明を設置している例がいくつかあり、それら

では実際にアユ等の遡上も確認されている（下表参照）。 
 海外においても、照明設備のない条件下で魚道の暗渠（最長 2.2km）を通過するという事例

が報告されている。一方、暗渠の出入り口において明暗が突然に変化すると、種によって

は暗渠への進入を躊躇するという実験結果がある。更に、出入り口に照明を設置し明暗の

差を緩和することによって、魚類をスムーズに通過させることができるという実験結果も

得られている。 
 現状では、武庫川に生息するアユなどの種が、益田川ダムよりも延長の長い暗渠を問題な

く遡上できるかどうかについて判断できるだけの根拠はない。 
 

 

表 他ダムにおける照明施設の設置事例 

ダム名 魚道竣工年 魚道延長（魚道落差） 暗渠の距離 照明設備 

瀬戸石ダム（熊本県） 平成 13年度 約 430 m （ － ） 約 300 m  光ファイバー 

白丸ダム（東京都） 平成 14年 4月 332 m （ 27 m） 125 m  照明の種類は不明 

池田ダム（徳島県） 昭和 50年 165.0 m （11.3 m） 55.8 m  黄色光 

船明ダム（静岡県） 昭和 52年 8月 280 m （約 15 m） 169.4 m  ナトリウム灯 

 

【 対応方針 】 

魚類の遡上の確実性を向上させるために、暗渠内に照明設備を設置する必要性について引き

続き検討を進める。 
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② 流れの連続性を確保するための工夫 

【 課題の検討 】 

 放流口内の落差は、薄流を形成するとともに流速を上げ、魚類の遡上に影響を与える。ま

た、減勢工の水深が深い場合、魚類の遡上率が低下することが知られている。 
 

【 対応方針 】 

 流水型ダムの先行事例である益田川ダムを参考に、放流口内の落差を解消し、減勢工内の

水深を浅くするなどの配慮を行う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）まとめ 

ダム堤体による生物の移動阻害を回避するために、回遊性魚類の遡上に必要な水深や流速に

配慮した放流口や減勢工の構造を検討した。また、暗所遡上の対策については、暗渠内に照明

設備を設置する必要性について引き続き検討を進める。 

減勢工内水位と洪水吐き敷高に2mの落差が生じる

薄流が形成される（流速も大きくなる）

減勢工内水深が8mとなる

元の形状

魚類の遡上に配慮

副ダムの高さは共に8mとなり、洪水時の減勢機能は同等

元の形状

減勢工内水深を3mとする

洪水吐き敷高を2m下げることにより落差を解消 副ダムにはスリットを設ける（下流側は切り欠き水路）堤体直上で澪筋の堀込み（擦り付け）

元の河床

対応策

今回の調査結果については、今後、河川審議会環境部会の評価を受けることとしており、その際の
意見を踏まえ引き続き検討を進めていく。 
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（参考資料１）峡谷特有の植生              （参考資料２）峡谷特有の植物を食草として利用する昆虫       

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考資料３）峡谷特有の植物を吸蜜源として利用する昆虫 

 

峡谷内 峡谷外
ﾂﾂｼﾞｸﾞﾝﾊﾞｲ ﾂﾂｼﾞ類 ○
ﾙﾘﾁｭｳﾚﾝｼﾞ ﾂﾂｼﾞ類 ○
ﾍﾞﾆﾓﾝｱｵﾘﾝｶﾞ ﾂﾂｼﾞ類
ﾂﾂｼﾞﾊﾏｷﾎｿｶﾞ ﾂﾂｼﾞ類

ｱｵﾔｷﾞﾊﾞﾅ 文献による
情報なし

- - -

ﾊﾝﾉｷﾊﾑｼ ﾊﾝﾉｷ類､ﾔﾅｷﾞ類 ○
ｸﾛﾎﾞｼﾂﾂﾊﾑｼ ﾊﾝﾉｷ類､ｸﾘ、ｸﾇｷﾞなど ○
ﾁｬｲﾛｻﾙﾊﾑｼ ﾊﾝﾉｷ類
ｾｽｼﾞﾂﾂﾊﾑｼ ﾊﾝﾉｷ類
ﾙｲｽﾅｶﾞﾎﾞｿﾀﾏﾑｼ ﾊﾝﾉｷ類の樹幹
ｸﾋﾞﾅｶﾞｷﾊﾞﾁ ﾊﾝﾉｷ類
ﾏﾀﾞﾗﾊﾏｷﾎｿｶﾞ ﾊﾝﾉｷ類
ﾋﾄｽｼﾞｺｽｶｼﾊﾞ ﾊﾝﾉｷ類､ﾔﾅｷﾞ類など
ﾌﾀｽｼﾞｺｽｶｼﾊﾞ ﾊﾝﾉｷ類､ﾔﾅｷﾞ類など
ｵﾅｶﾞﾐｽﾞｱｵ ﾊﾝﾉｷ類､ﾔｼｬﾌﾞｼ類

ﾂﾒﾚﾝｹﾞ ｸﾛﾂﾊﾞﾒｼｼﾞﾐ ﾂﾒﾚﾝｹﾞなど ○ ○

ｻﾂｷ

ｶﾜﾗﾊﾝﾉｷ

※ 動物種の抽出は、 井上ほか( 1985) 、 中根ほか( 1985) 、 朝比奈ほか( 1985) 、
林ほか( 1984) 、 木元・ 滝沢( 1994) などを 参考にし た。

植物名 動物名 食　 草
出現状況

表．峡谷特有の植生の主要構成種・峡谷特
有の植物を食草として利用する昆虫種 

 サツキを食草とする種のうち峡谷で確認例の

あるツツジグンバイは、害虫としても知られ

る種で、広く分布する。 

 カワラハンノキを食草する種のうち 2 種が峡

谷内で確認されているが、これらの種は他の

植物も食するため、カワラハンノキ 1 種に特

異的に依存している可能性は低い。 

 峡谷の露岩地に生育するツメレンゲは、クロ

ツバメシジミの食草となっている。 

 

峡谷内 峡谷外

サツキ※ キチョ ウ ● ●

スジグロシロチョ ウ ● ●

ナミ アゲハ ● ●

オナガアゲハ ● ●

ク ロアゲハ ● ●

チャ バネセセリ ● ●

ヒ ラ タ アブの一種 ● ●

アオヤギバナ 調査・ 文献による情報なし - -

カ ワラ ハンノ キ － ( 風媒花) - -

※ サツ キに訪花する 昆虫は、 平成11～13年にかけて実施し たサツ キの
訪花昆虫調査（ 「 武庫川ダム環境保全対策検討業務報告書」 （ 平成12
年） など） で確認さ れた種。 その他の種については文献調査を 実施。

種名（ 植物） 種名（ 昆虫）
生息状況

 サツキの訪花昆虫調査で確認された種は、

森林や林縁に広く生息するチョウ類であ

り、サツキの分布しない地域にも生息する

種である。 

 アオヤギバナについては実態が不明である

が、同時期に開花するセイタカアワダチソ

ウと同属で類似形態の花をつけるため、特

異的な関係にある昆虫種はないと考えられ

る。 

 

表．訪花昆虫の調査結果（平成 11～13年） 

湛水
区域

湛水
区域外

サツキ群集 0. 35 0. 00 0. 00 0. 35

( 100%) (  0%) (  0%) ( 100%)

アオヤギバナ－ト ダシバ群落 0. 68 0. 53 0. 09 1. 30

( 52%) ( 41%) (  7%) ( 100%)

カ ワラ ハンノ キ群集 1. 86 0. 87 0. 00 2. 73

( 68%) ( 32%) (  0%) ( 100%)

その他
の区間

計植物群落

武庫川峡谷

表．各植物群落の区域別分布面積（単位：ha） 

 武庫川峡谷に特有の植生には、サツキ群集、

アオヤギバナ－トダシバ群落（以上、河辺岩

上植物群落）、カワラハンノキ群集（河畔林）、

露岩地（植生図なし）がある。 

 流域におけるこれらの植物群落の分布をみる

と、分布は武庫川峡谷に集中しており、特に

湛水区域の占める割合が大きくなっている。 
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Ⅳ 植物・植生 
 
１．調査目的 

植物・植生は、峡谷部の重要な構成要素であるが、長期の試験湛水等により、湛水区域内の個体

は枯死・衰退する。植物・植生は、動物の生息の場ともなっており、その再生は峡谷の自然環境を

保全する上で最も重要であるため、現在の植物・植生の状況を踏まえた上で、植生の再生の考え方

を整理し、再生の実現可能性を検証した。 
 
 
２．調査内容 
(1) 現在の植物・植生の状況を踏まえた上で、「植生の再生に関する基本的な考え方」を整理した。 
(2) 峡谷内で保全すべき植生の再生の技術的な可能性を検証するため、「優占樹種の植裁実験」を

実施した。 
(3) 貴重植物の再生の技術的な可能性を検証するため、「貴重植物の栽培・植栽実験」を実施した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

３．調査結果 
（１） 植生の再生に関する基本的な考え方の整理 

《背 景》 
建設工事及び長期の試験湛水では、植生（植物）

を維持できず、動物の生息環境が一旦失われること

から、植生を再生させ、生息の「場」を再生するこ

とが、自然環境を保全していくうえで最も重要な課

題である。 
そのため、植生の再生に関する基本的な考え方を

整理し、事業の中で自然環境を保全していくにあた

っての方向性を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 植生の再生に向けての対応方針 ～望ましい植生景観の設定～ 
1) 武庫川峡谷における植生の遷移 

植生の再生にあたって目指す「武庫川峡谷の望ましい植生景観」を設定する。 
設定にあたっては、まず峡谷の植生の成り立ちと将来展望について、サツキなど峡谷に特有な

植物との関連性に着目して整理した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

試験湛水による植生への影

響が大きく、湛水が長期化す

ることにより、事業地内の植

生はほとんど枯死・衰退し、

場合によっては現況を維持

できないと考えられるため、

その事後において実施する

植生の再生についての基本

的な考え方を整理する。 
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樹高16m、胸高直径24㎝のシイの年輪（50年程度） 林内を通る山道 

炭焼き釜跡 

散在する萌芽高木 1948年航空写真 

ｱ) 過去の植生 ～植生の低林管理により峡谷に特有な植物を育んでいた過去～ 
武庫川峡谷における大部分の植生は、かつては薪炭林

として利用されていたと考えられる。その結果、樹高の

低い林が維持されていた。峡谷斜面も現在よりも樹高の

低い、明るい林が広がっていた。その結果、サツキなど

が生育する河川の露岩地も現在よりも明るい環境にあ

ったと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｲ) 現在の植生 ～植生の放置により峡谷に特有な植生に影響が生じている現在～ 
人の利用がなくなり放置されることとなった峡谷斜面の植生は遷移が進み、コナラやアラカ

シなどの樹高の高い樹木が優占するに至っている。隣接する河川の露岩地をみれば、張出すよ

うに生長した樹木の枝葉は光を遮り、サツキなどが好む明るい環境は昔に比べて少なくなって

いる。ツメレンゲなどが生育する林内の岩場についても同様なことがいえる。これらの現状は、

新規ダムの計画とは無関係に生じている現象であるが、武庫川峡谷に特有な植物を保全・維持

していくうえでは、重要な検討課題と考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｳ) 将来の植生 ～現在の問題がさらに顕在化するおそれのある将来～ 
峡谷斜面の植生をこのまま放置し続けると、断崖などの特殊な立地を除いて、現在の植生が

どのようなタイプであっても、次第に常緑樹の林（照葉樹林）へと遷移していく。その過程で

樹木はさらに大きくなり、峡谷に特有な植物の生育地は、ますます狭められたものとなる可能

性が高い。大きく育ちすぎた樹木は、急峻な峡谷斜面にあっては台風時などに倒れて不良景観

となるおそれもある。 

高林化に伴い埋没する電柱 サツキの本来の生育地 山林との境界に 
辛うじて残るサツキ 

山林に埋没しそうな
ツメレンゲの自生地

ツメレンゲの本来の生育地

アラカシの侵入 

山林の下端が岩場に下りてきている 

 

2) 望ましい植生景観の設定 
前項で整理したように、武庫川峡谷の植生は、かつて薪炭林として人間の利用と自然の再生力

のバランス上に成立していた。「低林」として管理されることにより、峡谷斜面には、林相の明る

い樹林が成立し、それが林内や岩場の植物を育むとともに、隣接する河川の露岩地を明るくし、サ

ツキなどの生育環境を維持してきたといえる。木々の隙間から露岩地が見通せるＶ字谷の渓谷、

これが峡谷特有の生態系を維持してきた武庫川峡谷の本来の植生景観と考えられる。 
しかし、現在は、かつての薪炭林が放置されてから長年月が経つことで、峡谷斜面は鬱蒼とし、

峡谷本来の植生景観が大きく変貌している。生長した樹木の枝葉がツメレンゲやサツキの生育地を

被陰して、峡谷に特有な植物の生育地を狭めており、今後放置が続けばこの傾向はますます顕著に

なると予想される。 
このような考察に基づき、植生の再生にあたっては、「武庫川峡谷に特有な植物（生態系）の保全」、

「地域固有の風景、また成り立ちの尊重」を理念に掲げ、武庫川峡谷の望ましい植生景観を次のよう

に設定した。 
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② 目標植生の設定 
衰退・枯死する事業地内の植生を「望ましい植生景観」へと適切に導いていくため、現存する

植生タイプの中から、外来植物群落などを除いた植生タイプを再生の対象し、それぞれについて

具体の目標植生を設定した。 
 
1) 基本的な考え方 

再生の対象となる現存の植生タイプについて、目標植生を設定するにあたっての基本的な考え

方を示した。 
 

ｱ) 植生タイプ①：二次林 
再生の対象となる植生タイプのうち、峡谷の「望

ましい植生景観」を具現化するために最も重要と考

えられる植生タイプであり、低林管理による林相の

明るい二次林を目指す。 
ただし、ここでの低林管理はかつての生産を目的

とした管理を意味するのではなく、ツメレンゲやサ

ツキ、アオヤギバナなど峡谷特有の植物の保全を重

視した管理とする。すなわち、峡谷斜面に成立する

二次林の試験湛水による枯死・衰退を峡谷特有の植

物にとってプラスに作用する現象と捉え、枯損木等

の伐採及びその事後において成立する明るい環境

を定期的な皆伐により維持していく。このため、皆

伐周期も従来の十数年に１度と限定するのではく、

峡谷特有の植物の存続が期待できる周期で伐採を

繰り返す。 
なお、伐採を繰り返す範囲とそれより高標高に

ある範囲との境界線については、非直線的な管理

境界線を演出し、人工的な印象を与えないよう配

慮する。 
 

ｲ) 植生タイプ②：自然林・河辺岩上植物群落・河畔林 
再生の対象となる植生タイプのうち、これらの群落については、供給源に乏しいほか、再生にも

時間を要すると考えられる木本主体の群落である。再生の確実性を高めるため、これらの植生タイ

プについては、具体的な目標植生を設定して人為的に苗などの導入及び事後の管理を行い、積極的

に遷移をコントロールしてゆく。 
 

ｳ) 植生タイプ③：低層湿原・流水辺１年生草本群落 
再生の対象となる植生タイプのうち、これらの群落については、立地が残り上流に種子など

の供給源があれば自然に再生する草本主体の群落である（兵庫県河川植生分類指針：兵庫県，

平成 21年）。これら群落は、武庫川流域に広く分布しており、再生を自然の回復力に委ねても

早期に群落の成立が可能と考えられる。このため、低層湿原や流水辺１年生草本群落は、具体

的な目標植生を限定せず、自然の回復力による定着を待つ方法を考え、結果として現在の植生

量が維持されることを期待する。 

 

2) 目標植生の設定 
前項を踏まえ、再生の対象となる植生タイプごとに設定した目標植生は以下に示すとおりであ

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 「林縁・伐採跡地などの植物群落」、「植林地」、「外来植物群落」などの植生タイプは、「望ましい植生景観」の

構成要素にはならないと判断し、再生の対象外とした。 

※ 再生の対象、対象外の考え方は、「第 44回流域委員会検討資料 新規ダム建設による環境への影響検討」によ

るものと同じである。 
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③ 目標植生と貴重種保全の関係 
試験湛水により事業地内の植生は一旦、枯死・衰退する。これに伴い試験湛水の範囲内で分布

が認められている貴重な植物も大きな影響を受ける。影響を受ける貴重な植物には、サツキ、ア

オヤギバナ、ツメレンゲといった峡谷に特有な植物も含まれることから、これら貴重種の保全は、

先に定めた「望ましい植生景観」を具現化するうえでも重要な課題となる。 
具体的な対応としては、貴重種のそれぞれが単独で生育しているのではなく、様々な植物が集

まった植生の中で構成種として存在していることから、貴重種がどの目標植生に属するか、個々

の生育立地の特性を考慮したうえで明らかにし、目標植生を整備、誘導していくなかで、貴重種

群の植栽を実施していくことが望ましいと考え、貴重種保全は原則として、増殖個体(苗）によ

る保全を考える。 
ここで、貴重な植物とその受け皿としての目標植生の対応を以下に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図．目標植生と貴重種保全の関係 

※ 貴重種の保全は、試験湛水後にその種がもともと生育してた自生地で実施することを基本とするが、二次林＜低林

管理＞で出現すると考えられる岩場や自然林の岩場には、積極的に貴重種＝峡谷に特有な植物を植栽する。 
※ ツメレンゲ、ヒメウラジロ、ケキンモウワラビなど岩角地の貴重種は、河川護岸など人工構造物にも植栽し、

現在これら貴重種が生育する河川護岸の状態を再生する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図．貴重種保全の基本的な考え方 
 

次善策としての保全方法 主たる保全方法 

増殖＋試験湛水後に植え付け 一時避難＋試験湛水後に植え戻し 

・ 試験湛水区域内の貴重種を増殖（地域産

苗）し、試験湛水後に植栽適地へと植栽

する。 
・ 原則、枯死個体数に植え付け後のロスを

見込んだ数量を目標に苗を生産するが、

二次林＜低林管理＞により増加する岩

場の環境には、そこを生育適地とする峡

谷特有の貴重種を積極的に植え付ける

ことを考え、ヒメウラジロ、ツメレンゲ

などの岩場の貴重種については、目標に

取らわれない数量をできる限り確保し

ていく。 

・ 増殖が困難（または試験湛水までに増殖

方法が確立できない）な貴重種について

は、一時避難させ、試験湛水後に植え戻

す必要がある。 

・ 植栽後 1～2 年間は、養生管理期間とす

る。 
・ 灌水や除草など、植栽後に必要な養生を

行う。 
・ また、モニタリング調査を通じて、適宜

必要と判断された管理を実施する。 

養生管理 

・ 植栽後 3年間目以降の管理。 
・ モニタリング調査を通じて、適宜必要と

判断された管理に以降していく。ただ

し、モニタリング次第では、養生管理を

延長する可能性もある。 
・ 貴重種の活着、または活着の目処がたつ

時点まで管理を継続する。 

一般管理 
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（２）優占樹種の植栽実験 
① 基本的な考え方 

「(1)植生の再生に関する基本的な考え方の整理」において、植生の再生に関する基本的な考

え方を整理し、自然林、河辺岩上植物群落、河畔林を人為により再生する目標植生に位置づけ、

苗の植栽と事後の管理により適切に再生していくことを示した。 
しかし、峡谷という特殊な立地における苗の植栽については、必ずしも豊富な知見がなく不

明な点が多いため、実現に向けての可能性を事前に検証しておく必要がある。 
この課題を解決するため、目標植生の優占樹種または構成種の植栽実験、並びに事後の経過

のモニタリングを行った。 
 

② 調査対象種 
人為による目標植生の再生にあたっては、優占種となるものやその植生に特異的に出現する

種を植栽し、その他の構成種については、後発的な飛来・定着を期待する考えとする。 
調査対象種は、このような考え方に則り目標植生ごとに人為的に植栽することになる可能性

の高いものであり、以下に示す 5種とした。 
 

表．調査対象種 
目標植生 調査対象種 

自然林 アカマツ－イブキシモツケ群落 アカマツ，イブキシモツケ 
アオヤギバナ－トダシバ群落 －※ 河辺岩上植物群落 
サツキ群集 －※ 
カワラハンノキ群集 カワラハンノキ 
ネコヤナギ群集 ネコヤナギ 

河畔林 

カワヤナギ群落 カワヤナギ 
※ 河辺岩上植物群落の導入種としては、サツキ、アオヤギバナがあげられるが、これらは、「(3)

貴重種の保全に係る実験」にて植栽の可能性を実験する。 

 
 

③ 実験地 
植生の再生は、現在の分布地での再生が基本となる。このため、調査対象種の植栽実験は、

それぞれが構成種となる目標植生が現在分布している近傍とした。 
 

④ 養生管理 
苗の活着（植生の発達）を促す人為的なコントロールが重要と考え、灌水や除草などの養生

管理を行い、生育経過のモニタリングを行った。 

 

 
⑤ 植栽実験の実施状況 

植栽実験の実施状況は次頁に示すとおりである。 
 

表．植栽実験の実施状況 
区 分 種  名 植栽の時期 個体数 

アカマツ 19年度 H19.12.7～8 20個体 
イブキシモツケ 19年度 H19.12.7～8 20個体 
カワラハンノキ 19年度 H19.11.30 20個体 
ネコヤナギ 19年度 H19.11.30 20個体 

調査対象種 

カワヤナギ 19年度 H19.11.30 20個体 
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（３）貴重種の栽培・植栽実験 
① 基本的な考え方 

「(1)植生の再生に関する基本的な考え方の整理」において、植生の再生に関する基本的な

考え方を整理し、貴重種については増殖個体（苗）の植栽を基本的な保全方法と考えた。 
しかし、貴重種の植栽については、必ずしも豊富な知見がなく、実現に向けての可能性を事

前に検証しておく必要がある。 
この課題を解決するため、事業により影響を受ける貴重種の栽培・植栽実験、並びに事後の

経過のモニタリングを行った。 
 

② 調査対象種 
調査対象種は、貴重種のうち、新規ダムの建設により影響を受けるものの中から、「生物お

よびその生息環境の持続に関する２つの原則」の『流域内で種の絶滅を招かない』を考慮して

以下のとおり選定した。 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 今回調査対象種として取り上げなかった、湛水区域内の貴重種は、ダムの影響を受けるものの、流域か

ら絶滅する可能性は低く、「２つの原則」に反することはないと考えられる種群である。しかし、基本的

な姿勢としては、ダムの影響を受ける貴重種すべてを対象に保全対策を講じていく考えであり、今回取り

上げなかった貴重種についても、事業の中で保全対策を進めてゆく。 

 
③ 栽培実験 

貴重種の保全においては、種内の遺伝的な多様性が保たれるよう注意を払う必要があり、組

織培養や挿し木などによって、増殖した個体は、遺伝的に均一であり、遺伝的変異に富む個体

を得るためには、可能な限り種子から個体を増殖する対応が必要であるため、実生栽培を基本

とした。 
 

④ 植栽実験 
栽培・増殖実験で得られた苗（または過去に生産された苗）を用いた植栽実験を基本と考え、

峡谷産苗が得られたものから実験に供した。 
ただし、調査対象種のなかでも栽培・増殖が比較的難しいと予想されたシダ・ラン類などに

ついては、上記の栽培・増殖を待たずに、自生個体の一時避難と植え戻しを擬似的に再現する

植栽実験についても実施した。 
 

① 兵庫県版レッドデータブックのＡランク、Ｂランクに該当し、湛水区域内に生育する種 

【県レッドデータブック Aランク・Bランクに該当する種（9種）】 

カギカズラ、シタキソウ、ヨコグラノキ、ヒメウラジロ、ケキンモウワラビ、ヒナラン、サツ

キ、アオヤギバナ、イワチドリ 

② Ｃランク以下でも、湛水区域内にのみ生育し、湛水区域外の武庫川流域では分布情報が無い種 

【事業区域内にのみ生育する種（0種）】 

 

1) 実験地 
試験湛水後における貴重種の植栽は、貴重種がどの植生に属するかを明らかにしたうえで実施

していく。これは、貴重種の生育立地を植生という単位で大きく捉え、植栽事後の活着が促され

るよう、適地へと植栽しようとするものである。 
調査対象種の植栽実験についても、この考え方に則り、対象種の生育に必要な諸条件を具備す

る可能性の高い自生地を具体の実験地とした。 
 
2) 養生管理 

活着を促す人為的なコントロールは重要と考え、当面は灌水や除草などの養生管理を行い、生

育経過のモニタリングを行った。 
 
 

⑤ 試験の実施状況 
貴重種の栽培・植栽実験の実施状況は次頁に示すとおりである。 
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４．まとめ 
（１）植生の再生に関する基本的な考え方の整理 
 ・今回、植生の再生に関する大きな方向性を定めた。今後、目標植生の再生方法や再生後の維持管

理の基本的な考え方を検討する。 
（２）優占樹種の植栽実験 

・植栽実験の状況から、灌水や除草などの養生管理を行えば、活着の可能性は高くなる。引き続き、

養生管理を行うとともに、生育状況のモニタリングを行い、植栽による植生の再生の技術的な可

能性を検証する。 
（３）貴重植物の栽培・植栽実験 

・試験湛水により、湛水区域内の植生の多くが枯死・衰退すると予想されることから、できるだけ

試験湛水期間を短縮し、植物へのダメージを軽減することを別途検討している。しかし、試験湛

水期間を短縮しても、植生の枯死・衰退を完全に回避することは困難である。そのため、予め増

殖により、苗または苗木を確保しておき、試験湛水の結果、枯死した数量相当分の苗または苗木

を現地に植栽することにより、貴重植物の再生を図る。 
・栽培実験は、種子を採取して増殖により苗または苗木の確保が可能かどうか、また植栽実験は、

確保した苗または苗木を現地に植栽して、活着が可能かどうかを確認するものである。なお、栽

培が困難と判明したものは、一時避難と植え戻しの可能性を確認する必要がある。 
・栽培実験については、まだ苗の生産に成功していない種について、引き続き実験を継続する。植

栽実験についても、現地植栽済の個体について、養生管理や生育状況のモニタリングを行うとと

もに、新たに苗の生産に成功した種について現地植栽を行う。これらにより、植栽による貴重植

物の再生の技術的な可能性を検証する。 
 
 今回の調査結果については、今後、河川審議会環境部会の評価を受けることとしており、その際の意見
を踏まえ引き続き検討を進めていく。 

 

Ⅴ 試験湛水 
 
１．調査目的 

植物・植生は、動物に対して生息の場を与えるとともに、峡谷部の重要な構成要素であるが、試

験湛水期間が長期間に及ぶと、湛水区域内の植物・植生は大きな影響を受ける。このため、動植物

への影響を極力低減することを目的として、試験湛水による植物・植生への影響を把握するととも

に、試験湛水期間を短縮するための具体的な方策を検討する。 
 
 
２．調査内容 

植物個体を水中に沈めて影響をみる耐水・耐水圧試験や事例調査により、試験湛水期間の短縮効

果と短縮目標を検討する。また、試験湛水における水位の上昇・降下日数の短縮化を図る方策とし

て、上流既設ダムからの応援放流と降下速度上昇の可能性について、技術的な検討を行う。 
 
 
３．調査結果 
（１） 試験湛水による植物・植生への影響 

① 耐水・耐水圧試験 
 試験湛水期間をどの程度短縮すれば、植物・植生への影響を低減できるのかの目安を確認す

るために以下の試験を実施した。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図．耐水試験の実施状況 

湛水区域内に生育する貴重種および植生の優占樹種を対象として、

遮光した状態の水槽に一定期間水没させた。 

試験場所：県立人と自然の博物館（三田市） 

冠水期間：平成 19 年 12 月 5 日～平成 20 年 3 月 4 日 

図．耐水圧試験の実施状況 

峡谷を代表する貴重種のサツキを対象に、生野
ダムにおいて、一定の水深に一定期間水没させ
た。 

試験場所：生野ダム（朝来市） 

水没期間：平成 19 年 12 月 5 日～平成 20 年１月 14 日 
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試験は 2007年 12月～2008年 3月に実施。カワヤナギについては、試験に用いた苗が不良であったため、2009年に再度試験を

実施した。 

5日 10日 15日 20日 30日 40日 50日 60日 90日
調査対象種

冠水期間ごと の生存状況

■ヨ コ グラ ノ キ
　 　 　 　 　 【 各期間5本】

■サツ キ
　 　 　 　 　 【 各期間5本】

■アオヤギバナ
　 　 　 　 　 【 各期間5本】

■ツ メ レ ン ゲ
　 　 　 　 　 【 各期間5本】

■キヨ スミ ギボウシ
　 　 　 　 　 【 各期間5本】

■アカ マツ
　 　 　 　 　 【 各期間5本】

■イ ブキシモツ ケ
　 　 　 　 　 【 各期間5本】

■カ ワラ ハン ノ キ
　 　 　 　 　 【 各期間5本】

■サツ キ（ 20ｍ深）
　 　 　 　 　 【 各期間5本】

■サツ キ（ 32～37ｍ深）
　 　 　 　 　 【 各期間5本】

■ネコ ヤナギ
　 　 　 　 　 【 各期間5本】

■カ ワヤナギ
　 　 　 　 　 【 各期間5本】

区分

耐
　
水
　
試
　
験

耐
水
圧
試
験

図．耐水試験・耐水圧試験の結果 生存 枯死 

【耐水試験】 

・ アオヤギバナ、キヨスミギボウシ、カワラハンノキは、冠水日数 90日で枯死個体が生じた。 

・ ツメレンゲは冠水日数 30日から枯死個体が生じ、日数の増加にともない枯死個体数も増加した。 

・ ヨコグラノキ、サツキ、アカマツ、イブキシモツケ、ネコヤナギ、カワヤナギに枯死は認められ

なかった。 

【耐水圧試験】 

・ 32～37m深よりも 20m深のサツキの枯死個体数が多く、水圧による影響は確認できなかった。 
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冠水期間：12/5～3/4 

冠水期間：12/5～1/14 

耐水試験 サツキ 90日冠水  

耐水圧試験 サツキ 40日冠水（水深 20ｍ） 

写真．生存していた試験個体の例 
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② 他ダムの事例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図．他ダムの事例をもとに整理した冠水日数と枯死率の関係 

ウ）事例の整理（樹木の冠水日数と生存率の関係） 

 樹種により差はあるものの、冠水日数が長くなるにしたがって生存率は

徐々に低下する。 
 冠水日数が 30日を超えると生存率 0%の種が出現し、60日を超えると生

存率は著しく低下する。 
 アラカシとサクラ類は、冠水日数 50 日の条件で生存個体がまったくな

い。 

※ 石井ダム（神戸市）、大日ダム・北富士ダム（南あわじ市）、箕面川ダム（大阪府）、千屋ダム（岡山県）、三

春ダム（福島県）、早池峰ダム・日向ダム（岩手県）の調査結果をもとに作図。武庫川峡谷の樹林を構成す

る主要な種のうち事例数の多い種について整理。葉量が大きく減少した個体は枯死として扱った。 

29日 95日 225日
ヤブニッケイ 常緑高木 100 % - -
シャシャンボ 常緑低木 100 % - -
マンリョウ 常緑低木 100 % - -
アカメガシワ 夏緑高木 100 % - -
コマユミ 夏緑低木 100 % - -
モチツツジ 夏緑低木 100 % - -
エゴノキ 夏緑高木 100 % - 0 %
アラカシ 常緑高木 79 % 46 % 33 %
ヤブツバキ 常緑高木 76 % 60 % 12 %
ヒサカキ 常緑低木 75 % 50 % 17 %
コナラ 夏緑高木 75 % 0 % 0 %
カマツカ 夏緑中木 67 % 0 % -
クリ 夏緑高木 50 % 0 % -
ヒノキ 針葉高木 50 % - 0 %
ネズミモチ 常緑低木 36 % 0 % 0 %
マルバウツギ 夏緑低木 25 % 0 % 0 %
カクレミノ 常緑高木 0 % 0 % 0 %
ヤブムラサキ 夏緑低木 0 % 0 % -
コバノガマズミ 夏緑低木 0 % 0 % -
アオキ 常緑低木 0 % - 0 %
ヤマザクラ 夏緑高木 0 % - 0 %
ノグルミ 夏緑高木 0 % - 0 %
モチノキ 常緑高木 0 % - -
イヌツゲ 常緑低木 0 % - -
キブシ 夏緑低木 0 % - -
カゴノキ 常緑高木 - 0 % 0 %
シロダモ 常緑高木 - 0 % 0 %
スダジイ 常緑高木 - 0 % -
ハゼノキ 夏緑高木 - 0 % -
ヤマウルシ 夏緑高木 - 0 % -
タラノキ 夏緑低木 - 0 % -
ヤマウグイスカグラ 夏緑低木 - 0 % -
トベラ 常緑低木 - - 0 %
ナワシログミ 常緑低木 - - 0 %
ヌルデ 夏緑中木 - - 0 %
ガマズミ 夏緑低木 - - 0 %

冠水日数
種　名 生活形

ア）大日ダム（南あわじ市） 

表．大日ダムにおける試験湛水終了後の樹木の生存状況 

 冠水日数 95 日以上：すべての樹種に枯死が認め

られ、大半の樹種は 100%枯死していた。 
 冠水日数 29日：樹種によって 100%生存している

種も認められたものの、枯死している樹種も多か

った。 

※ 数値は生存率。 
※ 試験湛水終了から 2年目の状況。 
※ 「-」は調査区に生育していなかったことを示す。 

図．石井ダムにおける試験湛水終了後の樹木の生存状況 

試験湛水中 試験湛水後 

イ）石井ダム（神戸市） 

 冠水日数 57日以上 ：すべての個体が枯死していた。 
 冠水日数 45 日以上 ：正常な状態で生育している個体は認められず、生

存個体には葉量の減少など樹勢の低下が認められた。 
 冠水日数 28～45日：ほぼ正常に生育している個体もあったが、枯死ある

いは衰弱している個体も認められた。 
 冠水日数 28日未満 ：枯死個体はほとんど認められなかった。 

図．石井ダムにおける試験湛水の実施状況 

4 回目(2007 年) 
標高区分 

冠水日数 冠水期間 
EL.232～233m 23 4/18-5/10 
EL.231～232m 28 4/14-5/11 
EL.230～231m 33 4/10-5/12 
EL.229～230m 45 3/31-5/14 
EL.228～229m 57 3/20-5/15 
EL.227～228m 79 2/27-5/16 

 

※ 試験湛水（第 4回）の実施前に生存が確認されたものについて調査。 
※ 枯死個体、衰弱個体の確認は、試験湛水（第 4回）の終了直後に調査。 
※ 衰弱個体：葉の量が大幅に減少するなど、樹勢の低下が認められた個体。 

試験湛水の実施による植生・植物への影響を把握するために、県内の 2事例（大日ダム・石井ダム：石井ダムについては試験湛水後に現地調

査を実施）について整理するとともに、国内 8ダムの調査結果にもとづいて、樹木の冠水日数と生存率との関係について整理した。 
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（２）試験湛水期間の短縮化 
   耐水・耐水圧試験等の結果から、試験湛水による植物・植生への影響を低減するためには、

冠水期間を可能な限り短縮することが必要である。また、冠水期間 30～40 日程度を超え

ると生存率の低下が大きくなることから、試験湛水期間を 30 日程度以下に短縮することを

目標として、そのための具体的な方策を検討する。 

 
① 試験湛水の意義 

 試験湛水とは、通常の管理に移行する前に、サーチャージ水位以下の範囲内で、貯水位を

上昇および下降させ、ダム、基礎地盤および貯水池周辺地山の安全性を確認することをいう

（「試験湛水実施要領（案） 平成 11 年 10 月 建設省河川局開発課」より）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 試験湛水実施要領 

   「試験湛水実施要領（案） 平成 11 年 10 月 建設省河川局開発課」およびその関連資料に

よれば、試験湛水に係る主な項目について、下記の内容が記載されている。 

試験湛水開始時期 ：基本的に非洪水期からの開始とする（閉塞工事の安全性と確実性を考

慮） 

試験湛水計画の検討：当該ダム地点の最近 10 ヶ年以上の実績流量に基づいて検討を実施す

る 

水位の保持    ：最高水位であるサーチャージ水位においては、少なくとも 24 時間水

位を保持し計測・監視を実施する 

下降速度     ：止むを得ない場合を除き、- 1m/日以下とする。但し、必要があると

認められる場合には、一定期間の範囲でこれを超える速度で計画的に

下降させる。 

下流への放流義務 ：ダムより下流の河川環境や既得の水利使用に支障を与えないよう流入

量の範囲内で必要な放流を行わなければならない。 

※ 全検討ケースの内、湛水期間の長さが中位のケース（例えば 10 ケースの場合は第 5 番目）を「平水年」

と定義し、「平水年」に対して試験湛水計画を立案する。 

11/1 11/21 12/11 12/31 1/20 2/9

ダム天端標高EL120.0m 

サーチャージ水位 EL114.3m 

湛水開始EL60.0m 

EL70.0

EL80.0

EL90.0

EL.100.0

EL.110.0

水位上昇 水位下降 

試験湛水開始 
試験湛水期間 

貯水位 

試験湛水終了 

ダム上流面図 

＊試験湛水中は洪水吐きに締切

ゲートを設置して貯留を実施 

＊水位低下設備により放
流（水位下降）を実施 

 

③ 試験湛水期間短縮化の方策 

 

1) 水位上昇時の短縮方策：上流ダム群からの応援放流の実施し、新規ダムへの流入量を増加させ

る 

2) 水位下降時の短縮方策：水位下降速度（放流量）を大きくする 

④ 試験湛水計算条件のまとめ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新規ダム 

青野ダム 

応援放流(合計) 

千苅ダム 

丸山ダム 

応援放流 

応援放流 

応援放流 

図-2 応援放流模式図 

step1： 
標準的な条件による 
シミュレーション

応援放流の有無 水位下降速度 

step2： 
step1 に応援放流を実施した場
合のシミュレーション

・応援放流なし ・-1m/1 日 

・青野ダム応援放流 

・-1m/1 日 ・青野ダム＋千苅ダム
＋丸山ダム応援放流 

（応援放流は 2 ケース） 

step3： 
step2 に水位下降速度を大きく
した場合のシミュレーション

・青野ダム応援放流 

・青野ダム＋千苅ダム
＋丸山ダム応援放流 

（応援放流は 2 ケース） 

・-10m/1 日※ 

短 

縮 

化 

どの程度の短縮が可能か？ 

・ 計算期間         ：平成 5 年～平成 17 年（12 年間…平成 16 年は欠測） 

・ 計算流量         ：生瀬橋の実績日流量から流域面積比で換算 

・ 新規ダムの貯留制限    ：下流の正常流量（既得用水＋維持流量）を義務放流量として設定 

・ 試験湛水開始日のケース  ：2 月 1 日、2 月 15 日、3 月 1 日の 3 ケースを想定 

・ 水位下降速度       ：-1m/日、-10m/日の 2 ケースを想定 

・ 上流ダム群からの応援放流 ：「青野ダムから応援放流」、「青野ダム＋千苅ダム＋丸山ダムから応援放流」

の 2 ケースを想定（10 日間で新規ダムへ応援放流することを想定） 

 

三 

木 

市 

図-1 上流ダム群の位置 

新規ダム 

※下降速度について
は、他ダムでの事例
等を参考に実現可
能性を検討すると
ともに、国やダム管
理者と協議を行っ
た上で設定する。 

図-3 検討フローの整理 
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⑤ 応援放流容量の設定 

 
1) 青野ダムにおける応援放流容量貯留条件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) 千苅ダムにおける応援放流容量貯留条件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・非洪水期に必要な洪水調節容量（1,064 千 m3）を確保した上で、常時満水位より上に貯留することに

より、応援放流用の容量を確保する。 

・下流の既得水利権に対して必要な補給は実施した上で、余剰の水量があれば貯留を行う。 

 ⇒ EL.183.43m～EL.181.2m(常時満水位) の間の容量を用いて応援放流を実施 

 

常時満水位 EL.181.2m 

予備放流水位 EL.180.7m 

応援放流容量の貯留上限 EL.183.43m 

最大応援放流容量 
3,732 千 m3 常時満水位の上限を 

設けずに貯留 
常時満水位までの 
容量による応援放流 

応援放流容量の貯留期間の出水に対して 
安全性が確保可能な必要容量 = 1,064 千 m3 

サーチャージ水位 EL.184.0m 
水収支計算より
貯水位を設定 

・現運用（洪水期に常時満水位から 1.5m 下げた洪水期制限水位で運用）に基づき、非洪水期からはゲー

トを上げて貯留し、クレスト敷高より上の容量を活用して応援放流用の容量を確保する。 

 ⇒ EL.176.818m(常時満水位)～EL.175.303m(クレスト敷高)の間の容量を用いて応援放流を実施 

応援放流容量の貯留上限 EL.176.818m 

応援放流の下限水位 EL.175.303m 最大応援放流容量 1,667 千 m3 ゲート操作 

 

3) 丸山ダムにおける応援放流容量貯留条件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

応援放流容量の貯留上限 EL.288.5m 

応援放流の下限水位 EL.287.0m 最大応援放流容量 373 千 m3 

・現運用（年間通じて常時満水位から 1.5m 下げた水位で運用）を勘案し、非洪水期は常時満水位に達するま

では無効放流せずに貯留し、「常時満水位-1.5m 水位」より上の容量を活用して応援放流用の容量を確保する。 

 ⇒ EL.288.5m(常時満水位)～EL.287.0m(常時満水位-1.5m 水位)の間の容量を用いて応援放流を実施 
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⑥ 試験湛水シミュレーションの結果 

 
1) 上流ダム群において確保可能な応援放流容量 

 

2月1日応援放流開始のケース（11月1日～2月1日の間で応援放流容量を貯留）
試験湛水検討年 青野ダム 千苅ダム 丸山ダム 合計

1993年度 3,733 千m3 1,523 千m3 359 千m3 5,615 千m3
1994年度 応援放流できない 応援放流できない 応援放流できない 応援放流できない
1995年度 応援放流できない 応援放流できない 応援放流できない 応援放流できない
1996年度 3,733 千m3 1,661 千m3 373 千m3 5,767 千m3
1997年度 3,733 千m3 1,667 千m3 373 千m3 5,773 千m3
1998年度 応援放流できない 応援放流できない 189 千m3 189 千m3
1999年度 3,286 千m3 1,667 千m3 371 千m3 5,325 千m3
2000年度 3,733 千m3 1,667 千m3 373 千m3 5,773 千m3
2001年度 2,055 千m3 887 千m3 276 千m3 3,218 千m3
2002年度 応援放流できない 1,667 千m3 362 千m3 2,030 千m3
2003年度 3,616 千m3 1,584 千m3 336 千m3 5,535 千m3
2005年度 216 千m3 応援放流できない 応援放流できない 216 千m3

2月15日応援放流開始のケース（11月1日～2月15日の間で応援放流容量を貯留）
試験湛水検討年 青野ダム 千苅ダム 丸山ダム 合計

1993年度 3,733 千m3 1,667 千m3 372 千m3 5,772 千m3
1994年度 応援放流できない 応援放流できない 応援放流できない 応援放流できない
1995年度 応援放流できない 応援放流できない 応援放流できない 応援放流できない
1996年度 3,733 千m3 1,666 千m3 367 千m3 5,766 千m3
1997年度 3,733 千m3 1,667 千m3 373 千m3 5,773 千m3
1998年度 応援放流できない 応援放流できない 183 千m3 183 千m3
1999年度 3,733 千m3 1,667 千m3 373 千m3 5,773 千m3
2000年度 3,733 千m3 1,667 千m3 373 千m3 5,773 千m3
2001年度 2,288 千m3 906 千m3 297 千m3 3,491 千m3
2002年度 83 千m3 1,667 千m3 373 千m3 2,123 千m3
2003年度 3,616 千m3 1,532 千m3 312 千m3 5,460 千m3
2005年度 932 千m3 応援放流できない 応援放流できない 932 千m3

3月1日応援放流開始のケース（11月1日～3月1日の間で応援放流容量を貯留）
試験湛水検討年 青野ダム 千苅ダム 丸山ダム 合計

1993年度 3,733 千m3 1,667 千m3 350 千m3 5,750 千m3
1994年度 応援放流できない 応援放流できない 応援放流できない 応援放流できない
1995年度 応援放流できない 応援放流できない 応援放流できない 応援放流できない
1996年度 3,733 千m3 1,667 千m3 373 千m3 5,773 千m3
1997年度 3,733 千m3 1,667 千m3 373 千m3 5,773 千m3
1998年度 応援放流できない 応援放流できない 217 千m3 217 千m3
1999年度 3,733 千m3 1,667 千m3 371 千m3 5,771 千m3
2000年度 3,733 千m3 1,667 千m3 373 千m3 5,773 千m3
2001年度 2,306 千m3 741 千m3 295 千m3 3,343 千m3
2002年度 1,945 千m3 1,667 千m3 373 千m3 3,985 千m3
2003年度 3,733 千m3 1,667 千m3 344 千m3 5,745 千m3
2005年度 2,622 千m3 1,592 千m3 209 千m3 4,423 千m3  

 ※上表のうち、「応援放流できない」とは、下記の状態を示す。 

  ・青野ダム：貯水位が EL.181.2m(常時満水位)以下 

  ・千刈ダム：貯水位が EL.175.303m(クレスト敷高) 

  ・丸山ダム：貯水位が EL.287.0m(常時満水位-1.5m 水位) 

 
 ※ 渇水傾向の年では、上流ダム群から応援放流が実施できない年がある。 

 

2) 結果のまとめ 

  

ケース 応援放流 
水位下降 

速度 

結果のまとめ 

平水年（12 年間中 6 位） 

step1 標準的な条件 なし -1m/1 日 

2/ 1 開始ケース ：期間 86 日間、終了日 4/27（2002 年度） 

2/15 開始ケース：期間 73 日間、終了日 4/28（2002 年度） 

3/ 1 開始ケース ：期間 71 日間、終了日 5/10（1996 年度） 

青野ダム 

を実施 
-1m/1 日 

2/ 1 開始ケース ：期間 86 日間、終了日 4/27（2002 年度） 

2/15 開始ケース：期間 73 日間、終了日 4/28（2002 年度） 

3/ 1 開始ケース ：期間 68 日間、終了日 5/7 （1997 年度） 
step2 

step1 に応援

放流を実施し

た場合 
青野＋千苅 

＋丸山ダム 

を実施 

-1m/1 日 

2/ 1 開始ケース ：期間 83 日間、終了日 4/24（2002 年度） 

2/15 開始ケース：期間 72 日間、終了日 4/27（2002 年度） 

3/ 1 開始ケース ：期間 66 日間、終了日 5/5 （1997 年度） 

青野ダム 

を実施 
-10m/1 日※ 

2/ 1 開始ケース ：期間 37 日間、終了日 3/9 （2002 年度） 

2/15 開始ケース：期間 24 日間、終了日 3/10（2002 年度） 

3/ 1 開始ケース ：期間 19 日間、終了日 3/19（1997 年度） 

step3 

step2 に水位

下降速度を大

きくした場合 
青野＋千苅 

＋丸山ダム 

を実施 

-10m/1 日※ 

2/ 1 開始ケース ：期間 34 日間、終了日 3/6 （2002 年度） 

2/15 開始ケース：期間 23 日間、終了日 3/9 （2002 年度） 

3/ 1 開始ケース ：期間 17 日間、終了日 3/17（1997 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．まとめ 
（１） 試験湛水による植物・植生への影響 

・冠水期間が短いほど生存率は高くなることから、影響を緩和するためには、試験湛水の実施期間

は可能な限り短く設定することがよい。 
・冠水期間が 30～40日程度を超えると生存率の低下が大きくなる。ただし、冠水期間 15日程度の

短期間でも枯死している個体があることから、試験湛水の実施期間を短縮したとしても影響を皆

無にすることは不可能である。 

（２）試験湛水期間の短縮化 
・応援放流や水位降下速度の上昇により、試験湛水期間を 30 日程度以下に短縮することが可

能であることが確認できた。 
・試験湛水期間短縮の実現可能性については、他ダムでの事例等を参考に実現可能性を検討す

るとともに、今後、国やダム管理者と協議を行う。 

 

【計算例】「湛水開始：2 月 15 日、青野＋千苅＋丸山ダムから応援放流実施、水位下降速度：-10m/日」のケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全検討ケースの内、湛水期間の長さが中位のケース（上記の場合、1２ケースの場合は第６番目）を「平水年」と定義 

年度 開始年月日 保持開始（S.W.L） 終了年月日 湛水日数 順位 備考
1993 1994年2月15日 1994年2月22日 1994年3月1日 15日 1位 豊水年
1994 1995年2月15日 1995年4月25日 1995年5月2日 77日 12位
1995 1996年2月15日 1996年3月17日 1996年3月24日 39日 10位
1996 1997年2月15日 1997年2月24日 1997年3月3日 17日 4位
1997 1998年2月15日 1998年2月24日 1998年3月3日 17日 4位
1998 1999年2月15日 1999年2月24日 1999年3月3日 17日 4位
1999 2000年2月15日 2000年3月6日 2000年3月13日 28日 8位
2000 2001年2月15日 2001年3月1日 2001年3月8日 22日 5位
2001 2002年2月15日 2002年3月15日 2002年3月22日 36日 9位
2002 2003年2月15日 2003年3月2日 2003年3月9日 23日 6位 平水年
2003 2004年2月15日 2004年3月22日 2004年3月29日 44日 11位
2005 2006年2月15日 2006年3月3日 2006年3月10日 24日 7位

今回の調査結果については、今後、河川審議会環境部会の評価を受けることとしており、その
際の意見を踏まえ引き続き検討を進めていく。 

※下降速度については、他ダムでの事例等を参考に実現可能性を検討するとともに、国やダム管理者と協議を行った上で
設定する。 
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Ⅵ 湛水に係る事項（うち、表土流出） 
 
１．調査目的 

表土は、試験湛水後の植生の再生基盤として重要であり、加えて表土が流出して貯水池内に堆積

すると、岩上植物群落などの生育環境を悪化させるおそれがある。このように、試験湛水による表

土の流出は、植生の再生にとって障害となる可能性があるため、試験湛水による表土の流出の有無

を事前に把握しておく必要がある。 
 
 
２．調査内容 

他ダムにおいて、試験湛水前後の表土の厚さおよび状態を測定・観察し、試験湛水による表土流

出の実態を検証する。 
 
 
３．調査結果 
（１）調査条件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真．表層土壌の流出調査地点（左：概観、右：林内の様子） 
調査地の植生は武庫川峡谷の主要群落の一つであるアラカシ群落（常緑の二次林）で

ある。林床植生は少ないが、地表は落葉などで覆われていた。 

写真．調査状況 
試験湛水の実施前後に同一箇所に

置いて、表層土壌（A0 層）の厚さ

を測定した（写真上）。また、地表

面の変化を観察した（写真下）。 

● 調査地：石井ダム（神戸市） 
● 調査期間：平成 19年 2月～6月 
● 調査地の冠水日数：0～63日 
● 調査地の植生：アラカシ群落 
● 調査地の地質：花崗岩類 
 

 

（２）調査結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．まとめ 

・森林の成立している場所では、汀線部分を除くと、表土はほとんど流出しなかった。 
・汀線部分では波食による侵食・流出が生じるが、貯水位の１ヶ月程度の停滞であれば流出程度は

ごく軽微であった。 
 

 

 
 

 試験湛水の前後で表層土壌（A0 層）の厚さにほとんど変化はなく、地表

の様子にも目立った変化は認められなかった。 
 汀線（約 1ヵ月にわたり同水位で維持されていた）付近では、波食によ

る表土の流亡が生じていたが（下写真）、侵食の程度は軽微であった。 

 植生の存在する場所では、樹木根系の緊縛作用によって土壌の流出は抑

制されるものと考えられる。 

 三春ダム（福島県）や千屋ダム（岡山県）でも、汀線部分を除くと、試

験湛水による表土の流出はほとんどないとされている。 

写真．汀線付近の侵食状況 

表．表土流出状況の調査結果 

標高区分
（EL.m） 湛水前 湛水後

1 3 3
2 3 3
3 3 3
4 3 3
5 2 2
1 3 3
2 3 3
3 2 2
4 3 3
5 4 4
1 2 2
2 2 2
3 3 3
4 3 3
5 5 5
1 3 2
2 2 2
3 4 4
4 3 3
5 4 4
1 3 3
2 3 3
3 3 3
4 4 4
5 3 3
1 3 3
2 2 2
3 2 3
4 2 2
5 2 1

4

24

63

※赤字は、変化がみられた試験湛水後のＡ0層厚。

冠水
日数

0

0

3

227-228

229-230

228-229

231-232

230-231

観測
点

Ａ0層厚(㎝)

232-233

貯水位の変化 

調査条件区の標高区分 
（EL.m） 

冠水日数 
（日） 

232～233 0 

231～232 0 

230～231 3 

229～230 4 

228～229 24 

227～228 63 
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229

230
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2
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4/
22

4/
26

4/
30 5/
4

5/
8

5/
12

5/
16

5/
20

5/
24

5/
28 6/
1

貯
水
位
（
EL
.m
）

貯水位：EL.227.39±0.18ｍ
（3/30～5/5の 37日間）

今回の調査結果については、今後、河川審議会環境部会の評価を受けることとしており、その際の意見
を踏まえ引き続き検討を進めていく。 
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Ⅵ 湛水に係る事項（うち、貯水池斜面安定性） 
 
１．調査目的 

新規ダムの貯水池については、既往の調査で、不安定化が懸念される崖錐斜面の安定解析を行い、

湛水による不安定化は生じないことを確認しているが、国の新たな技術指針（案）に基づき、安定

性を再確認する。 
 
２．調査内容 

貯水池周辺の地すべり調査と対策に関する技術指針（案）（平成２１年７月）に基づき、崖錐斜

面の安定性を確認する。 
 
３．調査結果 
■ 崖錐斜面の抽出 
・調査斜面の空中写真および地形図の判読の結果、貯水池内の斜面には地すべり起源と考えられる

平坦面は認められず、地すべり地形は認められなかった。 

・地すべり以外に不安定化の可能性がある個所として下記の条件を設定して調査した。 

  ① 空中写真および地形図判読より崖錐堆積層が比較的広くまとまって分布する地区を抽出 

② 小規模であって、崩壊しても廃線敷や河川への影響が少ないものは除外 

・上記の調査条件に該当する崖錐斜面は、下表の９箇所（①～⑨）が認められた。 

・なお、本調査では大規模なものはなく、中小規模の崖錐斜面であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 

崖錐斜面の抽出結果一覧表 

最
大
長
さ

（
斜
距
離

）
Ｌ

最
大
幅
Ｗ

最
大
厚
さ
Ｄ

面
積
Ａ

お
お
よ
そ
の

体
積
Ｖ

勾
　
配

(m) (m) (m) (m2) D×A(万m3) (°)

①
ダムサイト
上流0.5km
右岸

中腹～裾部 90 75 10 3,400 3.4 35～40

②
ダムサイト
上流0.8km
左岸

裾部 85 30 7 1,000 0.7 35～40

③
ダムサイト
上流1.0km
右岸

中腹～裾部 110 30 5 1,700 0.9 35～40

④
ダムサイト
上流1.6km
右岸

裾部 90 35 7 3,200 2.2 35～40

⑤
ダムサイト
上流2.5km
左岸

裾部 80 40 8 1,600 1.3 45

⑥
ダムサイト
上流2.6km
右岸

中腹～裾部 80 60 5 2,400 1.2 35～40

⑦
ダムサイト
上流2.8km
左岸

中腹～裾部 85 50 7 1,500 1.1 35

⑧
ダムサイト
上流3.3km
左岸

沢腹～裾部 ― ― ― ― ― ―

⑨
ダムサイト
上流3.1km
右岸

中腹～裾部 100 30 8 1,500 1.2 35～40

崖
錐
の
斜
面
位
置

崖
錐
の
斜
面
に

お
け
る
位
置

No.

想定崖錐規模

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWL.114.3m 

Br-1 

崖錐斜面 

崖錐斜面横断線位置 

崖錐斜面№①断面図 

№① 

崖錐堆積層 

廃線敷 ｻｰﾁｬｰｼﾞ水位 
EL114.3m 

ｻｰﾁｬｰｼﾞ水位 
EL114.3m 

新規ダム 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑤ 

④ 

③ 

① 

② 

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査 
透水試験 

神 戸 市 水 道
水管橋 
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■ 検討対象斜面の選定 
・技術指針(案)※の地すべり等の規模の区分の目安を適用して検討対象斜面を下記の 5箇所選定し

た。 
検討対象斜面：№1,3,4,6,7 （保全対象物：NO1,3,4,7は管理用道路(廃線敷)、NO6は水管橋） 

崖錐斜面の規模：NO1が中、それ以外は小 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※「貯水池周辺の地すべり調査と対策に関する技術指針・同解説（案）」（H21.7） 

出典：「貯水池周辺の地すべり調査と対策に関する技術指針・同解説（案）」

（H21.7） 

地すべり等の規模の区分の目

検討対象斜面の抽出結果一覧表 

崖錐規模

お
お
よ
そ
の

体
積
Ｖ

(万m3)

①
ダムサイト
上流0.5km

右岸
3.4 廃線敷 Ⅱ あり

②
ダムサイト
上流0.8km

左岸
0.7 なし Ⅲ なし

③
ダムサイト
上流1.0km

右岸
0.9 廃線敷 Ⅱ あり

④
ダムサイト
上流1.6km

右岸
2.2 廃線敷 Ⅱ あり

⑤
ダムサイト
上流2.5km

左岸
1.3 なし Ⅲ なし

⑥
ダムサイト
上流2.6km

右岸
1.2

神戸市
水道

水管橋
Ⅰ あり

⑦
ダムサイト
上流2.8km

左岸
1.1 廃線敷 Ⅱ あり

⑧
ダムサイト
上流3.3km

左岸

―
(非常に小)

廃線敷 Ⅲ なし

⑨
ダムサイト
上流3.1km

右岸
1.2 なし Ⅲ なし

崖
錐
の
斜
面
位
置

No.

精査の必要性

保
全
対
象
物

重
要
度
評
価

安
定
解
析
の

必
要
性

 

■ 斜面安定性の検討条件設定 
・検討条件を設定する断面として、規模が最も大きい NO1を選定した。 

・NO1でのボーリング調査結果、透水試験結果から設定した定数を他斜面にも適用した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 貯水池周辺の地すべり調査と対策に 
関する技術指針・同解説（案） 

［H21.7］ 

技術指針(案)を適用した 
武庫川貯水池周辺斜面の対応方針 

 
安定解析 

方法 

基準水面法 
地すべり：二次元極限平衡法（簡便法） 
崖錐：円弧すべり法（最小安全率） 

基準水面法 

周辺斜面は崖錐であることから、 

円弧すべり法を適用 

単位体積重量 
(湿潤・飽和重量) 

土質試験 土質試験（№１斜面）から設定 

他斜面も同様な地質状況から適用 

間隙水圧残留率の

設定 

・崖錐等の未固結堆積物からなる斜面

の場合は、湛水前の調査・試験・計

測などから対象斜面の水理地質条

件を検討 

№1 斜面の透水試験結果から当該崖錐の透水係数

は 1×10-1cm/s オーダーと高透水性であることを

考慮して 0%で検討 

他斜面も同様な地山状況のため同値を適用 

すべり面 
土質強度定数 

（c,φ） 

地すべり：土質試験、逆算法による 
崖錐  ：事例、土質試験による 

地山斜面勾配 35 度、№1 斜面のボーリング調査結果

等より礫質土であることから内部摩擦角は 35°,礫質

土内に粘土を介在することから粘着力は 1.0tf/m2 を

見込む。 
他斜面も同様な地形地質状況から内部摩擦角は同値、粘

着力は技術指針(案)によると層厚に比例することから、斜
面 No.1 に対して層厚比で 50%の値とする。 

地下水位 
データ有：（平均的水位） 
データ無： 
地下水位のない状態 

データ無： 

地下水位のない状態 

貯水池変動範囲 ｻｰﾁｬｰｼﾞ水位～制限水位 ｻｰﾁｬｰｼﾞ水位～最低水位（河床） 

選定検討対象斜面の安定解析定数一覧表 

最
大
厚
さ
Ｄ

面
積
Ａ

お
お
よ
そ
の

体
積
Ｖ

勾
　
配

飽
和
重
量

湿
潤
重
量

粘
着
力
ｃ

内
部

摩
擦
角
φ

(m) (m2) D×A(万m3) (°) (tf/m3) (tf/m3) (tf/m2) (°)

①
ダムサイト
上流0.5km
右岸

10 3,400 3.4 35～40 2.08 1.78 1 35

③
ダムサイト
上流1.0km
右岸

5 1,700 0.9 35～40 2.08 1.78 0.5 35

④
ダムサイト
上流1.6km
右岸

7 3,200 2.2 35～40 2.08 1.78 0.5 35

⑥
ダムサイト
上流2.6km
右岸

5 2,400 1.2 35～40 2.08 1.78 0.5 35

⑦
ダムサイト
上流2.8km
左岸

7 1,500 1.1 35 2.08 1.78 0.5 35

崖
錐
の
斜
面
位
置

No.

想定崩壊規模 崖錐堆積層
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■ 各斜面の安定性結果 
・安定計算の結果、下記のように安全率 1.0以上を確保しており、中小規模の崖錐斜面では不安定

化する可能性が小さいことを確認した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

貯水池運用時（サーチャージ水位から制限水位（新規ダムの場合河床）へ水位急低下）の安定検討 

(tf/m2) 内部摩擦角　Φ＝35°

①
ダムサイト
上流0.5km

右岸
1.0 1.366

③
ダムサイト
上流1.0km

右岸
0.5 1.115

④
ダムサイト
上流1.6km

右岸
0.5 1.197

⑥
ダムサイト
上流2.6km

右岸
0.5 1.233

⑦
ダムサイト
上流2.8km

左岸
0.5 1.202

粘着力ｃ崖錐の
斜面位置

No.

安全率Fs
（水位急低下時）

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

①斜面 ③斜面 ④斜面 ⑥斜面 ⑦斜面

安
全

率
（
F
s）

水位下降による残留水圧 

※ 崖錐の透水係数が大きいほど残留率は小さい 

滑動力 D 

抵抗力 R 

抵抗力 R＞滑動力 D 
Fs＝Ｒ／Ｄ≧1.0の時、安定性あり 

ｻｰﾁｬｰｼﾞ水位 

制限水位 

 

４．まとめ 

今回設定した条件を確認するため、今後、対象斜面の地質調査と土質試験による物

性値把握を行い、斜面の安定性を確認する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今回の調査結果については、今後、河川審議会環境部会の評価を受けることとしており、その際の意見
を踏まえ引き続き検討を進めていく。 
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Ⅵ 湛水に係る事項（うち、土砂動態） 
 
１．調査目的 

ダムの有無によるダム下流の土砂動態の変化を把握する。 
また、ダム貯水池内の土砂動態については、１次元河床変動計算では河川の蛇行や河床の平面的

な変化を考慮できないため、２次元河床変動計算により、新規ダムによる流れ・土砂動態の変化を

あらためて把握する。さらに、洪水時に流木等の漂流物により、放流口が閉塞しないことを確認す

る。 
 
２．調査内容 

・通常出水による長期的な土砂動態を広域的に把握するために、1次元河床変動計算を実施する。 
・大規模出水によるダム上流の短期的な土砂動態を把握するために、2次元河床変動計算を実施す

る。 
 
３．調査結果 
（１）１次元河床変動計算 
  ①検証計算 
  1)計算条件 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 1 １次元河床変動検証計算の条件 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      
 
 
  

１次元河床変動検証計算の方針 
  

河口から阪急宝塚駅前付近までは、検証計算結果と比較可能な測量成果が存在するため、そ

れらに基づく河床高、河床変動高、河床変動土量を用いた計算モデルの検証を行う。 

条件 1次元河床変動計算

計算範囲 河口～川下川合流点（26km）

初期河道 平成12年度の測量横断（名塩川合流点下流）

検証河道 平成16年台風23号直後の測量横断（名塩川合流点下流）※

流　　況 平成13年初～平成16年までの全時間流量（4年間分）

下流端水位 平成13年初～平成16年末の尼崎港実績潮位
上流端供給
土砂量 流量に応じて土砂輸送能力見合いで供給

※阪急宝塚駅前付近～名塩川合流点の区間では、断面の屈曲部が連続しているた
め、１次元計算では十分な精度が得られないと判断し、検証の対象から外した。

 

 2)計算結果 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 １次元河床変動計算の検証(河床変動高) 
 
 
 
 

表 2 ダム堆砂量から推定した実績比流出土砂量との比較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《参 考》 

表層地質
流域面積

(km2)

比流出土砂量

(m3/km2/年)
比流出土砂量の

根拠

花崗岩 4.6 1,490 丸山ダム堆砂量

流紋岩 125.2 120 青野ダム堆砂量

礫岩・砂岩・泥質岩類 104.2 530 呑吐ダム堆砂量

名塩川合流点
(面積荷重平均)

234.0 330

武庫川流域及び近傍の貯水ダムの比堆砂量 

名塩川合流点の比流出土砂量 
(地質別比堆砂量の面積加重平均で算定) 

１次元河床変動検証計算の結果 
  

①河口から阪急宝塚駅前付近の区間で、実績と計算を比較すると、河床変動高の区間平均誤

差が±30cm、河床変動土量の誤差率が約 8％。（図１） 
②「流域及びその近傍のダム堆砂量から推定した実績の比流出土砂量」と「河床変動計算の

比流出土砂量」を名塩川合流点直下流で比較したところ両者は一致している。（表２） 
 

ダム
ダム流域の
主な地質

流域面積

(km2)
経過年数

(年)

累積堆砂量

(m3)

比堆砂量

(m3/km2/年)

青野ダム 流紋岩類 51.8
19年

(S62～H18)
114,000 120

丸山ダム 花崗岩類 7.9
27年

(S52～H16)
318,000 1,490

呑吐ダム
礫岩・砂岩・
泥質岩類

49.8
19年

(S61～H17)
501,700 530

１次元河床変動計算による
名塩川合流点の比流出土砂
量 330m3/km2/年と一致 

 

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0

追加距離(km)

河
床
変
動
高
(m
)

初期

H16(実績変動高)

H16計算変動高

【逆瀬川】
【大堀川】

【仁川】

【天王寺川】

伊子志井

床止

床止
８号床止

７号床止

百間樋井

六樋井堰

６号床止

５号床止

４号床止

３号床止

２号床止

１号床止

潮止堰

昆陽井堰

河床変動高：H16年河床高－H12年河床

実績河床変動高

計算河床変動高

河床高の区間平均誤差：±30cm 

河床変動土量：実績値(-11.6万m3)
       計算値(-10.6万m3) ⇒誤差率 約 8% 

河床変動高 
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 ②予測計算 
  1)計算条件 

表 3 １次元河床変動予測計算の条件 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2)計算結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1次元河床変動計算

整備計画河道（２号床止撤去）

流況等 通常出水による長期的な河床変動
(流況)S62年～H18年の実績流量（20年間）
(下流端水位) S62年～H18年の尼崎港実績潮位

流量に応じて土砂輸送能力見合いで供給
ダム無とダム有のケース

上流端供給土砂量
新規ダム

初期河道

条件
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河
床
変
動
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)

将来予測計算結果（20年後：ダム無）
将来予測計算結果（20年後：ダム有）

新規ダム軸 

【名塩川】 

水管橋 

温泉橋 

武庫川水管橋 

武庫川第二鉄橋 

水管橋 

№180        №190          №200          №210          №220         №230         №240         №250 
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将来予測計算結果（20年：ダム有－ダム無）

新規ダム軸 

【名塩川】 

水管橋 

温泉橋 

武庫川水管橋 

武庫川第二鉄橋 

水管橋 

№18         №19           №20           №21           №22          №23          №24           №25 

図.2 １次元河床変動予測計算結果（河床変動高） 
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【仁川】 

【天王寺川】 【大堀川】 【逆瀬川】 

【一後川】 

【惣川】 

【大多田川】 

【名塩川】 

3号床止 

4号床止 

5号床止 

6号床止 

7号床止 

8号床止 

床止 
床止 

百間樋井 

六樋井堰 
伊子志井 

観光堰 

川面井堰 

2号床止 

昆陽井堰 

１号床止 

潮止堰 

図.3 １次元河床変動予測計算結果（ダムの有無による河床変動の差） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 １次元河床変動予測計算結果（20 年間の土砂収支） 
 

 

 

新規ダムの有無による土砂動態の相違 

[河床変動高] （図２、図 3 参照） 

○河口～阪急宝塚駅前付近（NO140）の区間については、ダムの有無による河床変動高の差

は 

小さい。 

 

[土砂収支] （図４参照） 

○新規ダム地点からの 20 年間の流出土砂量が、ダムがない場合の 156 万 m3 から、ダムが

ある 

場合は 150 万 m3 へと約 6 万 m3（3.8%）減少している。 

川下川合流点 宝来橋 200m 
上流 
 

河道内堆積土砂量 

－1万 m3 

（侵食） 1万 m3 

新規ダム軸 

新規ダム無 

河道内堆積土砂量 

名塩川合流点 

1万 m3 

河道内堆積土砂量 

41万 m3  

155万 m3  156万 m3  

名塩川、太多田川 

河道内堆積土砂量 

195万 m3  

55万 m3  

逆瀬川、仁川 

河口 

202万 m3  

川下川合流点 宝来橋 200m 
上流 
 

河道内堆積土砂量 

５万 m3 ０万 m3 

新規ダム軸 

新規ダム有 

河道内堆積土砂量 

名塩川合流点 

河道内堆積土砂量 

155万 m3  150万 m3  150万 m3  

河道内堆積土砂量 

192万 m3  

52万 m3 

河口 

195万 m3  
－１万 m3 
（侵食） 

41万 m3  

名塩川、太多田川 

55万 m3  

逆瀬川、仁川 

48万 m3 

155万 m3  
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（２）２次元河床変動計算 
  ①検証計算 
  1)計算条件 
 

２次元河床変動検証計算の方針 
 

①1 次元河床変動計算に基づく土砂収支と、2 次元河床変動計算に基づく土砂収支との比較

検討を行う。 
②既存の航空レーザー測量成果を活用し、水面より上の横断形を対象に河床変動土量、河床

変動高を用いた検討を行う。 
 

 
表 4 ２次元河床変動検証計算の条件 

 
 
 
 
 
 
 
 
  2)計算結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5 1 次元河床変動計算との比較（土砂収支） 

２次元河床変動検証計算の結果 
  
①峡谷下流部で検証した１次元河床変動検証計算と土砂収支が概ね整合している。（図５） 
②2時期の航空レーザー測量成果から算出した河床変動土量の誤差を河床変動高に換算 

すると数 cm程度の誤差である。（図７） 
 

(２次元河床変動計算） 

（１次元河床変動計算） 

 

No.220 新規ダム軸 

約 16.0万m3  約 19.0万m3  
約 0.5万m3 

岩床区間への堆積

約 15.5万m3  
約 3.5万m3 

移動床区間の侵食 

No.206＋60 

No.220 新規ダム軸 

約 16.0万m3  約 19.1万 m3  
約 0.5万m3 

岩床区間への堆積

約 15.5万m3  
約 3.6万m3 

移動床区間の侵食 

No.206＋60 

1 次元河床変動計算との比較検証 

条件 2次元河床変動計算

計算範囲 新規ダム軸より上流（約3km）

初期河道 平成14年度航空レーザー測量（水面下は平成19年度横断測量）

流　　況 平成16年台風23号洪水（1出水）
上流端供給
土砂量 1次元河床変動計算による上流端通過土砂量

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6 検証に用いる 2時期の航空レーザー測量成果（H14 と H19）概念図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7 2 時期の航空レーザー測量成果（H14 と H19）に基づく河床変動土量との比較 
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岩床区間 移動床区間 全区間

河
床

変
動

土
量

　
(m

3)

実績

計算結果

約 
2800m3 

約 
2900m3 

約 
-900m3 

約 
-1300m3 

約 
1500m3 

約 
2000m3 

河床高換算誤差 

＋12mm 

河床高換算誤差 

－27mm 

河床高換算誤差 

＋23mm 

航空レーザー測量成果との比較検証 

H19LP データ 
（検証地形） 

この範囲の河床変動土量 
で比較検証する 

 
H19LP データ 
（検証地形） 

（初期地形） （初期地形） 
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 ②予測計算 
  1)計算条件 

表 5 ２次元河床変動予測計算の条件 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2)計算結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新規ダムの有無による土砂動態の相違 

[土砂収支] （図８参照） 
・計算範囲全体では、ダム無は侵食傾向、ダム有は堆積傾向となっている。 
・岩床区間では、ダムの有無にかかわらず、概ね 1 万 m3 程度の土砂が堆積する。 
・移動床区間では、ダム無は侵食傾向、ダム有は堆積傾向にある。 

 

条件 2次元河床変動計算

計算範囲 新規ダム軸より上流（約3km）

初期河道 平成14年度航空レーザー測量（水面下は平成19年度横断測量）

流　　況 60年確率流量、100年確率流量
上流端供給
土砂量 1次元河床変動計算による上流端通過土砂量

図 8 土砂収支図 

 60 年確率流量 

No.219 新規ダム軸 

約 24.5万m3  約 26.8万m3  
約 0.9万m3 

岩床区間への堆積 

約 23.6万m3  
約 3.2万m3 

移動床区間の侵食 

No.206＋60 

No.219 新規ダム軸 

約 31.3万m3  約 33.6万m3  
約 1.1万m3 

岩床区間への堆積 

約 30.2万m3  
約 3.4万m3 

移動床区間の侵食 

No.206＋60 

No.219 新規ダム軸 

約 31.3万m3  約 28.0万m3  
約 0.9万m3 

岩床区間への堆積 

約 30.4万m3  
約 2.4万m3 

移動床区間の堆積 

No.206＋60 

No.219 新規ダム軸 

約 24.5万m3  約 21.9m3  
約 0.8万m3 

岩床区間への堆積 

約 23.7万m3  
約 1.8万m3 

移動床区間の堆積 

No.206＋60 

100 年確率流量 

No.220 

No.220 

No.220 

No.220 

(新規ダム有） 

（新規ダム無） 

(新規ダム有） 

（新規ダム無） 
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４．まとめ 
（１）通常出水による長期的な土砂動態については、河口から阪急宝塚駅前付近の区間で、ダムの有

無による河床変動高の差は小さい。 
（２）大規模出水による短期的な土砂動態については、ダム上流約 3kmの区間全体として、ダムなし

は侵食傾向、ダムありは堆積傾向となっている。この対象区間のうち、上流側の岩河床区間で

は、ダムの有無によらず堆積傾向にあり、下流側の移動床区間では、ダムなしは侵食傾向、ダ

ムありは堆積傾向になっている。 
（３）ダム放流口の目詰まりについては、流水型の益田川ダムと比べて、新規ダムは放流口の規模が

大きく、流木による閉塞に対して有利であるものの、益田川ダムと同様に、流木捕捉工や放流

口への閉塞防止スクリーンを設置する必要があるかどうかについて、引き続き検討を進める。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

今回の調査結果については、今後、河川審議会環境部会の評価を受けることとしており、その際の意見
を踏まえ引き続き検討を進めていく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（参考５） 
関係者の意見聴取の状況 
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（参考 5-1） 
武庫川水系河川整備計画（案）に関する 
パブリック・コメント手続の結果概要 

 
 

１．実施期間 
平成２２年１０月１２日（火）～１１月１日（月） ＜３週間＞ 

 
 
２．意見等の提出者数 

５０人と３団体の５３者 
 
 
３．意見総数 

２０２件 
※これ以外に、西紀ダムや金出地ダム、与布土ダムなどに関する、武庫川に関係のない意見が２件あった。  

  
 
４．主な結果 
(1)計画全体を否定する意見はなく、内容を評価する意見が３割あった。 

(１６者／５３者＝３０％) 
 
(2)基本方針の目標流量の削除など、部分修正を求める意見はあったが、正しい理解を得るには必要
な記述であることなどから、河川整備計画(案)の修正は行わなかった。 

 
(3)この他、堤防強化など、河川整備計画(案)の早期実現を求める意見があった。 

 
 
５．ダムに関する意見 

５３者中、３２者からダムに関する意見があった。 
     ダム建設反対      ２２者 

ダム建設も必要である  １０者 
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６．主な意見等の概要と県の考え方(案)  
区
分 主な意見等の概要 県の考え方（案） 

評
価 河川整備計画(案)を評価する。 － 

基本方針の整備目標 4,690m3/s の記述が多すぎ
て、整備計画の目標をわかりにくくしている。整理
(削除)すべき。 

基本方針と整備計画の関係を誤解なく伝える必要が
あることから、丁寧に記述している。 

洪水調節施設の配分流量(910m3/s)から、将来の
ダムの必要性を連想させる記述は削除すべき。 

指摘箇所は、現状と課題に関する記述箇所である。
事実であることから、記載しておく必要がある。 

下流域の安全安心のためには新規ダム建設は必
要である。 

新規ダム建設等については、その必要性・実現可能
性の検討を継続し、具体的な方向性が定まった場合
には、計画上の取り扱いについて検討する。 

部
分
修
正
を
求
め
る
意
見 

ＪＲ廃線敷（ハイキング道）の保全のため、県の積
極的な関与を要望する。 

現状では河川管理上必要としない。現時点で、都市
公園等として整備することは考えていない。 

下流域の安全安心のため、整備計画の早期実現
を切望する（近年の気候変動、上流域の開発など
を考えると不安である）。 

下流部築堤区間の安全性向上を重視して治水対策
を選定。早期かつ着実に整備効果が得られるよう事
業を推進する。 

潮止堰等の撤去による、汽水域の拡大、アユが遡
上する川づくり等の早期実現を期待する。 

潮止堰撤去は、地下水利用者への適切な補償が前
提であり、河床掘削とあわせての撤去となる。治水対
策を最優先した工事工程の中で早期撤去に努める。 

早急な堤防強化、越水しても破堤しない堤防整
備を求める。 

比較的安全度の低い区間から順次堤防強化を行う。
また、堤防を決壊しにくくする越水対策について検討
し、可能なものから実施する。耐越水堤防については
技術進展にあわせ導入を検討する。 

森林の整備と保全に努めて欲しい。 
関係機関と連携しつつ、継続して森林整備・保全に
努める。 

防災情報は的確かつ迅速に提供してほしい。 
的確に避難等できるよう情報提供に努めている。ま
た、市が避難対策等の施策を実施するにあたり、減
災対策を進めやすいような環境整備を一層進める。 

災害時要援護者対策(移動距離の短い避難場所
の確保、情報提供方法の配慮)を要望する。 

災害時要援護者が円滑に避難できるよう、地区内で
の住民同士が助け合う取り組みの促進に努める。 

正常流量確保では不足。天然アユの生息拡大の
ため、豊かな流量を確保してほしい。 

正常流量を確保するだけでなく、より豊かな流量の確
保に取り組むこととしている。 

整備計画実現には流域連携(参画と協働)が必
要。積極的かつ早急に取り組む必要がある。 

参画と協働による武庫川づくりを基本とし、「地域社
会と河川の良好な関係の構築」「多様な主体が取り組
む武庫川づくりへの支援」「自律的な流域ネットワーク
との連携」に着実に取り組む。 

フォローアップ委員会などを通じ、適宜計画を見
直す柔軟な体制づくりを求める。 

社会・経済情勢や新たな知見の蓄積等により、必要
な場合は、新たに流域委員会を設けて見直しを行う。 

事
業
促
進
を
求
め
る
意
見 

わかりやすく早めの情報提供に努め、住民の理
解と協力を得るよう進めてほしい。 

ホームページ・出前講座などにより、施策や事業実施
状況等の情報発信・共有に努める。個別事業につい
ては、必要に応じて地元説明会などを開催する。 

下流住民の意見をもっとくみ取るべき。 
流域委員会など多くの機会を通じ聴いてきた。下流
部の安全性が早期かつ着実に向上するよう努める。 

基本高水流量が過大である。 

基本方針策定時に検討済み。最新の知見及びオー
ソライズされた技術基準に基づいており、河川審議会
の評価、国の同意も得ている。過大ではなく適正な流
量と考えている。 

そ
の
他
意
見 

水田貯留には協力が得られないと思う。 
集落毎の意見交換等を踏まえ、課題解決策を検討し
理解と協力を得た上で取り組んでいく。 
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武庫川水系河川整備計画(案)に関するパブリック・コメント手続

『提出された意見等の概要とこれに対する考え方（案）』

意見募集期間　　：平成22年10月12日～平成22年11月1日

意見等の提出者数：53者（50人＋3団体） 　

意見等の提出件数：202件

           その他件数：  2件（武庫川に関係の無い意見）
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

１
計画全体･
整備目標

治水対策の
選定

　下流域からの委員が少なく下流住民の意見くみ
取りが少ない。流域地区説明会でもダム反対者の
意見が多かった。特に地区外の参加者が動員され
ダム反対集会だった。

1

〔その他〕
　以下のとおり、住民の意見を幅広く反映する取
り組みを行った上で、今回の河川整備計画（案）
を作成しました。
①河川整備基本方針の段階から武庫川流域委員会
の意見を聴取したこと
②武庫川流域委員会の委員の内、１０名を公募委
員としたこと
③リバーミーティング、住民説明会開催を踏まえ
て河川整備基本方針、河川整備計画（案）を作成
したこと
　こうした取り組みを踏まえ、右記のとおり、今
回の河川整備計画（案）では、下流部築堤区間に
おける流下能力の低い区間の安全度向上を重視し
て、早期かつ着実に整備効果が発揮できる対策を
選定しており、多大な時間を要する千苅ダムの治
水活用や新規ダムの建設は検討を継続し、具体的
な方向性が定まった場合には計画上の取り扱いに
ついて検討することとしています。

・本文
P3　8行目～18行
目

ウ　喫緊の課題に対応でき、早期かつ着実に整備
効果が発揮できる対策の選定
　仁川合流点より下流の武庫川下流部は、堤防に
より洪水氾濫を防ぐ築堤区間となっており、仁川
合流点より上流の掘込区間と違い、ひとたび堤防
が決壊すると、甚大な被害が想定される。
また、堤防の決壊には至らなかったが、昭和62年
より進めてきた河川改修事業の目標流量
2,600m3/sを超える規模の洪水2,900m3/sが平成16
年に発生していることを踏まえると、築堤区間に
おける流下能力の低い区間の安全性向上は、喫緊
の課題となっている。
　このため、喫緊の課題に対応でき、早期かつ着
実に整備効果が発揮できる対策として、河床掘削
や堤防強化、既設青野ダムの洪水調節容量の拡
大、武庫川上流浄化ｾﾝﾀｰ内の用地を活用した遊水
地の整備や、学校・公園・ため池等に雨水を一時
的に貯留する流域対策を選定した。

・本文
P4　5行目～12行
目

・しかしながら、近年、地球温暖化に伴う気候変
化等に起因する集中豪雨が多発している中、平成
21年8月には、千種川水系の佐用川で、過去に経
験したことのない大きな洪水が発生した。このよ
うな現実を踏まえると、多くの人口・資産を抱え
る武庫川では、基本方針の目標達成に向けて、さ
らなる洪水に対する安全度の向上が必要である。
　したがって、千苅ダムの治水活用や武庫川峡谷
での新規ダム建設等について、その必要性・実現
可能性の検討を継続し、具体的な方向性が定まっ
た場合には、計画上の取り扱いについて検討す
る。

１
計画全体･
整備目標

治水対策の
選定

　ダムにたよらない総合治水を実行してほしい。
そのためには流域対策や既存ダムの治水への活
用、下流では天端まで堤防強化をしてほしい。掘
削も必要である。

1

〔既に盛り込み済です〕
　ご意見の各対策については、右記の通り、河川
整備計画案に盛り込み済みです。

・本文
P44　12行目～15
行目

・武庫川下流部の築堤区間の安全性を重視して、
喫緊の課題に対応でき、早期かつ着実に整備効果
が発揮できる、河床掘削や堤防強化、既設青野ダ
ムの洪水調節容量の拡大、武庫川上流浄化セン
ター内の用地を活用した遊水地の整備や、学校・
公園・ため池等に雨水を一時的に貯留する流域対
策を選定した。

１計画全体・整備目標　1
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

１
計画全体･
整備目標

治水対策の
選定

　天井川である武庫川の整備は、生命・財産にか
かわる最も重大な問題として下流域住民に受け止
められていることを、理解いただきたい。

1

〔既に盛り込み済みです〕
　今回の河川整備計画（案）では、右記の通り、
下流部築堤区間の安全性向上を重視し、早期かつ
着実に整備効果が発揮できる対策を選定しまし
た。あわせて、計画規模を上回る洪水や整備途上
段階での施設能力を超える洪水の発生に備え、減
災対策を実施し洪水被害の軽減を図ることしてい
ます。

・本文
P3　8行目～20行
目

ウ 喫緊の課題に対応でき、早期かつ着実に整備
効果が発揮できる対策の選定
仁川合流点より下流の武庫川下流部は、堤防によ
り洪水氾濫を防ぐ築堤区間となっており、仁川合
流点より上流の掘込区間と違い、ひとたび堤防が
決壊すると、甚大な被害が想定される。また、堤
防の決壊には至らなかったが、昭和62年より進め
てきた河川改修事業の目標流量2,600m3/sを超え
る規模の洪水2,900m3/sが平成16年に発生してい
ることを踏まえると、築堤区間における流下能力
の低い区間の安全性向上は、喫緊の課題となって
いる。このため、喫緊の課題に対応でき、早期か
つ着実に整備効果が発揮できる対策として、河床
掘削や堤防強化、既設青野ダムの洪水調節容量の
拡大、武庫川上流浄化ｾﾝﾀｰ内の用地を活用した遊
水地の整備や、学校・公園・ため池等に雨水を一
時的に貯留する流域対策を選定した。これらの対
策を全て実施することにより､武庫川下流部の築
堤区間において、戦後最大洪水である昭和36年6
月27日洪水と同規模の洪水の流量を安全に流下さ
せることができる。

・本文
P3　24行目～28
行目

 (３) 総合的な治水対策の推進
本計画の整備目標は、基本方針の目標達成に向け
たあくまで途中段階の目標である。また、近年、
地球温暖化に伴う気候変化等に起因する集中豪雨
も多発傾向にある。計画規模を上回る洪水や整備
途上段階での施設能力を超える洪水の発生に備
え、河川対策や流域対策に加えて減災対策を実施
し、洪水被害の軽減を図る。

１
計画全体･
整備目標

治水対策の
選定

　今後20年間の整備目標を定めた本計画では、ダ
ム建設は回避されたが、井戸知事が2月2日に「ダ
ムの必要性は絶対ある」と発言したことは、その
後のダム建設の可能性を否定していないように、
住民に不安を与えている。
　再びダムありきの河川整備に戻らないよう、本
計画に示されたダムに頼らない総合治水という考
え方に基づき、県は河道対策、流域対策、減災対
策を具体化し、実効性のあるものとするよう要望
する。

1

〔今後の参考とさせていただきます〕
　河川整備計画（案）では、早期かつ着実に整備
効果が発揮できる対策として、右記のとおり、
「河川対策」、「流域対策」に「減災対策」を加
えた総合的な治水対策を進めます。
　今後、整備計画期間の20年間でこれらの対策を
着実に進め、早期に完成を図りたいと考えていま
す。

・本文
P3　15行目～18
行目
・本文
P3　21行目～23
行目
・本文
P3　27行目～28
行目

・喫緊の課題に対応でき、早期かつ着実に整備効
果が発揮できる対策として、河床掘削や堤防強
化、既設青野ダムの洪水調節容量の拡大、武庫川
上流浄化ｾﾝﾀｰ内の用地を活用した遊水地の整備
や、学校・公園・ため池等に雨水を一時的に貯留
する流域対策を選定した。
エ 計画期間
　河川整備計画の一般的な計画対象期間は20～30
年であるが、早期に整備効果を得るため、最短の
20年に設定する。
・計画規模を上回る洪水や整備途上段階での施設
能力を超える洪水の発生に備え、河川対策や流域
対策に加えて減災対策を実施し、洪水被害の軽減
を図る。

１計画全体・整備目標　2
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

１
計画全体･
整備目標

治水対策の
選定

　整備は常に大きな川であり、災害がいつ起きる
か、水害について起こしてはならない気持ちで計
画してほしい。

1 同上 同上 同上

１
計画全体･
整備目標

治水対策の
選定

　ダムに頼らない総合治水を実行してほしい。遊
水地等。

1 同上 同上 同上

１
計画全体･
整備目標

治水対策の
選定

　「洪水調節施設」という表現があちこちに散り
ばめられているが、「調節施設」の中身は何か。
もし「ダム」以外にあるのならば、例示してほし
い。

1

〔その他〕
　洪水調節施設は、青野ダムなど「既設利水施設
の治水活用」、及び、新規ダム、遊水地など「新
規洪水調節施設の建設」を指します。
　河川整備計画案で選択している洪水調節施設
は、右記のとおり、遊水地の整備と青野ダムの活
用です。
　これ以外にも河川整備計画案には位置づけてい
ませんが、継続検討とした「千苅ダムの治水活
用」や「武庫川渓谷での新規ダム建設」も洪水調
節施設です。
　

・本文
P55　1行目～2行
目

P3　1行目～3行
目

(２) 洪水調節施設の整備
　遊水地の整備と青野ダムの活用により、甲武橋
基準点において280m3/sの洪水調節を行う。

イ 千苅ダムの治水活用や新規ダム建設の課題
　千苅ダムの治水活用や新規ダムの建設は、基本
方針における洪水調節施設の分担量である
910m3/sの確保に向けた選択肢のひとつである

１計画全体・整備目標　3
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

１
計画全体･
整備目標

総合的な治
水対策

　「武庫川スタイル」がふんだんに織り込まれ
た、全国に発信できる整備計画が出来上がったと
思う。しかし、実施するのはこれからである。ダ
ム賛成派の自治体も数ある中、流域自治体、自治
会、民間団体、企業、住民を説得し、束ねて推進
する県の強力なリーダーシップを期待する。

1

〔今後の参考とさせていただきます〕
　県では、総合的な治水対策に取り組むため、武
庫川をトップランナーとして、流域市の協力も得
ながら、全庁組織をあげて計画づくりを進めてき
ました。武庫川の治水については、下流部築堤区
間の内、流下能力の低い区間の安全性向上が喫緊
の課題と認識し、この課題に的確に対応するた
め、早期かつ着実に整備効果が発現できる対策を
選定しています。
　武庫川流域圏に暮らす多くの人の命と暮らしを
守るために、流域市の協力も得ながら、流域全体
で防災力の向上を進める総合的な治水対策（河川
対策・流域対策・減災対策）に取り組んでまいり
ます。

・本文
P3　8行目～20行
目

ウ 喫緊の課題に対応でき、早期かつ着実に整備
効果が発揮できる対策の選定
　仁川合流点より下流の武庫川下流部は、堤防に
より洪水氾濫を防ぐ築堤区間となっており、仁川
合流点より上流の掘込区間と違い、ひとたび堤防
が決壊すると、甚大な被害が想定される。
　また、堤防の決壊には至らなかったが、昭和62
年より進めてきた河川改修事業の目標流量
2,600m3/sを超える規模の洪水2,900m3/sが平成16
年に発生していることを踏まえると、築堤区間に
おける流下能力の低い区間の安全性向上は、喫緊
の課題となっている。
　このため、喫緊の課題に対応でき、早期かつ着
実に整備効果が発揮できる対策として、河床掘削
や堤防強化、既設青野ダムの洪水調節容量の拡
大、武庫川上流浄化ｾﾝﾀｰ内の用地を活用した遊水
地の整備や、学校・公園・ため池等に雨水を一時
的に貯留する流域対策を選定した。
　これらの対策を全て実施することにより､武庫
川下流部の築堤区間において、戦後最大洪水であ
る昭和36年6月27日洪水と同規模の洪水の流量を
安全に流下させることができる。

・本文
P3　24行目～行
目

(３) 総合的な治水対策の推進
　本計画の整備目標は、基本方針の目標達成に向
けたあくまで途中段階の目標である。また、近
年、地球温暖化に伴う気候変化等に起因する集中
豪雨も多発傾向にある。
　計画規模を上回る洪水や整備途上段階での施設
能力を超える洪水の発生に備え、河川対策や流域
対策に加えて減災対策を実施し、洪水被害の軽減
を図る。
　なお、「流域対策」や「減災対策」は、流域市
の協力を得て進める必要があるため、「武庫川流
域における総合的な治水対策の推進に関する要綱
（仮称）」に基づき、県及び流域市で構成する
「武庫川流域総合治水推進協議会(仮称)」を設置
し、別途「武庫川流域総合治水推進計画（仮
称）」を策定する。

１
計画全体･
整備目標

総合的な治
水対策

　真剣な議論により治水、生物保全、景観、流
域、減災、などの対策を含めた総合治水対策を要
望する。

1

〔既に盛り込み済です〕
　総合的な治水対策、生物多様性や景観の保全と
創出については、右記のとおり取り組むこととし
ています。

・本文
P38  4行目～5行
目
・本文
P39  5行目～7行
目

・流域全体で防災力の向上をめざし、河川対策・
流域対策・減災対策を３本の柱とする「総合的な
治水対策」を進める。
・河川環境の整備と保全にあたっては、治水対
策・利水対策との整合を図りつつ、生物多様性の
保全に配慮した川づくりを行うとともに、自然景
観を基調とした武庫川らしい景観の保全・創出、
人と河川の豊かなふれあいの確保などに取り組
む。

１計画全体・整備目標　4
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

１
計画全体･
整備目標

総合的な治
水対策

　県の強力な指導力の発揮
　流域自治体の中にはダム賛成のところが複数あ
る。ダム以外では治水は守れないと信じている住
民も沢山いる。その中で農政、都市行政、文教行
政を調整し、強力に推進していただきたいと思
う。

1

〔今後の参考とさせていただきます〕
　河川整備計画（案）では、早期かつ着実に整備
効果が発揮できる対策として、右記のとおり、
「河川対策」、「流域対策」に「減災対策」を加
えた総合的な治水対策を進めます。
　今後、整備計画期間の20年間でこれらの対策を
着実に進め、早期に完成を図りたいと考えていま
す。
　総合的な治水対策のうち、流域対策、減災対策
については、防災、農林、まちづくり、教育委員
会など県の関係課、流域7市が協力して進める必
要がありますので、右記のとおり、県の関係課、
流域市で構成する「武庫川流域総合治水推進協議
会（仮称）を設置し、「武庫川流域総合治水推進
計画（仮称）」を策定して、積極的に進めること
としています。

・本文
P3　15行目～18
行目
・本文
P3　21行目～23
行目
・本文
P3　27行目～32
行目

・喫緊の課題に対応でき、早期かつ着実に整備効
果が発揮できる対策として、河床掘削や堤防強
化、既設青野ダムの洪水調節容量の拡大、武庫川
上流浄化ｾﾝﾀｰ内の用地を活用した遊水地の整備
や、学校・公園・ため池等に雨水を一時的に貯留
する流域対策を選定した。
エ 計画期間
　河川整備計画の一般的な計画対象期間は20～30
年であるが、早期に整備効果を得るため、最短の
20年に設定する。
・計画規模を上回る洪水や整備途上段階での施設
能力を超える洪水の発生に備え、河川対策や流域
対策に加えて減災対策を実施し、洪水被害の軽減
を図る。
・「流域対策」や「減災対策」は、流域市の協力
を得て進める必要があるため、「武庫川流域にお
ける総合的な治水対策の推進に関する要綱（仮
称）」に基づき、県及び流域市で構成する「武庫
川流域総合治水推進協議会(仮称)」を設置し、別
途「武庫川流域総合治水推進計画（仮称）」を策
定する。

１
計画全体･
整備目標

河川整備計
画の見直し

　八ツ場ダムの様に状況が変わっても３０年前の
基本高水を固守してきたように、一旦決めた計画
は絶対見直さないという計画であって欲しくな
い。適宜見直す柔軟な計画推進を望む。

1

〔既に盛り込み済です〕
　武庫川水系河川整備計画案では、社会情勢の変
化等による計画の見直しについての考え方を、右
記のとおり記載しています。

・本文
P41　8行目～9行
目

・なお、社会情勢や経済情勢の変化、観測データ
や新たな知見の蓄積、洪水などの被害の発生状況
等により、必要に応じて見直しを行うものとす
る。

１
計画全体･
整備目標

河川整備計
画の見直し

　画期的で新たな手法や計画が見出せたときに
は、たとえ基本方針に挙げられていないことで
あっても、「立ち戻りの原則」により、再検討
し、勇気ある決断、計画変更等を行う。

1

〔既に盛り込み済です〕
　武庫川水系河川整備計画案では、新たな知見の
蓄積による計画の見直しについての考え方を、右
記のとおり記載しています。

同上 同上

１
計画全体･
整備目標

治水と利水
の優先順位

　地球温暖化の影響か日本各地で集中豪雨による
被害が出ている。武庫川流域もいつ集中豪雨に襲
われるかも知れない。まず、総合治水とうたって
いるが水害・災害阻止が利水などより優先するこ
とを考えて欲しい。

1

〔既に盛り込み済みです〕
　右記のとおり、今回の河川整備計画(案)では、
下流部築堤区間の安全性向上を重視し、早期かつ
確実に整備効果が発揮できる治水対策を選定して
います。
　なお、事業実施にあたっては、右記のとおり、
治水・利水の整合と環境保全に配慮することとし
ています。

・本文
P44  12行目～15
行目
・本文
P39  5行目～7行
目

・武庫川下流部の築堤区間の安全性の向上を重視
して、喫緊の課題に対応でき、早期かつ着実に整
備効果が発揮できる、河床掘削や堤防強化、既設
青野ダムの洪水調節容量の拡大、武庫川上流浄化
センター内の用地を活用した遊水地の整備や、学
校・公園・ため池等に雨水を一時的に貯留する流
域対策を選定した。
・また、河川環境の整備と保全にあたっては、治
水対策・利水対策との整合を図りつつ、生物多様
性の保全に配慮した川づくりを行うとともに、自
然景観を基調とした武庫川らしい景観の保全・創
出、人と河川の豊かなふれあいの確保などに取り
組む。

１計画全体・整備目標　5
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

１
計画全体･
整備目標

整備水準 　今回の整備計画に盛り込まれたことを実施すれ
ば、昭和36年 の洪水と同規模の洪水の流量を安
全に流下させることができるとの記述があるが、
近年連日各地で大雨の記録が塗り替えられている
このごろの異常気象では、大変不安に感じてい
る。

1

〔既に盛り込み済です〕
　下流部築堤区間の安全性については右記のとお
り段階的に向上させていきます。また、千苅ダム
の治水活用や武庫川峡谷での新規ダムの建設等に
ついても、右記のとおり、その必要性・実現可能
性の検討を継続します。さらに、整備水準を上回
る洪水に対しても右記のとおり対応します。

・本文
P38  13行目～15
行目
・本文
P2　15行目～18
行目
・本文
P4  5行目～11行
目
・本文
P3　27行目～28
行目

・基本方針の整備目標を達成するには、物理的・
社会的・財政的等の視点からみても多くの期間を
要することから、武庫川においても、本計画で適
切な整備目標を設定し、基本方針の整備目標達成
に向け、段階的に洪水に対する安全度を向上させ
る。
・想定氾濫区域内の人口・資産や、整備効果の早
期発現を踏まえて、本計画の整備目標は、戦後最
大の洪水である昭和36年6月27日洪水と同規模の
洪水から沿川住民の生命や財産を守ることとし、
目標の流量を3,510m3/sとする。
・近年、地球温暖化に伴う気候変化等に起因する
集中豪雨が多発している中、平成21年8月には、
千種川水系の佐用川で、過去に経験したことのな
い大きな洪水が発生した。このような現実を踏ま
えると、多くの人口・資産を抱える武庫川では、
基本方針の目標達成に向けて、さらなる洪水に対
する安全度の向上が必要である。
したがって、千苅ダムの治水活用や武庫川峡谷で
の新規ダム建設等について、その必要性・実現可
能性の検討を継続し、具体的な方向性が定まった
場合には、計画上の取り扱いについて検討する。
・計画規模を上回る洪水や整備途上段階での施設
能力を超える洪水の発生に備え、河川対策や流域
対策に加えて減災対策を実施し、洪水被害の軽減
を図る。

１
計画全体･
整備目標

整備水準 　今回の河川整備計画は河川整備基本方針より想
定流量がかなり低減しており、住民に取っては危
険度が増したと言わざるを得ない。

1

〔その他〕
　河川整備基本方針と河川整備計画の関係は右記
のとおりであり、洪水に対する安全性を段階的に
向上させていくこととしています。

・本文
P2  3行目～7行
目

・河川整備基本方針では、長期的な視点に立った
河川整備の目標を定めているが、その目標達成に
は時間を要する。そのため、河川整備計画は、河
川整備基本方針に掲げる整備目標達成に向けて、
洪水に対する安全度を段階的に向上させていくこ
ととして、概ね20～30年後の河川整備の目標を明
確にし、これを達成するために、具体的な河川整
備の内容を定めるものである。

１計画全体・整備目標　6
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

１
計画全体･
整備目標

整備水準 　洪水対策も当初の１００年に一度から３０年に
一度と安心度を落としている。住民の人命・財
産・社会生活を守るため安全度を優先し人類の英
知を結集して経済性を度外視してもより安全な対
策を実施してもらいたいと願うものです。昨今の
集中豪雨はいつ我々を襲って来るかも知れない状
況でもあり、被害に遭ったあと「想定外でした」
とのコメントは聞きたくないと思っています。自
然災害の想定は困難でその被害には莫大な費用が
かかることには誰も反論はないと思いますが、よ
り安全性を求めるのは酷でしょうか？

1

〔その他〕
　河川整備基本方針と河川整備計画の関係は右記
のとおりであり、洪水に対する安全性を段階的に
向上させていくこととしています。
　なお、整備水準は、30年に一度の洪水ではな
く、武庫川の戦後最大洪水である昭和36年6月27
日と同規模の洪水（甲武橋地点3,510m3/s）とし
ています。
　また、「経済性を度外視してでもより安全な対
策を実施するべき」とのご意見ですが、今回の河
川整備計画（案）では右記のとおり、治水効果の
早期発現に着目した治水対策の選定を行っていま
す。さらに、想定を越える洪水に対しても、右記
のとおり対応することとしています。

・本文
P2　3行目～7行
目
・本文
P2　15行目～18
行目
・本文
P3　27行目～28
行目

・河川整備基本方針では、長期的な視点に立った
河川整備の目標を定めているが、その目標達成に
は時間を要する。そのため、河川整備計画は、河
川整備基本方針に掲げる整備目標達成に向けて、
洪水に対する安全度を段階的に向上させていくこ
ととして、概ね20～30年後の河川整備の目標を明
確にし、これを達成するために、具体的な河川整
備の内容を定めるものである。
・想定氾濫区域内の人口・資産や、整備効果の早
期発現を踏まえて、本計画の整備目標は、戦後最
大の洪水である昭和36年6月27日洪水と同規模の
洪水から沿川住民の生命や財産を守ることとし、
目標の流量を3,510m3/sとする。
・計画規模を上回る洪水や整備途上段階での施設
能力を超える洪水の発生に備え、河川対策や流域
対策に加えて減災対策を実施し、洪水被害の軽減
を図る。

１
計画全体･
整備目標

整備水準 　総合的な治水対策としての前提条件としている
『整備目標流量』を1961年の洪水時の3,510m3/s
としているが、近年の猛烈な集中豪雨の多発を考
慮すると長期目標の4690m3/sに変更すべきかもし
れない。気象庁の観測統計によれば時間雨量50mm
規模の集中豪雨の発生回数は1976～1986では160
回/年が次の10年では177回、1998～2009には233
回と増えている。更に、同じく時間雨量80mm規模
では1976～1986は9.8回/年が次の10年では11.5
回、1998～2009には18.0回と急激に増加してい
る。従って、昨今の異常気象を考慮して見直して
は？

1

〔対応困難〕
　下流部築堤区間の安全性については右記のとお
り段階的に向上させていきます。また、千苅ダム
の治水活用や武庫川峡谷での新規ダムの建設等に
ついても、右記のとおり、その必要性・実現可能
性の検討を継続します。さらに、整備水準を上回
る洪水に対しても右記のとおり対応します。

・本文
P38  13行目～15
行目
・本文
P2　15行目～18
行目
・本文
P4  5行目～11行
目
・本文
P3　27行目～28
行目

・基本方針の整備目標を達成するには、物理的・
社会的・財政的等の視点からみても多くの期間を
要することから、武庫川においても、本計画で適
切な整備目標を設定し、基本方針の整備目標達成
に向け、段階的に洪水に対する安全度を向上させ
る。
・想定氾濫区域内の人口・資産や、整備効果の早
期発現を踏まえて、本計画の整備目標は、戦後最
大の洪水である昭和36年6月27日洪水と同規模の
洪水から沿川住民の生命や財産を守ることとし、
目標の流量を3,510m3/sとする。
・近年、地球温暖化に伴う気候変化等に起因する
集中豪雨が多発している中、平成21年8月には、
千種川水系の佐用川で、過去に経験したことのな
い大きな洪水が発生した。このような現実を踏ま
えると、多くの人口・資産を抱える武庫川では、
基本方針の目標達成に向けて、さらなる洪水に対
する安全度の向上が必要である。
したがって、千苅ダムの治水活用や武庫川峡谷で
の新規ダム建設等について、その必要性・実現可
能性の検討を継続し、具体的な方向性が定まった
場合には、計画上の取り扱いについて検討する。
・計画規模を上回る洪水や整備途上段階での施設
能力を超える洪水の発生に備え、河川対策や流域
対策に加えて減災対策を実施し、洪水被害の軽減
を図る。

１
計画全体･
整備目標

整備水準 　わからない点や要望がある。下記に列挙するの
で今後の計画策定時に明らかにしてほしい。
　・・・・・・
　河川整備基本方針の目標流量4,690m3/sは何年
確率なのか。又目標流量の3,510m3/sは何年確率
なのか。
　・・・・・・

1

〔その他〕
　河川整備基本方針の目標流量4,690m3/sは1/100
確率です（平成16年型の降雨波形で1/100確率雨
量247mm/24時間が降った場合に想定される流出
量）。
　同様の考え方で、平成16年型の降雨波形で今回
の整備目標流量3,510m3/sになる雨量は1/23確率
となります。

－ －

１計画全体・整備目標　7
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

１
計画全体･
整備目標

目標流量 　武庫川は日本の一般的な河川と違い中流域が峡
谷となっている特徴ある河川であり、上流での集
中降雨に対しどのように武庫川に流入し、その流
量がどのようになるのか、一般住民に判りやすく
説明して欲しい。奄美大島の豪雨は雨量２６０ｍ
ｍ／sが２時間続いたとの報道もありました。整
備目標流量をベースに計画をされているが、一般
市民が身の回りの現象を踏まえた記述で望む。ど
れだけの雨量がどれだけ継続したら武庫川への流
入流量はどうなるのか？そして水位はどうなるの
かが見えてこない、よって今回の整備計画の安心
度がどの程度かも判断できない。戦後最大の洪水
（昭和３６年）を基本としているがそのころと比
べ、武庫川流域の土地利用や住宅事情が多いに変
化しており、また雨の降り方なども変貌している
中での今回の計画基本流量は不安である。
　また、どの程度の雨がどの程度継続して降った
場合を想定しているのか？

1

〔その他〕
　同じ雨量でも、雨量の地域分布(流域全体に平
均的に降る場合やある支川流域に集中的に降る場
合など)、雨量の時間的な変化（短時間で集中的
に降る場合や長時間かけて降る場合など）、洪水
を迎えた時の流域の湿潤状態等によって流出流量
は異なるなど、雨量と流量の関係は１対１の関係
にないため、一概にどのくらいの雨量で流量がど
うなるかを断定することはできません。
　今回の河川整備計画（案）で目標としている戦
後最大洪水（昭和36年6月27日）は、流域全体平
均で12時間に132mm、1時間に40mmの短時間集中型
の雨量です（ちなみに、平成16年台風23号の場
合、流域全体平均で15時間に176mm、1時間に30mm
です）。（資料編P39～P41参照）
　なお、この目標整備水準を設定した考え方は右
記のとおりです。また、流出量の算定にあたって
は、昭和36年当時からの土地利用の変化につい
て、右記のとおり考慮しています。

・本文
P42 5行目～7行
目
・本文
P43 2行目～4行
目
・本文
P42 8行目～10行
目

・想定氾濫区域内の人口・資産や、整備効果の早
期発現を踏まえて、戦後最大の洪水である昭和36
年6月27日洪水と同規模の洪水から沿川住民の生
命や財産を守ることとし、目標流量を
3,510m3/s※1とする。
・武庫川の想定氾濫区域内の人口・資産規模は、
国管理河川の上位クラスと肩を並べている。これ
ら上位クラスの国管理河川や、武庫川と氾濫区域
を共有する猪名川の目標水準は、ともに戦後最大
洪水となっている。
・※1 昭和36年6月27日の実績降雨が将来の土地
利用(市街化区域が全て市街化された状態)に降っ
た場合の計算流量。流出抑制対策や洪水調節施設
がなく、上流域での氾濫が生じない場合の甲武橋
地点のピーク流量。

１
計画全体･
整備目標

目標流量 　計画は整備目標流量で生命や財産を守ると記載
しているが、その計画時以前の気象条件が明示さ
れていない。それまで天気が続いていたのか？そ
れともしばらくの雨天を想定しているのかで武庫
川の水位の基準点が変わってくるのでは？たとえ
ば梅雨時の武庫川の水位が高いときに集中豪雨が
発生すれば？と思うと、住民は今回の計画の安全
性をどのように考えればよいか不安である。今回
の計画の安全性を一般市民の日常生活の中で判断
できるようにしてもらいたい。 1

〔その他〕
　今回の河川整備計画（案）で目標としている戦
後最大洪水（昭和36年6月27日）は、梅雨前線の
停滞と台風6号の影響により、阪神間を中心とし
て記録的な豪雨をもたらしました。
　具体的には、流域全体平均で2日間に213mmの雨
量が降った直後に、今回の河川整備計画（案）で
想定する降雨（流域全体平均で1時間に40mm、12
時間に132mmの短時間集中型の雨量）が降ってお
り、今回の整備計画の目標流量も同様の条件を加
味して算定しています。（資料編P40～P41参照）
　このように、前期雨量によって流域が湿潤し飽
和した状態に短時間集中豪雨が発生するという非
常に危険な状況を想定し、流出量を算定していま
す。

－ －

１計画全体・整備目標　8
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

１
計画全体･
整備目標

基本高水 　武庫川水系河川整備計画（案）について、素朴
な疑問がある。
武庫川の整備計画策定には基本高水を巡って随分
時間をかけています。結果として過大と思われる
基本高水が設定されていますが，釈然としませ
ん。不思議なのは大正末期の大改修で現在の武庫
川ができて以来、築堤区間での破堤や越流はな
かったはずです(堤防は当時のままです)。この
間、すでに90年近い年月が経ち、確率年の100年
に近づいているのです。目安にすべき基本高水流
量はその間の最大流量、あるいは最大流量を参考
にした流量にすべきではないか。 1

〔その他〕
　「過去90年間に100年確率の基本高水流量が発
生していないことから、基本高水流量は過大では
ないか」という主旨のご意見ですが、ここでいう
100年確率とは、毎年、その1年間に基本高水流量
以上の洪水が発生する確率が1/100ということで
あり、ある特定の期間（100年間）に基本高水流
量以上の洪水が必ず1度発生するということでは
ありません。ちなみに、100年間に、100年確率以
上の洪水に遭遇する確率は約63%です。従って、
たまたまある特定の100年間に基本高水流量が発
生していないことをもって、基本高水流量が過大
であるとはいえないと考えています。
　基本高水については最新の知見及びオーソライ
ズされた技術基準に基づき算定しており、河川審
議会の治水部会からも適切であると評価され、平
成21年3月には国土交通省の同意を得て、河川整
備基本方針を策定しています。
　なお、「大正末期以降の最大流量を基本高水流
量とすべき」とのことですが、武庫川流域内に時
間雨量データが存在するのは昭和31年以降であ
り、それより古い年代の洪水流量を推定すること
はできません。

－ －

１
計画全体･
整備目標

基本高水 　過去の洪水流量についても疑問があります。平
成16年の洪水流量は2番目の大きさになっていま
す。しかし、この洪水で上流の古い護岸が全て壊
れ、橋が損傷を受けています。その以前の洪水で
は壊れていません。甲武橋付近では16年洪水で高
水敷に水はほとんど上がっていません。これは築
堤区間である仁川合流点から下流で行われた河床
掘削効果による水位低下です。それ以前は高い中
州が水位を押し上げ、例えばS58年洪水では高水
敷を水が走って高水敷肩部が洗掘されました。過
去の洪水流の流量に関して実流量・当時の河積を
もとにした定量的な評価を適切に行うべきではな
いか。

1

〔その他〕
　「2番目に大きな洪水である平成16年洪水では
上流の古い護岸や橋梁の被害があったのに、その
以前の洪水ではそのような被害がなかったのはな
ぜか」とのことですが、流量規模が1番目の昭和
36年6月の洪水では、当時未改修であったことも
あり、例えば、上流の三田市域では、床上浸水
419世帯、床下浸水1,345世帯の甚大な浸水被害が
発生し、下流の伊丹市域においても、天王寺川・
天神川の両支川の堤防が決壊し、伊丹市域一帯の
約500戸が床上・床下浸水するなど、本川、支川
の各地で浸水被害は生じています。（資料編P40
～P45）
　また、「平成16年洪水では甲武橋付近では高水
敷に水がほとんど上がっていないが、昭和58年洪
水では高水敷肩部が洗掘された」とのことです
が、平成16年洪水においても、例えば阪神電鉄橋
梁付近では高水敷肩部が大規模に洗掘されまし
た。
　「過去の洪水の流量について、実績流量・当時
の河積をもとにした定量的な評価を行うべき」と
のことですが、例えば昭和36年6月の洪水につい
ては、当時武庫川では洪水流量の観測、横断測量
は行っておらず、当時の状況を定量的に検証出来
るだけのデータは存在していません。なお、モニ
タリングについては、右記のとおり対応すること
としています。

・本文
P80　2行目～7行
目
・本文
P80　15行目

・治水、利水、環境の観点から河川の総合的な管
理を行うため、地球温暖化に伴う気候変化の影響
にも留意しつつ、必要な観測データや新たな知見
を蓄積する。これらのデータは、河川計画を含む
河川管理技術の向上、河川整備計画の進行管理等
に活用すると共に、住民等との情報共有にも努め
る。
また、観測精度を維持するため、日常の保守点検
を実施するとともに、観測精度向上に向け必要に
応じて観測施設の配置、観測手法等を改善する。
・増水時の高水流量観測データや平常時の流況把
握のための流量観測データを蓄積する。
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参考-88



大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

１
計画全体･
整備目標

基本高水 　折しも、利根川の過去の洪水流の推定計算に用
いた飽和雨量が当時の森林の状態を反映させてい
たにも関わらず，国交省が低い飽和雨量を設定し
て基本高水を過大に算出していたことが国会で明
らかにされました。基本高水は上記のような素朴
な疑問に応える値にすべきです。

1

〔その他〕
　ご指摘の疑問に対しては上記のとおりです。
　なお、基本高水の検討にあたっては、これまで
も流域委員会において様々な疑問にお答えしなが
ら、検討してきました。 － －

１
計画全体･
整備目標

基本高水 　最大流量（基本高水）の算出方法を見直すこ
と。基本高水の数値が過大すぎる。

1

〔その他〕
　基本高水については最新の知見及びオーソライ
ズされた技術基準に基づき算定しており、河川審
議会の治水部会からも適切であると評価され、平
成21年3月には国土交通省の同意を得て、河川整
備基本方針を策定しています。河川整備基本方針
で設定した基本高水流量が適正であると考えてい
ます。

－ －

１
計画全体･
整備目標

段階整備 　最近地球温暖化による急激な異常気象がおこっ
ている。この計画は20年～30年を対象にした対策
と明記されているが、50年～100年先の予想され
る異常気象を考えた上での20年～30年の対策なの
か、不安であると同時にそうでないとすれば、無
駄な予算の使い方になるのではないか？

1

〔既に盛り込み済です〕
　下流部築堤区間の安全性については右記のとお
り無駄な投資とならないよう、段階的に向上させ
ていくことを考えています。

・本文
P2　3行目～7行
目
・本文
P3　25行目～28
行目

・河川整備基本方針では、長期的な視点に立った
河川整備の目標を定めているが、その目標達成に
は時間を要する。そのため、河川整備計画は、河
川整備基本方針に掲げる整備目標達成に向けて、
洪水に対する安全度を段階的に向上させていくこ
ととして、概ね20～30年後の河川整備の目標を明
確にし、これを達成するために、具体的な河川整
備の内容を定めるものである。
・本計画の整備目標は、基本方針の目標達成に向
けたあくまで途中段階の目標である。また、近
年、地球温暖化に伴う気候変化等に起因する集中
豪雨も多発傾向にある。計画規模を上回る洪水や
整備途上段階での施設能力を超える洪水の発生に
備え、河川対策や流域対策に加えて減災対策を実
施し、洪水被害の軽減を図る。
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

１
計画全体･
整備目標

段階整備 　以下の２点の理由から、最低でも、第３章第３
節（ｐ42）に追加された記述「基本方針の長期的
な整備目標4,690m3/sの達成に向けて段階的に洪
水に対する安全度を向上させる。」の記述は削除
するのが妥当と考える。
＜理由１＞
　「基本方針の整備目標4,690m3/s」及び「段階
的（な整備）」の記述は、重複が過ぎ、特に、第
３章の記述は同一章内でほぼ同一の記述が追加さ
れたに過ぎず、第１節と第３節の意味・関係が曖
昧になり記述内容の整理ができていない。加えて
「整備目標」の同一表現で、基本方針の
4,690m3/sと整備計画の3,510m3/sが幾度も表記さ
れる、また、全体を通じて整備計画でありながら
基本方針の整備目標に言及している箇所の方が多
く、基本方針の整備目標が強調表現されるあまり
整備計画の目標が何なのかがかえってわかりにく
い。整備計画であるにもかかわらず、3,510m3/s
より方針の4,690m3/sの方が表記回数が多いのは
適切ではない。
＜理由２＞
　基本方針の整備の目標流量の達成が、基本方針
の目標達成とはならない。計画に必要以上の重複
記述を重ねることによって、流量達成が即ち目標
達成と誤解される恐れを生じる。この誤解は、今
後の武庫川水系での河川整備において最も招いて
はならない誤解である。この誤解を招来しないた
めに、必要以上の重複は避けるべきである。

1

〔対応困難〕
　今回のパブリック・コメントにおいても、河川
整備基本方針と河川整備計画の関係について誤解
したご意見が見受けられます。県民が河川整備計
画をたとえ断片的に読まれたとしても、河川整備
基本方針と河川整備計画の関係性は誤解なく伝え
る必要があると考え、その都度丁寧に記述してい
ます。
　理由１の「河川整備計画の目標が何なのかが分
からなくなる」とのことですが、それ故に、河川
整備計画が「河川整備基本方針の整備目標
4,690m3/s」の達成に向けた「段階的（な整
備）」である旨を、その都度丁寧に記述しまし
た。
　理由２の「流量達成が即ち目標達成と誤解され
る恐れ」については、そのような誤解を招かない
よう、右記のとおり減災対策を推進します。

・本文
P3  27行目～28
行目
・本文
P38  17行目～19
行目

・計画規模を上回る洪水や整備途上段階での施設
能力を超える洪水の発生に備え、河川対策や流域
対策に加えて減災対策を実施し、洪水被害の軽減
を図る。
・河川整備を実施したとしても、計画規模を上回
るいわゆる超過洪水等が発生した場合には、河川
から洪水があふれ出る可能性がある。集中豪雨が
多発する傾向にあることを踏まえると、このよう
な想定を超える事態にも備えておく必要がある。

１
計画全体･
整備目標

事業実施 　『河川整備計画(案)』に特筆されているよう
に、私達築堤区間沿川住民は整備計画実現を大い
に切望している。さらに『同上案』P.41に「早期
に整備効果を得ることが必要」と述べられている
が、早期実現を期待する。

1

〔今後の参考とさせていただきます〕
　今回の河川整備計画（案）では、下流部築堤区
間の安全性向上を重視して治水対策を選定しまし
た。早期かつ着実に整備効果が得られるよう事業
を推進していきます。

－ －

１
計画全体･
整備目標

事業実施 　下流部築堤区間の河道対策等の実施に当たって
は、利用者との調整や樹木の問題等で工事が大変
かと思いますが、一日も早く河川整備の工事に取
り掛かっていただくようお願いします。

1

〔今後の参考とさせていただきます〕
　今回の河川整備計画（案）では、下流部築堤区
間の安全性向上を喫緊の課題として捉え、早期か
つ着実に整備効果が発揮できる対策を選定してい
ます。下流部築堤区間の安全性を向上に向け、早
期かつ円滑な事業の推進に努めます。

・本文
P1 5行目～8行目

・近年、地球温暖化に伴う気候変化等に起因して
集中豪雨が多発している。平成16年10月の但馬地
域や淡路地域を襲った台風23号による災害以降
も、平成21年8月の台風9号による兵庫県西・北部
豪雨災害が発生しており、沿川地域に多くの人
口・資産が集積している武庫川においても、この
ような豪雨に備え、洪水に対する安全度の向上を
早期に図る必要がある。

１計画全体・整備目標　11
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

１
計画全体･
整備目標

事業実施 　天候異変による各地の被害を見るにつけ、一刻
も早く事業化に取り組んでいただき、住民の安
全・安心に寄与いただくことを強く要望する。

1 　同上 同上 同上

１
計画全体･
整備目標

事業実施 　地域環境の保全、次世代への豊かな自然の継承
も、我々が考えなければならない大きな課題であ
り、命を守るための治水、自然を守るための環境
保全、両者が競合しない改修案作りが重要と考え
る。ただ、昨今の気象の状況は、いつ・どこで、
ゲリラ的に集中豪雨が降り、海の潮位と相まって
危険な状況が発生するか予測も困難であり、最下
流域の我々鳴尾地域の住民にとっては不安がいっ
ぱいである。一刻も早く安心できる整備がなされ
るよう強く要請する。

1

 〔既に盛り込み済です〕
　同上
　なお、河川整備に際しては、多様な生物の生活
環境等に与える影響を可能な限り回避・低減また
は代替できる環境保全措置を講じ、生物多様性の
回復に向けた川づくりに取り組むこととしていま
す。

・本文　P1
 5行目～8行目
・本文　P1
 15行目～18行目

・近年、地球温暖化に伴う気候変化等に起因して
集中豪雨が多発している。平成16年10月の但馬地
域や淡路地域を襲った台風23号による災害以降
も、平成21年8月の台風9号による兵庫県西・北部
豪雨災害が発生しており、沿川地域に多くの人
口・資産が集積している武庫川においても、この
ような豪雨に備え、洪水に対する安全度の向上を
早期に図る必要がある。
・また、環境面においては、県が「生物多様性基
本法」に基づき、平成21年3月に策定した「生物
多様性ひょうご戦略」を踏まえて、河川整備に際
しては多様な生物の生活環境等に与える影響を可
能な限り回避･低減または代替できる環境保全措
置を講じ、生物多様性の保全に配慮した川づくり
に取り組む必要がある

１
計画全体･
整備目標

資料編 　資料編の第３章資料３－１に流域委員会委員の
提案が収録されています。県として「県の認識と
一致しない内容等も含まれている。」との記述が
ありますが、具体的にどの部分が該当するのかは
不明な状態です。現時点、計画策定に携わってき
た担当者の方々にはどの部分が該当するのかは理
解されているかと思いますが、２０年間にわたっ
てこの計画を引き継いで実施していく担当者に引
き継がれていかなければ、資料３－１は混乱を生
じさせるだけの資料になります。資料３－２とし
て県の見解を追加することを次善の策として提案
します。 1

〔その他〕
　県の見解は、「河川整備計画(案)」と「河川整
備計画(案)資料編」の１～２に記載しているとお
りです。
　「河川整備計画(案)資料編」の３は県の見解で
はないこと等から、標題を「河川整備基本方針の
目標達成に向けて検討が必要な事項に関する流域
委員会委員の提案」とした上で、「県の認識と一
致しない内容等も含まれている」ことを明示して
います。
　このように、県の見解ではない箇所を明示し、
県の見解と区分しており、混乱を生じさせること
はないため、ご提案の「資料３－２」を追加する
必要はないと考えています。
＜資料編の内容＞
・資料編の１=｢補足説明資料｣
・資料編の２=｢既存利水施設の治水活用および新
　　　　　　　規ダムに係る武庫川峡谷環境調査
　　　　　　　に関する検討状況」
・資料編の３=｢河川整備基本方針の目標達成に向
　　　　　　　けて検討が必要な事項に関する流
　　　　　　　域委員会委員の提案」

－ －

１
計画全体･
整備目標

整備計画
(案)の評価

　ダムに頼らない新しい、総合的な治水、利水、
環境、そしてまちづくりをも視野においた流域管
を目ざす「武庫川水系河川整備計画原案」を高く
評価したい。
「武庫川モデル」が全国的な規模に発展すること
を期待する。

1

〔既に盛り込み済みです〕
　河川整備計画(案)について、妥当とのご意見と
して承りました。

河川整備計画
(案)
全体

－
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

１
計画全体･
整備目標

整備計画
(案)の評価

　武庫川流域委員会及び県の武庫川関係者の努力
により、今回纏められた整備計画にダム建設が盛
り込まれなかったことを高く評価したい。この整
備計画には、既設ダムの利用、潮止め堰の撤去、
床上げ工の一部撤去など多くの「武庫川スタイ
ル」が組み入れられ全国的にも注目される整備計
画に仕上がったと思う。

1 同上 同上 －

１
計画全体･
整備目標

整備計画
(案)の評価

　計画推進に当たってＰ・Ｄ・Ｃ・Ａの管理サイ
クルが盛り込まれ、想定外の事態にも備えられた
計画で、今考えられる最善の整備計画であると高
く評価したい。 1 同上 同上 －

１
計画全体･
整備目標

整備計画
(案)の評価

　今回取りまとめられました「武庫川水系河川整
備計画(案)」は、広く住民の意見を取り上げた画
期的なものと思います。
治水対策は、新規ダムに頼らないメインとなる河
川対策に加え流域対策及び減災対策まで考慮した
点は広い視点からのものであり評価できます。

1 同上 同上 －

１
計画全体･
整備目標

整備計画
(案)の評価

　2007年12月の｢基本方針｣パブリックコメントに
おいて、新規ダムの除外を前提に、
1.流下能力の真の隘路に焦点をあて、河床を近自
然工法によって、適切に掘り下げて流量を増大さ
せる。
2.堤防の保守強化を、最新の工法で、繰り返し継
続する。
の２点を主張した私としては、今回の「計画」
に、こころから敬意を表する。
整備効果の早期発現を期しての、ダム建設から潮
止め堰撤去への変更は、汽水域拡大による生物環
境の改善とあいまって、山・川・海の生態系保全
の新方式として、後世、といってもごく近い将
来、河川管理者の英断、また、武庫川の奇跡、武
庫川モデルとして、高い評価を受けるものと信じ
る。

1 同上 同上 －

１
計画全体･
整備目標

整備計画
(案)の評価

　集中豪雨が頻発している状況のなかで、それに
由来する洪水、溢水、堤防決壊等の対策をもこの
度の「整備計画(案)」に含んでいただいているこ
とは私達の評価するところである。超過洪水を含
む危機管理は極めて重要である。 1 同上 同上 －

１
計画全体･
整備目標

整備計画
(案)の評価

　ダム建設をやめた総合治水対策を武庫川沿いに
住む住民として賛成し誇りに思う。今後の計画策
定や実施の推進におおいに期待している。 1 同上 同上 －

１計画全体・整備目標　13
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

１
計画全体･
整備目標

整備計画
(案)の評価

　準備委員会から武庫川流域委員会の今日まで、
ながきにわたり武庫川流域とその地域周辺の、人
命安全と、まちずくりと一体となった武庫川づく
りに一定の方向付けされたことに委員会の皆様並
び県当局の皆様に敬意を表する。

1 同上 同上 －

１
計画全体･
整備目標

整備計画
(案)の評価

　下流のことも、河川環境のことも考えた真面目
な整備計画案になっていると思う。整備計画の確
実な進捗によって、工事実施基本計画とは異なる
新しい川づくりを果たしてほしい。 1 同上 同上 －

１
計画全体･
整備目標

整備計画
(案)の評価

　2004年以降武庫川流域委員会の審議と連携しな
がら従来の河川整備計画の枠組みに対するチャレ
ンジ性、都市づくりやまちづくりとの連携の必要
性への足だし、川づくりのための流域連携の必要
性など積極的対応が見られ評価する。 1 同上 同上 －

１
計画全体･
整備目標

整備計画
(案)の評価

　真剣な議論により、治水対策にとどまらず、環
境対策、流域対策、減災対策も含めた武庫川整備
計画をまとめられた県及び流域委員会のかたがた
に敬意を表する。

1 同上 同上 －

１
計画全体･
整備目標

整備計画
(案)の評価

　このたび武庫川水系河川整備計画の案として兵
庫県が作成されたものは、全般的に非常に評価が
できる計画であると思う。 1 同上 同上 －

１
計画全体･
整備目標

整備計画
(案)の評価

　武庫川流域委員会の結論には大賛成である。真
剣な議論によりすばらしい答申を出した武庫川流
域委員会、そしてこの答申を受け入れた兵庫県の
決断に心から敬意を表する。

1 同上 同上 －

１
計画全体･
整備目標

整備計画
(案)の評価

　無駄な公共事業であった新規ダム建設を回避
し、流域全体で考えるダム以外の早期実現可能な
治水対策に取り込むことについて賛成し、評価す
る

1 同上 同上 －

１
計画全体･
整備目標

整備計画
(案)の評価

　新規ダム計画を今期整備計画に採用せず、総合
治水計画に基づき、河道対策、流域対策、減災対
策を組み立てた計画に、おおむね賛同する。 1 同上 同上 －

１計画全体・整備目標　14
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

１
計画全体･
整備目標

整備計画
(案)の評価

　ダムに頼らない武庫川の総合治水を制定された
大英断に賛成する。

1 同上 同上 －

１計画全体・整備目標　15
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

２
河道対策

河道掘削
堤防強化

　現在、今すぐ出来る有効な防水計画と考えられ
るのは次の点です。
　ア　定期的な河床掘削による流量増を図る
　イ　堤防の補強工事
　これらは、ダム建設費用に比し安価であり、毎
年計画的に支出可能である。

1

〔既に盛り込み済です〕
　河床掘削や堤防強化については右記のとおり実
施することとしています。
　なお、河床掘削も、より大きな洪水に対応しよ
うとすれば、多数の大規模橋梁の架け替えが必要
となるなど、事業費は膨大となります。一概に河
床掘削がダム建設費用に比して安価であるとは言
えないと考えています。

・本文
P3　15行目～18
行目
・本文
P76  14行目～17
行

・喫緊の課題に対応でき、早期かつ着実に整備効
果が発揮できる対策として、河床掘削や堤防強
化、既設青野ダムの洪水調節容量の拡大、武庫川
上流浄化ｾﾝﾀｰ内の用地を活用した遊水地の整備
や、学校・公園・ため池等に雨水を一時的に貯留
する流域対策を選定した。
・河口付近は河川勾配が緩いため、土砂が堆積し
やすく、また、屈曲部においては外岸側が洗掘さ
れやすいことから、重点的に維持管理を行う「治
水上等の影響が特に大きい区間」に設定し、定期
的な横断測量や堤防・護岸の点検を行い、必要に
応じて維持掘削、堤防・護岸の修繕工事を行う。

２
河道対策

河道掘削
堤防強化

　流域委員会の答申に沿って、河川掘削や堤防強
化も進めてほしい。

1

〔既に盛り込み済みです〕
　河川整備計画（案）では、右記のとおり、河床
掘削、堤防強化等の河川対策、学校・公園・ため
池等に雨水を貯留する流域対策を進めていきま
す。
　

・本文
P3　16行目～18
行目

・河床掘削や堤防強化、既設青野ダムの洪水調節
容量の拡大、武庫川上流浄化センター内の用地を
活用した遊水地の整備や、学校・公園・ため池等
に雨水を一時的に貯留する流域対策を選定した。

２
河道対策

河道掘削 　武庫川の川を掘って大丈夫と言っているが、そ
れでいいのか。

1

〔既に盛り込み済です〕
　今回の河川整備計画（案）では、下流部築堤区
間の安全性を重視し、早期かつ着実に治水効果が
発現する河床掘削に取り組むこととしました。ま
た、右記のとおり、洪水に対する安全性を段階的
に向上させていくこととしています。

・本文
P3　15行目～18
行目
・本文
P3　25行目～28
行目

・喫緊の課題に対応でき、早期かつ着実に整備効
果が発揮できる対策として、河床掘削や堤防強
化、既設青野ダムの洪水調節容量の拡大、武庫川
上流浄化ｾﾝﾀｰ内の用地を活用した遊水地の整備
や、学校・公園・ため池等に雨水を一時的に貯留
する流域対策を選定した。
・本計画の整備目標は、基本方針の目標達成に向
けたあくまで途中段階の目標である。また、近
年、地球温暖化に伴う気候変化等に起因する集中
豪雨も多発傾向にある。計画規模を上回る洪水や
整備途上段階での施設能力を超える洪水の発生に
備え、河川対策や流域対策に加えて減災対策を実
施し、洪水被害の軽減を図る。

２河道対策　1
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

２
河道対策

河道掘削 　わからない点や要望がある。下記に列挙するの
で今後の計画策定時に明らかにしてほしい。
　・・・・・・
　河床掘削の土砂量の規模や処分方法は具体的に
まとまっているのか。
　・・・・・・

1

〔その他〕
　河道掘削の土砂量は下流部築堤区間で約90万
m3※です。なお、残土の処分方法については、尼
崎沖等の埋め立てが間もなく完了予定であるた
め、大阪湾の窪地対策などに有効利用できない
か、事業実施に向けて今後検討していきます。
※河道掘削土砂量については、事業実施に向け
て、今後詳細設計を行い精度を高めていきます。

－ －

２
河道対策

河道掘削   河川工事で出る土砂を選別して砂を甲子園浜や
香炉園浜（お前浜）に利用して欲しい。

1

〔今後の参考とさせていただきます〕
  河床掘削で発生した土砂については、できる限
り有効利用が図れるよう、具体的な方法につい
て、事業実施段階で検討します。ご意見は今後の
参考とさせていただきます。

－ －

河道掘削   早急にすべきことは、天井川解消である。

1

〔対応困難〕
　河川整備計画（案）では、河口～JR東海道線橋
梁下流の区間において、河床掘削、低水路拡幅、
高水敷掘削等を行うことで下流部築堤区間の流下
能力を向上させることとしています。なお、天井
川は川底が周辺地盤より高い河川のことであり、
武庫川においては阪急電鉄橋梁から仁川合流点付
近までの間が天井川となっています。

・本文
P49　9行目～12
行目

・① 下流部築堤区間（河口～JR東海道線橋梁下
流）
戦後最大洪水である昭和36年6月27日洪水を青野
ダム等で洪水調節した後の河道への配分流量
3,200m3/sに対して流下能力が不足している、河
口からＪＲ東海道線橋梁下流までの河床掘削、低
水路拡幅、高水敷掘削を行う。

２河道対策　2
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

２
河道対策

床止工 　床止工は段差のないものにして欲しい。

1

〔今後の参考とさせていただきます〕
　魚類等の遡上や降下のしやすさを考慮し、でき
るだけ段差を生じさせない河川整備に努める事と
しています。しかしながら、例えば川底を掘削す
る下流側と川底を掘削しない上流側の境界など、
やむを得ず川底に段差が生じる箇所では、魚道
（魚類等が遡上・降下しやすい水路）を設け、魚
類等の移動の連続性の確保に努めることとしてお
り、右記のとおり対応します。
　なお、今回の河川整備計画（案）で川底を掘削
しない区間における床止工の段差に対しても、魚
類等の移動の連続性の向上に向けた検討を行い、
右記のとおり実施可能なものから魚道の改良に取
り組むこととしています。

・本文
P49  17行目～
P50 1行目
・本文
P71  3行目～7行
目
・本文
P74  2行目～10
行目
・本文
P81  32行目～33
行目

・潮止堰は、周辺の地下水の利用状況等を勘案し
適切に対応することを前提に撤去する。また、床
止工は、同様のことを前提に撤去または改築す
る。
・対策１ 魚類等の移動の連続性確保
河床掘削に併せて潮止堰等を撤去することによ
り、汽水・回遊種の生息環境の改善を図り、アユ
やウキゴリ等の回遊魚の遡上を促進するととも
に、上流側の床止めに設置している魚道を改良す
る。
・アユを武庫川のシンボル・フィッシュとして位
置づけて、関係機関や地域住民の参画と協働のも
と、河川整備や環境改善に取り組む。このため、
平成21年度から3年程度を目処に、アユの分布、
産卵場、仔アユの降下等の生息実態調査を実施し
ている。その結果を踏まえて、関係者や地域住民
の適切な役割分担のもと、魚道の改善やみお筋の
確保などによる移動の連続性の向上、産卵場及び
稚魚期の生息場所の確保等の必要な対策を検討
し、実施可能なものから取り組んでいく。また、
アユの生息実態の追加調査については、必要に応
じて検討を行う。
・関係者や地域住民の適切な役割分担のもと、魚
道の改善やみお筋の確保などによる移動の連続性
の向上、産卵場及び稚魚期の生息場所の確保等の
必要な対策について検討する。

２
河道対策

潮止堰
魚道

　整備計画(案)では河口近くの潮止堰を撤去して
下流域の河道掘削により、流下能力を増加させる
ことを目標の一つに掲げている。潮止堰の撤去は
できるだけ早急に実施し、その上流側の掘削も汽
水域の機能を発揮できるように、また、より上流
側との河道勾配を調整して、回遊魚等生態系の本
来の姿を回復させるように魚道等の整備にも充分
留意されることを希望する。

1

〔既に盛り込み済です〕
　潮止堰は、地下水利用者の理解と協力を得た後
に、適切な補償を行うための事前調査を行い（井
戸水の変化と河川工事の因果関係を把握するた
め、工事着手前に実施する調査）、事後調査の準
備が整った段階で、河床掘削と併せて撤去するこ
ととしており、右記のとおり記述しています。流
下能力の向上を最優先とした工事工程の中で、出
来るだけ早期に撤去できるよう努めます。
　また、魚類等の移動の連続性を確保するため、
床止工に併設している魚道の改良にも右記のとお
り取り組むこととしています。

・本文
P49  17行目～
P50 1行目
・本文
P71  3行目～7行
目
・本文
P74  2行目～10
行目
・本文
P81  32行目～33
行目

・潮止堰は、周辺の地下水の利用状況等を勘案し
適切に対応することを前提に撤去する。また、床
止工は、同様のことを前提に撤去または改築す
る。
・対策１ 魚類等の移動の連続性確保
河床掘削に併せて潮止堰等を撤去することによ
り、汽水・回遊種の生息環境の改善を図り、アユ
やウキゴリ等の回遊魚の遡上を促進するととも
に、上流側の床止めに設置している魚道を改良す
る。
・アユを武庫川のシンボル・フィッシュとして位
置づけて、関係機関や地域住民の参画と協働のも
と、河川整備や環境改善に取り組む。このため、
平成21年度から3年程度を目処に、アユの分布、
産卵場、仔アユの降下等の生息実態調査を実施し
ている。その結果を踏まえて、関係者や地域住民
の適切な役割分担のもと、魚道の改善やみお筋の
確保などによる移動の連続性の向上、産卵場及び
稚魚期の生息場所の確保等の必要な対策を検討
し、実施可能なものから取り組んでいく。また、
アユの生息実態の追加調査については、必要に応
じて検討を行う。
・関係者や地域住民の適切な役割分担のもと、魚
道の改善やみお筋の確保などによる移動の連続性
の向上、産卵場及び稚魚期の生息場所の確保等の
必要な対策について検討する。

２河道対策　3
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

２
河道対策

潮止堰
床止工

　堤防強化を始め種種の方策が計画されています
が、早急に下流部の堤防強化と潮留め堰と床上げ
工を撤去し、流下能力を高めて欲しい。魚の生態
系にも好影響を与え、「鮎の遡上る川づくり」が
進展することを期待する。

1

〔既に盛り込み済です〕
　堤防強化については、右記のとおり、平成18年
度から取り組んでおり、河川整備計画期間も引き
続き実施することとしています。
　潮止堰は、地下水利用者の理解と協力を得た後
に、適切な補償を行うための事前調査を行い（井
戸水の変化と河川工事の因果関係を把握するた
め、工事着手前に実施する調査）、事後調査の準
備が整った段階で、河床掘削と併せて撤去しま
す。床止工も同様に、流下能力の向上を最優先と
した工事工程の中で、出来るだけ早期に撤去また
は改築することとし、右記のとおり記述していま
す。
　なお、流下能力を上げるためには河床掘削に
よって洪水の流下断面を拡げる必要があります
が、この際には川底に設置している潮止堰や床止
工の撤去又は改築が必要となります。潮止堰や床
止工を撤去するだけで流下能力が上がるわけでは
ありません。
　また、アユの遡上する川づくりについても、右
記のとおり取り組みます。

・本文 P18 20行
目～29行目
・本文 P49 17行
目～P50 1行目
・本文 P74 2行
目～10行目

・学識経験者で構成する「武庫川堤防技術検討委
員会」※1を平成14年度に設置し、洪水時におけ
る浸透、侵食に対する安全性と、安全水準を満た
さない堤防の強化対策を検討した。この結果を踏
まえ、比較的安全度が低い4.4kmについて平成18
年度から対策工事に取り組んでおり、平成20年度
までに1.7kmの工事が完了した。今後も継続して
整備を進める必要がある。
・潮止堰は、周辺の地下水の利用状況等を勘案し
適切に対応することを前提に撤去する。また、床
止工は、同様のことを前提に撤去または改築す
る。
・アユを武庫川のシンボル・フィッシュとして位
置づけて、関係機関や地域住民の参画と協働のも
と、河川整備や環境改善に取り組む。このため、
平成21年度から3年程度を目処に、アユの分布、
産卵場、仔アユの降下等の生息実態調査を実施し
ている。その結果を踏まえて、関係者や地域住民
の適切な役割分担のもと、魚道の改善やみお筋の
確保などによる移動の連続性の向上、産卵場及び
稚魚期の生息場所の確保等の必要な対策を検討
し、実施可能なものから取り組んでいく。また、
アユの生息実態の追加調査については、必要に応
じて検討を行う。

２
河道対策

高水敷 　河川敷で野球・ラグビー・マラソンやジョギン
グ・将棋などを楽しんでいる方々が、工事期間中
にそれらができないことがある。そのときは、別
の場所を提供したり、その催し物の中断を納得し
てもらう方策をどのように考慮しているか？

1

〔今後の参考とさせていただきます〕
　工事期間中に河川敷利用が一部制限されること
については、近隣住民への工事説明、工事概要を
示した掲示板の設置、河川敷を占用している公園
管理者との事前調整等により周知に努め、河川敷
利用者のご理解とご協力を得ていきます。
　なお、工事期間中は、工事車両の通行等を含
め、高水敷を広範囲に工事のために使用する必要
があることから、現在の河川敷利用者に対して別
の場所を提供することは難しいと考えています。
武庫川の下流部沿川地域は、人口・資産が高度に
集積しているため、ひとたび堤防が決壊し氾濫す
ると甚大な被害が予想されるため、沿川にお住ま
いの方々の生命や財産を守るためには、必要不可
欠な工事であることを、工事説明会等を通じて、
粘り強く説明することにより、理解を求めていき
たいと考えています。

－ －

２河道対策　4
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

２
河道対策

高水敷 　現在策定中の整備計画案における国道２号線下
流域、阪神電鉄・南武橋付近の、高水敷を削り流
水面積の確保を図るとの改修案については、この
部分が現在市民の運動公園として重要な空間であ
ることから、充分検討され理解が得られるような
計画とされるようお願いする。

1

〔既に盛り込み済です〕
　今回の河川整備計画（案）では、右記のとお
り、戦後最大洪水流量を流下させるために必要な
最小限の高水敷掘削を行うこととし、旧国道より
下流域において部分的な高水敷掘削を行うことと
しています。旧国道から国道2号までの範囲の高
水敷の掘削については、今回の河川整備計画
（案）では予定していません。
　工事実施にあたっては、地域住民等との合意形
成に努めると共に、右記のとおり、地域住民等と
の参画と協働のもと、汽水域の拡大や干潟の創出
など魅力ある水辺空間の創造に努めます。

・本文
P49　13行目～15
行目
・本文
P75　9行目～11
行目

・河道への配分流量3,200m3/sを安全に流下させ
る範囲内で、国道43号橋梁の基礎が河床から突出
しない深さまで河床掘削するとともに、流域下水
道管渠に影響しない箇所で低水路拡幅と、部分的
な高水敷掘削を行う。
・河口部では潮止堰等の撤去により、汽水域が拡
大され、干潟が創出されることから、これらを活
かした魅力ある水辺とのふれあいの場の創造を地
域住民等との参画と協働のもとで進めていく。

２
河道対策

堤防強化 　地球温暖化に伴う異常気象の発生が次第に顕著
になっている現状から、計画規模を越える超過洪
水の発生は充分予想される事態となっている。特
に下流築堤区間においてはこうした洪水による堤
防の決壊を防ぐ事が必要であり、溢流しても破堤
しない堤防の建設と整備を最大の目標として努力
することを求める。

1

〔既に盛り込み済です〕
　河川整備計画(案)では、右記のとおり、超過洪
水（計画高水位以上の洪水）に対しても、堤防を
決壊しにくくする浸透対策、侵食対策及び巻堤等
による越水対策について検討し、可能なものから
実施することとしています。
　なお、越水しても破堤しない耐越水堤防につい
ては、右記のとおり現時点では採用することはで
きませんが、技術開発の進展に合わせて導入を検
討します。

・本文
P18　35行目～
P19 5行目
・本文
P46　3行目～4行
目
・本文
P54　9行目～12
行目
・本文
P81　15行目～17
行目

・近年、地球温暖化に伴う気候変化等に起因して
集中豪雨が多発している現状を踏まえると、越水
に対しても一定の安全性を有する堤防（耐越水堤
防）の整備が望まれる。しかしながら耐越水堤防
については、土木学会の報告書※2では「長期に
わたる実効性が証明されておらず、実際の導入は
技術的に困難」と結論づけており、技術基準が確
立されていないため、現時点では採用することが
できない。今後、耐越水堤防の導入を、技術開発
の進展に合わせて検討していく必要がある。
※2 「耐越水堤防整備の技術的な実現性の見解」
について　耐越水堤防整備の技術的な実現性検討
委員会報告書　(社)土木学会 H20.10.27
・さらに、計画高水位以上の洪水に対して堤防を
決壊しにくくする工法についても検討する。
・橋脚の影響により流水の乱れが発生しやすい橋
梁上下流部や、湾曲により水位が上昇しやすい水
衝部等、治水上特に注意が必要な個所を対象に、
計画高水位以上の洪水に対して堤防を決壊しにく
くする浸透対策、侵食対策及び巻堤等による越水
対策について検討し、可能なものから実施する。
・治水上特に注意が必要な箇所を対象に、計画高
水位以上の洪水に対して堤防を決壊しにくくする
浸透対策、侵食対策及び巻堤等による越水対策、
堤防に近接する一部の家屋等の対応、適正な樹木
管理について検討する。

２河道対策　5
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２
河道対策

堤防強化 　堤防高は「構造令」によると、それを満たし築
堤区間は余裕のある高さを備えているという報告
がありますが、事実正しいかを確認いただきた
い。

1

〔その他〕
　甲武橋より下流の築堤区間では、基本的には、
河川管理施設等構造令に定める堤防の余裕高（計
画高水位から堤防の天端までの高さのことで、武
庫川下流部の場合１．２ｍ必要）以上の高さを有
しています。なお、余裕高が不足する箇所は、潮
止堰付近の左岸側（尼崎市側）に１箇所ありま
す。当該箇所については、嵩上げ工事を実施する
予定です。

－ －

２
河道対策

堤防強化 　「堤防に近接する一部の家屋等の対応」(P.54)
について適切な処置をお願いしたい。

1

〔既に盛り込み済です〕
　堤防強化工事に際して、右記のとおり対応しま
す。

・本文
P54 12行目～13
行目

・堤防に近接する一部の家屋等の対応についても
検討する。

２
河道対策

堤防強化 　堤防を強化することによる樹木の扱いについ
て、地域住民の理解を得るというが、自然環境の
保全と相反することであり、そういう工事案を計
画することは理解できません。

1

〔今後の参考とさせていただきます〕
　堤防の安全性を第一義としつつ、右記のとお
り、治水上支障のない範囲で樹木を保全し、良好
な景観の保全に努めることとしています。

・本文
P18　31行目～34
行目
・本文
P54　6行目～8行
目
・本文
P74　25行目～27
行目

・堤防や高水敷には多くの樹木があるため、堤防
強化工事に際して樹木の伐採が必要になる場合が
ある。一方、これらの樹木の一部は、古くから生
育しており、武庫川の景観を特徴づけ、地域住民
にも親しまれていることから、堤防強化工事に際
して、これら樹木にも配慮する必要がある。
・また、堤防や高水敷上の樹木に配慮したうえ
で、工事の際に伐採が必要になる樹木の扱いにつ
いて地域住民の理解を得るよう努める。
・特に下流部築堤区間においては、クロマツやア
キニレ等の高木樹により良好な景観が形成されて
おり、河川敷の一部が風致地区に指定されてい
る。このことから、河川整備にあたっては、樹木
伐採を必要最小限とする工法を検討するなど、良
好な景観の保全に努める。

２
河道対策

堤防強化 　尼崎と比べて、堤防が石ではなく土でしている
とこがたくさんある。増水した時、弱いのではな
いか？相対的に堤防は大丈夫といっているが。特
に最近の集中豪雨を見て心配している。

1

〔その他〕
　尼崎市側も西宮市側も堤防は基本的に土で出来
ています。その上で、橋梁の上下流部や、湾曲に
より水位が上昇しやすい水衝部等については、河
川側の堤防の表面をコンクリートなどの護岸で
覆ってのり面を補強しています。
　さらに、長時間の浸透水による堤防の強度低下
や流水による侵食に対しては、右記のとおり対策
を講じることとしています。
　なお、土の堤防は、構造物としての劣化現象が
起きにくいこと、沈下した場合でも修復が容易で
あること、地盤と一体としてなじむこと、地震で
被災した場合の復旧の容易さ、その他、費用面、
施工性、環境面等の理由から、全国的にも河川堤
防は土堤が原則となっています。

・本文
P54  2行目～5行
目
・本文
P54  9行目～12
行目

・築堤区間全区間14.4kmを対象に、計画高水位以
下の洪水に対するドレーン工法等の浸透対策、護
岸工による侵食対策を実施する。実施にあたって
は、平成14年度に行った「武庫川堤防技術検討委
員会」の検討結果を踏まえ、比較的安全度が低い
4.4kmの区間から順次整備を進める。
・橋脚の影響により流水の乱れが発生しやすい橋
梁上下流部や、湾曲により水位が上昇しやすい水
衝部等、治水上特に注意が必要な個所を対象に、
計画高水位以上の洪水に対して堤防を決壊しにく
くする浸透対策、侵食対策及び巻堤等による越水
対策について検討し、可能なものから実施する。

２河道対策　6
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２
河道対策

堤防強化 　環境と安全・生命そして生物多様性との共存を
考える中、下流域に移住している住民に取って武
庫川河川域は緑あるゆとりの空間となっています
が、大きな松並木や樹木などは強風を伴った台風
などで土壌のゆるみ、松食い虫などでの枯れによ
る影響などからくる土堤防の強度と水漏れなどは
どうなのか？現状ではどのようなリスクがあるの
か？ 1

〔既に盛り込み済です〕
　ご指摘のとおり、樹勢の劣った樹木や根の支持
力が小さい樹木は、洪水時に倒伏するなど堤体に
悪影響を及ぼす可能性があることから、平成14年
に高水敷や堤防上の樹木の健全度調査を行い、そ
の後、倒伏の恐れのある老木等の危険木について
は順次伐採しました。
　引き続き、今後は、右記のとおり樹木管理を行
います。

・本文
P76 23行目～26
行目

・河川区域内の樹木等について巡視・点検を行
い、樹勢が劣り洪水時に倒れて堤防の安全性に悪
影響を及ぼすような樹木は伐採・抜根するなど、
適切な樹木管理を行う。併せて、治水上支障とな
る樹木の伐採や、治水上の支障がない範囲での植
樹など、適正な樹木管理について検討する。

２
河道対策

堤防強化 　河口域でのコンクリート堤防等の経年変化によ
る劣化はだいじょうぶか？このあたりは天井川で
あり心配をしている。コンクリートのつなぎ目は
草などが見受けられる。
　コンクリートで覆われた中の土壌は？空洞は？
など見えないところの状態を早急に調査し問題あ
れば早急な対策をお願いしたい。

1

〔既に盛り込み済です〕
　堤防の維持管理については、右記のとおり対応
することとしています。

・本文
P76  3行目～6行
目
・本文
P76  11行目～12
行目

・河道の確保、堤防・護岸の機能維持、河川利用
者の安全確保、不法行為等の防止、施設の機能維
持、占用許可工作物への適切指導を目標に、平成
21年度に策定した「兵庫県河川維持管理計画」に
基づき、定期的に点検を行って河川の状態を把握
し、効果的・効率的に河川の維持管理を行う。
・堤防・護岸は、堤防の決壊や護岸の崩壊などの
重大な被害が生じないよう変状箇所については、
修繕工事を実施する。

２
河道対策

堤防強化 　河床掘削で洪水時表水面積が大きくなる時、堤
防決壊のリスクがないのか。

1

〔その他〕
　堤防決壊の原因は、①堤防に水が浸透すること
による漏水や堤防法面の崩れ、②流水による堤体
の侵食、③越流による堤防法面の侵食に大別され
ます。
　河床掘削によって洪水時の水位は下がるため、
河床掘削をしない場合に比べて上記①～③は緩和
されます。したがって、河床掘削が堤防決壊のリ
スクを増大させることはありません。なお、堤防
強化については、右記のとおり対応することとし
ています。

・本文
P54  2行目～5行
目
・本文
P54  9行目～12
行目

・築堤区間全区間14.4kmを対象に、計画高水位以
下の洪水に対するドレーン工法等の浸透対策、護
岸工による侵食対策を実施する。実施にあたって
は、平成14年度に行った「武庫川堤防技術検討委
員会」の検討結果を踏まえ、比較的安全度が低い
4.4kmの区間から順次整備を進める。
・橋脚の影響により流水の乱れが発生しやすい橋
梁上下流部や、湾曲により水位が上昇しやすい水
衝部等、治水上特に注意が必要な個所を対象に、
計画高水位以上の洪水に対して堤防を決壊しにく
くする浸透対策、侵食対策及び巻堤等による越水
対策について検討し、可能なものから実施する。

２
河道対策

堤防強化 　河道対策の１つである『下流部築堤区間の堤防
強化（南武橋～仁川合流点）』については堤防上
を車道として活用しているが大型車両も多く車道
面の拡幅を堤防強化と同時に実施されたし。

1

〔対応困難〕
　堤防に厚みを持たせる工法は、有効な堤防強化
対策の１つですが、堤防を河川水や雨水の浸透に
対して安定させるために、堤防ののり面は、設計
基準上、高さを１とした時の水平距離が２以上の
緩やかな勾配にしなければならないこととなって
います。
　このため、車道面の拡幅を行うと、これに伴っ
て堤防の幅も広くなるため、河川側においては通
水断面が狭くなり洪水流下の妨げになり、堤内地
側においては新たな用地が必要となって多くの家
屋移転等を伴うため、実施は困難と考えていま
す。

－ －

２河道対策　7
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

２
河道対策

堤防強化 　堤防の強化
　○氾濫時の決壊防止
　○拡幅により交通の安全対策（5～6m拡げる）

1

〔対応困難〕
　堤防に厚みを持たせる工法は、有効な堤防強化
対策の１つですが、河川側に堤防を拡幅すると通
水断面が狭くなり洪水流下の妨げになるため、洪
水流下能力が不足する下流部築堤区間では、採用
することはできません。また、堤防内部にコンク
リート壁を打設することについても、盛土内にコ
ンクリートなどの異物が混入した場合、地震時な
どに剥離や空洞化が発生しやすく、堤防の強度が
かえって低下する恐れがあるため、採用すること
は出来ないと考えています。
　なお、氾濫時の決壊防止としては右記の対策を
講じることとしています。

・本文
P54　9行目～12
行目

・橋脚の影響により流水の乱れが発生しやすい橋
梁上下流部や、湾曲により水位が上昇しやすい水
衝部等、治水上特に注意が必要な個所を対象に、
計画高水位以上の洪水に対して堤防を決壊しにく
くする浸透対策、侵食対策及び巻堤等による越水
対策について検討し、可能なものから実施する。

２
河道対策

整備効果 　河床掘削により阪神電鉄橋梁付近では、何メー
トルの水位上昇を抑えることが可能か？（平成１
６年台風２３号の場合、河床改修の成果により、
約１．４メートル水位が下がったとの報告があ
る。ちなみに、昭和５８年９月２８日台風１０号
では阪神電鉄武庫川橋梁の真下まで水位が上がっ
たとのことである）。

1

〔その他〕
　今回の河道掘削により、戦後最大洪水である昭
和36年6月27日洪水の水位を阪神電鉄橋梁付近で
約1ｍ低下させることが出来ます。

－ －

２
河道対策

整備効果 　築堤区間西側には鳴尾地区民家が密集してい
る。過去の歴史に堤防の破堤はなかったが、住民
は堤防決壊を恐れています。県は堤防強化にド
レーン工法等の対策を実施（Ｐ．５４）されよう
としているが、その効果をさらに具体的に示して
いただきたい。

1

〔その他〕　例えばドレーン工法の場合、堤防裏の法尻に砕石（ドレーン工）を設置し
て、堤防にしみ込んだ水を速やかに排水し、堤防法面の崩れを防止します。

 

平常時 

増水時 

堤防内の水位が堤防の裏法尻に到達 

堤防の裏法面の末端部が崩壊 堤防は安定 

堤防は安定 

堤防は安定 

堤防の裏法面の滑り破壊 

堤防の決壊、越流 

ドレーン工 

更に水位上昇 

堤防内の水位が堤防の裏法尻に到達 

洪水ピーク 

平常時 

増水時 

更に水位上昇 

洪水ピーク 

洪水ピーク 洪水ピーク 

洪水ピーク 洪水ピーク 

堤防 堤防 

堤防にしみ込んだ水の水面 堤防にしみ込んだ水の水面 

裏法尻 

水路 

裏法尻 

河川 河川 

堤防強化なし(ドレーン工なし） 堤防強化あり(ドレーン工設置） 

２河道対策　8
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

２
河道対策

整備効果   今回の「武庫川河川整備計画」は、昭和36年6
月の戦後最大の洪水を基本とされている。これ以
上の降雨に対しては、人的被害の回避と軽減、社
会経済への深刻なダメージの回避を目指すとして
いる。その見解として、特に下流部築堤区間の流
下能力アップの対策、貯留施設の検討が挙げられ
ている。このことは一時的（初期対応）なもの
で、洪水対策とし何年間後の洪水対策の効果が担
保できるのか。

1

〔その他〕
  河川整備計画期間を20年間としていますので、
概ね20年後には戦後最大洪水と同規模の洪水（甲
武橋地点3510m3/s）を安全に流下させることがで
きます。
　なお、整備効果は20年後に初めて発現するので
はなく、河川整備の進捗に応じて、徐々に向上し
ていきます。

－ －

２
河道対策

整備効果   わからない点や要望がある。下記に列挙するの
で今後の計画策定時に明らかにしてほしい。
　・・・・・・
　築堤区間の阪急神戸線付近は整備済になってい
るが本当に大丈夫なのか。その根拠を示して欲し
い。
　・・・・・・

1

〔既に盛り込み済です〕
　右図のとおり、阪急電鉄付近では、現況流下能
力が3,200m3/s以上あり、現在の整備水準
（2,600m3/s）を満足しています。また、今回の
河川整備計画（案）で目標とする戦後最大洪水に
対する河道分担流量についても現状の河道で安全
に流下させることが出来ます。

・本文P49
 図4.1.1

２
河道対策

青葉台地区 　青葉台地区の河川整備にあたっては、担当者が
代わっても住民が不安をいだかなくてもいいよう
にきちんと引継ぎをしていただきたい

1

〔今後の参考とさせていただきます〕
  ご意見の通り、円滑な事業執行が図れるよう努
めていきます。

－ －

図4.1.1 現況流下能力と河道への配分流量 
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

２
河道対策

青葉台地区 　河川についての情報や川沿いの改修工事の変更
など住民の生活に直結する話は住民にすぐ公開し
ていただきたい。

1

〔今後の参考とさせていただきます〕
　右記の通り、住民の方々の意向も踏まえながら
対策を実施することとしています。ご意見につい
ては、住民の方々との合意形成を図るうえで、今
後の参考とさせていただきます。

・本文
P51　4行目～7行
目

　当面は、生瀬大橋上流の未整備区間のうち、家
屋の多い青葉台地区等について、下流の整備済区
間と同水準の流量(生瀬地点における河道への配
分流量1,900m3/s)を安全に流下させるとともに平
成16年台風23号洪水(生瀬地点2,600m3/s)による
再度災害防止のため、地元住民の意向を踏まえな
がら河床掘削等の対策を検討し実施する。

２
河道対策

青葉台地区 　安全・安心のサービスを提供するということで
あるが、立ち退いたのでは、立ち退いた住民は
サービスを受けることができない。立ち退かなく
ても安全・安心が受けられるよう机上ではなく、
住民の立場にたった計画であることを願う。 1 同上 同上 同上

２
河道対策

情報提供 　下流部築堤区間での事業量は大きく、具体的な
工事として住民の目に触れる期間が長く、範囲が
広くなる。初期段階からの情報提供の徹底に十分
に留意して進めて欲しい。特に、高水敷の利用者
（ランニング、ジョギング、サイクリング、散
歩、憩い、野球、テニス等）や、低水路の利用者
（水辺あそび等）などの実際の利用者に情報が届
く工夫に十分に留意して欲しい。例えば、いち具
体案として、高水敷に情報提供用の簡易な掲示板
（「武庫川かわら版（仮称）」。内容を適宜更新
できる形態の簡易な掲示板）を設けて随時、情報
提供（計画内容、今後の予定、進捗状況等）をす
ることを挙げておく。今後できるだけ早期にこの
ような工夫を実施して頂きたい。
なお、情報提供の際には、計画策定段階で住民意
見の反映プロセスを経てきたこと（流域委員会へ
の諮問、パブリックコメント）、実施段階での進
行管理プロセスが存在すること（フォローアップ
委員会）は常に必ず明記して欲しい。
また、流域全体を対象として整備計画内容を周知
できるリーフレット（基本方針リーフレット以上
の丁寧な内容を希望）の作成と配布・周知を行っ
て欲しい。最低でもリーフレット内容案の作成
は、平成２２年度中（武庫川企画調整課がある
（計画策定担当者がいる）うちに）に行って欲し
い。

1

〔今後の参考とさせていただきます〕
　事業を円滑に進めるためのご提案として、参考
にさせて頂きます。

－ －

２河道対策　10
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

２
河道対策

排水ポンプ 　上流部に大雨が降らなくても、下流部特に国道
４３号線以南の排水ポンプ作動が遅いと床下浸水
になる。ゲリラ豪雨対策に対してどのように考慮
しているか？排水ポン場には非常発電装置はある
か？

1

〔その他〕
　ご指摘の排水ポンプは尼崎市の大庄中継ポンプ
場であると思われますが、尼崎市ではこのポンプ
場も含めて、迅速かつ適正な運転管理に努めてい
るところです。
  ゲリラ豪雨のような超過降雨対策としては、現
在、雨水を地中に浸透させて河川への流出量を抑
制する雨水浸透管の整備を推進しています。
　また、ご質問の非常発電装置についてですが、
大庄中継ポンプ場をはじめ尼崎市の中継ポンプ場
では、停電した場合においても雨水ポンプを運転
できる自家発電装置を設置しています。

－ －

２
河道対策

排水ポンプ 　計画高水位以上の洪水時は、排水ポンプの停止
により内面浸水が住民の生活をおびやかすのでは
ないか。避難対策だけでよいのか。人的災害の保
障はどのようにするのか。

1

〔その他〕
　排水ポンプの運転調整は、洪水により河川水位
が上昇し堤防が決壊する恐れがある場合にポンプ
による排水を継続すると河川の水位上昇を助長す
ることから、堤防の決壊という最悪の事態を回避
するためにやむを得ず行うものです。平成12年9
月の東海豪雨では、河川が危険な状態にありなが
ら排水ポンプからの排水を続けたことが、河川の
破堤等、被害の拡大をもたらす要因となったこと
から、全国的に排水ポンプの運転調整ルールづく
りに向けた取り組みが進められています。
　しかしながら、排水ポンプの運転調整は、ポン
プ排水を停止することによる内水氾濫を許容する
か、それを避けるために堤防決壊のリスクを増大
させるかという、二者択一を迫られるきわめて難
しい問題であり、右記のとおり、増水時における
合理的な排水ポンプの運転調整方法、内水被害に
対する対応のあり方などについて、引き続き関係
市や下水道管理者と協議を進めることとしていま
す。

・本文
P77　17行目～22
行目

・洪水で堤防が決壊する恐れがある場合に、武庫
川へのポンプ排水を続けると、水位上昇を助長
し、越水や堤防の決壊を引き起こす可能性がある
ため、地元市や下水道管理者等と協議し、出水時
における排水ポンプ場の合理的な運転調整方法を
定めていく。
なお、県の流域下水道の中継ポンプ場について
は、堤防の決壊等の危険が切迫した緊急時には、
河川管理者の指示により、緊急避難措置として、
排水ポンプの運転を停止することとしている。

２
河道対策

排水ポンプ   わからない点や要望がある。下記に列挙するの
で今後の計画策定時に明らかにしてほしい。
　・・・・・・
　排水ポンプ場を緊急的に運転停止した場合、内
水氾濫が起きるのではないか。具体的に下水道管
理者とどのように調整するのか。
　・・・・・・

1

〔その他〕
　排水ポンプの運転調整は、ポンプ排水を停止す
ることによる内水氾濫を許容するか、それを避け
るために堤防決壊のリスクを増大させるかとい
う、二者択一を迫られるきわめて難しい問題であ
り、増水時における合理的な排水ポンプの運転調
整方法、内水被害に対する対応のあり方などにつ
いて、右記のとおり、引き続き関係市や下水道管
理者と協議を進めることとしています。

・本文
P77　17行目～22
行目

・洪水で堤防が決壊する恐れがある場合に、武庫
川へのポンプ排水を続けると、水位上昇を助長
し、越水や堤防の決壊を引き起こす可能性がある
ため、地元市や下水道管理者等と協議し、出水時
における排水ポンプ場の合理的な運転調整方法を
定めていく。
なお、県の流域下水道の中継ポンプ場について
は、堤防の決壊等の危険が切迫した緊急時には、
河川管理者の指示により、緊急避難措置として、
排水ポンプの運転を停止することとしている。

２河道対策　11
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

２
河道対策

津波 　東南海地震が発生した時の高潮によって洪水が
起きるかもしれない。

1

〔既に盛り込み済です〕
　「高潮」とは、台風や発達した低気圧により波
浪（高波やうねり）が発生して、海面の高さがい
つもより高くなる現象をいい、「津波」とは、地
震による海底地盤の動きに合わせて海面が上下
し、この海面の動きが同心円状に広がっていく現
象であり、ご指摘の件は高潮ではなく津波です。
なお、津波対策としては右記のとおり安全性を確
認済みです。

・本文
P19 20行目～24
行目

④津波対策
　南海地震に伴う津波想定高は尼崎西宮芦屋港
(西宮)付近でO.P.+4.3m程度※1とされており、防
潮堤はO.P.+4.9m以上の高さで整備済のため津波
を防御できる。またこの津波が武庫川を遡上した
場合、その高さは河口(阪神高速湾岸線)付近から
国道2号付近でO.P.+3.5m程度※1と推定されてお
り、現在の河川堤防の高さ(O.P.+6.8m以上)で対
応できる。
※1 津波災害研究会「兵庫県沿岸域における津波
被害想定調査概要報告書」H12.3より。
　　なお、この想定津波高は、内閣府の中央防災
会議「東南海、南海地震等に関する専門調査会」
による東南海・南海地震同時生起の想定津波高
(兵庫県阪神南地域でO.P.+4.1m程度※2)よりも高
い。なお東海・東南海・南海地震同時生起、東南
海・南海地震同時生起、南海地震単独の何れの
ケースにおいても兵庫県阪神南地域の想定津波高
はほぼ同等である。

２
河道対策

代替案 　武田尾温泉附近の流下能力を確保するために山
に導水トンネルを掘ったらいかがか。または、導
水トンネルの一部を遊水池にして、洪水時に一時
的に留めて下流に悪影響を与えないようにもでき
ないか？　新規ダムの検討するのなら、当然新規
ダム工事中は仮設の導水トンネルを造るので、こ
の案は検討されるべきである。この導水トンネル
があれば、新規ダムは当然必要なくなる。

1

〔対応困難〕
　山に導水トンネルを掘って洪水の一部を迂回さ
せたり地下貯留させる方法は、家屋移転を伴わな
い治水対策の１つではありますが、洪水流量が大
きい武庫川の場合、大規模な導水トンネルが必要
となり、河道掘削や溢水対策に比べて、事業費が
膨大となり、実施は困難であると考えています。
　なお、新規ダムを建設する場合に設ける仮設の
導水トンネル（転流工）は、ダムサイトをバイパ
スする上での必要最小限の延長で設置します。新
規ダムの代替案としてこの導水トンネルを設置す
る場合、海までのルート確保が必要となるうえ
に、洪水流量が大きいことから、大規模な導水ト
ンネルが必要となり、コスト的に実施は困難と考
えています。

－ －

２
河道対策

代替案  下流部の旧枝川水門附近から甲子園筋の地下に
シールド工法でトンネルを掘って一部を貯水池に
できないか？　このトンネルの水を街路樹への水
やりに使ったり、道路のアスファルトが熱くなっ
たら散水して温度を下げる。都市部のヒートアイ
ランドを抑える事にも利用する。地震時の給水や
火事での防火用水にもなる。一定量は海に流して
海の生物にも役立てる。上流に新規ダムを造る必
要がなくなる。

1

〔対応困難〕
　地下にトンネルを掘って洪水の一部を分派させ
たり地下に洪水を貯留させる方法は有効な治水対
策の１つではありますが、洪水流量が大きい武庫
川の場合、大規模な地下トンネルが必要となり、
事業費が膨大となり実施は困難と考えています。

－ －

２河道対策　12
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

２
河道対策

道場生野地
区
(課題認識)

　武庫川上流浄化センター対岸部の県道塩瀬道場
線の道路冠水と護岸の崩壊等の調査・認識がされ
ていない事を大きな問題として提議する。これに
ついては、平成１６年の台風２３号による大きな
被害を地元として被り、当社の事務所も水に１．
５ｍほど浸かり、事務所ドアをはじめ内部の応接
セットなどを流失した経験より、早急に対策工時
を願うとの要望書を兵庫県をはじめ神戸市にも、
地元生野自治会長からも当社よりも県会議員や市
会議員を通じても私自身でも提出している。しか
しながら、崩壊した護岸は現状復帰しただけで、
その後河中の堆積土砂の浚渫工事だけで、有効な
対策が未だにとられていない現状を理解して、再
調査して問題を認識して頂きたい。

1

〔その他〕
【武庫川上流浄化センター付近の河道改修】
　河中道路や巨岩の撤去、旧国鉄時代に設けた仮
橋の取扱い、河床掘削や護岸改修の必要性など、
平成16年台風23号の再度災害防止に有効な対策に
ついて調査・検討し、必要なものについては順次
取り組みます。
　なお、ご指摘の「ダムの影響（放流による流量
の増大）」について、基本的に洪水時には、ダム
は流入量以上の放流を行うことはありません（た
とえダムが満水になったとしても、ダム地点に流
入してくる洪水量をそのまま下流に放流しま
す）。したがって、ダムがなかった場合に比べて
下流河道の流量が増大することはありません。

－ －

２
河道対策

道場生野地
区
(河中道路)

　武庫川上流浄化センターの建設における工事の
後始末（建設用の工事用河中道路の放置、建設に
伴う県道塩瀬道場線の整備、施設横の河川・河道
整備）を現在放置しており、その整備事業の検討
がされていない事を疑問とし、早急の対策を進め
て頂きたい。

1 同上 － －

２
河道対策

道場生野地
区
(河中道路)

　過去３０年前から武庫川上流浄化センターの建
設の為に整備設置された工事用河中道路がそのま
ま放置されて、河の流れの障害として存在してい
る。故に洪水等の安全対策上、一刻も早く撤去す
べきである。

1 同上 － －

２
河道対策

道場生野地
区
(河道改修)

　生野地区である地域は、３つのダム（千苅ダ
ム・丸山ダム・青野ダム）の直下であり、放流の
影響を強く受ける場所であるのに、普通の河川整
備基本方針や計画のままで良いのか？はなはだ疑
問である。従ってこの地域では特別にダムの影響
（放流による流量の増大等）を検討され、特別に
河道対策や護岸対策がなされる必要があると思わ
れるので、その対策を講じて頂きたい。

1 同上 － －

２河道対策　13
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下線は変更箇所

２
河道対策

道場生野地
区
(河道改修)

　４～５年前に兵庫県が河道対策として河川の堆
積土砂の撤去として浚渫工事を行ったが、いまだ
河床が岩盤にて現計画河床より約１．５ｍは高い
状態で存在しており、千苅ダムの直下の羽束川と
の合流地点でもあり、また丸山ダム・青野ダムの
下流として放流の影響を考慮した治水対策を行う
必要のある場所と考えられ、早急に検討を要する
と思われる。つまり、通常より深い河道の設置
か？通常より高い護岸施設の設置が望まれる。こ
れが行われないと、ダムの放流による人災の洪水
が引き起こる危険があると思われる。とりあえ
ず、私の経験から思うに、武庫川上流浄化セン
ター側（左岸）の護岸高さと同じ高さ（約１．５
ｍ嵩上げ）で右岸も護岸を整備し、且つ河道も計
画河床より深くする必要があると思う。右岸の護
岸は現在老朽化が進み、崩壊する危険もある状態
なので直ちに左岸と同じ高さで整備した強固護岸
を整備すべきと思われる。

1 同上 － －

２
河道対策

道場生野地
区
(巨岩撤去)

　４～５年前に神戸市が危険な施設として吊り橋
の撤去を行い、河の障害物の撤去を行ったが、橋
脚の足下の巨岩が、いまだに障害物として存在
し、河道対策として撤去すべきと考えられる。 1 同上 － －

２
河道対策

道場生野地
区
(仮橋撤去)

　過去に旧国鉄時代の鉄道建設の為の工事用の橋
が架かっているが、仮橋のままであり、本来は少
し下流の場所に本橋を建設し直す必要があるにも
かかわらず放置され、河川断面にも障害となって
おり、これも早急に整備してもらいたい。 1 同上 － －

２
河道対策

道場生野地
区
(道路冠水)

　現在県道塩瀬道場線の道路として通行している
が、水面より１－２ｍの水没する箇所があり、護
岸も未整備であり、安全安心な道路ではない、洪
水時には危険な道路として存在しており、今現在
は新名神高速道路建設の車両と地元車両の通行に
使用されており、近い将来には安全な道路護岸と
して整備が必要と思われる。 1

〔その他〕
【大岩橋下流から宝塚市境までの県道嵩上げ】
　当該箇所は両岸山付けであり、洪水時における
人家への影響がないことから、緊急性が低く、当
面は改修不要と考えています。なお、道路冠水の
恐れがある場合などには、通行規制を行うなど、
道路利用者に対する安全対策に努めるよう、道路
管理者である神戸市に要請します。

－ －

２河道対策　14
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

２
河道対策

道場生野地
区
(道路拡幅)

　県道塩瀬道場線を同時に現在３～４ｍ道路から
６ｍ幅員の大型２車線通行可能な安全に通行でき
る道路として整備すべきと考える。
新名神高速道路建設の生野中工事用道路建設にて
県道拡幅の計画と工事の予定があるが、当初は現
在の道路の高さで拡幅し、護岸も触らない計画で
あったが、各関係機関との協議で河川側にせり出
して、且つ護岸高さを約１．５ｍ嵩上げして整備
する計画と変更してきていると聞きます。しかし
ながら、道路幅員は５ｍで大型の交互通行には６
ｍ必要ですが、狭い道路の計画の様です。今後の
安全安心な県土の整備事業として洪水で冠水しな
い安全で強固な護岸と道路の建設となる様に協議
を進めて頂きたい。

1

〔その他〕
【県道の嵩上げや拡幅】
　県道の嵩上げについては、洪水流下上必要な高
さを確保するよう、道路管理者である神戸市に要
請します。また、幅員の拡幅についても、ご意見
の趣旨を神戸市にお伝えします。
　なお、上記のいずれも、現在関係機関協議を
行っているところです。

－ －

２
河道対策

道場生野地
区
(新名神)

　新名神高速道路建設にてこの場所を横切る為に
巨大な橋の橋脚が１本河中に設置される計画があ
り、その影響も考え各関係機関と協議されなくて
はならない。

1

〔その他〕
【新名神高速道路の橋脚】
　河川管理者としては、事業者である西日本高速
道路（株）に対し、現状を悪化させないように、
また将来の計画上支障にならないよう、適正に審
査し、河川占用許可を判断します。

－ －

２河道対策　15
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

３
洪水調節
施設

現状と課題 　削除を前提に検討願いたい文言。
　P20⑥洪水調節施設の整備の最終段落【第2章
第2節　1-(1)河川対策の⑥】「河川整備基本方針
では、洪水調節施設により910m3/sの流量を調節
することとしており、これに向けた整備をすすめ
ていく必要がある。」
理由
1.｢青野ダムは、平成16年の台風23号など既往洪
水において、一定の洪水調節効果を発揮してい
る。｣を受けた段落であり、｢基本方針｣の｢
910m3/s｣を新規ダムでという考え方の残滓である
と判断する。この文言は、適切な整備目標を設定
した｢計画｣の理念に対する、配慮を欠いた不用意
な用法語法である。
2.｢910m3/s｣は、今回の｢計画｣に多数登場する
が、例えば、P56では保留条件とともに丁寧に説
明されており、ダムを選択しない文脈の中で使用
されている。
3.｢計画｣の本論とも言うべき上記2のP56の論旨と
も矛盾する。
4.青野ダムを強調して、洪水調節を語るのであれ
ば、｢計画｣が設定した適切な目標｢280m3/s｣の明
記・説明も必要である。いきなり｢910m3/s｣への
整備の文言は、｢計画｣文書の質も損なう。

1

〔対応困難〕
　河川整備は、河川整備基本方針の目標達成に向
けて段階的に整備を行うものです。
ご指摘の箇所は、「⑥洪水調節施設の整備」につ
いて、「現状と課題」を記載している箇所です。
武庫川水系河川整備基本方針(H21.3月策定)の目
標流量における洪水調節施設の配分流量は910m3
ですが、その目標流量に較べて整備が進んでいな
いことが課題であり、その事実を記載しておく必
要があると考えています。

・本文
P20　24行目～26
行目

・第２節河川整備の現状と課題
⑥洪水調節施設の整備
河川整備基本方針では、洪水調節施設により
910m3/sの流量を調節することとしており、これ
に向けた整備をすすめていく必要がある。

３
洪水調節
施設

遊水地 　わからない点や要望がある。下記に列挙するの
で今後の計画策定時に明らかにしてほしい。
　・・・・・
　⑤新規遊水地の整備箇所の武庫川上流浄化セン
ター用地の具体的な計画はまとまっているのか。
　・・・・・

1

〔その他〕
　新規遊水地については、下水道計画と調整し、
下水道施設予定地を除く用地を最大限活用して整
備します。
　なお、下水道の施設は、将来必要となる増設・
更新を見込み施設配置の計画をしています。

－ －

３
洪水調節
施設

遊水地 　雨水ができるだけ地下浸透するように、底面だ
けでなく側面もコンクリートで固めないで地肌ま
たはそれに近い状態にしてほしい。

1

〔今後の参考とさせていただきます〕
　遊水地の側面とは、周囲の護岸のことだと考え
られますが、護岸の構造については、自然環境に
配慮した工法の採用に努めます。
　なお、本川の洪水を遊水地へ導く越流堤につい
ては、越流水の流速にも耐えられる構造が必要で
あり、事例ではコンクリート構造が多く採用され
ています。
　これらを前提に今後、詳細検討を行います。

－ －

３
洪水調節
施設

遊水地 　自然景観を損ねないものにして下さい。

1

〔既に盛り込み済みです〕
　右記のとおり、周辺の景観にも配慮した施設整
備に努めます。

・本文
P74　19行目～21
行目

・河川整備にあたっては、河川が地域景観を構成
する重要な景観要素のひとつであることを念頭に
おき、関係機関や地域住民と連携する中で治水と
の整合を図りつつ、「兵庫県公共施設景観指針」
をもとに、周辺の景観にも配慮した施設整備に努
める。

３洪水調節施設　1
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３
洪水調節
施設

遊水地 　周辺には近隣住民のいない場所ですが、巨大な
建造物が自然景観に与える影響については流域住
民の関心事ですので、住民参加の整備検討会を開
いて下さい。

1

〔既に盛り込み済みです〕
　遊水地の検討内容については、適宜フォロー
アップ委員会に報告し、意見を聴きたいと考えて
います。

・本文
P80　23行目～28
行目

(2)フォローアップ委員会の設置
　新たに、学識経験者と地域住民で構成するフォ
ローアップ委員会を設け、施策や事業の実施状況
等を、定期的に委員会に報告し意見を聴く。
　また、ＰＤＣＡサイクルによる進行管理の仕組
みが具体化した段階で、施策や事業の実施状況の
点検・評価を行い、それをフォローアップ委員会
に報告することで説明責任を果たすとともに、委
員会から意見を聴いて整備計画の次なる進行と改
善につなげていく。

３
洪水調節
施設

ダム関係 　万が一、新規ダム建設可能となっても、それに
頼らない武庫川造りと減災対策をする整備計画で
あるべきで、この点が弱い。

1

〔既に盛り込み済みです〕
　右記のとおり、今回の河川整備計画（案）で
は、下流部築堤区間における流下能力の低い区間
の安全度向上を重視して、早期かつ着実に整備効
果が発揮できる対策を選定しており、多大な時間
を要する千苅ダムの治水活用や新規ダムの建設は
今回の河川整備計画（案）の整備対象とはしてい
ません。
  しかしながら、集中豪雨が多発している現実を
踏まえると、河川整備基本方針の目標達成に向け
て、さらなる洪水に対する安全度の向上が必要で
あるため、検討を継続し、具体的な方向性が定
まった場合には、計画上の取り扱いについて検討
することとしています。

・本文
P56　8行目～25
行目　外

・本計画の策定にあたっては、千苅ダムの治水活
用や、武庫川峡谷での新規ダム建設についても検
討を実施した。いずれの対策も基本方針における
洪水調節施設の分担量である910m3/sの確保に向
けた選択肢のひとつであるが、実現可能性を見極
めるのに今なお時間が必要である。具体的には、
千苅ダムの治水活用は、最近の小雨化傾向を踏ま
えた渇水リスクへの対応の立場にある水道事業者
との合意形成に、新規ダム建設については、環境
保全に配慮したとしてもなお、ダム選択への社会
的な合意形成に、それぞれ多大な時間を要する。
また、完成するまでに十数年と時間を要し、その
間は整備効果を発揮できない課題もある。
そこで、戦後最大洪水に対応することを整備目標
として、早期に整備効果の発現が期待できる河床
掘削や堤防強化、既設青野ダムの洪水調節容量の
拡大、武庫川上流浄化センター内の用地を活用し
た遊水地の整備に取り組むこととした。
  しかしながら、近年、地球温暖化に伴う気候変
化等に起因する集中豪雨が多発している中、平成
21年8月には、千種川水系の佐用川で、過去に経
験したことのない大きな洪水が発生した。このよ
うな現実を踏まえると、多くの人口・資産を抱え
る武庫川では、河川整備基本方針の目標達成に向
けて、さらなる洪水に対する安全度の向上が必要
である。
したがって、千苅ダムの治水活用や武庫川峡谷で
の新規ダム建設等について、その必要性・実現可
能性の検討を継続し、具体的な方向性が定まった
場合には、計画上の取り扱いについて検討する。

３
洪水調節
施設

ダム関係 　新規ダムは環境への負荷が大きいことから最後
の手段である。 1 同上 同上 同上

３
洪水調節
施設

ダム関係 　整備計画（案）では、新規ダム建設についてそ
の必要性を継続検討するとなっているが、計画実
施中の20年間に、できるだけダムに頼らない治水
計画の実現に全力を尽くすべきである。新規ダム
は最終選択肢であって、その検討に最初から頼る
べきではない。

1 同上 同上 同上

３洪水調節施設　2
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３
洪水調節
施設

ダム関係 　ダム建設には絶体反対です。発想の転換をして
下さい。（ダム建設から脱ダム治水へ） 1 同上 同上 同上

３
洪水調節
施設

ダム関係 　ゲリラ豪雨や渇水対策も必要であるが、ダムは
不要である。 1 同上 同上 同上

３
洪水調節
施設

ダム関係 　新規ダムの建設には反対です。
1 同上 同上 同上

３
洪水調節
施設

ダム関係 　新規ダムは建設費が高くつく上に、土砂が堆積
し、30年もすると本来の目的を失ってしまうおそ
れがある。また、河川の生物の生態系を壊すこと
は明らかである。そんなダムの為に膨大な予算を
使う事には反対である。

1 同上 同上 同上

３
洪水調節
施設

ダム関係 　千苅ダムの治水活用については当然検討を継続
してもらいたいが、新規ダムについてははっきり
と中止すると書くべきである。 1 同上 同上 同上

３
洪水調節
施設

ダム関係 　この計画ではダムが見送られているのは誠に残
念である。ダムが不要とされるなら、その理由を
住民に分かりやすく説明してほしい。 1 同上 同上 同上

３
洪水調節
施設

ダム関係 　ダム建設も含めた総合的な治水対策を早急に実
施してほしい。 1 同上 同上 同上

３
洪水調節
施設

ダム関係 　新規ダム完成には十数年と時間を要する記述が
あるが、それであれば現在の整備計画（案）と並
行してダム建設をやらなければ近い将来大変なこ
とになる。

1 同上 同上 同上

３
洪水調節
施設

ダム関係 　今回の計画は十分なのか。最悪ダムも必要では
ないか。 1 同上 同上 同上

３
洪水調節
施設

ダム関係 　流域住民の事を考えるなら新規ダムは是非必要
で有り直ぐに取りかかるべきである。 1 同上 同上 同上

３
洪水調節
施設

ダム関係 　新規ダムについては、今から計画プランの実施
に取り掛からなくては、20年後からではその実現
は早くても40年後となる。要は環境対策も含め万
全を期すためには、今から設計計画だけでも着手
すべきである。

1 同上 同上 同上

３
洪水調節
施設

ダム関係 　河川の氾濫を防ぐのにはどのレベルの整備水準
が妥当なのかわからないが最悪ダム建設も必要だ
と思われる。

1 同上 同上 同上

３
洪水調節
施設

ダム関係 　武庫川ダムについては、早く着工し、完成を以
前より関心を持って見てきたが、この度、ダムが
中止となり、残念でなりません。一日でも早く武
庫川が安全な河川である、と宣言出来る様、切に
お願いする。

1 同上 同上 同上

３洪水調節施設　3
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３
洪水調節
施設

ダム関係 　早急にすべきことは、ダムの早期建設である。

1 同上 同上 同上

３
洪水調節
施設

ダム関係 　ダムの新設が環境破壊と言われているが、氾濫
被害で人・企業・文化などとの比重をどのように
評価したのか。また、近年発生した水害地をつぶ
さに検証し、現地被害の状況と被害者の生の声
と、その後の社会復帰への実情を調査し、そのう
えで今回の整備計画（案）に取り組んだのか。要
は絶対に堤防決壊や破堤を生じさせない武庫川づ
くりに万全を期し、100万人の住む武庫川下流域
都市をより豊かで安全な街の構築を願う。

1

〔既に盛り込み済みです〕
　今回の河川整備計画（案）では、右記の通り、
下流部築堤区間の安全性向上を重視し、早期かつ
着実に整備効果が発揮できる対策を選定しまし
た。なお、新規ダムについては、さらなる治水安
全度向上のため、継続検討することとしていま
す。

・本文
P3　5行目～7行
目
・本文
P3　8行目～20行
目
・本文
P4　1行目～11行
目

・新規ダム建設については、環境保全に配慮した
としてもなお、ダム選択への社会的な合意形成
に、それぞれ多大な時間を要する。また、完成す
るまでに十数年と時間を要し、その間は整備効果
を発揮できない課題もある。

ウ 喫緊の課題に対応でき、早期かつ着実に整備
効果が発揮できる対策の選定
仁川合流点より下流の武庫川下流部は、堤防によ
り洪水氾濫を防ぐ築堤区間となっており、仁川合
流点より上流の掘込区間と違い、ひとたび堤防が
決壊すると、甚大な被害が想定される。また、堤
防の決壊には至らなかったが、昭和62年より進め
てきた河川改修事業の目標流量2,600m3/sを超え
る規模の洪水2,900m3/sが平成16年に発生してい
ることを踏まえると、築堤区間における流下能力
の低い区間の安全性向上は、喫緊の課題となって
いる。このため、喫緊の課題に対応でき、早期か
つ着実に整備効果が発揮できる対策として、河床
掘削や堤防強化、既設青野ダムの洪水調節容量の
拡大、武庫川上流浄化ｾﾝﾀｰ内の用地を活用した遊
水地の整備や、学校・公園・ため池等に雨水を一
時的に貯留する流域対策を選定した。これらの対
策を全て実施することにより､武庫川下流部の築
堤区間において、戦後最大洪水である昭和36年6
月27日洪水と同規模の洪水の流量を安全に流下さ
せることができる。

３洪水調節施設　4
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２ 洪水調節施設の継続検討
　本計画では、千苅ダムの治水活用や武庫川峡谷
での新規ダム建設以外の、早期実現可能な対策で
戦後最大洪水に対応することを整備目標に、河床
掘削や堤防強化等に取り組むこととした。しかし
ながら、近年、地球温暖化に伴う気候変化等に起
因する集中豪雨が多発している中、平成21年8月
には、千種川水系の佐用川で、過去に経験したこ
とのない大きな洪水が発生した。このような現実
を踏まえると、多くの人口・資産を抱える武庫川
では、基本方針の目標達成に向けて、さらなる洪
水に対する安全度の向上が必要である。したがっ
て、千苅ダムの治水活用や武庫川峡谷での新規ダ
ム建設等について、その必要性・実現可能性の検
討を継続し、具体的な方向性が定まった場合に
は、計画上の取り扱いについて検討する。

３
洪水調節
施設

ダム関係 　もし「ダム」に頼らざるを得ないという局面を
想定に入れているのであれば、最悪の選択肢が想
定されていることを、戒めを含めて明記して欲し
い。

1

〔既に盛り込み済みです〕
　千苅ダムの治水活用や新規ダム建設について
は、右記の通り、計画上の取り扱いについて検討
する旨、記載しています。

・本文
P4　1行目～11行
目

２ 洪水調節施設の継続検討
　本計画では、千苅ダムの治水活用や武庫川峡谷
での新規ダム建設以外の、早期実現可能な対策で
戦後最大洪水に対応することを整備目標に、河床
掘削や堤防強化等に取り組むこととした。しかし
ながら、近年、地球温暖化に伴う気候変化等に起
因する集中豪雨が多発している中、平成21年8月
には、千種川水系の佐用川で、過去に経験したこ
とのない大きな洪水が発生した。このような現実
を踏まえると、多くの人口・資産を抱える武庫川
では、基本方針の目標達成に向けて、さらなる洪
水に対する安全度の向上が必要である。したがっ
て、千苅ダムの治水活用や武庫川峡谷での新規ダ
ム建設等について、その必要性・実現可能性の検
討を継続し、具体的な方向性が定まった場合に
は、計画上の取り扱いについて検討する。

３
洪水調節
施設

ダム関係 　再びダムありきの河川整備に戻らないよう、河
道対策、流域対策、減災対策を具体化し、実行性
のあるものとするよう要望する。

1

〔今後の参考とさせていただきます〕
　今回、河川整備計画（案）に位置づけた河川対
策、流域対策、減災対策等を整備計画期間（20年
間）で実現できるよう努めます。 － －

３洪水調節施設　5
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３
洪水調節
施設

ダム関係 　「この計画では新規ダムを造らないが検討す
る。」という文が入っていることに驚いた。流域
委員会が設置されたのは新規ダムを造らないため
のはずなのにおかしい。

1

〔その他〕
　平成12年9月、兵庫県では合意形成の新たな取
り組みを行うとともに、総合的な治水対策につい
て検討を進め、ゼロベースから武庫川水系の河川
整備基本方針・河川整備計画を策定するにあた
り、学識経験者や地域住民の意見を聴くため、
「武庫川流域委員会」を設置しています。 － －

３
洪水調節
施設

ダム関係 　ダム建設に反対されている方々は、武庫川水系
に生息している生物や自然環境を守ることの重要
性を言っているが人の命とどちらが大切か分かっ
ていないように思われる。直接被害に会う可能性
の高い住民の意見をもっと尊重すべきである。今
回の整備計画の策定に参加した方々のうち何人の
方が水害の危険にある地域に居住されているのか
知りたい気持ちでいっぱいである。

1

〔その他〕
　以下のとおり、住民の意見を幅広く反映する取
り組みを行った上で、今回の河川整備計画（案）
を作成しました。
①河川整備基本方針の段階から武庫川流域委員会
の意見を聴取したこと
②武庫川流域委員会の委員の内、１０名を公募委
員としたこと
③リバーミーティング、住民説明会開催を踏まえ
て河川整備基本方針、河川整備計画（案）を作成
したこと
こうした取り組みを踏まえ、右記のとおり、今回
の河川整備計画（案）では、下流部築堤区間にお
ける流下能力の低い区間の安全度向上を重視し
て、早期かつ着実に整備効果が発揮できる対策を
選定しており、多大な時間を要する千苅ダムの治
水活用や新規ダムの建設は検討を継続し、具体的
な方向性が定まった場合には計画上の取り扱いに
ついて検討することとしています。

・本文
P3　8行目～18行
目
P4　5行目～12行
目

ウ　喫緊の課題に対応でき、早期かつ着実に整備
効果が発揮できる対策の選定
　仁川合流点より下流の武庫川下流部は、堤防に
より洪水氾濫を防ぐ築堤区間となっており、仁川
合流点より上流の掘込区間と違い、ひとたび堤防
が決壊すると、甚大な被害が想定される。
また、堤防の決壊には至らなかったが、昭和62年
より進めてきた河川改修事業の目標流量
2,600m3/sを超える規模の洪水2,900m3/sが平成16
年に発生していることを踏まえると、築堤区間に
おける流下能力の低い区間の安全性向上は、喫緊
の課題となっている。
　このため、喫緊の課題に対応でき、早期かつ着
実に整備効果が発揮できる対策として、河床掘削
や堤防強化、既設青野ダムの洪水調節容量の拡
大、武庫川上流浄化ｾﾝﾀｰ内の用地を活用した遊水
地の整備や、学校・公園・ため池等に雨水を一時
的に貯留する流域対策を選定した。

　しかしながら、近年、地球温暖化に伴う気候変
化等に起因する集中豪雨が多発している中、平成
21年8月には、千種川水系の佐用川で、過去に経
験したことのない大きな洪水が発生した。このよ
うな現実を踏まえると、多くの人口・資産を抱え
る武庫川では、基本方針の目標達成に向けて、さ
らなる洪水に対する安全度の向上が必要である。
　したがって、千苅ダムの治水活用や武庫川峡谷
での新規ダム建設等について、その必要性・実現
可能性の検討を継続し、具体的な方向性が定まっ
た場合には、計画上の取り扱いについて検討す
る。

３洪水調節施設　6
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

３
洪水調節
施設

ダム以外 　ダムに頼らない総合治水を実行してほしい。遊
水地等。

1

〔既に盛り込み済です〕
　河川整備計画（案）では、早期かつ着実に整備
効果が発揮できる対策として、右記のとおり、遊
水地の整備も含めた「河川対策」、「流域対策」
に「減災対策」を加えた総合的な治水対策を進め
ます。
　今後、整備計画期間の20年間でこれらの対策を
着実に進め、早期に完成を図りたいと考えていま
す。

・本文
P3　15行目～18
行目
21行目～23行目
27行目～28行目

・喫緊の課題に対応でき、早期かつ着実に整備効
果が発揮できる対策として、河床掘削や堤防強
化、既設青野ダムの洪水調節容量の拡大、武庫川
上流浄化ｾﾝﾀｰ内の用地を活用した遊水地の整備
や、学校・公園・ため池等に雨水を一時的に貯留
する流域対策を選定した。

エ 計画期間
　河川整備計画の一般的な計画対象期間は20～30
年であるが、早期に整備効果を得るため、最短の
20年に設定する。

・計画規模を上回る洪水や整備途上段階での施設
能力を超える洪水の発生に備え、河川対策や流域
対策に加えて減災対策を実施し、洪水被害の軽減
を図る。

３
洪水調節
施設

ダム以外 　「洪水調節施設」という表現があちこちに散り
ばめられているが、「調節施設」の中身は何か。
もし「ダム」以外にあるのならば、例示してほし
い。

1

〔その他〕
　洪水調節施設は、青野ダムなど「既設利水施設
の治水活用」、及び、新規ダム、遊水地など「新
規洪水調節施設の建設」を指します。
　河川整備計画（案）で選択している洪水調節施
設は、右記のとおり、遊水地の整備と青野ダムの
活用です。
　これ以外にも河川整備計画（案）には位置づけ
ていませんが、継続検討とした「千苅ダムの治水
活用」や「武庫川渓谷での新規ダム建設」も洪水
調節施設です。
　

・本文
P55　1行目～2行
目

P3　1行目～3行
目

(２) 洪水調節施設の整備
　遊水地の整備と青野ダムの活用により、甲武橋
基準点において280m3/sの洪水調節を行う。

イ 千苅ダムの治水活用や新規ダム建設の課題
　千苅ダムの治水活用や新規ダムの建設は、基本
方針における洪水調節施設の分担量である
910m3/sの確保に向けた選択肢のひとつである

３洪水調節施設　7
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

４
流域対策

学校・公園 　わからない点や要望がある。下記に列挙するの
で今後の計画策定時に明らかにしてほしい。
　・・・・・・
　学校、公園での雨水貯留施設の現状を県として
具体的に把握しているのか。
　・・・・・・

1

〔既に盛り込み済みです〕
　雨水貯留施設の標準的な基準を定める「流域貯
留施設等技術指針（案）」等の文献を参考にする
と共に、大阪府の寝屋川流域での高校や小学校で
の雨水貯留施設の事例を現地で確認した上で、
県、市の関係機関で協議し、河川整備計画案で
は、右記のとおり記載しています。

・本文
P21　19行目～22
行目

・本文
P59　6行目～7行
目

イ 学校・公園での雨水貯留の取り組み
　三田市の平谷川流域の学校・公園には雨水貯留
施設が整備されている。流域外では、西宮市にお
いても、市南部地域の流出抑制対策として、学校
や公園での貯留施設の整備に取り組んでいる。

・県は、流域市と連携、協力し流域内の学校、公
園、ため池を利用した貯留施設等により、甲武橋
基準点において30m3/sの流出抑制を図る。

４
流域対策

学校・公園
水田貯留

　河床掘削、堤防の強化、学校・公園等に一時的
に貯留する事も必要である。

1

〔既に盛り込み済です〕
　河川整備計画（案）では、右記のとおり河床掘
削や堤防強化などの河川対策、学校・公園・ため
池等に雨水を一時的に貯留する流域対策を選定し
ています。

・本文
P3　16行目～18
行目

・河床掘削や堤防強化、既設青野ダムの洪水調節
容量の拡大、武庫川上流浄化センター内の用地を
活用した遊水地の整備や、学校・公園・ため池等
に雨水を一時的に貯留する流域対策を選定した。

４
流域対策

学校・公園
水田貯留

　学校の校庭などを雨水の貯水や思い切って田や
畑の浸水補償も必要である。

1

〔今後の参考とさせていただきます〕
　田や畑の浸水に対する補償については、今後の
参考とさせていただきます。
　なお、水田貯留については、右記のとおり、稲
刈前や中干しの時期に貯留できず、年間を通して
の流出抑制効果が見込めないため、付加的な流出
抑制効果を期待するものです。
　現在、流域内にモデル地区を設定し、堰板構造
の検討など水田貯留の実現可能性を検討している
ところです。参考資料である武庫川流域総合治水
推進計画（仮称）【県案】にも、水田貯留の検討
について、下記のとおり記載しています。

（推進計画　P7）
　集落毎に水田貯留について説明や農業被害に対
する対応などについての意見交換等を踏まえ、課
題解決に向けた新たな取組等の検討を行い、理解
と協力を得たうえで水田貯留に取り組んでいく。

・本文
P59　10行目

・本文
P59　16行目～21
行目

・付加的な流出抑制効果が期待できる様々な流出
抑制対策を推進する。

・人工林の間伐などの森林整備、水田の保全やモ
デル事業で実現可能性を検討している貯留機能の
活用、公共施設での貯留・浸透施設の設置、各戸
への雨水貯留タンクの設置、道路側溝の浸透化な
ど流出抑制対策の取り組みは、関係機関と連携し
つつ、継続して促進するよう努める。

４
流域対策

防災調整池   流域対策として
　開発に伴う防災調整池の問題について、武庫川
本流に流れ込む百軒滝川より流れ込んでいる神戸
市北区道場町生野高原住宅の雨水対策について、
都市計画法以前に開発されたといって現在放置さ
れ、その開発に伴う防災調整池が現在満水して機
能を果たしておらず、またその下流域も武庫川本
流までの河川改修工事も未整備で大雨の時の洪水
調節機能が無く、土砂流出の危険があるにもかか
わらず、未整備で放置されている事は問題であ
る。早急に現在の法律・条例に基づき地域住民の
安全安心の為に調整池やら河川整備の検討を進
め、工事をするべき。

1

〔その他〕
　ご指摘の「生野高原住宅の開発に伴う防災調整
池」とされる施設は、開発に伴って設置された防
災調整池ではありません。生野高原住宅へ供給す
る水道水源確保のために開発業者が設置した貯水
池と聞いています。
 また、貯水池を経て武庫川本川に流れ込む百間
滝川とされる川は、県が管理する二級河川ではあ
りません。
　ご意見の内容については、地元の神戸市に伝え
ます。

－ －

４流域対策　1
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４
流域対策

森林 　流量が急増するのは山林の荒廃と山地の急激な
宅地開発によると思う。もっともっと山林の整備
（自然林に近い状態）と開発防止に努める必要が
ある。

1

〔既に盛り込み済です〕
　河川整備計画（案）においても、右記のとお
り、付加的な流出抑制効果が期待できる人工林の
間伐などの森林整備を、関係機関と連携しつつ、
継続して促進に努めることとしています。

・本文
P59　16行目～21
行目

･人工林の間伐などの森林整備、水田の保全やモ
デル事業で実現可能性を検討している貯留機能の
活用、公共施設での貯留・浸透施設の設置、各戸
への雨水貯留タンクの設置、道路側溝の浸透化な
ど流出抑制対策の取り組みは、関係機関と連携し
つつ、継続して促進するよう努める。

４
流域対策

森林 　森林保全について、市民参画による森や林の維
持活動を促す為に、財産権に踏込んだ議論は可能
か。入会権のようなものを、現代史的感覚で、よ
り柔軟な共有財産権まで広めて市民に参画の余地
を与えてほしいと思う。今、海外資本が水源或い
は林産資源となる森を買いあさる、という流れが
出ていることを聞く。国家全体としての財産権認
識が変わるのを待つ、というのではなく、特区的
な発想・進め方は持てないか。残念ながら腹案は
持たないが、可能性を求めて検討する勉強会を組
織できないか。

1

〔対応困難〕
　県内では、森林ボランティア団体や企業等が参
画して森林の整備・保全活動が進められています
が、活動の開始にあたり、活動者と森林所有者と
の間で、森林の使用貸借契約のほか、一部では賃
貸借契約、売買契約が結ばれています。
  ご意見にある個人が所有する森林を共有の財産
権として設定することなど、個人の財産権に踏み
込むことは、現在の制度では困難と考えられま
す。

－ －

４
流域対策

水田貯留 　水田貯留についての記述があるが、私も農業を
している関係から作物への影響が大きく協力が得
られるか問題があると思う。

1

〔今後の参考とさせていただきます〕
　水田貯留については、右記のとおり、稲刈前や
中干しの時期に貯留できず、年間を通しての流出
抑制効果が見込めないため、付加的な流出抑制効
果を期待するものです。
　現在、流域内にモデル地区を設定し、堰板構造
の検討など水田貯留の実現可能性を検討している
ところであり、ご指摘の課題についても新たに設
立する武庫川流域総合治水推進協議会（仮称）に
おいて、検討していきたいと考えています。
　なお、参考資料である武庫川流域総合治水推進
計画（仮称）【県案】にも、水田貯留の検討につ
いて、下記のとおり記載しています。

（推進計画P7）
　集落毎に水田貯留について説明や農業被害に対
する対応などについての意見交換等を踏まえ、課
題解決に向けた新たな取組等の検討を行い、理解
と協力を得たうえで水田貯留に取り組んでいく。

・本文
P59　10行目

・本文
P59　16行目～21
行目

・付加的な流出抑制効果が期待できる様々な流出
抑制対策を推進する。

・人工林の間伐などの森林整備、水田の保全やモ
デル事業で実現可能性を検討している貯留機能の
活用、公共施設での貯留・浸透施設の設置、各戸
への雨水貯留タンクの設置、道路側溝の浸透化な
ど流出抑制対策の取り組みは、関係機関と連携し
つつ、継続して促進するよう努める。

４流域対策　2
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４
流域対策

水田貯留   私も農業をしておる経験から水田貯留は愚の骨
頂で有ると思う。何故なら夕立、大雨の時は水が
貯まって土堤が崩れない様に田畑の堰を切って回
るからです。

1 同上 同上 同上

４
流域対策

その他の
雨水貯留

　各家に500リットルほどの雨水貯蓄タンクを設
け、またマンションや学校などの地下に、あるい
は校庭の下に貯水タンクを設け、トイレなどの水
に使用するなどしながら貯水することで、相当量
の治水効果が得られます。これに助成を出しては
どうか？
　マンション等の規模によっては5000リットルか
ら1万リットルぐらいの貯水も可能ではないか？
　各家庭で、家系的にも水道代が浮くし（トイレ
等のみにしか使えないけれども）、助成が出ると
なったら誰でも導入するのではないか？
　山への植樹も必要だが、流域から流れこむ雨水
の影響を排除できれば、またその雨水の有効利用
が出来れば流量調整は容易だと思う。
　ご検討願う。

1

〔既に盛り込み済です〕
　各戸貯留等の流出抑制対策の取り組みは、右記
のとおり、県、市連携して進めます。

・本文
P23　5行目～8行
目

・本文
P59　18行目～21
行目

オ その他の雨水貯留･浸透の取り組み
　宝塚市では、各家庭での雨水貯留タンクの設置
に助成する制度を設けて雨水の流出抑制効果の向
上と雨水の有効利用を促進している。三田市にお
いても、下水道整備により不要となった浄化槽を
雨水貯留タンクに活用する取り組みに補助制度を
設けている。
尼崎市では、浸透適地マップを作成して道路側溝
の浸透化等に取り組んでいる。

・公共施設での貯留・浸透施設の設置、各戸への
雨水貯留タンクの設置、道路側溝の浸透化など流
出抑制対策の取り組みは、関係機関と連携しつ
つ、継続して促進するよう努める。

４流域対策　3
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５
減災対策

減災対策全
般

　住民が減災に協力する例を教えてほしい。上
流・中流・下流地域でも違うし、統一した協力の
仕方もあると思う。

1

〔その他〕
　河川整備計画（案）では、右記のとおり減災対
策を推進することとしています。
　これらの取り組みの推進により、住民が減災対
策に自主的かつ主体的に取り組まれることを目指
しています。具体的には、参考資料である武庫川
流域総合治水推進計画（仮称）【県案】に下記の
とおり記載しており、住民の取り組みを県、市が
支援していきます。
　尼崎市、西宮市では、住民主体で手作りハザー
ドマップを作成するなど、住民の自主的な取り組
みが行われている地区があります。

（推進計画　P9）
 県及び市は、ハザードマップなどを活用しなが
ら、我がまちを歩く体験型講座を開催するなど、
住民が水害リスクを知る機会を数多く提供するよ
う努める。
 県及び市は、行政、住民、ＮＰＯ等様々な主体
の防災の担い手を育成するため、防災研修を実施
する。住民が災害時にとるべき行動を身につけ、
かつ、平常時から災害に備えることができるよ
う、ひょうご防災リーダー講座、ひょうご防災カ
レッジ等の研修や防災に関する出前講座を実施
し、人材の育成に努める。

・本文
P60　12行目～14
行目

・流域市と協力し住民に直接的に働きかけて、水
害リスクに対する認識の向上や避難方法の周知啓
発、洪水時の避難に必要な河川情報の提供など、
水害時の被害を小さくする減災対策を次の４項目
を柱として推進する。

（推進計画　P11）
・市は、作成したハザードマップ等を活用し、水害発生
時に災害時要援護者が円滑に避難できるよう、地区内
で住民同士が助け合う取組の促進に努める。

５
減災対策

減災対策全
般

　当鳴尾地域の特性を理解し、洪水、堤防決壊等
に対する十全なる防止対策をしていただきたい。

1

〔既に盛り込み済みです〕
　下流部築堤区間は、ひとたび堤防が決壊すると
甚大な被害が生じることから、洪水に対する安全
度の早期向上を図る必要があります。
　河川整備計画（案）では、右記のとおり、早期
かつ着実に整備効果が発揮できる対策として河床
掘削や堤防強化等の河川対策を進めます。また、
超過洪水が発生した場合でも、人的被害の回避・
軽減及び県民生活や社会経済活動への深刻なダ
メージを回避を目指し洪水被害を軽減させる減災
対策を進めます。

・本文
P44　9行目～15
行目

・堤防の決壊には至らなかったが、昭和62年より
進めてきた河川改修事業の目標流量2,600m3/sを
超える規模の洪水2,900m3/sが平成16年に発生し
ていることを踏まえると、築堤区間における流下
能力の低い区間の安全性向上は、喫緊の課題と
なっている。
　武庫川下流部の築堤区間の安全性の向上を重視
して、喫緊の課題に対応でき、早期かつ着実に整
備効果が発揮できる、河床掘削や堤防強化、既設
青野ダムの洪水調節容量の拡大、武庫川上流浄化
センター内の用地を活用した遊水地の整備や、学
校・公園・ため池等に雨水を一時的に貯留する流
域対策を選定した。

５減災対策　1
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

５
減災対策

減災対策全
般

  上流域での減災対策の徹底（特に危機管理の点
から）
  人口・資産の多い下流域での減災対策に力を入
れることは重要だが、近年の集中豪雨を考える
と、特に上流域の狭い範囲での集中豪雨に対する
危機管理の充実が必要と思われる。本計画（案）
（及び、推進計画（案））では、下流部築堤区間
の減災対策はそれなりに記載されているが、上流
域での減災対策特に危機管理は必ずしも十分とは
言えない。よって次の点を計画に追記し(p60)、
今後実施して頂きたいと思う。

1

〔今後の参考とさせていただきます〕
　河川整備計画(案)では、右記の基本認識で減災
対策を推進します。
　平成21年台風第9号災害の佐用川等の教訓も踏
まえ、上流域での減災対策も必要と認識していま
す。ご指摘いただいた点については、県、市で構
成する総合治水推進協議会（仮称）の中で検討の
参考とさせていただきます。

・本文
P60　9行目～14
行目

・「武庫川流域における総合的な治水対策の推進
に関する要綱(仮称)」に基づき、県及び流域市で
構成する「武庫川流域総合治水推進協議会(仮
称)」を設置して、「武庫川流域総合治水推進計
画(仮称)」を策定し、県と流域市が協力して進め
る。
具体的には、流域市と協力し住民に直接的に働き
かけて、水害リスクに対する認識の向上や避難方
法の周知啓発、洪水時の避難に必要な河川情報の
提供など、水害時の被害を小さくする減災対策を
次の４項目を柱として推進する。

（１）上流域において特に危機管理の点からの減
災対策を充実していくことを追記
危機管理の具体例：災害発生時の避難方法（手段
とルート）・避難場所の点検、災害発生時の通信
手段の確保の点検、災害発生時の代替交通網の点
検、地域防災計画の各自治体での点検など。上流
域が下流域と異なる点として、①地域コミュニ
ティは都市部より比較的つながりがあるものの隣
家や集落が離れている、②住民の高齢化で独力避
難が容易ではない、③災害発生時に救援行動でき
る人が少なく高齢化、④交通網が道路のみでしか
も代替ルートがない場合が多い、⑤主な道路が川
沿いに存在する（増水時、溢水時には通行不能か
極めて危険）、⑥平屋の家屋が多い（浸水時に上
層階へ避難することが不可能）、⑦避難場所が遠
方の場合が多い（結果的に車での移動を伴いリス
クが増加）、⑧整備された農業用水路が集落や避
難移動ルート上に多数存在する（結果的に流速の
早い流れ、溢水箇所、危険個所が想定外に多数出
現する）。これら下流域とは異なる特性を踏まえ
た減災対策の充実が不可欠だ。佐用川での災害か
らの教訓を生かして欲しい。
（２） （１）の内容充実のために総合治水推進
協議会（仮称）における協議・検討の推進の実施

５減災対策　2
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

超過洪水対
策

　わからない点や要望がある。下記に列挙するの
で今後の計画策定時に明らかにしてほしい。
　・・・・・・
　計画規模を上回る昨今のゲリラ豪雨に対して具
体の防備策はあるのか。
　・・・・・・

1

〔既に盛り込み済みです〕
　洪水に対する安全度の早期向上を図るため、右
記のとおり、早期かつ着実に整備効果が発揮でき
る対策として河床掘削や堤防強化等の河川対策を
進めます。
　また、超過洪水が発生した場合でも、人的被害
の回避・軽減及び県民生活や社会経済活動への深
刻なダメージを回避を目指し洪水被害を軽減させ
る減災対策を進めます。
　なお、都市部においては、局地的な豪雨の増加
により、浸水被害が多発している背景から、内水
対策と連携した対応が必要であり、市下水道部局
等の関係機関とともに、貯留・浸透機能等を活用
した流域対策やハザードマップ等のソフト対策を
組み合わせた浸水対策を推進しています。

・本文
P3　15行目～18
行目

・本文
P3  27行目～28
行目

・喫緊の課題に対応でき、早期かつ着実に整備効
果が発揮できる対策として、河床掘削や堤防強
化、既設青野ダムの洪水調節容量の拡大、武庫川
上流浄化ｾﾝﾀｰ内の用地を活用した遊水地の整備
や、学校・公園・ため池等に雨水を一時的に貯留
する流域対策を選定した。

・計画規模を上回る洪水や整備途上段階での施設
能力を超える洪水の発生に備え、河川対策や流域
対策に加えて減災対策を実施し、洪水被害の軽減
を図る。

５
減災対策

情報提供 　情報伝達システムの適切な作動により、住民へ
の的確なかつ敏速な情報が提供されるよう具体的
にご配慮いただきたい。水位情報はパソコンまた
は携帯電話からインターネットを通じて入手でき
るとのことであるが、機器操作苦手の高齢者向け
の伝達方法（メディア、ラジオ等）に格別のご配
慮をいただきたい。
　また、「河川監視カメラ画像配信」の受信がど
のような方法で可能かも教示いただきたい。

1

〔既に盛り込み済みです〕
　右記のとおり、今年9月に武庫川下流部を洪水
予報河川に指定し、気象台と共同で洪水予報を開
始しました。これにより、洪水時の雨量や水位の
情報が気象台から発表され、メディアを通して広
く住民に情報が発信されます。
　ご指摘にもあるメディア等の活用については、
参考資料である武庫川流域総合治水推進計画（仮
称）【県案】に下記のとおり記載しています。
　また、「河川監視カメラ画像配信」は、以下の
「兵庫県河川情報システム」のホームページから
閲覧できます。
http://kasen.civil.pref.hyogo.lg.jp/index.ht
ml

（推進計画　P10）
　地上デジタル放送等を利用した水位情報等の配
信の検討を進める。

・本文
P60　20行目～23
行目

(２) 情報提供体制の充実と水防体制の強化（守
る）
　武庫川下流部における洪水予報や河川監視カメ
ラ画像の継続配信など、住民の避難判断等に必要
な情報を迅速に提供する。また、大規模洪水を想
定した実践的な演習の実施など水防体制の強化を
図る。

５減災対策　3
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

５
減災対策

情報提供 　わからない点や要望がある。下記に列挙するの
で今後の計画策定時に明らかにしてほしい。
　・・・・・・
　水防活動や避難勧告等住民への情報提供につい
て流域市に任せるだけでなく県も具体に積極的に
対応すべきである。
　・・・・・・

1

〔既に盛り込み済みです〕
　水防活動や避難勧告等の住民への情報提供につ
いては、水防法、災害対策基本法に基づき、市が
その責務を負います。
　県も、住民の自主的な避難を支援するべく、右
記のとおり情報提供に努めています。

・本文
P27　1行目～3行
目

表2.2.3　より抜
粋

イ 住民の自主的な避難の支援
　的確に避難等の判断ができるよう、防災に関す
る情報を住民にわかりやすく提供するよう努めて
いる。

　表2.2.3 県から住民へ直接提供している防災情
報等
・兵庫県ＣＧハザードマップ
・洪水危険情報通報システム（サイレン・回転
灯）
・わかりやすい河川水位標
・河川監視画像
・洪水予報
・土砂災害警戒情報
・兵庫県防災気象情報
・ひょうご防災ネット（携帯電話）
・兵庫県防災ハンドブック
・増水警報システム

５
減災対策

避難対策 　集中豪雨で川があふれることも想定し、床下浸
水程度なら許容し、最悪時、家が壊れても人命が
助かればよいという考え方が必要です。

1

〔既に盛り込み済みです〕
　減災対策は、右記のとおり目標を設定し、計画
規模を上回るなど、いわゆる超過洪水が発生した
場合でも、人的被害の回避・軽減及び県民生活や
社会経済活動への深刻なダメージの回避を目指し
洪水被害を軽減させる考えのもと推進します。

・本文
P38　16行目～19
行目

P46　11行目～15
行目

(２) 河川から洪水があふれ出る可能性に対する
備え
河川整備を実施したとしても、計画規模を上回る
いわゆる超過洪水等が発生した場合には、河川か
ら洪水があふれ出る可能性がある。集中豪雨が多
発する傾向にあることを踏まえると、このような
想定を超える事態にも備えておく必要がある。

４ 減災対策
　近年、地球温暖化に伴う気候変化等に起因する
集中豪雨の多発傾向などを踏まえ、計画規模を上
回る洪水や整備途上段階での施設能力以上の洪
水、いわゆる超過洪水が発生した場合でも、人的
被害の回避・軽減及び県民生活や社会経済活動へ
の深刻なダメージの回避を目指し洪水被害を軽減
させる。

５
減災対策

避難対策 　指定避難場所までの徒歩距離を考えると、当地
域の高齢者が避難するのは非常に難しい行為で
す。特に当地域は高齢者が多く、避難場所につい
て、近くにあれば良いのにと、最大の問題になっ
ています。
　いざという時の災害時に当地域の高齢者、弱
者、幼児等の避難する施設はどこにあるのか？高
齢者の悩み、問題点は解決できるのか？

1

〔既に盛り込み済みです〕
　右記のとおり、地区内で住民同士が助け合うこ
と（共助）により地域の防災力向上を図ることが
重要です。このことは、参考資料である武庫川流
域総合治水推進計画（仮称）【県案】に下記のと
おり記載し共助の取り組みを進めます。。
　尼崎市、西宮市では、住民主体で手作りハザー
ドマップを作成するなど、住民の自主的な取り組
みが行われている地区があります。このような先
進事例を参考に武庫川流域でも地元市と十分連携
しながら取り組んでいきたいと考えています。

（推進計画　P11)
(２) 共助の取組の推進
市は、作成したハザードマップ等を活用し、水害
発生時に災害時要援護者が円滑に避難できるよ
う、地区内で住民同士が助け合う取組の促進に努
める。

・本文
P25　1行目～3行
目

・超高齢社会の到来による災害時要援護者の増加
などにより、地域コミュニティによる自助・共助
といった地域の防災力について課題が生じてい
る。これら近年の社会的状況の変化を踏まえ、地
域の防災力の強化を図る必要がある。

５減災対策　4

参考-123



大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

５
減災対策

避難対策 　高齢化社会における現在の避難対策
　確かに治水事業と避難対策は、直接関係無いと
考えられる。しかしながら治水対策も場合によっ
ては不測の事態も起こり得る。現在小松地区で
は、緊急避難施設は、公共施設に限られている。
歩行困難な一人暮らしの老人が緊急に施設に避難
するのは不可能に近い。第一次避難所として近く
の私立学校や高層マンション等指定してほしい。
（事態が治まれば次に公共施設に移動可能）（望
む法律改正）

1 同上 同上 同上

５
減災対策

避難対策 　武庫川下流域住民として、武庫川雨量増水時の
対応として避難すべきかどうかの判断を、どこで
判断され、その内容をどのようにして住民に伝え
ようとされているのか教えていただきたい。
　住民は万一の場合、避難を早く考えなければい
けません。

1

〔その他〕
　市では、県から提供される水位情報をもとに避
難情報の発令基準を設けており、洪水の危険性が
高まり避難が必要な場合は、市長の判断で住民に
対して避難情報を発令します。
　下流域の例をとると、西宮市の地域防災計画で
は、避難情報の伝達について、以下のとおり定め
ています。
１避難情報（準備情報・勧告・指示）の伝達事項
実施責任者（市長等）、避難事由（危険の情
報）、避難すべき対象区域、避難先（市長が必要
と認めるとき）、避難経路、避難時の服装、携行
品等、その他注意事項
２伝達方法
①テレビ、ラジオ放送等、②自主防災組織等、③
車両（公用車、広報車、消防車等）、④戸別巡
回、⑤防災行政無線（同報系）、⑥インターネッ
ト、⑦ヘリコプター、⑧船舶

－ －

５
減災対策

避難対策 　計画では今後減災対策を県と市が協力して進め
るとされている。しかし、どのような計画でも、
実際に避難を行う住民の実情に即したものでなけ
れば有効に働かない。住民の防災組織は、鳴尾地
域では自治会を中心に組織されており、この点、
情報の周知や共有化の面での課題がまだまだ数多
くある。今後も、身近な行政機関である市と住民
が連携し、県にも積極的にサポートいただきたい
と思う。

1

〔既に盛り込み済みです〕
　河川整備計画(案)では、右記のとおり、減災対
策を県と流域市が協力して進めます。

・本文
P60　5行目～11
行目

・減災対策における県の役割は、水害リスクを含
む減災に関する情報を流域市に発信し共有するこ
と、県・流域市相互の連携強化を図ること、流域
市が避難対策等の施策を実施するにあたり指導・
技術的助言及びその他の援助を行うことなど、減
災対策を進めやすいような環境整備を一層推進す
ることにある。
　このため、「武庫川流域における総合的な治水
対策の推進に関する要綱(仮称)」に基づき、県及
び流域市で構成する「武庫川流域総合治水推進協
議会(仮称)」を設置して、「武庫川流域総合治水
推進計画(仮称)」を策定し、県と流域市が協力し
て進める。

５減災対策　5
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５
減災対策

避難対策 　決壊の通報は迅速に且つ皆に出来るのか？付近
の市にも理解を求めているか？

1

〔その他〕
　市では、県から提供される水位情報をもとに避
難情報の発令基準を設けており、洪水の危険性が
高まり避難が必要な場合は、市長の判断で住民に
対して避難情報を発令します。
　下流部築堤区間が存在する西宮市を例にとる
と、西宮市の地域防災計画では、災害発生時の避
難情報の伝達について、以下のとおり定めていま
す。各種手段を併用し迅速に住民の皆様にお伝え
します。
１避難情報（準備情報・勧告・指示）の伝達事項
実施責任者（市長等）、避難事由（危険の情
報）、避難すべき対象区域、避難先（市長が必要
と認めるとき）、避難経路、避難時の服装、携行
品等、その他注意事項
２伝達方法
①テレビ、ラジオ放送等、②自主防災組織等、③
車両（公用車、広報車、消防車等）、④戸別巡
回、⑤防災行政無線（同報系）、⑥インターネッ
ト、⑦ヘリコプター､⑧船舶

－ －

５
減災対策

避難対策 　「武庫川整備計画案」の遂行期間において、施
設能力以上の洪水が発生し、河川から洪水があふ
れ出て被害が発生した場合、その間はどのような
一時的処置で安全を維持するのか不安である。

1

（今後の参考とさせていただきます〕
　河川整備計画(案)では、早期かつ着実に整備効
果が発揮できる対策として、右記のとおり、「河
川対策」、「流域対策」に「減災対策」を加えた
総合的な治水対策を進めます。
　今後、整備計画期間の20年間でこれらの対策を
着実に進め、洪水に対する安全度の早期向上を図
りたいと考えています。
　なお、整備計画期間内に災害が発生した場合に
は、災害復旧に努めることになります。

・本文
P3　15行目～18
行目

・本文
P3　21行目～23
行目

・本文
P3　27行目～28
行目

・喫緊の課題に対応でき、早期かつ着実に整備効
果が発揮できる対策として、河床掘削や堤防強
化、既設青野ダムの洪水調節容量の拡大、武庫川
上流浄化ｾﾝﾀｰ内の用地を活用した遊水地の整備
や、学校・公園・ため池等に雨水を一時的に貯留
する流域対策を選定した。

エ 計画期間
　河川整備計画の一般的な計画対象期間は20～30
年であるが、早期に整備効果を得るため、最短の
20年に設定する。

・計画規模を上回る洪水や整備途上段階での施設
能力を超える洪水の発生に備え、河川対策や流域
対策に加えて減災対策を実施し、洪水被害の軽減
を図る。

５減災対策　6
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

５
減災対策

まちづくり 　下流部の両側に住宅密集地が多くある。現在、
建物がないところは、建設しないように規制して
ほしい。特に国道２号線より南側、昔武庫川線で
３本レールがあった土地に今、堤防際に住宅が密
集して販売されている。まだある空地には、西宮
市か県の条例で堤防際への構造物設置を禁止した
らいかがか？尼崎市側も同じ。将来、堤防際は遊
水地や道路・広場にして地震などの避難場所にし
たらいかがか？堤防が強化され破堤の危険がなく
なりますが、越流を覚悟しなければならない。そ
こに住宅があれば、減災にはならないし、堤防補
強工事にも支障がでる。

1

〔今後の参考とさせていただきます〕
　河川整備計画（案）では、右記のとおり、水害
に備えたまちづくりの実現に向け検討することと
しています。
　下流部の沿川は、都市計画法に基づく市街化区
域に設定されているうえ、土地の所有者には財産
権があるため、建築を規制することは関係者の理
解が得にくく容易ではありません。しかし、減災
のための土地利用については、右記のとおり検討
は必要であると考えており、今後の参考とさせて
いただきます。
　また、参考資料である武庫川流域総合治水推進
計画（仮称）【県案】においても、水害に備える
まちづくりの誘導に向けて、下記のとおり検討す
ることを記載しています。

（推進計画　P12）
　県及び市は、まちづくりとの連携に不可欠な水
害リスクに対する認識を高めると共に、水害時に
深い浸水深となるなど水害リスクの高い地域にお
いて、減災のための土地利用や上層階避難が可能
な建物への誘導を図るなど、水害に備えたまちづ
くりの実現に向け県・市の関係部局で検討する。
　

・本文
P60　27行目～30
行目

(４) 水害に備えるまちづくりと水害からの復旧
の備え（備える）
　水害時に深い浸水深となるなど水害リスクの高
い地域において、減災のための土地利用や上層階
避難が可能な建物への誘導を図るなど、水害に備
えたまちづくりの実現に向け検討する。また、保
険制度への加入促進を図るなど、水害への備えに
万全を期すよう努める。

５
減災対策

まちづくり 　減災対策と耐水まちづくりをしてほしい。避難
時「ヨコに逃げるのではなく、タテに逃げる」発
想が大切。

1

〔既に盛り込み済みです〕
　河川整備計画（案）では、総合的な治水対策の
柱の１つとして減災対策を推進することとしてい
ます。減災対策は、県及び流域市で構成する「武
庫川流域総合治水推進協議会(仮称)」を設置し、
県と流域市が協力して進めます。その中で、右記
のとおり、ご意見にある重要施設等の浸水対策、
上層階への避難など検討していきたいと考えてい
ます。
　参考資料である武庫川流域総合治水推進計画
（仮称）【県案】においても、水害に備えるまち
づくりの誘導、重要施設の浸水対策について、下
記のとおり検討することを記載しています。

・本文
P60　24行目～30
行目

　(３) 的確な避難のための啓発（逃げる）
　住民主体のハザードマップづくりを支援するな
ど、洪水時に住民が的確に避難できるような体制
整備を進める。

　(４) 水害に備えるまちづくりと水害からの復
旧の備え（備える）
　水害時に深い浸水深となるなど水害リスクの高
い地域において、減災のための土地利用や上層階
避難が可能な建物への誘導を図るなど、水害に備
えたまちづくりの実現に向け検討する。また、保
険制度への加入促進を図るなど、水害への備えに
万全を期すよう努める。

５減災対策　7
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（推進計画　P12）
 (１) 水害に備えるまちづくりへの誘導
県及び市は、まちづくりとの連携に不可欠な水害
リスクに対する認識を高めると共に、水害時に深
い浸水深となるなど水害リスクの高い地域におい
て、減災のための土地利用や上層階避難が可能な
建物への誘導を図るなど、水害に備えたまちづく
りの実現に向け県・市の関係部局で検討する。
(２) 重要施設の浸水対策
県及び市は、浸水による建築物の被害を未然に防
止し、水害に備えたまちづくりへの誘導を図るた
め、小学校、中学校など避難所や病院など公共施
設等において、電気設備等を浸水想定水位より上
に設置したり、地下室を浸水が生じない構造とす
るなど、重要施設の浸水対策について検討する。

５
減災対策

まちづくり 　都市計画的な対応とのコラボレーションを積極
的に行う。（土地利用、水害に強い都市づくり
等）

1

〔既に盛り込み済みです〕
　河川整備計画（案）では、右記のとおり水害に
備えるまちづくりについて検討していきたいと考
えています。
　参考資料である武庫川流域総合治水推進計画
（仮称）【県案】においても、水害に備えるまち
づくりの誘導に向けて、下記のとおり検討するこ
とを記載しています。

（推進計画　P12）
   県及び市は、まちづくりとの連携に不可欠な
水害リスクに対する認識を高めると共に、水害時
に深い浸水深となるなど水害リスクの高い地域に
おいて、減災のための土地利用や上層階避難が可
能な建物への誘導を図るなど、水害に備えたまち
づくりの実現に向け県・市の関係部局で検討す
る。

・本文
P60　27行目～30
行目

(３) 的確な避難のための啓発（逃げる）
　住民主体のハザードマップづくりを支援するな
ど、洪水時に住民が的確に避難できるような体制
整備を進める。

(４) 水害に備えるまちづくりと水害からの復旧
の備え（備える）
　水害時に深い浸水深となるなど水害リスクの高
い地域において、減災のための土地利用や上層階
避難が可能な建物への誘導を図るなど、水害に備
えたまちづくりの実現に向け検討する。また、保
険制度への加入促進を図るなど、水害への備えに
万全を期すよう努める。

５減災対策　8
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下線は変更箇所

６
利水･環境

正常流量 　正常流量設定にあたり、武庫川の流域全体の平
均川幅が生瀬大橋地点としていること、これは武
庫川が、三田盆地と下流部の間に武庫川渓谷を挟
んだ地理、地質構造の特殊な河川であることを無
視した画一手法に基づいたものである。仮に国土
交通省の「正常流量検討の手引き」に基づいたも
のとしても、下流部がはじまる武庫川渓谷終地点
から河口部までの平均川幅に基づいた基準地を設
定すべきではないか。

1

〔その他〕
　正常流量は、今回の河川整備計画（案）で設定
したのではなく、武庫川水系河川整備基本方針で
設定したものです。なお、正常流量は、以下の方
法で算定していることから、武庫川の流域全体の
平均川幅を生瀬大橋地点としているわけではあり
ません。

河川形態や支川合流、自然社会環境、取水状況な
どを勘案し、区間分割を行った上で、この区間毎
に、さらには期別毎に、必要な流量を算定してい
る。

－ －

６
利水･環境

正常流量 　「12年間概ね1.5 /s満足している」と記載さ
れていますが、年により、断流も生じています。
現在の流況で正常流量が「概ね満足」としている
ところに問題がある。「概ね満足」の正常流量が
水量不足であることが歴然としている。適正な正
常流量の確保の上に、水生生物（シンボルフィッ
シュ-鮎）の生息のための最低必要流量-維持流量
の確保に他県の実例も参考に真剣に取り組んでい
ただきたい。答申書の中に一部の委員と県との間
に激論がたたかわされたとありますが、この激論
から河川管理者が前向きな結論を導かれることを
期待します。

1

〔既に盛り込み済みです〕
　正常流量は、渇水時にも確保すべき最低限の流
量として定めた低水管理上の目標値であり、平時
において望ましい流量として設定しているわけで
はありません。生瀬大橋地点で過去12年間(H5～
H16)の最小の渇水流量が1.43m3/sであったことか
ら、(生瀬大橋地点1.5m3/s)を概ね満足する状況
にはありますが、河川整備計画（案）では、正常
流量を確保するだけでなく、より豊かな流量の確
保に取り組むこととしています。

・本文
P65　2行目～5行
目

１．正常流量の確保
　河川の流況については、生瀬大橋地点で過去12
年間（平成5～16年）の最小の渇水流量が
1.43m3/sであり、概ね正常流量（1.5m3/s）を満足
しているが、より豊かな流量を確保するため、以
下の取り組みによって合理的な水利用の促進に努
める。

６
利水･環境

正常流量 　武庫川の川づくりにふさわしい、アユの維持流
量を考慮していただきたい。アユ再生の為、筑後
川の例のように豊かなアユの維持流量を具体化し
てください。

1

〔既に盛り込み済です〕
　右記の通り、河川整備計画（案）に盛り込み済
みです。なお、維持流量については、アユの遡
上・降下も考慮して定めています。

・本文
P65　2行目～5行
目
・本文
P74　1行目～4行
目

１．正常流量の確保
　河川の流況については、生瀬大橋地点で過去12
年間（平成5～16年）の最小の渇水流量が
1.43m3/sであり、概ね正常流量（1.5m3/s）を満足
しているが、より豊かな流量を確保するため、以
下の取り組みによって合理的な水利用の促進に努
める。

(３) 天然アユが遡上する川づくり
　アユを武庫川のシンボル・フィッシュとして位
置づけて、関係機関や地域住民の参画と協働のも
と、河川整備や環境改善に取り組む。

６
利水･環境

正常流量 　わからない点や要望がある。下記に列挙するの
で今後の計画策定時に明らかにしてほしい。
　・・・・
　慣行水利権については早急に見直すべきであ
る。
　・・・・

1

〔既に盛り込み済です〕
　右記の通り、河川整備計画（案）に盛り込み済
みです。

・本文
P63　6行目～9行
目

(１) 流水利用の適正化
　農業用水の慣行水利権については、取水実態の
把握に努めるとともに、取水施設の改築や治水事
業の施行等の機会をとらえ、利水者の理解と協力
を得て、許可水利権への切り替えを進めるなど、
河川流水の適正な利用を図る。

６利水・環境対策　1
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６
利水･環境

緊急時の水
利用

　わからない点や要望がある。下記に列挙するの
で今後の計画策定時に明らかにしてほしい。
　・・・・・・
　緊急時の水利用で広域的水融通のネットワーク
を水利権の問題もあるが早急に進めるべきであ
る。
　・・・・・・

1

〔既に盛り込み済です〕
　広域的水融通の円滑化については、右記の通
り、整備計画(案)に盛り込み済みです。

・本文
P63　15行目～20
行目

(1)渇水調整および広域的水融通の円滑化
　渇水時には、被害を最小限におさえるため、渇
水調整会議等を設置し、利水者に必要な情報提供
を行うとともに、取水制限等の調整を行い、利水
者間の相互調整が円滑に行われるよう努める。
　また、水道施設の広域化により、水道水源や供
給量の安定性を高めるため、関係機関および利水
者と連携して、給水ネットワークの整備による広
域的な水融通の円滑化に取り組む。

６
利水･環境

環境 　ここ数年で地球環境が激変している。洪水対策
とともに地球環境保全に向けた対策も全力で取り
組んでもらいたい。

1

〔その他〕
　地球環境が激変しているとのご主旨は、地球温
暖化に起因する気候変化のことと思われますが、
このことについては、右記の通り、「順応的な」
アプローチが重要と考えています。なお、河川環
境についても右記の通り、河川整備にあたって
「２つの原則」を適用することにより、武庫川を
特徴づける多種多様な動植物が今後も生息・生育
できる豊かな自然環境の保全・再生に努めること
としています。

・本文
P1　8行目～13行
目
・本文
P4　21行目～23
行目

・地球温暖化については、ＩＰＣＣ第４次評価報
告書で、集中豪雨の多発に加え、海面水位の上
昇、台風の強度の増大、渇水の深刻化などが想定
されている。これを受けて、国の社会資本整備審
議会から、適応策について答申※2が出されてい
る。これによれば、現時点では、地球温暖化や社
会条件のシナリオ、気候変化の予測計算等に不確
実性があるものの、今後、観測データや知見の蓄
積が進められていくことにより予測の精度が高ま
ることから、これに応じて適応策の進め方を見直
していく「順応的な」アプローチが必要とされて
いる。

・河川整備の実施による影響を評価し、事業実施
後もその総量を維持できるよう具体的な対策をと
りまとめることにより、武庫川を特徴づける多種
多様な動植物が今後も生息・生育できる豊かな自
然環境の保全・再生に努めることとしている。

６
利水･環境

環境 　“流域内で種の絶滅を招かない”は、いつの頃
を基準にしているのか。平成22年現在か平成15年
現在か、それとも昭和初期なのか。基準年によっ
て、設計内容や工事の方法が違ってくるはずであ
る。

1

〔その他〕
　右記の通り、平成15年度を基準として考えてい
ます。

・本文
P66　13行目～21
行目

ア 原則１：対象とする種の選定及びその分布状
況の把握
○ 対象とする種の選定
原則１の対象とする「種」は、在来種の中から、
河川を主要な生活空間とする種のうち、絶滅の危
険性の高い特定種（兵庫県版レッドデータブック
2003、環境省レッドリスト）、特定種以外でも水
系内での分布範囲が限られている種及び専門家が
重要性を指摘する種とした。
○ 対象とする種の分布状況の把握
平成15年度に実施した「ひょうごの川・自然環境
調査」の調査結果及びこれまでに水系内で実施さ
れた各種の環境調査の結果を用いて、水系内での
種の分布状況を把握した。

６利水・環境対策　2
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６
利水･環境

環境 　水質浄化や魚類の為にならない種類や外来種は
適時除去して欲しい。

1

〔既に盛り込み済です〕
　右記の通り、配慮を検討すべき「生物の生活空
間」のひとつとして、その改善に取り組むことと
しています。なお、資料編1-66には外来種の駆除
について詳述しています。

・本文
P65　29行目～32
行目
・本文
P67　11行目～15
行目
・本文
P69　2行目～4行
目
・本文
P72　7行目～10
行目

・河川整備を実施する箇所以外においても、水系
内には配慮を検討すべき「生物の生活空間」があ
ることから、動植物の生活環境の向上に向け、専
門家の意見を聴くとともに、重点化を図りつつ優
先順位の高いものから、関係機関や地域住民の協
力のもと改善に取り組む。

②配慮を検討すべき「生物の生活空間」の把握水
系内には、優れた「生物の生活空間」のほかに、
水質の悪化、流れの分断といった生物の観点から
改善すべき場所が存在している。環境改善を効果
的に行うため、低水護岸の延長割合や外来植物群
落の分布などの評価指標から配慮を検討すべき
「生物の生活空間」として整理した。

・7項目の評価指標：①耐汚濁性種の個体数比率
②汽水・回遊種の種数 ③水生生物の移動可能区
間長 ④低水護岸の延長割合 ⑤礫原草原に特有な
植生の分布 ⑥外来植物群落の分布 ⑦外来性魚類
の生息及び生育確率の和

・対策２
外来植物の除去河床掘削により、礫河原に繁茂し
ているシナダレスズメガヤを除去する。また、関
係機関や地域住民と連携して、種子の供給源とな
る、上流や周辺のシナダレスズメガヤの除去に努
める。

６
利水･環境

環境 　環境2原則では、中州や護岸の植物も水質浄化
や生物のために残すこととなるが、洪水時にいか
に早く海に流すという事と矛盾しないか。それと
も中州や植物が生えるのを考慮して河道拡幅や河
床掘削をするか。

1

〔その他〕
　河川整備にあたっては、右記の通り、生物の生
活環境等に与える影響を可能な限り回避･低減ま
たは代替できる環境保全措置を講じることとして
います。また、工事実施にあたっては、河道対策
と環境対策との整合を図ることとしています。具
体的には、治水上必要な断面の外にみお筋(瀬・
淵)を計画するなどして、治水対策と環境対策の
整合を図ることなどが挙げられます。

・本文
P1　14行目～17
行目
・本文
P65　5行目～11
行目

・環境面においては、県が「生物多様性基本法」
に基づき、平成21年3月に策定した「生物多様性
ひょうご戦略」を踏まえて、河川整備に際しては
多様な生物の生活環境等に与える影響を可能な限
り回避･低減または代替できる環境保全措置を講
じ、生物多様性の保全に配慮した川づくりに取り
組む必要がある

・基本方針に掲げる「武庫川水系に生息・生育す
る生物及びその生活環境の持続に関する２つの原
則」を適用して、多様な生物の生活環境等に与え
る影響を可能な限り回避･低減または代替できる
環境保全措置を講じることにより、武庫川水系の
多種多様な動植物が生息・生育できる豊かな自然
環境の保全・再生を図る。このため、水系全体で
戦略的に自然環境を保全できるよう「２つの原
則」に係る専門検討会の検討結果を踏まえ、河床
掘削や低水路拡幅などの河道対策と環境対策との
整合のとれた河川整備に取り組む。

６利水・環境対策　3
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

６
利水･環境

環境 　環境2原則について、現実はどこまでやれるの
か。日本や世界での実績例があれば、紹介して欲
しい。また、どこで閲覧できるのか。それが、武
庫川で応用できるのか。

1

〔その他〕
　「2つの原則」は、全国初めての取り組みであ
ることから、日本での実施例はありません。ま
た、「２つの原則」と同様の取り組みが国外で行
われているということを把握していません。この
ため、専門家の意見を聴きながら、右記の通り、
取り組むこととしています。

・本文
P65　8行目～10
行目
・本文
P65　15行目～18
行目
・本文
P65　29行目～32
行目

・水系全体で戦略的に自然環境を保全できるよう
「２つの原則」に係る専門検討会の検討結果を踏
まえ、河床掘削や低水路拡幅などの河道対策と環
境対策との整合のとれた河川整備に取り組む。

・「２つの原則」の適用が全国的にも初めての取
り組みであること、また事業実施には「２つの原
則」にかかる対策を具体化するうえで、さらに検
討する必要があることから、実施時において、留
意事項等をとりまとめた手引きを作成する。あわ
せて、関係機関や地域住民、事業者などへの「２
つの原則」の普及を目的に、パンフレットを作成
する。

・河川整備を実施する箇所以外においても、水系
内には配慮を検討すべき「生物の生活空間」があ
ることから、動植物の生活環境の向上に向け、専
門家の意見を聴くとともに、重点化を図りつつ優
先順位の高いものから、関係機関や地域住民の協
力のもと改善に取り組む。

６
利水･環境

環境 　「生物多様性の保全に配慮した川づくり」を標
榜しているが、その達成に期待する。

1

〔既に盛り込み済みです〕
　河川整備計画（案）について、妥当とのご意見
として承りました。

河川整備計画
(案)

本文全体
－

６利水・環境対策　4
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

６
利水･環境

環境 　「原則１」について、「種」を評価とすること
が、何故自由度が高いのか。「種」を評価の対象
とする中で、平行して「個体」へのこだわりも維
持し続けて欲しいと考える。

1

〔その他〕
　河川整備にあたって、河川内に生息・生育する
生物の種数や個体数を全て把握することは現実的
に困難です。また、移植や一時避難などの保全対
策に努めたとしても、少なからず生物に影響があ
ることから、河川整備直後に個体レベルでの維持
は困難であると考えています。これらのことか
ら、専門家の意見を聴きながら調査データ等を基
に指標種として重要種を選定し、個体そのものや
個体数ではなく、重要種に着目することによっ
て、河川整備への自由度を増すこととしていま
す。なお、生物の保全への対応は、工事箇所だけ
に限定せず、水系内での個体群の維持を図ろうと
するものです。

・本文
P66　5行目～12
行目
・本文
P66　13行目～21
行目

① 「個体」ではなく「種」に着目
　種の絶滅を招かないという原則を設けること
で、今いる生物が将来にわたり暮らせる川づくり
を進める。「種」を評価の対象とすることで、
「個体」の場合よりも自然環境に対する対応策へ
の自由度を増やす。

② 武庫川水系内で対処
　治水を優先する必要のある場合には、地元での
対応に限定せずに、水系全体で戦略的に自然環境
に配慮する。他地域からの個体の移植を安易に行
うのではなく、水系内での個体群の維持を優先課
題とする。

ア 原則１：対象とする種の選定及びその分布状
況の把握
○ 対象とする種の選定
原則１の対象とする「種」は、在来種の中から、
河川を主要な生活空間とする種のうち、絶滅の危
険性の高い特定種（兵庫県版レッドデータブック
2003、環境省レッドリスト）、特定種以外でも水
系内での分布範囲が限られている種及び専門家が
重要性を指摘する種とした。

 ○ 対象とする種の分布状況の把握
　平成15年度に実施した「ひょうごの川・自然環境調
査」の調査結果及びこれまでに水系内で実施された各
種の環境調査の結果を用いて、水系内での種の分布状
況を把握した。

６
利水･環境

環境 　「原則２」について、「現状を追認」すること
から出発していると言わざるを得ず、既に生物の
生活空間はかなり喪失している。10年前、20年
前、50年前、100年前に存在していた「生物の生
活空間」を、可能な限り、できる地域から、でき
る程度に、復活させて欲しい。

1

〔既に盛り込み済みです。〕
 「2つの原則」においては、原則１及び原則２だ
けでなく、右記の通り、課題のある空間を、配慮
を検討すべき「生物の生活空間」として整理し、
重点化しつつ、その改善に努めることとしていま
す。

・本文
P65　29行目～32
行目
・本文
P67　11行目～15
行目
・本文
P69　2行目～4行
目

・河川整備を実施する箇所以外においても、水系
内には配慮を検討すべき「生物の生活空間」があ
ることから、動植物の生活環境の向上に向け、専
門家の意見を聴くとともに、重点化を図りつつ優
先順位の高いものから、関係機関や地域住民の協
力のもと改善に取り組む。

② 配慮を検討すべき「生物の生活空間」の把握
　水系内には、優れた「生物の生活空間」のほか
に、水質の悪化、流れの分断といった生物の観点
から改善すべき場所が存在している。環境改善を
効果的に行うため、低水護岸の延長割合や外来植
物群落の分布などの評価指標から配慮を検討すべ
き「生物の生活空間」として整理した。
　
・7項目の評価指標：①耐汚濁性種の個体数比率
②汽水・回遊種の種数 ③水生生物の移動可能区
間長 ④低水護岸の延長割合 ⑤礫原草原に特有な
植生の分布 ⑥外来植物群落の分布 ⑦外来性魚類
の生息及び生育確率の和

６利水・環境対策　5
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

６
利水･環境

環境 　保全や再生の代償地が見あたらない場合には計
画を再考する、との記述の部分に関しては、計画
の中身をいじって修正で済ませることを排除し、
一から再出発して計画を作り直す、という原則を
謳い上げることを希望する。 1

〔既に盛り込み済みです。〕
 「原則２」では、右記の通り、改修区間内での
再生や、周辺地域や県内においても保全や再生の
代替地が見あたらない場合には、計画を再考する
こととしています。

・本文
P66　38行目～40
行目

ⅲ）改修により質の低下が予想されるが、生活環
境の固有性および特殊性が高く、改修区間内での
再生や、周辺地域や県内においても保全や再生の
代替地が見あたらない場合には、計画を再考す
る。

６
利水･環境

環境 　整備計画（案）は、環境対策にも十分配慮した
内容となっており、時代のニーズに合致したもの
である。 1

〔既に盛り込み済みです〕
　河川環境の整備と保全に関する事項について妥
当とのご意見として承りました。

河川整備計画
(案)

本文全体
－

６
利水･環境

環境 　下流の流量を確保するためとはいえ、潮止堰の
撤去や一部床止め工の撤去・改修は、魚類の回遊
に好影響を与え、より多種類が生息できるように
なるものと期待している。 1 同上 － －

６
利水･環境

環境 　武庫川流域に存在する心強い地元の研究機関と
して「アユの研究室」を「人と自然の博物館」に
創ることを提案する。

1

〔今後の参考とさせていただきます〕
　右記の通り、取り組むこととしています。ご意
見は今後の参考とさせていただきます。

・本文
P74　1行目～10
行目

(３) 天然アユが遡上する川づくり
　アユを武庫川のシンボル・フィッシュとして位
置づけて、関係機関や地域住民の参画と協働のも
と、河川整備や環境改善に取り組む。このため、
平成21年度から3年程度を目処に、アユの分布、
産卵場、仔アユの降下等の生息実態調査を実施し
ている。その結果を踏まえて、関係者や地域住民
の適切な役割分担のもと、魚道の改善やみお筋の
確保などによる移動の連続性の向上、産卵場及び
稚魚期の生息場所の確保等の必要な対策を検討
し、実施可能なものから取り組んでいく。また、
アユの生息実態の追加調査については、必要に応
じて検討を行う。

６
利水･環境

環境 　「アユが遡上する武庫川づくり」が進展するこ
とを大いに期待する。

2

〔既に盛り込み済みです〕
　河川環境の整備と保全に関する事項について妥
当とのご意見として承りました。 同上 同上

６
利水･環境

景観 　築堤区間では松の大木をどの様に保護するの
か。

1

〔その他〕
　右記の通りとしており、具体的な工法等につい
ては、事業実施の段階で検討することとしていま
す。

・本文
P74　25行目～27
行目

・クロマツやアキニレ等の高木樹により良好な景
観が形成されており、河川敷の一部が風致地区に
指定されている。このことから、河川整備にあ
たっては、樹木伐採を必要最小限とする工法を検
討するなど、良好な景観の保全に努める。

６
利水･環境

景観 　桜を円山川～武庫川沿岸に植えた事があったが
本数が少ない上にその後、枯れたものも多くまた
昔からの松も少なくなっており桜、松の植樹を進
めて欲しい。

1

〔対応困難〕
　植樹については、右記の通り、適切に管理する
必要があると考えています。なお、現時点では新
たに植樹することは考えていません。

・本文
P76　22行目～26
行目

③ 樹木等
　河川区域内の樹木等について巡視・点検を行
い、樹勢が劣り洪水時に倒れて堤防の安全性に悪
影響を及ぼすような樹木は伐採・抜根するなど、
適切な樹木管理を行う。併せて、治水上支障とな
る樹木の伐採や、治水上の支障がない範囲での植
樹など、適正な樹木管理について検討する。

６利水・環境対策　6
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

６
利水･環境

景観 　河川に桜を植えて、夙川の並木のようにする。
1 同上 同上 同上

６
利水･環境

河川利用 　市民の良好な歩路面、運動場をどの様に保護す
るのか。

1

〔その他〕
　右記の通り、取り組むこととしています。な
お、具体には、武庫川の高水敷を占用している公
園管理者である市と調整しつつ、治水上支障のな
い範囲において適切に河川利用を図ることができ
るよう取り組むこととしています。

・本文
P48　13行目～16
行目

３ 河川利用と人と河川の豊かなふれあいの確保
　人と河川の豊かなふれあいについては、自然と
のふれあいや環境学習の場の整備・保全に努め
る。また、水辺空間に関する多様なニーズを踏ま
え、自然環境及び治水計画との調和を図りつつ、
適正な河川利用の確保に努める。

６
利水･環境

河川利用 　ダム建設以外で武庫川の再生のためお金をかけ
るのなら、有効なもの又市民が楽しめる場所とな
るようにすべきである。
　播磨灘、明石海峡の流れを利用して、きれいな
海水をパイプラインで宝塚駅付近（宝来橋又は生
瀬大橋くらい）まで引き、そこから武庫川の両岸
（幅10～20ｍ位）を本流の水と会わないよう区
切って海水を流す。そうすれば、大水の時は真水
に埋まるが、水が引けば海水がたまる。
　利用として、①夏には自然海水浴場になる、②
海水プールも上流から下流まで作れる、③パイプ
ラインから海の魚が来るので釣りが近くで楽しめ
る。
　費用として高くついた分は、市民の方々に理解
をいただき、市民が作った世界で初めての遊び場
兼、水害対策とすればどうか。

1

〔対応困難〕
　宝塚駅付近にある宝来橋での河床高さは、標高
は33.5ｍであるため、海水を導くためにはポンプ
による導水が必要となります。パイプラインや大
量の海水を汲み上げ送水するためのポンプ設備の
設置、またこれらの維持管理などに、莫大な費用
が必要となります。また、塩水を河川に沿って流
すことは、地下水や生態系に影響を与えることと
なり、上水道の利用に支障を来すことや環境破壊
につながる恐れもあります。このようなことか
ら、現実的には対応困難だと考えます。

－ －

６
利水･環境

河川利用 　武庫川（線）を生かした長い一大の観光地を作
る。今でも阪神地域だけでなく近畿各地からの訪
問者もあるが、視点を高く、日本の国民全体を
ターゲットにした発想も必要ではないか。日本の
いろいろなところから多くのビジターの訪問があ
り、笑顔や笑いが絶えない「日本国民が知ってい
る武庫川」をつくってほしい。

1

〔今後の参考とします。〕
　ご意見は今後の参考とさせていただきます。

－ －

６利水・環境対策　7
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

６
利水･環境

廃線敷利用 　廃線敷ハイキングコースは鉄橋やトンネルの劣
化という大きな問題を抱えている。この問題の解
決策は、ＪＲの資産である限りＪＲが負担する
か、民間でやる以外にないと考えている。県とし
て、武庫川を親水公園として変革していくための
第一段階として、廃線敷ハイキングコースをＪＲ
から譲り受け、地域住民が水に親しむ公園として
集まる「モデルゾーン」に創りかえていただくこ
とを期待する。

1

〔対応困難〕
  現状では武庫川峡谷の河川を管理するうえで、
廃線敷を必要としていないことから河川管理者が
管理することはありません。また、県では、広域
行政の立場で大規模な都市公園を整備することと
しており、尼崎の森中央緑地の全面開園に向けて
整備中です。現状では、新たに県立都市公園とし
て整備する考えはありません。廃線敷利用につい
ては、自己責任で通行したいハイカーと安全管理
に責任が持てない施設管理者との間で、打開策が
見つからないことが課題であり、当事者間の問題
であると考えています。

－ －

６
利水･環境

廃線敷利用 　ハイキング道の整備は利用できるように県が積
極的に関与してほしい。

1 同上 － －

６
利水･環境

廃線敷利用 　武庫川渓谷ハイキング道は、都市に近く渓谷や
春の桜・秋の紅葉が見事なため市民に親しまれて
いる。この道がなくならなかったことは喜ばしい
事である。このコースは鉄道としての使命を終え
た廃線敷であり、JR西日本にとって利用価値は少
なくむしろお荷物となっている。兵庫県が自然公
園として取得・整備（最小限の整備でよい）して
いただく事を要望する。

1 同上 － －

６
利水･環境

廃線敷利用 　武庫川峡谷のハイキング道が、ダム建設の中止
により、守られたことは喜ばしい事に思ってい
る。
鉄道として使命を終えた廃線敷ハイキング道の整
備をJR西日本に負わせるのではなく、良好な自然
環境を維持するため、県の積極的な関与を希望す
る。

2 同上

６
利水･環境

廃線敷利用 　廃線敷ハイキング道の整備をJR西日本に負わせ
るのではなく、良好な自然環境を維持するため、
県の積極的な関与を要望する。 1 同上 － －

６
利水･環境

廃線敷利用 　都市に近い武庫川渓谷は、四季を通じて近隣の
市民に親しまれているハイキング道である。それ
が守られたことは喜ばしい。良好な自然環境を維
持するため、県当局の積極的な関与を要望する。

1 同上 － －

６利水・環境対策　8
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

６
利水･環境

廃線敷利用 　兵庫県が主体になり、JRからこの地を借り受
け、国交省にも強力に働きかけ、関係する市長の
協力をもとめて、さらには源流から河口までのハ
イキング道を整備してはどうか。

1 同上 － －

６
利水･環境

水質 　現在、夏場などに「白い泡」が水面を浮かぶ現
象が武庫川峡谷などでみられる。と記述がある
が、これは神戸市北区道場町生野高原住宅の下水
処理が旧タイプのものでＢＯＤやＣＯＤの高い下
水が未整備の百軒滝川より流れ込んでいるからだ
と思われる。原因は明らかに前述の生野高原住宅
の下水未整備が原因であり、早急に調査対策を講
ずる必要がある。神戸市では補助金にて高処理の
浄化槽に入れ替えるように指導しているとの事で
あるが、これでは抜本的な水質改善にはならず、
下水道の整備が早急に必要と思われる。兵庫県か
らも神戸市への働きかけをお願いする。

1

〔その他〕
　神戸市の生活排水処理計画では、この住宅団地
は浄化槽により処理される区域とされています。
団地内の古い住宅では単独浄化槽もあることか
ら、神戸市では補助金制度を設け合併浄化槽への
切替を推進しています。
　一方、「白い泡」は、住宅団地からの排水が含
まれる百軒滝川と武庫川本川の合流点より上流で
も見られることから、この住宅団地による排水が
直接的な原因だと断定することは困難であると考
えています。「白い泡」については、右記の通り
考えており、引き続き情報収集に努めることとし
ています。

・本文
P34　22行目～26
行目

・夏場などに「白い泡」が水面に浮かぶ現象が武
庫川峡谷などでみられる。この点については、過
去に武庫川上流浄化センターにおいて処理水の水
質分析を行い、発生原因を調査した結果、白い泡
の原因は、合成洗剤などに由来する界面活性剤で
はなく、自然系由来の多糖類とされているが、同
様の現象は他の河川でもみられることから、引き
続き情報収集に努めていく。

６
利水･環境

情報提供 　上流・中流・下流で水質浄化や魚類のための岩
礁、礫、植物などの分布図はあるのか。また分布
図は閲覧できるのか。無ければ、今後工事をする
時に分布図を作成することとなるが、その場合
は、閲覧できるのか。 1

〔その他〕
　「ひょうごの川・自然環境調査」で作成した植
物の分布図や瀬・淵、水際の護岸の状況などを示
した資料は、宝塚土木事務所で閲覧することがで
きます。但し、貴重種情報については、乱獲等に
つながる恐れがあることから、非公開としていま
す。

－ －

６
利水･環境

情報提供 　カワウやヌートリアに餌付けしている方、野良
猫にエサを与えている方など生物に対しての楽し
み方はいろいろあるが、外来種の駆除、アユの遡
上、ウナギが取れることなどが、武庫川にどれほ
ど大切なことかということを住民へ周知する方策
はどのようなものがあるのか。

1

〔既に盛り込み済み〕
　右記の通り、情報伝達に努めることとしていま
す。

・本文
P65　17行目～18
行目
・本文
P78　4行目～5行
目
・本文
P78　20行目～22
行目
・本文　29行目
～31行目

・関係機関や地域住民、事業者などへの「２つの
原則」の普及を目的に、パンフレットを作成す
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　・大学
等の研究機関、流域市、県が適切な役割分担のも
と連携を進めるとともに、今後は、総合的な治水
対策などに本格的に取り組んで行く
② 動植物の生活環境の保全・再生
　関係者や地域住民との連携のもと、シンボル・
フィッシュであるアユが遡上する川づくりや、外
来種除去を通じた在来種の保全などに取り組む。
⑤ 水質の向上
　地域住民が水質調査を通じて川とのつながりを
深めることができるよう、わかりやすい水質指標
による調査の実施を、関係機関と連携して検討す
る。

                                                        ※「２つの原則」：「武庫川水系に生息･生育する生物及びその生活環境の持続に関する２つの原則」

６利水・環境対策　9
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

７
維持管理･
流域連携
等

流域連携 　「上流の住民が下流のことを知る」、「下流の
住民が上流のことを知る」そしてお互いに話し合
うことが、流域に密着した武庫川を作る第一歩だ
と思う。その意味で１１月から始める「兵庫労山
の武庫川源流ウオーク」に期待している。

1

〔既に盛り込み済です〕
　河川整備計画(案)では、右記の基本的な考えの
もと、流域連携に取り組むことにしています。

・本文
P78　1行目～6行
目

・本文
P79　図4.4.1

２　流域連携
　「地域共有の財産」である武庫川を守り育てる
ため「参画と協働」による武庫川づくりを基本と
して、地域住民、ＮＰＯ、事業者（以下、この章
において「地域住民等」という。）、大学棟の研
究期間、流域市、県が適切な役割分担のもと連携
を進めるとともに、今後は、総合的な治水対策な
どに本格的に取り組んで行くことから、以下の三
点を柱とした武庫川づくりに取り組む。

図4.4.1 武庫川における流域連携の考え方

７
維持管理･
流域連携
等

流域連携 　未開である総合的な治水を取り込んだ、いわゆ
る「縦割り」を払拭した河川整備計画を実現する
には一層の努力が必要になると思われる。流域対
策や減災対策、まちづくり、防災などの分野にお
いて、流域住民との連携を背景に、さまざまな施
策を組み合わせた効率的な整備手法を見出すこと
が望まれる。

1

〔今後の参考とさせていただきます〕
　流域対策、減災対策については、県と流域市が
協力して進める仕組みとして、「武庫川流域総合
治水推進協議会（仮称）」を設置します。
　また、右記の基本的な考えのもと、総合的な治
水対策に本格的に取り組むことも踏まえつつ、流
域連携に取り組むことにしています。

・本文
P3　24行目～32
行目

・本文
P78　1行目～6行
目

(３) 総合的な治水対策の推進
　本計画の整備目標は、基本方針の目標達成に向
けたあくまで途中段階の目標である。また、近
年、地球温暖化に伴う気候変化等に起因する集中
豪雨も多発傾向にある。
　計画規模を上回る洪水や整備途上段階での施設
能力を超える洪水の発生に備え、河川対策や流域
対策に加えて減災対策を実施し、洪水被害の軽減
を図る。
　なお、「流域対策」や「減災対策」は、流域市
の協力を得て進める必要があるため、「武庫川流
域における総合的な治水対策の推進に関する要綱
（仮称）」に基づき、県及び流域市で構成する
「武庫川流域総合治水推進協議会(仮称)」を設置
し、別途「武庫川流域総合治水推進計画（仮
称）」を策定する。

２　流域連携
　「地域共有の財産」である武庫川を守り育てる
ため「参画と協働」による武庫川づくりを基本と
して、地域住民、ＮＰＯ、事業者（以下、この章
において「地域住民等」という。）、大学棟の研
究期間、流域市、県が適切な役割分担のもと連携
を進めるとともに、今後は、総合的な治水対策な
どに本格的に取り組んで行くことから、以下の三
点を柱とした武庫川づくりに取り組む。

７
維持管理･
流域連携
等

流域連携 　住民参加や他部門との連携をして川づくりを行
うよう制度化する。

1

〔既に盛り込み済です〕
　河川整備計画（案）では、地域社会と河川の良
好な関係の構築するため、右記のとおり、地域住
民等と連携して、本計画に位置づけた施策や事業
を推進します。
　流域対策、減災対策については、県と流域市が
協力して進める仕組みとして、「武庫川流域総合
治水推進協議会（仮称）」を設置します。

・本文
P78　7行目～13
行目

(１) 地域社会と河川の良好な関係の構築
　「ひょうごアドプト」などの地域住民等と連携
した河川の維持管理等について、引き続き取り組
む。さらに、本計画に位置づけた施策や事業を地
域住民等と連携して推進するため、以下の新たな
取り組みを進める。
　また、流域対策、減災対策については、県と流
域市で「武庫川流域総合治水推進協議会（仮
称）」を設置し、「武庫川流域総合治水推進計画
（仮称）」を策定して、県と流域市が協力して進
める。

７維持管理・流域連携等　1
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

７
維持管理･
流域連携
等

流域連携 　県、自治体、諸団体、市民が一体となって取り
組んでいけるような仕掛けとして、流域連携は非
常に重要と考える。
　ここで記述している、(1)地域社会と河川の良
好な関係の構築、(2)多様な主体が取り組む武庫
川づくりへの支援、(3)自律的な流域ネットワー
クとの連携、等について積極的かつ早急に取り組
む必要があると考える。

1

〔既に盛り込み済です〕
　河川整備計画（案）では、右記のとおり流域連
携を進め、武庫川づくりに取り組むこととしてい
ます。
　河川整備計画の着実な推進を図るため、こうし
た流域連携に適切に取り組んでいきます。

・本文
P78　7行目～P79
10行目

(１) 地域社会と河川の良好な関係の構築
　「ひょうごアドプト」などの地域住民等と連携
した河川の維持管理等について、引き続き取り組
む。さらに、本計画に位置づけた施策や事業を地
域住民等と連携して推進するため、以下の新たな
取り組みを進める。
　また、流域対策、減災対策については、県と流
域市で「武庫川流域総合治水推進協議会（仮
称）」を設置し、「武庫川流域総合治水推進計画
（仮称）」を策定して、県と流域市が協力して進
める。

(２)多様な主体が取り組む武庫川づくりへの支援
　県では、多様な主体が取り組む武庫川づくりに
ついて、活動資金の助成、活動主体の情報発信や
相互の連携・交流の支援などを行っている。支援
にあたっては、公平性、透明性を基本に、活動主
体の自発性、自律性を損なわないよう配慮してい
る。
　こうした支援に引き続き取り組むとともに、活
動主体間の幅広い流域ネットワークの自律的な形
成に向け、以下の支援を行う。

　① 連携・交流のための機会提供
　　活動主体がその活動内容を報告し、他の活動
　主体との連携・交流の機会となるシンポジウム
　等を開催する。
　② 連携・交流のための情報提供
　　県のホームページ等を活用し、活動主体の概
　要やその活動内容などの情報を提供する。

（３）自律的な流域ネットワークとの連携
　武庫川づくりのパートナーとなる多様な主体の
参加する自律的な流域ネットワークの形成を支援
するとともに、流域ネットワークとの連携のあり
方について、流域市や流域ネットワークの意見も
聴きながら検討を行い具体化を図る。

７
維持管理･
流域連携
等

流域連携 　流域連携を進め沿川の関係者が情報交流し、ま
た川の資源とまちの資源を上手に活用し合いそれ
ぞれが相乗効果を発揮し魅力的な地域を創るため
に「川まち交流拠点」の整備を提案する。

1

〔今後の参考とします〕
　川まち交流拠点については、ご意見は今後の参
考とさせていただきます。

－ －

７維持管理・流域連携等　2
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

７
維持管理･
流域連携
等

フォロー
アップ

　基本方針の総合治水への視点『流域全体で流出
抑制することに加えて、「川があふれる」ことも
考慮した「総合治水」の考え方が広がってきた。
総合治水とは、大雨が川に直接流れ込む量を抑制
するため、森林の保水力を高めたり、農地やまち
の中に遊水地や雨水貯留施設を設けたりして、流
域全体で保水・遊水機能を確保するとともに、仮
に川から洪水があふれても最小限の被害ですむよ
う建築や土地利用に配慮しておく総合的な対策で
ある。これを実践するには、洪水時だけでなく平
時から河川と向き合い、暮らし方やまちづくりを
変えていくことが求められ、河川管理者だけでな
く、流域の自治体や住民一人ひとりの参加や協力
が不可欠でもある。』をCheck項目に据えた計画
管理を望む。

1

〔今後の参考とします〕
　河川整備計画(案)では、右記のとおりＰＤＣＡ
サイクルによる進行管理の仕組みを、今後、検討
してまいります。ご意見はその際の参考とさせて
いただきます。

・本文
P80　19行目～22
行目

(１) 河川整備計画の進行管理
　ＰＤＣＡサイクルの考え方に基づいた進行管理
を図る仕組みを導入することとし、どのような進
行管理の仕組みが可能か検討を行ったうえで、下
記のフォローアップ委員会の意見を聴き、具体化
を図る。

７
維持管理･
流域連携
等

フォロー
アップ

　フォローアップ委員会が設置されるにしても、
流域住民の理解と協力を得る上で、整備計画第４
節　河川の維持管理等に関する事項の各項目を確
実に実施されることを望む。特に「自律的な流域
ネットワークとの連携」と「モニタリング」が参
画と協働の川づくり、町づくりの成否を握ってい
ると思う。強行と反対の川づくり、町づくりか
ら、参画と協働の川づくり、町づくりの実現に向
け、住民参画のCheck体勢づくりを望む。

1

〔既に盛り込み済です〕
　河川整備計画(案)では、フォローアップ委員会
に地域住民も委員として参画いただくこととして
います。
　ＰＤＣＡサイクルによる進行管理を具体化し、
フォローアップ委員会の意見を聴きながら、着実
に河川整備計画を推進します。
　また、河川整備計画の進捗状況等の情報を発信
することで、地域住民等との情報の共有化を図
り、透明性の向上に努めます。

・本文
P80　19行目～31
行目

(１) 河川整備計画の進行管理
　ＰＤＣＡサイクルの考え方に基づいた進行管理
を図る仕組みを導入することとし、どのような進
行管理の仕組みが可能か検討を行ったうえで、下
記のフォローアップ委員会の意見を聴き、具体化
を図る。

(２) フォローアップ委員会の設置
　新たに、学識経験者と地域住民で構成するフォ
ローアップ委員会を設け、施策や事業の実施状況
等を、定期的に委員会に報告し意見を聴く。

(３) 地域住民等との情報の共有
　本計画への地域住民等の理解と協力を得るた
め、本計画に位置づけた施策や事業の実施状況等
について情報発信し、地域住民等との情報の共有
化を図る。

７
維持管理･
流域連携
等

フォロー
アップ

　フォローアップ委員会の人選はどのように決め
るのか？　農業委員会のような公職選挙法による
のか「武庫川流域委員会」方式なのか。そして
フォローアップ委員会の権限はどのようなものな
のか。
　フォローアップ委員会の権限強化を図る

1

〔その他〕
　フォローアップ委員会委員の選任は、附属機関
等の委員の選任や会議の公開などの運営に関する
考え方を定めた、県の「附属機関等の設置及び運
営指針」を踏まえ、河川整備計画を着実に推進す
る観点から、検討を進めます。
　また、フォローアップ委員会は、資料編の資料
1-14に記載のとおり、以下の３点について意見を
述べることを役割として設置します。
①　ＰＤＣＡサイクルの考え方に基づいた進行管
　理の仕組み
②　毎年度の施策や事業の実施状況等
③　ＰＤＣＡサイクルの仕組みによる点検・評価
　の結果
　県は、その意見を整備計画の実施等に反映させ
ていきます。

・本文
P80　19行目～28
行目

(１) 河川整備計画の進行管理
　ＰＤＣＡサイクルの考え方に基づいた進行管理
を図る仕組みを導入することとし、どのような進
行管理の仕組みが可能か検討を行ったうえで、下
記のフォローアップ委員会の意見を聴き、具体化
を図る。

(２) フォローアップ委員会の設置
　新たに、学識経験者と地域住民で構成するフォ
ローアップ委員会を設け、施策や事業の実施状況
等を、定期的に委員会に報告し意見を聴く。
　また、ＰＤＣＡサイクルによる進行管理の仕組
みが具体化した段階で、施策や事業の実施状況の
点検・評価を行い、それをフォローアップ委員会
に報告することで説明責任を果たすとともに、委
員会から意見を聴いて整備計画の次なる進行と改
善につなげていく。

７維持管理・流域連携等　3

参考-139



大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

７
維持管理･
流域連携
等

フォロー
アップ

　住民、有識者らでつくる新たな第三者機関
「フォローアップ委員会」で十分な議論を重ねる
ことを要望する。

1

〔既に盛り込み済です〕
　河川整備計画（案）では、右記に記載のとお
り、定期的にフォローアップ委員会に報告し意見
を聴くことで、本計画の着実な推進を図ります。

・本文
P80　23行目～28
行目

(２) フォローアップ委員会の設置
　新たに、学識経験者と地域住民で構成するフォ
ローアップ委員会を設け、施策や事業の実施状況
等を、定期的に委員会に報告し意見を聴く。
　また、ＰＤＣＡサイクルによる進行管理の仕組
みが具体化した段階で、施策や事業の実施状況の
点検・評価を行い、それをフォローアップ委員会
に報告することで説明責任を果たすとともに、委
員会から意見を聴いて整備計画の次なる進行と改
善につなげていく。

７
維持管理･
流域連携
等

フォロー
アップ

　フォローアップ委員会の設置などを通じ、住
民、有識者が議論を重ね、計画を見直せる体制の
実現を求める。

1

〔既に盛り込み済です〕
　フォローアップ委員会は、河川整備計画の着実
な推進を図るため設置するもので、右記に記載の
とおり、ＰＤＣＡサイクルによる進行管理の仕組
みの具体化を図り、河川整備計画の実施の改善を
していきます。
　また、社会情勢の変化等より、必要に応じて河
川整備計画の見直しを行うとしており、その場合
には新たな流域委員会を設置することを考えてい
ます。

・本文
P80　23行目～28
行目

・本文
P41　8行目～9行
目

(２) フォローアップ委員会の設置
　新たに、学識経験者と地域住民で構成するフォ
ローアップ委員会を設け、施策や事業の実施状況
等を、定期的に委員会に報告し意見を聴く。
　また、ＰＤＣＡサイクルによる進行管理の仕組
みが具体化した段階で、施策や事業の実施状況の
点検・評価を行い、それをフォローアップ委員会
に報告することで説明責任を果たすとともに、委
員会から意見を聴いて整備計画の次なる進行と改
善につなげていく。
　
・なお、社会情勢や経済情勢の変化、観測データ
や新たな知見の蓄積、洪水などの被害の発生状況
等により、必要に応じて見直しを行うものとす
る。

７
維持管理･
流域連携
等

フォロー
アップ

　ごく一部を除いて、無責任な発言を続けてきた
流域委員会の委員達をフォローアップ委員会に再
選するのは絶対にやめてください。
　まちづくりとか、景観とか、できもしない千苅
ダムとか、再開発とか、自分たちの活動団体を優
遇しろとか、下流に住む者のことを思いやらない
発言を繰り返してだらだらやってきた委員達には
うんざりした。次にまた委員会をつくるとあるの
で、次はこういう人達は委員にしないでくださ
い。良識のあるまともな人にしてください。

1

〔今後の参考とします〕
　フォローアップ委員会委員の選任は、附属機関
等の委員の選任や会議の公開などの運営に関する
考え方を定めた、県の「附属機関等の設置及び運
営指針」を踏まえ、河川整備計画を着実に推進す
る観点から、検討を進めます。
　ご意見は今後の参考とさせていただきます。

－ －

７
維持管理･
流域連携
等

フォロー
アップ

　地域住民への情報開示や周知徹底は、「武庫川
流域委員会」程度の周知では不足である。各自治
会や各世帯まで周知されていないと、工事の進捗
や減災対策がうまく機能しないと思われるがどの
ような事を考えているのか？

1

〔既に盛り込み済です〕
　河川整備計画（案）では、本計画の着実な推進
を図るため、フォローアップが重要であると考え
ており、右記のとおり、地域住民等と情報の共有
化を図り、事業等の実施の透明性の向上に努める
こととしています。
　情報発信については、県のホームページの活用
や、自治会等からの要望に応じて出前講座として
職員を派遣し、説明を行います。
　なお、個別事業については必要に応じ、地元説
明会などを開催していきます。
　地域住民の皆様に、適宜適切に情報発信するよ
う努めていきます。

・本文
P80　29行目～31
行目

(３) 地域住民等との情報の共有
　本計画への地域住民等の理解と協力を得るた
め、本計画に位置づけた施策や事業の実施状況等
について情報発信し、地域住民等との情報の共有
化を図る。

７維持管理・流域連携等　4
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

７
維持管理･
流域連携
等

フォロー
アップ

　計画(案)の中には、各関係者の協力や複雑な調
整を必要とする分野も種々ある。住民に関係する
ものについては、早めの十分な広報を通じ、広く
住民の理解･協力を得るよう進めてください。

1

〔今後の参考とします〕
　河川整備計画（案）では、本計画の着実な推進
を図るため、フォローアップが重要であると考え
ており、右記のとおり、地域住民等と情報の共有
化を図り、事業等の実施の透明性の向上に努める
こととしています。
　なお、個別事業については必要に応じ、地元説
明会などを開催していきます。
　地域住民の皆様に、適宜適切に情報発信するよ
う努めていきます。
　ご意見は今後の参考とさせていただきます。

同上 同上

７
維持管理･
流域連携
等

フォロー
アップ

　武庫川の治水対策について係わりのある地域住
民に現状や今後の方針を判り易く広報してほしい
と思う。
　整備計画を拝見しているが、専門的内容であ
り、素人の住民には分かりづらい。本当に住民に
理解してほしいと考えておられるのか疑問であ
る。住民は、一旦災害が起これば命を失うことに
なりかねない。それは、身近な高齢者であった
り、いたいけない幼児である可能性が高い。だか
ら、心配している。そのような住民の危機感を、
この計画に関係した方々が本当に分かっておられ
るのか、その思いをお伺いしたい。

1

〔既に盛り込み済です〕
　県は、河川整備計画の内容について、沿川住民
の方を含め広く理解しいただきたいと考えてお
り、右記の通り、計画の着実な推進を図るため、
地域住民等との情報の共有化を図ることとしてい
ます。

・本文
P80　16行目～18
行目

・本文
P80　29行目～31
行目

４　河川整備計画のフォローアップ
　本計画の着実な推進を図るため、ＰＤＣＡサイ
クルの考え方に基づいた進行管理、フォローアッ
プ委員会の設置を行うとともに、地域住民等との
情報の共有化を図る。

(3)地域住民等との情報の共有
　本計画への地域住民等の理解と協力を得るた
め、本計画に位置づけた施策や事業の実施状況等
について情報発信し、地域住民等との情報の共有
化を図る。

７
維持管理･
流域連携
等

河川の維持
管理

　千刈ダムは古く、土砂の堆積が進み、危険な状
態だと参考資料にて拝見した。管理は神戸市かも
しれないが、河川管理者の立場からダムの崩壊と
土砂の流出対策を講ずるように神戸市への指導と
協議をされ、堆積土砂の浚渫工事やらダムの補強
工事やらを推進してほしいし、放流についても連
携して人災の起こらない対策をとって頂きたい。 1

〔既に盛り込み済です〕
　千苅ダムなどの占用許可工作物への指導につい
ては、右記の通り、盛り込み済です。
　なお、千苅ダムの堆砂について、神戸市は、
「大部分が有効貯水容量内に堆砂したものであ
り、ダムの安定には影響していない。」との見解
です。
　また、参考資料には、千苅ダムで土砂の堆積が
進み、危険な状態であるといった記述はなく、河
川管理者として定期検査を実施する中でもそのよ
うな事実は確認しておりません。

・本文
P77　11行目～13
行目

（５）占用許可工作物への適切指導
　井堰、橋梁等の占用許可工作物については、河
川管理上支障となるおそれがある場合には、速や
かに点検、修繕等を実施するよう施設管理者を指
導する。

７
維持管理･
流域連携
等

河川の維持
管理

　P36で18行目
　千刈ダムでは洪水期(6～10月)は、ｹﾞｰﾄを常に
全開運用して突然の大雨の時の放流の人災を平成
16年の台風23号などの被害を防ぐ為にしていると
記述があるが、この近辺には他に2つのダム(丸
山・青野ダム)もあり、同様にそのような対策は
講じる必要はないのか検討されているのかが問題
である。これは、流域連携につながることであ
る。

1

〔その他〕
　千苅ダムで洪水期にｹﾞｰﾄを全開にするのは、洪
水吐きｹﾞｰﾄ数が多く(17門)、開閉に時間がかか
り、洪水時に迅速なｹﾞｰﾄ操作ができないためで
す。
　一方、青野ダムや丸山ダムは、洪水吐きｹﾞｰﾄ数
が少なく、迅速な操作が可能なため、千苅ダムの
ような対応を行わなくても、洪水を安全に流下さ
せることができます。

－ －

７維持管理・流域連携等　5
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

７
維持管理･
流域連携
等

河川の維持
管理

　今後避けては通れない、更新時期が順次訪れる
社会資本の再整備、つまり既存の利水施設(ダム
～ため池)や橋梁の更新などを、環境、景観の保
全に努めながらいかに上手く治水・利水活用し、
魅力施設として再生するかが大きな鍵になると思
われます。

1

〔今後の参考とします〕
　ご意見は今後の参考とさせていただきます。

－ －

７
維持管理･
流域連携
等

河川の維持
管理

　昔のように茅葺屋根やヨシを利用するリサイク
ルな生活なら常に手入れされるが、中州や護岸の
植物を利用することは考慮しているのか。利用さ
れないのなら、その処分は税金で行うのか。

1

〔その他〕
　鳥類などの営巣地となるオギ群落など河川環境
の保全上必要な植物については、伐採を行わず保
全することとしています。その他の植物について
は、流下能力の阻害や河川利用上の支障、さらに
は、防犯・防火、良好な河川環境の保全といった
観点から伐採・除草を実施しているところです
が、刈り取った植物については、現在、利用して
いる事例や利用したいとの申し出がないことから
リサイクルは困難だと考えています。なお、回収
した草やゴミは市の焼却場などで処分しているこ
とから、税金で処理されることとなります。

－ －

７
維持管理･
流域連携
等

河川の維持
管理

　下流域は別にして、上流域、中流域で人が川に
近づかない現象が出てきている。「武庫川に鮎を
取り戻す」運動とあいまって川を奇麗にする運動
を広めて行きたい。兵庫労山では、毎年６月、１
１年間続けてきた「武庫川清掃」に今後も取り組
み、親水化の増進に努力していく。 1

〔既に盛り込み済みです〕
　右記の通り、県としてもクリーン作戦、ひょう
ごアドプト等により除草、清掃を実施していきま
す。住民が親しめる良好な河川環境の確保に向
け、今後もご協力をお願いします。

・本文
P77　1行目～6行
目

(３) 除草・清掃の実施
　県と市が共同で行うクリーン作戦などにより、
安全な河川利用の促進、防犯防火等を目的として
除草、清掃を実施する。特に親水公園や利用者の
多い箇所については、定期的に除草、清掃し良好
な河川環境の確保に努める。
　また、河川愛護活動、ひょうごアドプトなど、
住民や団体の自主的な河川の除草、清掃活動に対
して清掃資材提供等の支援を行う。

７
維持管理･
流域連携
等

条例化 　「参画」と「協働」のもと、行政と地元住民、
有識者を交えた武庫川流域委員会を「武庫川モデ
ル」と謳われる価値がある。「武庫川モデル」の
検討手法を広めるため、条例化の早期実現を目指
すことを要望する。

1

〔今後の参考とさせていただきます〕
　流域対策・減災対策をより一層推進するため、
意識啓発をはじめ、どのような推進の仕組み作り
や体制がふさわしいのかについて、他府県の事例
も参考に、県条例の制定も含め、検討を進めてい
ます。
　なお、河川整備計画を関係住民、有識者からな
る委員会等を設置し検討する手法は、本県の他の
河川でも採用しています。

－ －

７維持管理・流域連携等　6
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大項目 中項目 意見等の概要 件数 県の考え方 該当箇所 関連する河川整備計画の記載内容
下線は変更箇所

８
その他

他の河川 　今、兵庫県下で建設の是非の検証が進む西紀ダ
ム（篠山市）と金出地ダム（上郡町）について
は、それぞれの実情に合わせて、住民の意見を交
えた議論をつくすことを要望する。

1

〔その他〕
　ご意見は、武庫川水系河川整備計画(案)とは関
係ありません。

ー ー

８
その他

他の河川 　県下の西紀ダム、与布土ダム、金出地ダム、計
４つは建設しないで下さい。
建設中のものは即中止、建設しないで下さい。
県民の血税をなんと考えているのですか、責任を
取って下さい。

1

〔その他〕
　ご意見は、武庫川水系河川整備計画(案)とは関
係ありません。

ー ー

８その他　1
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（参考 5-2） 
関係機関・市長意見聴取の結果概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

意見聴取期間：平成 22年 10 月 6日～平成 22年 10 月 26 日 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)関係機関意見聴取の概要

b)上記①以外の関係機関

2)関係市長意見聴取の概要

意見なし

農政環境部　農林水産局　林務課

農政環境部　農林水産局　治山課

近畿経済通産局　産業部長

   意見は、河川整備計画(案)の骨格変更を求めるものではなく、事業実施段階における留
意事項が主なものであるため、これら意見については事業実施の中で対応する。

農政環境部　農林水産局　水産課

農政環境部　環境管理局　環境影響評価室

工業用水道事業の運営に支障のないよう留意
すること。

農用地区で河道拡幅を行う場合には、関係機
関と十分調整を図ること。

意見なし

意見なし

意見なし

意見なし

区分 主な市長意見

健康福祉部　生活消費局　生活衛生課

農政環境部　農政企画局　総務課

農政環境部　農政企画局　総合農政課

※河口部に漁港がないことから漁港課への意見照会は不要。
　　また、河川区域と港湾区域の重複がないことから港湾課への意見照会も不要。

　 各市の意見は、河川整備計画(案)の内容変更を求めるものではなく、事業への要望が主なも
のであるため、これら意見については事業実施の中で対応する。

県土整備部　土木局　砂防課 砂防事業に係る箇所の字句修正（→修正済）

意見なし

流域対策

・費用負担のあり方等について十分な検討を要望

（神戸市、尼崎市、伊丹市、宝塚市、三田市）

・努力義務などを規定した条例の整備が必要（伊丹市）

早期事業着手など

千苅ダムの治水活用

早期事業着手、更なる治水安全度の向上を要望（西宮市）

継続検討にあたっては、ダムの利水機能・水道事業運営に支障のない
よう配慮を要望（神戸市）

合意

合意企画県民部　防災企画局　防災企画課　防災計画室　

※武庫川の総合治水を分野横断的に検討し、武庫川水系河川整備基本方針及び河川整備計画を共同して作成
するため、平成18年10月に設置した副知事をトップとする組織。

合意

合意

合意

合意

合意

合意

合意

合意

合意

合意

合意

合意

合意

合意

合意

合意

県土整備部　まちづくり局　公園緑地課

県土整備部　住宅建築局　建築指導課

企業庁　水道課

教育委員会事務局　財務課

県土整備部　土木局　下水道課

企画県民部　災害対策局　災害対策課

農政環境部　農林水産局　農地整備課

農政環境部　農林水産局　農地整備課　農村環境室

農政環境部　環境創造局　自然環境課

県土整備部　土木局　武庫川企画調整課

農政環境部　環境創造局　豊かな森づくり課

農政環境部　環境管理局　水質課

県土整備部　土木局　河川整備課

a)武庫川総合治水推進会議
※

　第5回総合治水推進会議(H22.9.21)において、整備計画(案)に全会一致で合意。
企画県民部 政策室 地域振興課 合意

県土整備部　まちづくり局　都市政策課　景観形成室

県土整備部　まちづくり局　都市計画課

県土整備部　まちづくり局　都市計画課　開発調整室

県土整備部　土木局　河川整備課　河川計画室
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武庫川水系河川整備計画 関係機関からの意見に対する考え方 

意見概要 対 応 
【農政環境部：総合農政課】  
当該計画の整備区間には、「農業振興地域の

整備に関する法律」第８条第２項第１号に基
づく農用地区域が含まれている。 
 農用地区域は、農業振興を図る上で必要な
用地であるため、拡幅工事等の工事対象区域
に含めないようにすること。 
 やむを得ず、工事対象区域に含めなければ
ならない場合は、事前に当該市及び県民局の
農振制度部局と十分調整を図り、適切な手続
きをとること。 

農用地区を含む区間において河道拡幅等を行う場
合には、関係機関との調整の上、適切な手続きを行
います。 

流域対策として、ため池や水田を活用する場
合、市が作成する「農業振興地域整備計画」
に支障がでることがないように留意するこ
と。 

ため池や水田を活用する場合には、「農業振興地域
整備計画」とも整合を図りながら、農業関係機関や
ため池管理者等と協議し、安全性の確保や利水・環
境保全機能との整合を図りつつ、雨水の流出抑制に
取組みます。 

【砂防課】  
①  第２章第１節の８  砂防事業の沿革
（p.12）における掲載写真の表題について 
（現）太多田川砂防えん堤群 

↓ 
（案）太多田川支川座頭谷川砂防えん堤群 
理由：掲載写真の渓流名は太多田川ではな
く、座頭谷川であるため。 

ご意見の趣旨を踏まえ修正しました。 

②  第２章第１節の８  砂防事業の沿革
（p.12）の最後の文について 
（現）以後も計画的に砂防えん堤及び治山
等の整備が進められている。 

↓ 
（案）以後も計画的に砂防えん堤及び山腹
工等の整備が進められている。 

理由：治山は砂防事業ではないため。 

ここでは、砂防事業に含め治山事業についても記
載していることから、修正無しとします。 

③ 第２章第２節の３（３）②イ表 2.2.3 の
土砂災害警戒情報（p.27）について 
（現）県と神戸海洋気象台が共同して、大

雨による土砂災害発生の危険度が高
まった市町を特定し、テレビ・ラジ
オ等を利用して土砂災害警戒情報を
発令する。 

↓ 
（案）県と神戸海洋気象台が共同して、大
雨による土砂災害発生の危険度が高ま
った市町に土砂災害警戒情報を発表
し、テレビ・ラジオ等を利用して情報
提供する。 

理由：土砂災害警戒情報は、テレビ・ラジ
オ等を利用して発表するものではないた 
め。また、気象情報の公表には、「発令」で
はなく「発表」を用いる。 

ご意見の趣旨を踏まえ修正しました。 
 
（現）土砂災害警戒情報を発令する。 
 

↓ 
（修正後） 

土砂災害警戒情報を発表する。 
 
 

 

【近畿経済産業局】  
対象河川においては、神戸市及び西宮市の
工業用水道施設が存在し、また、自家用工
業用水道の届出をしている企業が 1社所在
しておりますので、当該工業用水道事業の
運営に支障なきようご留意下さい。 

甲武橋上流で武庫川を横断している「西宮市・神
戸市の工業用水の共同管」や、阪急電鉄上流で横断
している「西宮市の工業用水管」付近において堤防
強化工事を実施する際には、西宮市および神戸市と
調整を行い、当該工業用水道管に支障がないように
留意します。 
なお、神戸市北区道場町において、自家用工業用水
の届出をしている企業については、今回の工事対象
区域外のため支障はありません。 

【健康福祉部 生活消費局 生活衛生課】 
【農政環境部 農政企画局 総務課】 
【農政環境部 農林水産局 林務課】 
【     〃      治山課】 
【     〃      水産課】 
【農政環境部 環境管理局 環境影響評価室】 

 

意見なし  
－ 
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武庫川水系河川整備計画 関係市からの意見に対する考え方 
意見概要 対 応 

【神戸市】  
 学校、公園において表面貯留を実施する場
合、施設管理者は、以下を懸念している。 
・災害時の避難所としての機能維持 
・貯留後の運動場・公園グラウンドの機能回
復への対応 

・貯留による地盤への影響 
・貯留施設の整備による既存施設の機能損失 
・日常施設利用者への影響 等 
貯留施設の実施計画の策定にあたっては、上
記を解決する必要があると考えている。加え
て、本市の施設管理者の了解を得るに必要な
整備費用が、推進計画中の「費用負担のあり
方の検討」の対象費用と本市は考えている。 
 
 

施設管理者の懸念については、整備計画（案）P59
に「これらの施設は、住民等が利用していることから、
流域市等と連携して、雨水貯留の必要性や安全性の確
保も含めた利用上の影響について、住民の理解と協力
を得て流域対策を推進する。」としています。このた
め、資料編 P91に記載のとおり、検証期間を設けて、
高等学校での先行実施後、各地域のモデル箇所で試行
して、不安の解消を図るとともに必要性の理解を得な
がら、流域各地域で整備を進める考えです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
また、費用負担については、武庫川流域総合治水推

進計画（県案）P6に、「市が管理する学校、公園等の
公共施設の整備は、治水対策とその効果を考慮した費
用負担のあり方などについて検討したうえで実施す
る。」としており、新たに設立する武庫川流域総合治
水推進協議会（仮称）において、検討していきたいと
考えています。 

森林が持つ水源かん養機能、土砂流出防止
機能などの公益的機能を維持、向上させるた
め、林地開発許可制度により配置された残地
森林等を適切に保全・管理がなされるよう、
林地開発許可に係る運用基準等の見直し（残
地森林の２次開発防止対策の追加等）につい
て、関係機関と協議・調整の上、連携を図っ
ていただきたい。 

 残置森林の保全・管理については、林地開発許可時
に「残置森林等の管理に関する誓約書」「残置森林等
の維持管理に関する協定書」を取得し、適切に保全・
管理がなされるよう、十分な指導を行っています。 
今後もその保全・管理については、市町など関係機

関と協議・調整の上、森林の保全に向けて連携を図っ
ていきます。  

土砂流出防止機能などの公益的機能の維
持のためにも、山林地域の土石等の採掘後の
跡地について、植栽等の適切な復旧対策の指
導及び監督に努めていただきたい。 

環境の保全と創造に関する条例（平成 7 年兵庫県
条例第 28号）第 108条の 2第 1項の規定による土石
採取等遵守基準等に基づき、適切な指導及び監督に努
めます。  

流域の森林の整備（保全・育成）について
は、治山治水上重要な取り組みであり、国公
有林のみならず民有林においても積極的に
展開すべきと考えている。県においては、市
町や民間に対しても必要な支援・助成を講じ
てほしい。特に県民緑税については、下流か
ら上流対策への負担再配分という意義もあ
るため、県民局の枠を超えて重点的に配分で
きるようにするべきと考えている。 

県では、民有林の公益的機能を高度に発揮させるた
め、国庫補助事業である造林事業や治山事業に加え、
「新ひょうごの森づくり」の森林管理１００％作戦や
里山林整備、さらには県民緑税を活用した「災害に強
い森づくり」等、全国に先駆けた施策を市町と連携し
ながら展開してきており、貴市でも十分に活用願いま
す。 
なお、「災害に強い森づくり」については、それぞ

れの事業の趣旨に応じた防災面での機能強化を早
期・確実に進める必要のある森林について、５ヵ年の
事業計画を策定し、これに基づき対策を講じてきてい
ます。  

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42

本格実施期間(11年）検証期間(9年）
10年目～

河川整備計画期間(20年）

高等学校等での
先行実施

各地域のﾓﾃﾞﾙ箇
所で試行

流域各地域で本格的に実施

管理ﾏﾆｭｱﾙ(案）の作成

　・管理マニュアル(案）を作成
して、管理者の不安を取り除く

管理ﾏﾆｭｱﾙの作成
　・地域単位で不安を取り除く

地域住民の啓発

(60箇所を想定）(15箇所を想定）

 

水田への雨水貯留については、水田の作付
け作物の種類によって、貯留時期及び量が制
約されると考えられる。その費用対効果につ
いても議論の余地があり、これらの問題点の
解決について、県で十分検討していただきた
い。 

水田貯留については、稲刈前や中干しの時期に流出
抑制効果が確保できず、年間を通しての貯留効果が見
込めないため、付加的な流出抑制効果を期待するもの
です。  
現在、流域内にモデル地区を設定し、堰板構造の検

討など水田貯留の実現可能性を検討しているところ
であり、ご指摘の問題点についても新たに設立する武
庫川流域総合治水推進協議会（仮称）において、検討
していきたいと考えています。 
（整備計画（案）P23、P59） 

ため池を利用した貯留施設の整備等につ
いては、兵庫県と地元水利組合で十分調整を
行っていただきたい。 

 

ため池については、農業関係機関やため池管理者と
協議し、安全性の確保や利水・環境保全機能との整合
を図りつつ、雨水の流出抑制に取り組みます。 
各市域のため池に係る整備と管理については、該当

する市の協力を得て進めていきたいと考えています。 

武庫川水系河川整備計画（案）の「第４条 
河川整備の実施に関する事項 １．河川対
策」、「付記（検討事項）２．河川整備計画に
位置づけられていないが、長期的な河川整備
基本方針の目標達成に向けて検討が必要と
現時点で考えられる事項③既存利水施設の
治水活用」で、千刈ダムの治水活用について
は、必要性・実現可能性の検討を継続すると
示されているが、これまで意見を申し上げて
きたとおり、治水活用により、千刈ダムの利
水機能が損なわれることもなく、神戸市の水
道事業運営に支障を及ぼすことのないよう
十分な配慮していただきたい。 

 

千苅ダムの治水活用についての継続検討に際して
は、水道は、市民生活や産業活動に欠くことができな
いライフラインであること、通常時はもちろん、渇水
や災害・事故時でも常に安定して「安全で良質な水」
を供給できる体制を整備しておく必要があること、ま
た、水道用水の量や質、水道料金は、利用者である市
民の生活に直接影響するため、検討状況について市民
の理解も得ながら、水道事業者との合意形成を進めて
いくことが必要だと認識しています。 
〔武庫川水系河川整備計画(案)資料編P241、P243参照〕 

【尼崎市】  
① 流域対策の実施における費用負担のあ 
り方については、流域自治体と十分な連携を
図り、河川管理者である兵庫県において、財
政的な支援も含めイニシアティブを取り、主
体的に取り組んでいただきたい。 

武庫川流域総合治水推進計画（県案）P6に「市が
管理する学校、公園等の公共施設の整備は、治水対策
とその効果を考慮した費用負担のあり方などについ
て検討したうえで実施する。」としており、ご意見の
内容については、ご意見については、武庫川流域総合
治水推進協議会（仮称）において、検討していきたい
と考えています。 

② 減災対策の推進には、流域自治体との情
報共有が非常に重要であるが、特に最下流部
の自治体としては、住民への周知徹底及び水
害リスクに対する理解を得ることが最大の
課題と認識しており、河川管理者としても内
水対策と河川対策の兼ね合いなどについて、
十分な説明責任を果たしながら進めていた
だきたい。 

減災対策については、住民に直接的に働きかけて、
水害リスクに対する認識の向上や避難方法の周知啓
発について、県、市が連携して行うことが重要だと考
えています。（整備計画（案）P60）、具体的には、モ
デル的に進める地区を設定することから着手してい
きたいと考えています。（推進計画（県案）P9） 
 貴市においても積極的な取り組みをお願いします。 

【西宮市】  
武庫川は、本市の南部市街地では天井川と

なっており、ひとたび決壊しますと市民の命
 現在、河川整備計画(案)に対するパブリック・コメ
ント手続きと流域市長の意見聴取を終えたところで

参考-146



 

や財産などに甚大な被害発生が予測されま
すことから、人命尊重の立場からダムも選択
肢とした 30 年に一度(1/30)の治水安全度の
確保を県に要望してまいりました。 
 この度の河川整備計画(案)では、目標流量
を戦後最大の降雨と同規模の３，５１０ ／
ｓとして、これにより一定の治水安全度が確
保できるとのことですが、本市が要望してま
いりました治水安全度の確保には至ってお
りません。 
しかしながら、早期の治水効果発現を目指

して整備期間を３０年から２０年へ短縮さ
れていることや、ダムも含む洪水調整施設の
継続検討により更なる治水安全度の向上の
明記が計画に盛り込まれたことは一定評価
できるものであります。 
 武庫川の安全・安心確保は本市にとって喫
緊の課題でありますことから、早期の事業着
手を要望すると共に、更なる治水安全度の向
上についても引続き要望いたします。 

す。今後は、県と流域市で構成する協議会を設立し、
河川整備計画(案)に位置づけた流域対策・減災対策を
推進する武庫川流域総合治水推進計画を策定した後、
国への同意申請を行い、平成 23年度からの事業化を
目指します。 
 この河川整備計画の完成には 20年間に約 420億円
という莫大な費用が必要となりますが、国に対し必要
な予算の確保を働きかける等により､河川整備計画の
早期完了に努めます｡ 
また、さらなる治水安全度の向上についても、河川

整備基本方針の整備目標達成に向けて、千苅ダムの治
水活用や新規ダム建設等についても検討を継続して
いきます。 
なお、事業の早期かつ円滑な推進には、西宮市の協力

が必要不可欠であるため、より一層のご協力をお願いし
ます。 

【伊丹市】  
 流域対策のうち、各市が取組むことになる
学校・公園等の公共施設への貯留について
は、長期的に実施する整備量も含めて流域関
係市の公平な責任分担・費用負担となるよう
に努めていただきたい。又、履行、努力義務
などを規定するような法令（条例）の整備が
必要と思われる。 

 武庫川流域総合治水推進計画（県案）P6に「市が
管理する学校、公園等の公共施設の整備は、治水対策
とその効果を考慮した費用負担のあり方などについ
て検討したうえで実施する。」としており、ご意見の
内容については、新たに設立する武庫川流域総合治水
推進協議会（仮称）において、検討していきたいと考
えています。 
 また、条例についても、検討しているところです。 

河川維持用水の確保により、利水者の取水
が制限されないように願いたい。 

武庫川水系河川整備計画（案）P47 には「河川の
流況については、生瀬大橋地点で過去 12年間（平成
5～16年）の最小の渇水流量が 1.43m3/s となってお
り、概ね正常流量 1.5m3/sを満足しているが、既存の
水利用や流れの連続性の確保、動植物の生活環境や景
観の保全などを考慮しつつ、合理的な水利用を促進す
ることによって、より豊かな流量の確保に努める。」
と記載しており、必要不可欠な既存の水利用に対して
新たな制限を行う考えはありませんが、かんがい面積
の減少や水需要の減少が生じた場合など過剰な取水
実態がある場合には流水の占用を見直す場合はあり
ます。 

【宝塚市】  
 当該計画に定められている流域対策の実
施にあたっては実施方法、費用負担について
充分に検討をお願いします。 
 

武庫川流域総合治水推進計画（県案）P6に「市が
管理する学校、公園等の公共施設の整備は、治水対策
とその効果を考慮した費用負担のあり方などについ
て検討したうえで実施する。」としており、ご意見の
内容については、新たに設立する武庫川流域総合治水
推進協議会（仮称）において、検討していきたいと考
えています。 
 

武田尾地区の浸水対策について早期解決を
お願いします。 

武田尾地区については、平成 16 年台風 23 号洪水以
降、再度災害の防止に向けて地元との協議を続けている

 

ところです。しかしながら、高齢者世帯が多く移転が困
難などといった理由から、合意に達していない状況で
す。 
今後も引き続き、宝塚市の協力も得ながら、地元住民

との合意形成に努め、早期に対策を実施することができ
るよう取り組んでいくこととしています。 
  

河道対策の護岸整備のうち本市の未改修護
岸区間については、住民との協議が整い次
第、実施をお願いします。 

 ご指摘の未改修護岸区間（家屋が連担する民有護岸
区間）については、これまでも護岸改修の必要性を地
権者に説明してきたところですが、管理用通路が民家
に隣接すること等の問題から住民の理解が得られず、
大幅な改善に至っていないのが実情です。 
 今後も引き続き、護岸改修の必要性を住民に説明
し、住民の理解と協力を得ながら事業の推進に努めま
す。 
なお、事業の早期かつ円滑な推進には、宝塚市の協力

が必要不可欠であるため、より一層のご協力をお願いし
ます。 

本市の長年の懸案である浸水区域解消のた
め、大堀川河川改修については早急に実施し
ていただきますようお願いします。 

 流域市長の意見聴取結果等を踏まえ、この度、河川
整備計画(案)を確定しました。今後、国への同意申請
を行い、平成 23年度からの事業化を目指します。 
なお、事業の早期かつ円滑な推進には、宝塚市の協力

が必要不可欠であるため、より一層のご協力をお願いし
ます。 

【三田市】  
 流域対策については、「武庫川流域総合治
水推進計画（仮称）」【県案】において、治水
対策とその効果を考慮した費用負担のあり
方などについて検討したうえで実施すると
明記されており、また、学校や公園への一時
貯留については、こうした施設が地域の避難
所として位置付けられており、減災対策との
兼ね合いがあると考えます。このことは、今
後、設置される武庫川流域総合治水推進協議
会（仮称）で県と流域市が共同で取り組む方
策が協議されるものと理解していますが、三
田市としては、流域市の合意形成が図れなけ
れば、流域対策を実施することはできませ
ん。 

整備計画（案）P59 に「これらの施設は、住民等
が利用していることから、流域市等と連携して、雨水
貯留の必要性や安全性の確保も含めた利用上の影響
について、住民の理解と協力を得て流域対策を推進す
る。」としています。このため、資料編 P91に記載の
とおり、検証期間を設けて、高等学校での先行実施後、
各地域のモデル箇所で試行して、不安の解消を図ると
ともに必要性の理解を得ながら、流域各地域で整備を
進める考えです。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 流域対策の実施については、流域市の合意を前提に
進めていきたいと考えています。    

 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42

本格実施期間(11年）検証期間(9年）
10年目～

河川整備計画期間(20年）

高等学校等での
先行実施

各地域のﾓﾃﾞﾙ箇
所で試行

流域各地域で本格的に実施

管理ﾏﾆｭｱﾙ(案）の作成

　・管理マニュアル(案）を作成
して、管理者の不安を取り除く

管理ﾏﾆｭｱﾙの作成
　・地域単位で不安を取り除く

地域住民の啓発

(60箇所を想定）(15箇所を想定）
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P21(2)流域対策 イ 学校・公園での雨水貯
留の取り組みにおいて三田市の平谷川の雨
水貯留施設が例示されているが、施設が整備
されているという事実に間違いはないもの
の、当施設の設置目的が洪水調整機能を果た
すものではなく、流量の少ない平谷川に一定
量の水を供給する目的で設置された施設で
あるため、ここに記載することはふさわしく
ないと考える。 
 

河川整備計画（案）P21 では、学校、公園での雨
水貯留の取り組みの事例を記載しています。 
平谷川の雨水貯留システムは、平谷川流域貯留浸透

事業により整備され、低水保全効果と流出抑制効果の
機能がある（住宅・都市整備公団パンフレット）こと
から流域対策の事例として記載しています。 

P.23「 オ その他の雨水貯留・浸透の取り組
み」について、以下文言を削除 
２～３行目「三田市においても、下水道整備
により不要・・・取り組みに補助制度を設け
ている。」 
（削除理由） 
 三田市における雨水貯留槽（「公共汚水桝
接続助成金交付要綱」による）は、平成１４
年に行った公共下水道区域拡大により、個別
処理区域から集合処理区域に編入すること
となった既存浄化槽がその対象であり、区域
拡大に伴う浄化槽設置者への経済的援助を
目的とした制度である。したがって、本項が
言わんとする浸水軽減を目的とした貯留・浸
透施設である趣旨と異なり、市民の誤解等を
招く恐れがあるため 
 

河川整備計画（案）P23では、その他の雨水貯留・
浸透の取組の事例として、三田市の雨水貯留の事例を
記載しています。 
三田市の取組は、雨水利用とあわせて雨水の流出を

抑制することにもつながるため、流域対策の事例とし
て記載しています。 

流域ため池の雨期時の減水による貯留機
能の活用（排水調整）や公有水面（ため池）
の埋立許可の制限について、明記する必要が
あるのではないか。 

ご提案の内容は、付加的な流出抑制効果が期待でき
る流出抑制対策の１つとして、新たに設立する武庫川
流域総合治水推進協議会（仮称）において、検討して
いきたいと考えています。 
その際には、より具体的な提案をお願いします。 

【篠山市】  
意見なし － 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（参考 5-3） 
武庫川流域委員会からの意見書（答申書）と 

それに対する県の考え 
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武庫川水系河川整備計画原案についての意見書 
（答申書 目次） 

 
１．はじめに 
（１）ゼロベースの計画検討から１０年、新しい川づくりのスタート 

（２）新規ダム建設に依存しない新しい治水計画への評価 

（３）地方分権時代の新しい川づくりのモデルめざして 

 

２．原案の修正・加筆に関わる協議プロセスと改訂版の位置づけ 

 

３．原案改訂版についての評価と確認事項について 

(１) 河川整備の考え方の大転換と超過洪水への対応を含む「政策目標」の明記 

(２) 流域全体における総合的な治水への取り組み 

(３) 新規ダムに依存する既存計画から流域委員会提言に沿った新たなダムに依存しない計画へ 

(４) 河道断面の拡大と堤防強化を中心とした河道対策を治水対策の最重点課題へ 

(５) 流域対策を初めて明確に位置づけたこととその限界 

（６）超過洪水対策と減災対策 

（７）武庫川水系に生息・生育する生物及びその生活環境の持続に関する２つの原則について 

（８）適正な水利用、流水の正常な機能の維持と健全な水循環の確保について 

(９) まちづくりと一体となった川づくり 

 (10) 計画進行のあらゆる段階で「参画と協働」「点検・評価」のサイクルを貫く 

 

４．今次計画期間中に継続検討するべき課題の設定と位置づけについて 

 

５．整備計画推進体制への配慮と注文について 

 

２０１０年１０月５日 
 

兵 庫 県 知 事 
井 戸 敏 三 様 

武 庫 川 流 域 委 員 会 
委 員 長  松 本  誠 

 
 
 

武庫川水系河川整備計画原案についての意見書 
（答申書） 

 
 
 
１．はじめに 
 
 武庫川流域委員会は 2010年 1月 26日に開催した第 55回流域委員会で河川管理者（兵庫県）か
ら武庫川水系河川整備計画の原案を提示された。以降、14回におよぶ全体委員会と 17回にわたる
運営委員会を通じて審議を重ね、委員から提出された膨大な意見書、具体の修正・加筆要求書をも
とに県と精力的に協議を重ねた。 
 その結果、県は原案を大幅に修正・加筆して、9月 16日までに 8回にわたり修正版を更新し、
同日開かれた第 68回全体委員会に「原案の改訂版」を提出した。同委員会でもさらに残る論点に
ついて協議し、さらに一部の修正を加えることを確認して原案についての審議を終えた。 
 この整備計画の審議を終了するにあたり、修正・加筆された「原案の改訂版」について、原案審
議の過程で確認された事項や明らかになった問題点を列挙するとともに、10年におよんだ武庫川
づくりの新しい流れを「武庫川モデル」として再確認し、今後の河川行政に生かされていくことを
期待して、委員会の意見を答申書としてまとめた。 
 それに先だち、本答申の基本的な位置づけについて、３点を提示しておきたい。 
 
（１）ゼロベースの計画検討から１０年、新しい川づくりのスタート 
 この原案改訂版がまとまったのは奇しくも、武庫川ダムの建設を含めた前計画（工事実施基本計
画）を白紙に戻し、総合的な治水対策をゼロベースから検討することに兵庫県が踏み切った 2000
年 9月からちょうど 10年目にあたる。 
この間 2年余りの準備期間を経て設置された「武庫川委員会」準備会議において、住民参加で審

議するための委員会のあり方や構成が１年間に及んで審議され、その提言を受けて当流域委員会が
スタートしたのは 2004年 3月であった。以来 6年半、委員会の審議はワーキングチーム等の諸会
議を含めて 306回におよび、2006年 8月の基本方針についての提言、2007年 10月の基本方針に
対する答申、そして今回の整備計画に対する答申を経て、武庫川における「新しい川づくり」はよ
うやくスタートすることになった。 
この間、委員会は当初の委員のうち 2名が個人的事情により辞任したが、残る 23名の委員は６

年半にわたって継続して審議にあたってきた。また、兵庫県の河川担当者は人事異動で次々に顔触
れが変わったものの、委員会と二人三脚で活動を続け、これまでに経験したことのない河川整備計
画策定に向けた新しい川づくりへと協働してきた。 

 
（２）新規ダム建設に依存しない新しい治水計画への評価 
改訂版としてまとめられた今次整備計画では、前計画（工事実施基本計画）の基軸に位置づけら

れていた武庫川ダム計画は姿を消し、ダムに頼らない新しい治水計画となった。すでにこの国の河
川行政は昨年の政権交代以降、ダムに依存しない治水へ大きく方向転換しているが、武庫川ではこ
れに先立って新しい治水のあり方を河川管理者自らが決断し、計画の基本に盛り込んだことは高く
評価したい。 
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（３）地方分権時代の新しい川づくりのモデルめざして 
河川行政は治水のあり方とともに、地方分権改革の進展とともに中央集権的な河川管理から

分権型の河川管理へ向かおうとしている。現在は国土交通省が直轄管理している一級河川の都
道府県への移管も具体的な分権改革の俎上に上がっている。 

当流域委員会は６年半の審議を通じて、総合的な治水の視点から治水、利水、環境、そしてまち
づくりをも視野においた流域管理を進めていくには、河川管理者が流域におけるさまざまな行政分
野について責任を持ち、流域住民の「参画と協働」にもとづく河川行政をめざすという観点からも、
都道府県知事に管理を委ねることが不可欠であることを実感した。 
また審議を通じて、この 10年間の全国の川づくりにおいても、国土交通大臣の所管に委ねる直

轄河川では治水、利水、環境、まちづくりを視野に置いた総合的な河川管理には、国の“縦割り行
政”の壁に阻まれて支障が多く、都道府県知事が管理する方が進めやすいことも再認識した。 
その意味からも、今回の武庫川づくりの経験は、地方分権時代の新しい川づくりのモデルとして、

全国に発信していけるものである。 
 
河川管理者におかれては、以上の意義についても留意され、新しい取り組みにまい進されること

を期待したい。 
 
２．原案の修正・加筆に関わる協議プロセスと改訂版の位置づけ 
 
 本年１月 26日に県から提示された武庫川水系河川整備計画の原案は、その後の 14回にわたる全
体委員会、16回におよぶ運営委員会の審議を経て、8次にわたって修正版に書き替えられ、原案の
本文の多くの部分で内容の充実が図られた。また、原案の説明資料として提示された膨大な関連資
料類も、整備計画本編に付属する「資料編」と位置づけられた。こうした具体の修正・加筆は、委
員から提出された約 850件におよぶ意見書や具体的な修文案を受けて、県との間で文書による意見
交換がされるとともに、委員会の審議を反映して、県の主体的な判断によっておこなわれたもので
ある。 
 このようにしてまとめられた最終的な修正案は「原案を修正した改訂版」として委員会と県との
間で確認したものである。長時間にわたる議論と、膨大な修正・加筆要求に対して、真摯に対応し
た県の担当者の努力を、あらためて評価したい。 
 原案の修正は、「より良い整備計画づくりをめざす」という共通の思いによってブラッシュアッ
プしてきたもので、流域委員会という場を通じて流域住民と委員会、河川管理者が「参画と協働の
プロセスの成果」として共有できるものといえる。 
 もちろん、整備計画は河川管理者が責任を持って策定するものであり、改訂版は河川管理者の責
任において修正を重ねてきたものである。参画と協働の理念は、「そのプロセスにおいていかに流
域住民や第三者機関の意見を吸収し、計画に具体的に反映するか」が重要であり、その手続きが肝
心である。そのためには長い時間と関係者の膨大なエネルギーが必要とされ、双方が時間をかけて
辛抱強く「合意形成」を図っていくことが不可欠であった。残念ながら、これだけの時間を費やし
ても審議時間が不足し、委員会と県との間だけでなく、委員間でも意見の相違がある論点が残るな
ど、委員と県の担当者の思いを十分に反映した文書になっていない部分もあったことは否めない。 
 県は、武庫川水系河川整備計画を兵庫県における今後の河川行政のモデルにすることをめざす、
とたびたび言明してきた。「武庫川モデル」が、その計画の中身だけでなく計画策定のプロセスも
あわせて、兵庫県内はもちろん全国の河川行政に反映されていくことを期待したい。 
 
３．原案改訂版についての評価と確認事項について 
 
(１)河川整備の考え方の大転換と超過洪水への対応を含む「政策目標」の明記 
 
 改訂版は、河川整備計画としては従来にない画期的な意義を持つものになった。 
 第一に、基本方針に盛り込まれたと同様、河川整備の政策目標が明確に記載されたことである。
すなわち、「河川整備計画の目標に関する事項」の中で、「想定を超える事態においても、第一に人
的被害の回避・軽減を図ること、第二にライフライン等守るべき機能を明確にして防御することに
より、県民生活や社会経済活動への深刻なダメージを回避することをめざす」と明示したうえで、

 

「総合的な治水対策」を推進することをうたっている。 
 これは、河川管理者が総合的な施策によって得られる「成果」を目標として定めるとともに、河
川管理者である兵庫県が県民に約束する政策目標を示したものであり、今後進められる治水対策は
もちろん、利水や環境、まちづくりへの取り組みについても、この政策目標に合致していることが
求められる重要な規定である。 
 第二に、同じ計画目標に関する考え方の中で、「河川から洪水があふれ出る可能性に対する備え」
も明記されたことである。「河川整備を実施したとしても、計画規模を上回るいわゆる超過洪水等
が発生した場合には、河川から洪水があふれ出る可能性がある」ことを前提に、「このような想定
を超える事態にも備えておく必要がある」ことを明示した。 
 計画規模を上回る洪水（超過洪水）の場合や、整備途上段階で施設能力以上の洪水が発生した場
合をも対象とし、目標を定めている。これは、超過洪水に対しても人的被害を回避・軽減するとと
もに、生活や社会経済活動への深刻なダメージを回避するために、総合的な治水、利水対策に取り
組むという“決意”を基本方針に重ねて“宣言”したものである。 
従来の河川整備の考え方では、計画規模を想定し、その想定を上限とした整備（計画規模の洪水

を安全に流下させること）のみを目標としてきた。このため、従来は超過洪水への対応そのものが
記載されていなかった。河川管理者が超過洪水に対する施策についても「成果」を目標として示し
たことは、画期的といえる。その意味では、基本方針や本計画によって従来の河川整備の考え方を
大きく転換させた点で、大きな意義を持つものである。 
こうした考え方の延長線上に、以下の事項で述べる「ダムに依存しない整備計画」が展開される

ことにつながった。基本方針では、千苅ダム等の利水専用ダムの治水活用や新規ダムの建設が選択
肢の一つとなっているけれども、今次整備計画では「既存ダムについては水道事業者との合意形成、
新規ダムについてはダム選択への社会的な合意形成にそれぞれ多大な時間を要するとともに、完成
するまでに十数年の時間を要し、その間は整備効果を発揮できない」としてダム選択を退け、早期
かつ着実に整備効果が発揮できるダム以外の対策を「最善の選択肢」として採用することになった。 
  
(２)流域全体における総合的な治水への取り組み 
 
 流域全体における総合的な治水への取り組みは、兵庫県が武庫川の河川整備に関する旧計画を 10
年前に白紙にして、ゼロベースからの対策を考える転換に踏み切り武庫川流域委員会に諮問した原
点でもある。したがって、基本方針に盛り込まれた「総合的な治水へ武庫川流域全体で取り組んで
いく」という方針は、整備計画でも堅持された。 
 総合的な治水対策は、河道対策や洪水調節施設の整備を含めた「河川対策」をベースに、河
川への雨水の流出を抑制する「流域対策」、川から洪水が万一あふれ出た場合にも被害を最小限
に食い止めるための「減災対策」で構成される。さらには、治水対策を進めるうえで河川の適正
な利用や流水の正常な機能の維持を図り、豊かな水環境を確保するなどの利水対策を推進する。
同時に、河川環境の整備と保全では生物多様性の保全に配慮した川づくりをおこなうとともに、
自然景観を基調とした武庫川らしい景観の保全・創出などに取り組むなど、川づくりに総合的な
視野を持つことの重要性を記載した。 
 流域対策と減災対策はともに、流域 7市および県政の関連部署との連携による行政横断的な総合
政策として推進しなければ進まない。加えて、流域住民と流域で事業を営む事業者とも緊密に連携
し、協力することが欠かせない。今次整備計画では法定の整備計画とは別に、兵庫県独自に「武庫
川流域総合治水推進計画」を策定することとした。「武庫川流域における総合的な治水対策の推進
に関する要綱」（仮称）を制定し、県と流域 7市によって「武庫川流域総合治水推進協議会」（仮称）
を設立して 7市と共同で策定する計画である。この計画には流域対策と減災対策の推進が記載され
ており、行政間の流域連携をおこなっていく制度的裏付けとなるものであり、今後は成果を上げて
いくことが期待される。 
原案審議の中では、上記の「武庫川流域における総合的な治水対策の推進に関する要綱」につい

てはとくに論点としての議論は行わなかったが、流域委員会の 2006 年 8月提言では「総合治水条
例」（仮称）の制定を提言している。武庫川をモデルにして、総合治水および流域圏づくりを今後
県内に広げていくには、武庫川だけを対象にした「要綱」では不十分である。庁内横断的、自治体
横断的、県民参加で推進していくためには、根拠法令が必要になる。 
この提言を受けて、県はただちに副知事をトップとする「武庫川総合治水推進会議」を設置し、
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武庫川を総合治水のモデルとするべく取り組んできた。こうした姿勢と課題をより一層明確にし、
武庫川の整備基本方針や整備計画の中身を県内に広げていくためにも、条例の制定が不可欠となろ
う。 
この整備計画改訂版で示された兵庫県の「総合治水宣言」をより一層確かなものにしていくため

にも、ぜひ検討を進めていただきたい。 
  
(３)新規ダムに依存する既存計画から流域委員会提言に沿った新たなダムに依存しない計画へ 
 
整備計画では原案の段階から、ダムという選択肢を取らず、ダムに依存しない治水計画となった。
武庫川水系の河川整備の基軸となってきた旧計画である工事実施基本計画では、武庫川ダムをベー
スに置いた計画になっており、その是非をめぐって 1990 年代の武庫川づくりの大論争になってい
た。 
基本方針には、新規ダムの建設は選択肢の一つとして盛り込まれている。しかし今次整備計画で
は、県は新規ダムを選択せず、河道掘削と堤防強化、新規遊水地と既存の青野ダムの活用、そして
流域対策によって、目標流量に対応する選択をした。このことは、経緯としてダムに対する疑念の
声が高まっていたという背景はあるとしても、少なくとも「今次整備計画段階では新規ダムなしで
の治水は可能」とする流域委員会提言に沿った英断を河川管理者が下したものとして高く評価でき
る。 
とくに、新規ダムについては社会的な合意が得られないうえに、完成するまでに十数年の時間を
要し整備効果を早期に発揮できないことを明確にしたことも、今後ダムの位置づけを考える際には
重要な視点である。 
もっとも、新規ダムの選択は完全に封印されたわけではない。改訂版の中でも「基本方針の目標
に向けて、さらなる洪水に対する安全度の向上が必要であり、新規ダムの建設は千苅ダムの治水活
用とともに、その必要性や実現可能性の検討を継続し、具体的な方向性が定まった場合には計画上
の取り扱いについて検討する」としている。 
すなわち、新規ダムは 20 年間の事業内容を示す今次整備計画には盛り込まなかったが、継続検
討課題として“先送り”されたものと受け止めるのが至当である。次期計画以降で新規ダムをどの
ように扱うかは次の世代に委ねるしかないが、継続検討課題として先送りする場合にも、この 10
年間の武庫川づくりの議論の根底にあった「新規ダム以外の対策を十二分に検討して、ほかに選択
肢がない場合の対策として検討する」という視点を大事にしていかねばならない。 
 
(４)河道断面の拡大と堤防強化を中心とした河道対策を治水対策の最重点課題へ 
 
 今次整備計画の大きな特徴の一つは、整備効果の早期発現を踏まえて、戦後最大の洪水である昭
和 36 年 6月 27 日洪水と同規模の洪水を下流基準点の目標流量（3510  /s）に設定し、その 91％
余に当たる 3200  /s を下流部築堤区間の河道断面を広げることによって対応するという流量配分
をしたことである。深さ１～２ｍにおよぶ河床掘削や高水敷の掘削、低水路の拡幅等によって、現
況よりも 700  /s の流量増加を図るために、河道の断面は現況と大きく変わる。 
 この評価については、原案審議の過程でさまざまな議論を呼んだ。 
 一つは、新規ダム等による上・中流域での洪水調節施設に頼ることなく、本来の河道で受け止め
る治水の基本に戻ったことを高く評価するべきだ、という意見である。 
 二つは、ダムに頼らない治水対策は評価するが、大規模な河道掘削や高水敷の掘削によって生物
環境や河川の風景景観など河川環境へのしわ寄せが大きすぎるのではないか、と懸念する意見もあ
った。 
 今次整備計画の審議では、基本方針に定めた生物環境保全の「２原則」等、河川環境の整備と保
全については慎重な審議を行い、精査してきた。環境保全にかかる記述が、実際の大規模な河道掘
削等とどのように整合性を担保できるのかが、議論の大きな焦点でもあった。また、流域委員会発
足以来これまでの長い審議の過程で一貫して下流部の潮止め堰の撤去を認めようとしなかった県
が、模型実験やシミュレーション等さまざまな検討をおこなったうえで潮止め堰の撤去に踏み込み、
河道の大規模掘削を選択し、あわせて天然アユ等の遡上の障害になっている床止工の部分撤去も計
画に盛り込んだ。 
 こうした問題点についても逐一詳細に議論し、河川環境への影響をもたらさないような歯止めや

 

対策も盛り込んで、河道掘削を中心とした河川対策について合意することができた。 
また、堤防強化についても計画高水位以下の洪水に対する浸透対策や護岸工による侵食対策に加
えて、橋梁の上下流部や湾曲により水位が上昇しやすい水衝部など治水上とくに注意が必要な個所
を対象に、計画高水位以上の洪水に対して堤防を決壊しにくくする浸透対策、巻堤などによる越水
時の裏法面の侵食対策について検討し、可能なものから実施することを明記した。 
堤防強化については高水敷の掘削と合わせて、下流部の松など樹木の伐採、河川景観の変化等に

ついても、関係者との十分な合意形成が必要であることも議論し、慎重に対応することを確認した。 
 
 (５)流域対策を初めて明確に位置づけたこととその限界 
  
 流域対策は、総合的な治水に取り組むうえでその象徴ともなり、流域住民や事業者、自治体が川
づくりに関心を持ちそれぞれの持つ役割を生かしながら治水を担える重要な分野でもある。今次整
備計画の原案改訂版の中では、対策の取り組みや拡大に一定の限界を示しながらも、整備計画に初
めて位置づけられたことは、大きな意義を持つ。 
 流域対策は、流域自治体や農業、林業をはじめ各分野の事業者および住民個々の協力と連携がな
くては進まない。このため、県は流域７市とともに立ち上げる武庫川流域総合治水推進協議会（仮称）
で「総合治水推進計画」を策定し、法定の河川整備計画とセットで取り組もうとしている。 
 こうした推進体制は必要であるが、加えて、流域対策が本格的に効果を発揮していくためには、
幾つかの課題を乗り越えなければならない。基本方針の策定の際にも答申書の中で指摘したことで
あるが、整備計画の策定にあたってあらためて提起しておきたい。 
 
 流域対策が基本方針や整備計画の目標流量配分で小さい値の効果量しか盛り込めていないのは、
幾つかの理由がある。 
 県は、「水田やため池等、公的所有でない施設は将来にわたって治水施設として維持され、期待
した流出抑制量が確実に担保される保障がない」「水田などの一時貯留施設の貯留操作は管理責任
が伴うので、民間の施設等の場合には必要な操作が確実に行われることが明確ではない」「稲刈り
前や中干しの時期には、流出抑制効果が期待できない」と主張してきた。数値として効果量を計上
するには操作の確実性が担保されねばならないために、ゲート操作などの人為的操作が必要な方策
は適当ではなく、操作の不要な自然調節方式であることが求められる。 
 これに対して委員会からはこれまで、次のような意見を提言してきた。 
 ①500ｋ㎡の広い武庫川流域で流域対策を進めていくのに、公的所有施設だけに対象を限るのであ

れば、その活用は極めて限定される。流域対策は河川管理者だけで取り組むのではなく、流域の
あらゆる住民、事業者、自治体の各部局が協力して取り組むことに意味がある。 

②超長期の目標を掲げる場合には現時点での厳密な担保を求めるよりも、具体的な整合性はなくて
も将来の住民・事業者等の参加や技術開発等を促進するために、河川管理者が目標を掲げること
が流域対策推進のカギとなる。 

③現時点では流量配分に計上できなくても、将来の可能性を視野に入れて、損失補償その他の制度
設計などを先行して行うことによって知恵と意欲を刺激し、将来の対策実現への道筋が見えてく
る。 

④そのためには、河川以外の部署との連携を強めて、治水のために負担を強いるという受け止め方
にならないよう、森林の保全や農地・農業の振興、まちづくりのために個々の流域対策が貢献す
るという視点が必要になってくる。 

 
  今次整備計画の中で位置づけられた流域対策の効果量は 30  /s と数値的にはわずかだが、数
値に計上しなかった森林や水田、防災調整池、公共施設や大型店舗の駐車場などでの貯留・浸透
施設、各戸の雨水貯留・浸透対策などへの取り組みを進めることによって、付加的な流出抑制効
果を期待できる。これらは今次整備計画期間中に調査検討し、普及に取り組む検討課題に挙げて
いる。流域の広範囲な連携と協働が広まる中で、流域対策が本格的に始動するのを期待したい。 

 
（６）超過洪水対策と減災対策 
 
 先に述べたように、今次整備計画は計画規模を上回る超過洪水対策を真正面から掲げ、減災対
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策を多角的に掲げたことは大きな特徴の一つである。 
 川から洪水があふれることに備えた対策は、流域住民が「水害へのリスク」を認識し（知る）、
充実した情報提供体制と水防体制の強化（守る）のもとで、「逃げる」ことと、水害に「備える」
まちづくりの知恵と災害に遭った際の復旧への備えを日常から怠らないことである。 
今次整備計画の策定にあたっては、県が原案を作成する過程で流域委員会と合同で減災対策検討

会を８回にわたって開催し、具体的な対策のあり方を一緒に検討した。これらの結果まとまった要
点は総合治水推進計画に具体策が添付されているが、従来は簡単な記述にすぎなかった危機管理対
策が「減災対策」として整備計画に取りまとめられたことは、超過洪水対策の位置づけと並んで大
きな意義がある。 
 とくに、減災対策の推進において検討すべき項目案と、浸水被害の拡大を防止するための具体策
は、モデル地区での地域防災力の強化をめざした行動計画としてまとめており、流域の各地域で流
域自治体と地域住民が直ちに取り組みを始められるようなマニュアルでもある。 
 
（７）武庫川水系に生息・生育する生物及びその生活環境の持続に関する２つの原則について 
  
全国でも初めての取り組みである「生物及びその生活環境の持続に関する２つの原則」について

は、基本方針に掲げた考え方をより具体の整備計画に即してその実現を図ることを明記した。 
 今次整備計画では、大規模な河道掘削等河川環境に大きな影響を与える工事が盛り込まれている
ことから、２つの原則を個々の工事区間でどのように担保できるのかという論点に衆目が集まった。 
 その結果、河川対策の施工場所と「優れた生物の生活空間」の範囲や「配慮すべき生物の生活空
間」の場所とを重ね合わせた図面を作成して、個々の整備実施個所においてどのような保全策を考
えていくのかという、具体的な確認もおこなった。 
 こうした個々の工事実施と２つの原則の整合性を図るとともに、水系全体で戦略的に自然環
境を保全できるよう、計画策定過程で関わった専門検討会のような専門家会議による評価・検証
なども実施計画に合わせて適宜おこなっていくこととなった。 
 また、かつて武庫川に多数生息していた天然アユを武庫川のシンボルフィッシュとして位置づけ
て、関係機関や地域住民の参画と協働のもとに、天然アユが遡上する川づくりをめざすことも明記
した。潮止め堰の撤去や床止め工の一部撤去は、魚類の移動の連続性の向上や汽水域の拡大によっ
て生物の生息環境が向上することが期待できるが、生態系や河川景観などへの影響にも十分な注意
を払っていく必要があることも確認された。 
 生物環境の保全に関しては、流域の住民等からの生物に関する幅広い情報が必要であることから、
新たな貴重種情報の入手などに努めながら、専門家の意見も聴いて反映していく。そのためにも、
河川整備計画の文書そのものを流域住民が読みやすく、分かりやすくするために、表現や図表、写
真の扱い等にも細かい配慮を重ねた。 
 
（８）適正な水利用、流水の正常な機能の維持と健全な水循環の確保について 
  
河川が豊かな流況に恵まれて、渇水時にも生物の生息に支障のない正常な流量が維持される「美

しい川」は、流域の誇りでもある。森・川・海へと地上に降った雨が表流水や地下水となって、流
域の健全な水循環を維持していくことができれば、川はより一層、流域の人々に親しまれ、誇れる
川として川づくりへの関心も高まるはずである。 
原案をめぐっては、流水利用の適正化における農業用水等の慣行水利権の許可水利権への切り替

えの推進については評価できるものの、維持流量のなかで「動植物の生息地または生育地」および
「漁業」からの必要流量（とくにアユに関連する事項）および「流水の清潔の保持」からの必要流
量のあり方をめぐっては、一部の委員と県との間では激しい議論が交わされた。 
 一つは、基本方針の際にも議論になったが正常流量をどのように設定するかである。国の「正
常流量検討の手引き（案）」にもとづき一定のルールにしたがって算出されたもの（生瀬大橋地点
で概ね 1.5  /s）の妥当性や、本来、維持流量は武庫川の現実に即した設定方法をすべきではない
かという議論である。また、より大事なのは、設定した流量をどのようにして確保するかであり、
設定した流量より豊かな流量を確保していくために、どのような手立てを考えるのかということで
あった。 
もう一つは、流域の治水、利水、環境に役立たせる目的で地下水流動の把握や地下水位変化につ

 

いてのデータを得ることに関する議論である。県は終始、このような地下水の実態把握は河川行政
の範疇ではないと主張し、委員の間でも、県と同様の意見や、実施が極めて困難であることを指摘
する意見がある一方、流域の広範な地下水涵養機構や、地下水から河川への水供給や逆に河川から
地下水への涵養の把握につながるのでぜひ実施すべきという意見があり、それぞれの主張が最後ま
で対立した。 
最終的には、流域の水循環を把握することや地下水の涵養と保全は、河川の流量確保に寄与する

要素の一つであることなどから「健全な水循環の確保」に貢献するということで合意点に達し、計
画に盛り込まれた。 
また、利水に関しては流域市における水融通システムの問題も大きな議論になった。発端は千苅

ダム等の既存水道用ダムの治水活用の議論の中で渇水リスクの問題が浮上し、今後の人口減少など
による“水余り時代”を迎えるなかでも、限られた水を既存水利権の枠を越えて相互に融通し合う
仕組みを検討していく必要があることも議論された。 
地下水問題を含めた健全な水循環についての議論は、今後とも河川行政の枠組みを超えて、総合

的な視野から取り組まれていくべき課題であろう。 
 
(９)まちづくりと一体となった川づくり 
 
 流域委員会は発足当初から、「総合的な視点からの武庫川づくり」を視野におき、河川法にいう
治水、利水、環境に加えて「まちづくり」の視点からの川づくりを４つ目のキーワードとして検討
を重ねてきた。長年にわたって河川区域という「川の中」でどのように治水を進めていくかを基本
としてきた河川行政の担当者とは、しばしばズレが生じた議論を重ねざるを得なかった。 
 もちろん、まちづくりを視野に入れるといっても、「川を活かしたまちづくり」か「まちを活か
した川づくり」の２つの視点についての議論も踏まえて、流域委員会の議論では基本的には「川づ
くり」に焦点を絞ったのはいうまでもない。 
 まちづくりと一体となった川づくりの課題は、整備計画の随所で描かれている。 
 武庫川の流域は約 500ｋ㎡だが、下流の氾濫域を含めた「流域圏」は 580ｋ㎡になる。流域圏全
体の人口は約 140万人だが、氾濫域である阪神間の市街地に居住している人口が７割の約 100万
人を占める。致命的な被害をもたらしかねない洪水対策の焦点は下流域の築堤区間でありながら、
明治時代以降に堤防決壊等の洪水被害の経験がない地域だけに、水害被害のリスクを流域でどのよ
うに意識し、流域住民や自治体が参画した川づくりに取り組むかは、難しい問題でもあった。 
 また、かつては天然アユが遡上し、子どもたちが川に入って魚取りをして遊んでいた下流域の川
も、一般の市民からは縁遠いものになり、関心も薄れがちになっている。 
 こうした状況を改善し、流域住民が参画した川づくりをめざすためにも、また、超過洪水対策を
念頭において川から洪水があふれても致命的な被害が生じないように、浸水被害に強い都市基盤整
備や住宅構造をめざす耐水都市づくりや、避難や速やかな情報共有システムの整備などの減災対策
はとりわけ重要である。平時においても、川とまちが一体となった地域だけに、河川景観のあり方
や河川空間の利用の仕方などの課題が残る。 
 改訂版の随所で、このような観点から流域関係市との連携を強めて、流域市の総合計画や都市計
画マスタープラン等との調整を図り、土地利用や上下水道事業、既存の水利施設等の機能にも十分
配慮し、源流から河口まで一貫した計画のもとに河川の総合的な保全と利用を図っていくことの重
要性も明らかにした。 
 これらの対応が意味することは、関係機関との調整を前提としながら、土地利用の規制・誘導を
含むまちづくりと川づくりを一体化して取り扱うということである。高度に市街化した氾濫想定域
を持つ武庫川においては、すでに河川のみによる川づくりが限界にきているとともに、武庫川を地
域資産として活用した積極的な流域のまちづくり推進が求められている。 
 
(10)計画進行のあらゆる段階で「参画と協働」「点検・評価」のサイクルを貫く 
 
 武庫川づくりを進めていく上で、流域住民や事業者、流域自治体が河川管理者とどのような関係
を築いていくかは、極めて重要な要素である。基本方針では「河川の総合的な保全と利用に関する
基本方針」の中で、「河川整備計画の策定と計画実施の各段階においてそれぞれ目標を明確に設定
し、『参画と協働』のもとで段階的に整備を進めていく」と明記している。 
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今次整備計画ではさらに一歩進めて、「計画の着実な推進を図るため、ＰＤＣＡ（計画、実行、
評価、改善）サイクルの考え方にもとづいた進行管理、フォローアップ委員会の設置を行うととも
に、地域住民等との情報の共有化を図る」ことなどが記載された。また、流域連携については、「地
域共有の財産である武庫川を守り育てるため、参画と協働による武庫川づくりを基本として、地域
住民、ＮＰＯ、事業者、大学等の研究機関、流域市、県が適切な役割分担のもと連携を進めること
を明記した。 
流域連携とフォローアップの位置づけや具体的な展開については、当初原案と委員の意見の隔た

りが大きく、長い時間をかけて意見交換し、計画に盛り込む文書の構成や表現についてブラッシュ
アップを繰り返した。 

1997年に河川法が大改正されるまでは、河川行政には「住民参加」という考え方がなく、行政
主導で「河川管理」をおこなっていた。10年前に住民参加で河川計画をゼロベースから見直すと
いう大転換を兵庫県がおこなった当初は、文字通り手探りのスタートでもあった。その後、流域委
員会をつくるための画期的な準備会議を経て本委員会がスタートし、都道府県では他に例を見ない
諮問機関の運営方針を持った流域委員会による検討を重ねてきた。このプロセス自体が「参画と協
働」「点検・評価」のサイクルでもあったが、整備計画策定以降どのように進めていくかは大きな
課題でもあった。 
改訂版では、そうした川づくりを推進していくための土壌になる「流域連携」のあり方、河川管

理者である県の役割を明確にするとともに、整備計画にもとづき具体的な事業実施に移っていく段
階でのフォローアップの仕組みも明らかにした。 
すなわち、流域連携では武庫川づくりに関わる主体を①住民と住民団体 ②ＮＰＯ ③事業者④

大学等の研究機関 ⑤流域市 ⑥県（河川管理者）―の６つと規定し、これらが適切な役割分担の
もとに連携しながら取り組むことの重要性を確認した。 
具体的には、１つ目は、行政目標を達成するために県をはじめとする行政側が地域住民等とさま

ざまに連携する関係。2つ目は、多様な主体が自律的に取り組む武庫川づくりの活動を県が支援す
る関係。3つ目は河川管理者のパートナーとなる自律的な流域ネットワークの形成を支援し、連携・
協働していく関係を大事にしていくことである。 
整備計画策定後のフォローアップに関しては、ＰＤＣＡサイクルの考え方に基づいた進行管理を

どのようにおこなっていくかが焦点になった。川づくりにおけるＰＤＣＡサイクルの導入は兵庫県
の担当部局にとっては初めてのことであり、その手法の検討から始めて仕組みを導入し、整備計画
策定後速やかに立ちあげるフォローアップ委員会（学識経験者と地域住民で構成）とともに走りな
がら、その手法を磨いていくことになる。武庫川流域委員会の６年半におよぶ活動と同じように、
ＰＤＣＡサイクルの導入自体が「参画と協働」によって磨かれていくことを期待したい。 
 
４．今次計画期間中に継続検討するべき課題の設定と位置づけについて 
 
 整備計画の改訂版には、原案にはなかった「付記（検討事項）」と題した項目を計画本文の最後
に盛り込んだ。河川行政の担当者にとっては、河川整備計画書には異例の記載になった。 
 原案にはもともと、県が整備計画の策定過程でかなりの時間とエネルギーを割いて検討してきた
新規ダムの計画と既存利水ダムの治水活用、とくに規模の大きい千苅ダムについては、いずれも今
次整備計画には選択せずに「継続検討課題」とすることを計画書本文の数カ所にわたって記載して
いる。委員会の中でも、ダムについてのみ継続検討課題とすることに当初から違和感を持つ委員が
多く、その扱いについては検討するように繰り返し意見が出ていた。また、委員会が提言していた
対策についても、調査・検討や関係機関との調整に長期間を有する、いわゆるリードタイムの長い
対策も他に少なからずあった。 
 こうしたことから、今次計画期間中には実施しない事柄についても、本文に章を設けて「今次計
画期間中に継続して検討するべき課題」として一括記載してはどうかという案が委員会審議の早い
段階で出ていた。しかし、県側としては「整備計画には期間中に実施することを書くもので、実施
しない次期計画以降の課題について記載するのはおかしい」という主張を続け、長らく平行線をた
どっていた。委員の間でも「千苅ダムの治水活用に特段の優先度を与え、次の整備計画のために優
先検討することを整備計画に記載すべきではない」とする少数意見がある一方、多数の委員は今後
の計画づくりに備えて、「今次計画に採用に至らなかったことの中で検討に時間のかかるものはき
ちんと記載し、取り組むべきだ」「河川以外の行政計画では、期間中の検討課題も記載するケース

 

が少なくない」という意見が強くあった。 
こうした中で、終盤になって県も「資料編への記載案」を提案し、さらに大詰めになってから「本

文への記載」を認める譲歩をおこなった。 
 記載の仕方や記載項目、表現の中身等については最終の第 68回委員会まで議論が続いたが、よ
うやく合意に達し、継続検討していく事項が「先導的な施策の実施にあたって検討が必要な事項」
と「長期的な河川整備基本方針の目標達成に向けて検討が必要と現時点で考えられる事項」の２つ
に分類して、計画本文の最後に「付記（検討事項）」として一括記載された。 
この中では新規ダムや既存ダムの治水活用のほか、遊水地の拡大、市街地整備と一体となった阪

神鉄道橋梁等の改築、先導的な施策の実施にあたっての堤防強化、流域対策、減災対策の推進、環
境２つの原則の具体化や天然アユの生息環境の改善、分かりやすい水質指標による調査、流域水循
環の把握、整備計画の進行管理におけるＰＤＣＡサイクルの導入、流域連携のあり方等が記載され
た。 
 先にも述べたように、次期整備計画の策定は行政担当者も流域住民、学識経験者も次の世代に委
ねられるが、６年半にわたって膨大な検討と議論を重ねてきた経緯も合わせて次の世代に引き継が
れなければならない。そうした観点から、フォローアップの仕組みとともに新しい川づくりの課題
についても継続して検討を重ね、後戻りのない展開を期待したい。 
 
５．整備計画推進体制への配慮と注文について 
 
 最後に、今後の「整備計画策定」以降の計画推進体制と今後の武庫川の川づくりを進めるにあた
って、幾つかの配慮と注文を提示しておきたい。 
 一つは、新しい川づくりの先導的モデルを活かしていく課題である。 
 武庫川流域委員会はこの６年半、新しい川づくりをめざした「計画づくり」のプロセスについて
は一定の役割を果たし、「武庫川モデル」とでも呼べるような成果を上げてきたと委員会一同自負
している。６年半通して関わってきた委員会であるからこそ、とりわけその思いは強い。メンバー
交代しながらも武庫川づくりのプロフェッショナルとして長時間エネルギーを注ぎ、協働してきた
河川行政担当者もまた、委員会のこの思いを共有して「武庫川モデル」を兵庫県内の川づくりに広
げていくとともに、全国の河川行政に発信していただきたい。 
 そのためにも、いよいよ新しい川づくりの実践に入ることを意味する整備計画の策定の機会を活
かすことをめざして、知事も参加した「武庫川シンポジウム」を開催することを提案したい。整備
計画についてのパブリックコメントを終えて、河川管理者の手で計画策定が終わった時点がそのタ
イミングであろう。 
 
 二つ目は、原案審議の過程で何回となく議論に出たように、資料編を含めた整備計画の関連文書
をセットで広く県民に開示し、計画策定の過程で使ってきた膨大な資料を可能なかぎり公開文書と
して、誰もがいつでも閲覧・入手できる仕組みを整えておくことである。このことは基本方針の答
申の際にも確認し、要望したことであるが、整備計画の策定の経緯や基礎になった資料を遠い将来
においても住民等が閲覧、情報共有できるようにしておくことである。 
 このとき県は「担当課では一連の資料は未来永劫にわたって保存する」と説明している。委員会
はこれに対して、「20～30年後等、次の整備計画を策定する際や将来に基本方針等を見直す必要が
生じた際に、今次計画策定の際に使ったデータや資料が確実に後世に伝えられ、誰もがいつでもそ
の情報にアクセスできるように保存してもらいたい」「計算の根拠になった最終バージョンの資
料・データは、パブリックコメントなどの際にも一般の人が分かりやすいように、資料編あるいは
同等の保存と公開がおこなわれる方法で記載してもらいたい」と求めた。 
今次整備計画についても、県は同様の措置を取り、資料の取り扱いについて具体的な方策を検討

していただきたい。 
 
 三つ目は、フォローアップ体制についてはフォローアップ委員会の位置づけや機能とともに、最
後の段階でようやく合意に達する内容になったが、まだ幾つかの不明点が積み残されている。 
ＰＤＣＡサイクルの考え方に基づいた進行管理の重要な役割を果たすことや、進行管理のあり方

や仕組みは継続検討課題の中に挙げられた。フォローアップ委員会は整備計画の進行管理について
河川管理者の知事から委嘱された第三者機関として活動し、ポスト流域委員会の役割を果たす。今
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次整備計画の見直しや次期計画の策定の段階になれば新たな流域委員会が発足することになるが、
フォローアップ委員会は 20年という長期にわたって整備計画の進行管理について第三者機関とし
て評価・改善する機能を担う。 
この委員会をいつ、どのような形で委員を選考し発足させるのかが今後大きな焦点になる。これ

について県は審議の中で、計画策定次第、速やかに発足させたいとしている。委員の選考について
は、学識経験者と地域住民で構成することにしているが、武庫川流域委員会の発足にあたってはそ
のメンバー構成で知恵をめぐらせ、公開の準備会議に委ねた経緯からフォローアップ委員会のメン
バー選考をどこでおこなうのか、議論になった。 
この件に関しては、流域委員会がまだ存続している間に県が同委員会に諮る案も俎上に上がった

が、最終的には県が他の諮問機関のメンバーを選んでいるのと同様に選考することで了承できた。
整備計画策定にこぎつけた県担当者の住民参加の川づくりについての意識と知見は、武庫川づくり
の議論が始まる前の 10年前に比べて比較にならないぐらいに高まったと認識できたからである。
これから本格的に始動するであろう流域連携の住民の動きや意見も視野に置きながら、武庫川に限
りなき思いを寄せる素晴らしいメンバー選びがおこなわれることを期待したい。 

 
四つ目は、この計画審議の最後で大きな議論になった「流域連携」の推進である。 
流域委員会は2006年8月提言で、流域全体で武庫川づくりを進めていくことの重要性を指摘し、

具体的な流域連携について幾つかの提案をした。流域住民と住民団体、事業者、基礎自治体が武庫
川づくりに大きく連携・協働していく「武庫川流域圏会議」や、流域と武庫川に関心を持つ研究者
等で組織する「武庫川学会」（いずれも仮称）等である。提言をまとめるまでにリバーミーティン
グと称した公聴会を定期的に開催し、住民と委員会の意見交換の場とするとともに、河川管理者で
ある県と武庫川づくりのパートナーとなれる流域ネットワークの創設も呼び掛けてきた。 
こうした経緯を踏まえて、流域ネットワークづくりのきっかけづくりをめざす取組みとして、例

えば、「武庫川づくりと流域連携を進める会」（略称「武庫流会」）がある。このＮＰＯには、流域
で活動している多様な住民とともに、流域委員会委員の過半数も参加しており、発足からの 4年間
に、天然アユの遡上復活をシンボルに掲げたシンポジウムやフォーラムを開催し、住民の手で上流
から下流までの水質調査を毎年続けるほか、川に関心を持ち川に親しむ活動や、流域委員会が提言
作業の中で作成してきた「武庫川カルテ」をベースにした「武庫川ガイドブック」の出版を積極的
に進めることなどを通して、多様な団体が交流する機会をつくり、流域連携の促進を図ってきてい
る。 
整備計画原案改訂版に記載されているように、河川管理者と流域のさまざまな主体との連携・協

働はこれからの川づくりの生命線でもある。最近ではこうした連携組織の活動に県が参加し、連携
していく行動も芽生えてきたが、今後はより一層の連携・協働が進まなければならない。 
幸いにして武庫川では、流域の中で主体的な連携組織を生み出し、県とのパートナーシップの関

係を構築できる多様な主体が存在している。流域連携でも武庫川は、これからの川づくりのモデル
を提供できる可能性を秘めていることを認識し、県行政としても積極的なアプローチをしていくこ
とを期待したい。 

 
◇ 

 
最後に、６年半にわたって当委員会の活動を支えていただいた兵庫県の河川管理者と河川行政担

当者、流域７市の担当者、副知事をトップとした県庁の横断組織である武庫川総合治水推進会議、
事務局をサポートしてきたコンサルタントの方々、そして長時間の会議の傍聴を続けてたくさんの
意見をいただいた流域住民の皆さまや委員会の動向を見守っていただいた皆さんに、感謝と御礼を
申し上げる。 

 
以上 
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｢武庫川水系河川整備計画原案についての意見書(答申書)｣に対する県の考え 
 
 

平成 22年 1月 26日の第 55回武庫川流域委員会に、武庫川水系河川整備計画(原案)を提示して
以降、14 回の流域委員会、17 回の運営委員会を開催し、熱心に審議をしていただきました。おか
げをもちまして、河川整備計画(原案)を改訂版という形で取りまとめることができました。松本委
員長、川谷委員長代理をはじめ、委員のみなさまには心から感謝申し上げます。 
兵庫県では、総合的な治水対策に取り組むため、武庫川をトップランナーとして、流域市の協力

も得ながら、全庁組織をあげて計画づくりを進めてきました。武庫川の治水については、ひとたび
堤防が決壊すると甚大な被害が想定される下流部築堤区間の内、流下能力の低い区間の安全性向上
が喫緊の課題と認識し、この課題に的確に対応するため、早期かつ着実に整備効果が発現できる対
策を選定しています。このような内容を中心とした河川整備計画(原案)の改訂版は、県と流域委員
会の双方が時間をかけて辛抱強く「合意形成」を図ってきた「参画と協働のプロセスの成果」とし
て、流域委員会から高い評価をいただきました。 
河川整備計画策定後は、計画の具体化の段階に移ります。武庫川流域圏に暮らす多くの人の命と

暮らしを守るために、流域市の協力も得ながら、流域全体で防災力の向上を進める総合的な治水対
策（河川対策・流域対策・減災対策）に取り組んでまいります。なお、河川整備計画の策定に向け
た今後の予定や、答申書に記載された意見に対する県の考えは、以下のとおりです。 

 
 
１ 河川整備計画の策定に向けた今後の予定 

今後、河川法に基づく関係市長の意見聴取、パブリックコメントによる県民意見聴取を行った上
で、国土交通大臣の同意を得て、河川整備計画を策定します。 
また、河川整備計画(原案)に位置づけた流域対策と減災対策は、県と流域７市が協力して進める必
要があるため、両者で構成する協議会※を設立し、｢武庫川流域総合治水推進計画(仮称)」を策定し
ます。 
これらの手続きを経て、平成 23 年度より下流部築堤区間の河床掘削工事をはじめとする、河川

整備計画に位置づけた事業に着手し、早期に洪水に対する治水安全度の向上を図りたいと考えてい
ます。 
※ 武庫川流域総合治水推進協議会(仮称) 

 
２ 答申書「５.整備計画推進体制への配慮と注文について」等に対する県の考え 

答申書の第５項において、以下の４点について意見をいただいています。これらについては、今
後、具体的な対応について検討し、実施していきたいと考えています。 
①武庫川の取り組みを発信する「武庫川シンポジウム」の開催 
②河川整備計画（原案）の関連文書の公開 
③フォローアップ委員会の適切なメンバー選定 
④流域連携の推進 
また、答申書では、「総合治水条例(仮称)」を検討することについても意見をいただいています。

このことについては、流域対策や減災対策をより一層推進するために、他府県の条例なども参考に
しながら検討を進めているところです。 
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